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本稿は2021年 7 月17日開催の国際商取引学
会の東西合同部会における掲題報告に加筆修
正を施したものである。記載内容はいずれも
報告者の個人的見解であり、報告者が所属す
るいかなる組織の見解・立場でもない。

はじめに

本報告では、国際取引紛争の当事者であっ
た日系企業の代理人を務め、また他国で調停
人を務めた報告者の経験を踏まえ、これら事
例における言わば舞台裏の事情等、背後で影
響を与える質的な側面の一部を紹介したい。

尚、本報告は当初は 5 件の事例を報告する
予定であったところ、実務関係者から本稿の
副題、即ち調停の提案は弱みを見せるのでは
という懸念についての報告者の見解を含める
よう求められたことから、事例報告を 2 件に
減じた上でこれを第二部として加えた次第で
ある。このため第一部の事例紹介と第二部・
副題との関係性が希薄とのご指摘もあろう
が、国際取引実態の変容の把捉とそれにマッ
チした新たな国際取引の概念構築を目指すと
いう趣旨から追加に応じた経緯によるもので
ある。

Ⅰ　序論　「裁判・仲裁」と「調
停」の間の温度差について

裁判・仲裁は紛争の勝ち負けを第三者（裁
判であれば裁判官、仲裁であれば仲裁人）が

（上訴・上告が許される場合もあるが）拘束
力のある決定を下すものである。（日本には

「喧嘩の仲裁」という表現があるがそこでの
「仲裁」はむしろ後述の「調停」の趣旨と言
えよう。）

裁判・仲裁においては、紛争当事者の法的
権利と義務についてそれぞれの代理人弁護士
が攻撃と防御を繰り広げるドライな戦いと言
えよう。そのプロセスにおいては基本的に過
去に何があったか（なかったか）を注視し、
司法制度の骨組みの中で白黒をつける。（仲
裁は裁判外の手続きとされるが「仲裁法」の
枠内でなされこの意味では司法制度に包含さ
れると言えよう。）

他方調停（mediation）は、中立な第三者
の参与のもとで当事者双方が自発的に（強制
されずに）和解・解決を試みるものであり、
過去にとらわれるよりは将来志向の問題解決
を試みるもので、各当事者の事情・心情を考
慮する余地がありウエットな側面を含む協働

国際商取引紛争を国際調停で
解決した事例報告

―調停の提案は相手側に弱みを見せるのでは 
という懸念を巡って―
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作業と言えよう。また当事者の契約自由の原
則が最大限尊重され、型にとらわれない解決
方法が可能である。

お叱りを頂くことを承知の上でこれを動物
に例えるならば、裁判・仲裁は、拠って立つ
脚（論拠・たてまえ）が明らかで、晴天の下
で大地高所から合理的な判断を下すキリンの
ようで、他方調停は、水面下・水中の実情（事
情・ほんね）に合わせ、時には濁り水の中で
変幻自在に動き回る軟体動物のタコのようで
あると言えるかもしれない。

この点、元文化庁長官でユング心理学の巨
匠とされる河合隼雄（1928-2007）は「母性
社会日本の“永遠の少年”たち」と題する論
考において「人間の心には多くの相対立する
原理が働いているが、そのなかでも父性と母
性の原理の対立は、人間にとってまことに重
要なものである」（河合1976, p 8 ）とし、父
性原理は「切断する」機能にその特性を示し、
すべてのものを切断し分割し、主体と客体、
善と悪、上と下などに分類し、能力や個性に
応じて類別するとする。他方母性原理は「包
含する」機能によって示され、すべてのもの
を良きにつけ悪しきにつけ包みこみ、そこで
はすべてのものが絶対的な平等性を持つとす
る。

報告者は両性の本質的平等を信望するとこ
ろ、河合が言う「父性」は白黒をつけて「裁
く（捌く）」という裁判・仲裁の本質を、そ
して「母性」は両者の混沌状態にある事情・
心情を汲み取り受け入れるという調停の本質
を言い当てていると感じる次第である。

Ⅱ　第一部　事例紹介

報告者が日系企業の代理人として関与した
国際調停の事例 2 件の概要を紹介したい。事

例の内容は抽象化され、関連地域・国は実際
とは異なるものに匿名化されている。

１　ケース１：技術支援役務提供契
約の変更の有効性が問われた事
例

⑴　経　緯
日系企業の欧州拠点（Ａ国）がアフリカＢ

国でのプロジェクトに初めて入札するにあた
り、現地の事情に疎いことから、これに通じ
ているとしてアプローチがあった現地コンサ
ルタントを登用したものの、先方が提供する
サービスは期待外れであった。このため先方
の欧州駐在員と協議の上、当該コンサル契約
を双方の合意の下に途中解除する旨の変更契
約書を締結し、その後その欧州駐在員は先方
を退社した。

プロジェクトの入札が成功し、先方はかか
る変更契約について不知・無権行為により無
効と主張し、原契約に基づく所定の報酬を請
求して紛争となった。

原契約の準拠法は日本法で、紛争解決条項
にはロンドンでのLCIA （London Court of 
International Arbitration） 仲裁と規定され
ており、先方はこれに沿ってLCIAに仲裁を
申し立て仲裁審議が開始となった。その後約
半年が経過したところで日系企業では社内報
告のため状況の見直しとなった。
⑵　問題点・懸念事項

途中解除の変更契約書には準拠法・紛争解
決の定めがなく、当方の表見代理の主張を含
みその変更契約の成立の有無について、誰が
どの法律に基づいて裁定するかが争点の一つ
となった。他にも問題点が山積みで、仲裁審
議の進行に伴い当方の仲裁弁護士費用が当初
の想定以上に嵩んでいた。また、相手側の弁
護士費用も同様に相当額に達していると推測
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され、もし敗訴となった場合の法務費用負担
額が多額となる懸念があった。また当方欧州
拠点の人的資源には限りがあり、仲裁審議に
忙殺されるあまりその営業に影響が出てい
た。

当方は相手側のことを良く知らず、もし中
途半端な和解をしたならば、その後に相手が
手を替え品を替えて「蒸し返し」をしてくる
のではないかという懸念があった。
⑶　対応方針・課題

このまま仲裁審議が続くことに対する不安
が あ り、 仲 裁 審 議 を 一 時 中 断 し 調 停

（mediation）による和解交渉に持ち込み、相
応の解決金を当方が先方に支払うことで調停
合意が得られたならば、「蒸し返し」リスク
対応としてその合意内容を仲裁に戻して合意
仲裁判断（consent award）として仲裁廷に
出してもらう方針（Arb-Med-Arb）で臨む
こととなった。

だが原契約の紛争解決条項には調停前置は
なく、既に仲裁審議は大詰めを迎えていたと
ころ、どのようにして調停を先方に提案する
かが課題となった。
⑷　初期動作

当方側の仲裁担当弁護士は仲裁審議の状況
と今後の見通しについて強気で調停には積極
的ではなく、当方の本社主導で調停開始に向
けての準備を進めることとなった。

調停の提案については、その時点では事前
の調停合意がなくても調停手続きを受理して
くれる主要な調停機関はパリに本部を持つ
ICC （International Chamber of Commerce） 
のみであり、当方の欧州拠点名でICCへ調停
を申し立てた。またその背景には「国際商業
会議所」という中立性とその影響力が一定程
度相手側に効くのではという期待があった。

ICCからの調停申し立ての通知が先方に不

意打ちとなるのは回避したいとの配慮から、
ICCへの申し立てと同時に相手側にもICCに
調停を申し立てた旨メールで知らせたとこ
ろ、意外にも先方も調停を望む旨の返信があ
り、先方は早々と調停人候補者の提示をした
が、当方は調停人選定についてはICCの支援
を仰ぎたい旨回答し、先方これに同意した。

追ってICCから候補者 3 名の提示があり、
その内 1 名（ロンドン所在の法廷弁護士）を
調停人（mediator）として登用することに双
方が合意した。これを受けて当方側仲裁担当
弁護士がLCIA仲裁の仲裁廷に仲裁審議の一
時中断を要請し、仲裁廷は相手側も望んでい
ることを確認の上でこれを了解した。
⑸　調停の進行

調停開始に伴うICC所定の事務手続きを経
た後は調停の開催と進行は調停人に任され、
調停人と双方の仲裁担当弁護士が所在するロ
ンドンでこれを行うこととなり、当方側仲裁
担当弁護士の事務所の会議室で開催となった。

当方が相応の解決金を支払うことで実質 1
日半で基本合意に達し、その解決金の支払い
のタイミングと支払いメカニズムについての
折衝を含んで、和解契約書交渉が双方の仲裁
担当弁護士の間でなされ二日目の深夜に締結
された。その和解契約書は追ってLCIA仲裁
廷の合意仲裁判断が出ることを念頭に置いて
の内容となっており、双方の仲裁担当弁護士
の高い法律文書作成スキルを窺わせるもので
あった。

ロンドンLCIA仲裁の審議が再開し、約 2
か月後に和解内容を反映した合意仲裁判断が
出て仲裁手続きが終了し、当初の目的であっ
たArb-Med-Arbが成立となった。
⑹　調停の提案は弱みを見せるのではという
懸念について
本事例においては、このまま仲裁審議を継
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続した場合に想定された当方にとって不利な
状況を事前に回避したいという事情があり、
調停の提案が弱みを見せることになるのでは
という懸念よりも、むしろどのようにして調
停の場に先方を誘い出すかという方法の模索
が重要であった。そして過程において調停で
の交渉において極力当方に悪影響を与えない
方法で臨みたいという希望がありICC調停を
選択したのは事実である。尚、これを提案し
たところ先方が思いのほか積極的であったこ
とから、弱みを見せるのではという懸念は杞
憂であったと早い段階で感じられた事例で
あった。

２　ケース２：販売代理店契約の解
除の有効性が問われた事例

⑴　経　緯
日系企業のアジア拠点（Ａ国）がアジアＢ

国の代理店との間の専属（exclusive）販売
代理店契約を売上不振を事由として契約条項
に沿って解除する旨通知し、その国に自前の
営業拠点を設けて直接営業に切り替える準備
を始めた。この背景には同社のアジア地区で
の営業は今後全て直接営業とする旨の全社的
な経営方針が本社取締役会で決定されたとい
う事情があった。

現地代理店はこれに反発して契約解除は無
効であると主張し、現地Ｂ国の裁判所に仮処
分命令を求め他にも様々な対抗措置を講じた
ことから、日系企業は同国での自主営業の開
始の見通しが立たなくなり、これが同社のア
ジア全体の営業戦略にも影響を及ぼしかねな
い状況となった。

専属代理店契約書の準拠法はＡ国法、合意
管轄はＡ国での仲裁とされ、仲裁の申立ては
まだどちらからもなされていなかった。

⑵　問題点・懸念事項
Ｂ国で出た仮処分（現状維持命令）は本件

紛争がＡ国での仲裁に付されることを前提と
しており、その期限はその仲裁判断が出るま
でとされていた。他方（先方はこれに気づい
ていなかった模様であったが）当該契約書の
紛争解決条項の記載に不備があることが判明
し、もし仲裁申し立てをするならばこの不備
の存在が顕在化することが予想された。

不備があるもののＡ国での仲裁に付す旨の
合意は認められるという旨の判決を最終的に
はＡ国の裁判所から得ることは可能と思われ
たが、もしそのような事態になれば、相手側
はＡ国の裁判所の判決が出る前に、契約書上
の仲裁合意は無効であり、よって専属販売活
動がなされていたＢ国の裁判所が管轄を持つ
のが相当と主張してＢ国で本裁判を開始する
であろうことが予見された。そしてその場合
には事態の一層の長期化が避けられず、よっ
て当方からＡ国での仲裁の申立てをすること
は実務上危険との判断に達した。
⑶　対応方針

上記問題点に鑑み、これ以上問題がエスカ
レートしない内に当事者間の交渉による金銭
的決着を図るべきとの判断に達した。尚、直
接営業に切り替えることは当方の全社的な既
定路線であり、よって先方との復縁・共存の
可能性は見込めなかった。
⑷　初期動作

先方に調停を提案する機会を探しあぐねて
いたところ、当方アジア拠点（Ａ国）は数年
前に設立され、それ以前は日本の本社が先方
と専属販売代理店契約を交わしていたとのこ
とで、念のために従前の本社が当事者であっ
た契約書を調べたところ、その紛争解決条項
には将来の紛争も対象に含むと記されていた
ことが判明した。準拠法は日本法、合意管轄
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は日本商事仲裁協会（JCAA）仲裁であった。
その本社の契約書は何年も前に満期到来と

なっており、果たしてそのスコープに現在の
当方アジア拠点との紛争を含める余地がある
かは当方側でも論議があったものの、少なく
とも形式的には本社名でのJCAA仲裁申立て
を妨げるものはなく、よって今の局面打開と
いう戦略的観点からこれを行った。

当方からの仲裁申し立てを受けてJCAA事
務局と当事者双方とのやりとりが始まった
が、先方弁護士がJCAA事務局に送った返信
を見るに、先方側の混乱の様子が感じられた。
その先方メールには複数の先方弁護士がCC
に入っており、その中に最近英国留学を終え
て帰国した弁護士がいることが判明した。そ
の弁護士にメールにて英国で一般的な調停を
打診したところ先方がこれを応諾し、双方の
弁護士間で協議の結果、英国CEDR認定の調
停人（Ｃ国在住）の登用となった。
⑸　調停の進行

調停の場所は先方ビザ取得の都合からアジ
アＤ国の国際仲裁センターの会議室を借りて
行い（場所を借りただけで、Ｄ国の国際仲裁
センターが本件調停を管理運営したものでは
ない）、 2 日で決着した。

合意内容は、①当方はJCAA仲裁を取り下
げる（Arb-Med）、②Ａ国での仲裁は互いに
申し立てしないことを確約、③当方は解決金
を 3 回に分けて支払う（初回は和解契約締結
後 1 週間以内、 2 回目・ 3 回目はＢ国での仮
処分命令の取り下げ手続きの段階的完了に合
わせて）がその大筋であった。

事前に弁護士間で和解契約書のテンプレー
トについてある程度合意してから調停に臨ん
だこともあり、三日目早朝に和解契約の締結
となった。和解契約書の準拠法は英国法、合
意管轄は英国裁判所とされた。約定通りの履

行がなされたことから和解契約書に関わる紛
議は発生していない。その後日系企業は同国
での自主営業に向けての準備を再開した。
⑹　調停の提案は弱みを見せるのではという
懸念について
本事例においては、相手側が現地での仮処

分を手早く手配したことから当方の事業継続
が困難となり、他方、本来活用すべきである
仲裁提訴が技術的な問題から不可能という切
羽詰まった状況にあった。このため無事に手
仕舞いする方法の模索が最優先であり、その
ためには少々弱みを見せることも已む無し、
言わば「肉を切らせて骨を切る」という深刻
なムードであった。だがJCAA仲裁を持ち出
した背景には、相手側に弱みを見せたくない
という思いが強かったと言えよう。尚、調停
成立後の相手側との会話から、実は先方も本
件の最終決着に向けて腐心していたことが判
明し、弱みを見せるのではという懸念は杞憂
であったことを感じた事例であった。

Ⅲ　第二部　調停の提案は「弱
みを示す」のか？

上記の事例紹介を踏まえ、調停の提案は当
方の弱みを示すのではという懸念（以下「弱
み懸念」）に関する一般的な分析を試みる。

１　古くて新しい懸念？
調停に携わる実務家向けの諸外国の専門書

には弱み懸念に言及していないものも少なく
ないが1、調停における弁護士活動について
米国ニューヨークで教鞭を取るAbramson教
授は弁護士向けに書かれた著書“Mediation 
Representation”において、（報告者による
仮訳）「弁護士は調停を利用することについ
て他の弁護士に電話をかけることに躊躇を感
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じることが良くある。電話をかけるという行
為自体が弱いケースを持っていることを示す
かもしれない。もしとても強いケースであれ
ば、なぜ裁判所の回避を望むのであろうか？
この神話に対処する戦略が必要である。」と
記している（Abramson 2011, p149）。

同様に英国の法廷弁護士でCEDR認定調停
人でもあるGoodman教授は弁護士向けの著
書 “Mediation Advocacy”において、訴訟
に不慣れな依頼者からよく出てくる質問とし
て（報告者仮訳）「第二に、調停を相手側に
持ちかけるアプローチが弱さのサインとして
見られるのを彼（依頼者）は希望しない。」
と記している（Goodman 2011, p31）。また、
2021年にシンガポールで開催されたセミナー
において、調停の提案は弱みを見せると思う
かという問いかけが主催者からなされてお
り、この懸念は古くて新しいものと言えよう。

上記以外にも弱み懸念に言及した書籍はあ
るものの2、そもそもなぜ弱み懸念が抱かれ
た の か そ の 背 景 に あ る 依 頼 主 の 利 害

（interest）や心情を取り上げたものは報告者
が調べた限りでは見当たらない。

２　質的分類の試み
弱み懸念が持たれる背景には様々な事情が

あると思われ、それらを報告者の英国弁護士
としての実務経験から以下に整理してみた 

い3。尚、これらは報告者の主観的な分類で
あり、エビデンスに基づいた客観的分類では
ないことをご承知願いたい。
⑴　なぜ弱み懸念が問われるのか？
⒜　そもそも（一般論として）mediation
などやりたくないから。

自分が良く知らないこと、未体験のことに
対して漠然とした不安や警戒心を持つのは自
然なことであろう。それらは、新たなことへ
の変化を避けようとする現状維持バイアスか
もしれず、あるいは単なる「食わず嫌い」か
もしれない。いずれにしても不安・警戒心に
起因して防衛的に弱み懸念が持たれることが
少なからずある。また（調停ではなくとも）
過去に外国人との交渉での苦い経験を持ち、
意識的、無意識的にその再来を避けたい場合
もあろう。

またより本質的な点であるが、調停では調
停人は拘束力のある「裁き」を出さず、いわ
ゆる「判定型」の調停人がケースのメリット
について自らの見解を開示することがあった
としても、それを受け入れるかどうかは当事
者の自己決定となる。だが自己決定をするに
は自信と勇気が求められる。

日本に限らず例えば公的機関や大きな組織
においては、権威者が決めたことに従いそれ
を忠実に実施することが行動規範とされる風
土で育ってきた人が少なくなく、その場合に

1  以下の弁護士向け実務書には弱み懸念への言及は見当たらなかった。①Alexander, N., “International and Comparative 
Mediation ‒ Legal Perspective” （Kluwer Law International （2009）, ②Chern, C, The Commercial Mediator’s Handbook 

（Informa Law from Routledge 2015）, ③McFadden, D & Lim, G, Mediation in Singapore ‒ A Practical Guide （Sweet & 
Maxwell 2015）, ④Strasser, F. & Randolph, P., Mediation ‒ A Psychological Insight into Conflict Resolution （Continuum 
2004）

2  以下の弁護士向け実務書には弱み懸念への言及があるもののそれを掘り下げた記載は見当たらなかった。①Blake, S., 
Browne, J. & Sime, S., A practical Approach to Alternative Dispute Resolution, 2nd edition （Oxford University Press 
2012） p48, ②Boulle, L. & Nesic, M., "Mediation : Principles Process Practice, 2001, （Tottel Publishing 2001） p178, ③
Boulle, L. & Nesic, M., Mediator Skills and Techniques : Triangle of Influence （Bloomsbury Professional 2010）, p23, ④
Carroll, E. & Mackie, International Mediation ‒ The Art of Business Diplomacy, 2nd ed. （Kluwer Law International 
2006） pp48-49, p115, ⑤Lee. J & Hwee, T.H., An Asian Perspective on Mediation （Academy Publishing 2009） p73

３  報告者作成資料『Mediation提案は当方の弱みを見せるのでは？』, at https://drive.google.com/file/d/1wZV5wf9zO 
mwD324HiTZ_s4ltpHkBM-2y/view?usp=sharing。また補足説明https://youtu.be/AaWZcGYIh98も参照されたい。
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突如自己責任・自己決定という言わばその人
にとっては異文化とも言える行動を求めるの
が無理な場合もあろう。
⒝　本件ではmediationは「必要ない」か
ら。

日本語の「それは必要ない」はしばしばそ
んなことは論外という趣旨で言われることが
多いようである。本件で言えば、裁判・仲裁
でのバトルがいよいよ佳境に入ったところ
で、戦士にとっては、調停という名での「手
抜き」など「あり得ない」ということがある。
その際、絶対勝てると確信している場合もあ
れば、不安はあるものの「何が何でも」最後
まで戦う決意という場合もあろう。また、本
心ではもし出来れば和解で片づけたいもの
の、以前内部で（或いは弁護士がクライエン
トに対して）「勝てます」と自信の程を示し
た手前、今更弱気な姿勢を見せる訳にはいか
ないという状況もあろう。
⒞　本件ではmediationをやっても無駄と
思うから。

上記の「必要ない」はmediationに対する
積極的な反対であるところ、このの「やって
も無駄」は消極的な反対のケースであり、そ
の背景には相手方への不信感に根付くことが
多い。なぜ不信感を抱くかはケースバイケー
スであろうが、例えば過去のその先とのやり
とりで気を許せないと感じた、相手側の人
種・文化に対する偏見、パワーバランスが劣

勢で相手と同じ土俵に立てる訳がないという
思い込み等、様々なものがあろう。よって依
頼主が調停を検討してみようかと踏み出すに
はその代理人弁護士からの後押しが必要であ
る。
⑵　弱み懸念が出てこない、あるいは出てき
ても一蹴される局面
上記とは反対に、弱み懸念が出てこない、

問題とならない場合もあるのであり、なぜそ
うなのかを探ることも有益と思われる。
⒜　mediationの経験がある。
これについての説明は不要であろう。知ら

ないことへの不安感がないだけでなく、以前
mediationがうまく行った経験があれば、格
別の事情がない限りまずはこれを試みるとい
うのがデフォールト・モードとなるであろう。
⒝　mediationを試みる必要があるとの認
識がある。

当該企業が、まずはmediationを試みるの
が当社の基本方針であると対外的に表明して
いることがあり、かかる公表されたものは
Mediation Pledgeと 呼 ば れ る4。 こ れ は
mediationを法的に強制するものではないが、
自社がこのような運動に参加している場合に
はまずは調停を試みることが自然であろう。
また紛争の相手側がそこに名を連ねている場
合には、当方からの調停の持ちかけもスムー
スに行くことであろう。

また、対外的な表明はなされていないもの

４  一例として知的財産の紛争解決に携わる世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization）の仲裁・調
停センター（WIPO Arbitration & Mediation Center）は以下の文言からなる「WIPO Mediation Pledge for IP and 
Technology Disputes」を提唱している。“As a signatory of this Pledge, we recognize that mediation may offer a more 
collaborative, time- and cost-efficient manner of resolving commercial disputes related to IP and technology than court 
litigation. In light of this, to the extent we consider this appropriate : … We are prepared to explore the inclusion of 
mediation clauses in contracts and agreements we are party to.  In the absence of such clauses, we are prepared to 
explore the resolution of existing disputes through mediation.” （報告者による仮訳「この誓約の署名者として、我々は、
調停が、知的財産及び技術に関連する商業的紛争を解決するために、法廷訴訟よりも協力的で時間及び費用効率の良い
方法を提供し得ることを認識する。このことを踏まえ、我々が適切と考える範囲において…我々は、我々が当事者となっ
ている契約や協定に調停条項を含めることを検討する用意がある。そのような条項がない場合、我々は既存の紛争を調
停によって解決することを検討する用意がある。」）,  at https://www.wipo.int/amc/en/mediation/ pledge. html 
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の、職務権限規程等の内部規則の中で提訴の
機関決定をするに際して調停を試みたかが
チェック項目になっていることがある。更に、
仮にそのような調停前置を明記する内部規則
が存在しない場合であっても、例えば、代理
人弁護士が相手方弁護士に対して、当方のク
ライエントは調停の利用可能性を前向きに検
討する方針（policy）なのでとして持ち掛け
ることは実務上可能と思われる。

また、当該契約書にて調停前置となってい
れば（この種の条項をescalation clauseと呼
ぶことが多い）、それに従うことは自然であ
るだけでなく、それをせずに裁判・仲裁に行
くことができない。

もう一つの状況は、当該紛争についての管
轄を持つ裁判所がmediationを試みるよう指
導する場合である。例えば英国の裁判所・法
務省が示す裁判開始前手順であるPre-Action 
Conduct and Protocolsに は、 裁 判 はlast 
resortであるべきであり、裁判を開始するこ
となく交渉あるいは他の形態のADRでもっ
て紛争が解決可能かどうかを考慮すべき、と
明記されている（第 8 条）5。また、相手側か
らのADR参加の誘いに無反応、或いはそれ
に参加することを拒否した場合には、かかる
対応は裁判所により非合理的とみなされるか
もしれず、それは裁判費用支払の増額を命じ
る裁判所命令に至り得るとされる（第11条）。
本稿の第一部で紹介した＜ケース 2 ＞はまさ
にこの「英国式」でやろうというアプローチ

が先方に受け入れられた例と言えよう。
⒞　そろそろ落としどころを探りたい、（風
向きが悪いので）手じまいしたい

訴訟・仲裁の審議が山を越している等、勝
ち負けについてある程度見通しを持てる場合
では、残りの審議手続きに更に費用をかける
よりは、早めの終結ができるならばその方が
得策な場合があろう。また勝ち負けについて
楽観視できない場合には、調停により敗訴と
なる事態を回避しようとすることは合理的な
対応であろう。
⑶　弱み懸念への理論的反論

まずは米国流交渉学領域では必出の
BATNAについて述べたい。BATNAはBest 
Alternative to Negotiated Agreementの こ
とであり、交渉に際して、その交渉以外の複
数の選択肢をアセスメントし、その中で当方
にとって最適なものを指す6。よって和解交
渉の文脈であれば、訴訟・仲裁を貫徹して勝
訴した場合に得られると予測される条件が
BATNAとなろう。このため交渉学的には、
BATNAよりも更に有利な条件が交渉で得ら
れるならばそれを選び、得られならば交渉を
中断するのが合理的とされる。

だが、実際に訴訟・仲裁が始まっている場
合、あるいはその可能性が高い場合において、
勝訴できると想定してアセスメントする
BATNAよりは、むしろ敗訴した場合を想定
し、すなわち「ワースト・ケース」に相当す
るWATNA （Worst Alternative to Negotiated 

５  英国法務省発表「裁判提起前行動とプロトコール」「和解とADR」第 8 条～第11条, at https://www.justice.gov.uk/
courts/procedure-rules/civil/rules/pd_pre-action_conduct#8.1

６  米国の交渉学の草分け的な教科書として挙げられることが多いFisher, Ury & Pattonによる“Getting to Yes ‒ 
Negotiating Agreement without Giving In”では「BATNA」という表現が使われているが （pp101-108）、その邦訳で
ある「ハーバード流交渉術」ではは「合意が成立しない場合の最良の案」「不調時対策案」とされ （pp166-167）、太田・
草野の「ロースクール交渉学」では「BATNAとは何か」として「BATNAとは、交渉がまとまらない場合に選択しう
る最良の状態・代替案のことをいう。交渉に赴く場合には、交渉が決裂した場合の事態を必ず予測、計算しておかなけ
ればならない。言い換えれば、BATNA以下の条件で合意を迫られているのなら、その交渉は打ち切るべきである。」と
している （p20）。
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Agreement）7を考え、例えば経理上の引当
金の計上等の内部調整を進めることが多いの
が報告者の経験である。

だが、弱み懸念のように、相手側との関係
やバーゲニング・パワーを考えるに際しては
BATNAは有益かもしれない。すなわち、当
方は訴訟・仲裁を貫徹すればかなり高い確率
で当方有利な結論が出ると見ているところ

（即ち当方のBATNAは強い）、だがそれに達
するには無視できない程度の時間と費用がか
かり、そのような無駄は回避したいので、当
方のBATNAを若干下回る水準で妥協できる
ならば当方は和解についてやぶさかではな
い、というロジックであり、このような場合
には調停の提案は当方の選択肢を広げる合理
的な行動となる。だがこのようなロジックが
訴訟弁護士の間で広く共有されているとは言
いがたく、今後これが例えばロースクールで
の交渉学の授業等にて広く議論されていくこ
とを発表者は願う。
⑷　調停の提案への心理的ハードルを下げる
方策
以上の考察を踏まえ、調停の提案への心理

的ハードルを下げる方策について報告者の考
えを述べる。
⒜　当事者間の調停合意がなくても調停機
関に調停申し立てが可能とする

＜ケース 1 ＞において当方がICCの調停を
選んだのは、その時点で国際的に確立された
調停機関の中では、調停合意がなく片方の当
事者からの一方的（unilateral）な調停申し
立てを受理してくれたのはICCだけであった
という要素が大きかった。

この点、京都国際調停センターの2018年11

月20日発行の調停規則の第 3 条（調停手続の
開始）第 3 項には、当事者間で調停合意がな
い場合であっても調停申立書の提出が可能で
ある旨を示す記載がある。また日本商事仲裁
協会の2020年 2 月 1 日の商事調停規則の改訂
版には第13条（事前の合意がない場合の調停
手続きの開始）が盛り込まれている。よって
これら二機関についてはこの点は導入済みで
あることは大変喜ばしい。
⒝　啓発活動
法務関係者は総じて慎重な方が多く、メ

リットが強調されるのを見聞するとほぼ反射
的に「ではデメリットは？」と考える向きの
ではと報告者は感じる。であれば、調停が一
般的にうまく行かない場合（失敗例）につい
ての率直な情報共有が、逆説的ではあるが、
調停への信認を得るのに有効なのではと報告
者は考える。

また、調停を成功裏に進めるためには、調
停人の力量だけでなく、双方の代理人弁護士
の力が極めて重要であり、特に合意内容を規
定する和解契約書の作成についての実務研修
が有効と考える。すなわち、調停のアウトカ
ムのイメージがより具体的に示されれば自ず
とそれがロードマップとなり、代理人弁護士
の役割の重要な箇所が明確になることで、未
経験のことに対する漠然とした不安が軽減さ
れると報告者は考える。

更に、調停の推進を支持する賛同者からの
援護射撃が欲しいところである。例えば、米
国のAAAの仲裁規則第 9 条では、訴額が
75,000米ドルを超える場合には仲裁の審議に
並行して（報告者仮訳）「当事者は該当する
AAAの商業調停手続きの条項に従い彼らの

７  「WATNA」は、BATNAがBestであることに対して、Worstの場合を想定した代替案であり、実務家の間ではよく使わ
れる用語であるものの、交渉学の標準的な教科書にはあまり見受けられない。
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紛争について調停をしなければならない」
（“shall mediate their dispute”）8とする。正
確にはこれは「原則」であり、紛争当事者は
この原則から単独で随意にopt out可能であ
ることから、実体的には上記の表記に拘わら
ずこの調停は強制ではないのであるが、仲裁
手続規則の中にこのような形で調停の試みが
公式に規定されていることが持つ意義は大き
い。

また、機関仲裁であれアドホック仲裁であ
れ、仲裁廷が構成されると仲裁廷は手続き命
令第一号 （Procedural Order No 1 ） を発出
するが、シンガポールの高名な仲裁人である
Dr Michael Hwang SCは同氏のテンプレー
トの中にmediationを積極的に勧奨する以下
の文言を含めている。（当該資料を提供して
頂いた同氏のご厚意に深く感謝したい。）

8 ．Mediation
8.1．Parties are encouraged to keep 
in mind at all times the possibility of 
mediation, even if previous attempts 
have fa i led .  At the f i rs t  Case 
Management Conference, Parties will 
be asked what efforts have been 
made at mediation, and the Tribunal 
will confer with Parties to explore 
whether there should be further 
efforts made to mediate, either in 
parallel with the progress of this 
Arbitration in the usual way, or to 
suspend the arbitration for a short 
period to enable mediation to take 
place.

（報告者仮訳）「8.1　紛争当事者は、
仮に以前の試みが不首尾となった場合
でも、調停の可能性を常に念頭に置き
続けることが奨励される。最初の事件
管理会議において、当事者は調停にお
いていかなる努力がなされたかについ
て質問を受ける。また、通常の仲裁審
議の進行と並列して、あるいは調停が
実施されるように仲裁審議を短期間中
断することで、調停に向けての更なる
努力がなされるべきかを探索すべく仲
裁廷は当事者と話し合いを持つ。」

同氏は上記箇所は必ずしも一般的ではなく
特別の注意が必要とし、よってこれが含まれ
ない場合もある。また、仮にこの通り盛り込
まれとしても、それにより調停が強制される
ものではない。だが同氏のような仲裁界の重
鎮が調停をこのような形で強く推奨している
ことは興味深く、報告者はこれが仲裁人の間
で一般的となることを祈願する。

Ⅳ　第三部　今後の課題

本報告のテーマと副題からは若干離れるも
のの、それらについての考察を突き詰めるに
あたっては不可避と思われ、また我が国にお
ける一層の国際調停の普及に向けての課題と
報告者が思う事項を以下に示したい。

１　シンガポール調停条約 9下での
Mediatorの個人責任はどのよ
うになるか？

多くの国の裁判官の身分は保障されている

８ American Arbitration Association, Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures Including Procedures for 
Large, Complex Commercial Disputes, R-9. Mediation, at https://adr.org/commercial

９  調停に関するシンガポール条約 : United Nations Convention on International Agreements resulting from Mediation 
（the “Singapore Convention on Mediation”, 2018）　国際的な商事調停により成立した和解合意について、執行力を付与
するなどの共通の法的枠組を定めた条約。同条約は2020年 9 月に発効、日本は未加盟。
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ことから、裁判官の個人責任が問われること
は押し並べてないと思われるところ、仲裁に
おいては仲裁人の過失等の個人責任を巡って
の裁判が諸外国で散見されるようである10。
このような仲裁人の個人責任追及の流れは今
後調停にも及ぶのであろうか？

この点、英国の心理学者であるStrasser博
士と法廷弁護士・CEDR認定調停人である
Randolph氏の共著の書籍 “Mediation” は、
紛争当事者は選任された調停人が適切に専門
家保障保険により適切に付保されていること
を 確 認 す べ き と し て お り（Strasser & 
Randolph 2004, page 97）、調停人に対して
も個人責任が他国では追及されていることが
窺がえる。

そもそも調停においてはあくまで当事者間
の自主的な合意形成に基づいて和解契約書が
締結され、しかもその多くで双方の代理弁護
士がその和解契約書を巡って相互に交渉す
る。このため英国の調停人の間では和解契約
書への調停人としての署名はおろか、和解契
約書作成への関与を避け、その内容と文言に
ついて距離を保つ向きが見られる。だが今後
は調停人も積極的に和解契約書に関与すべき
なのではと報告者は考える。

例えば、シンガポール調停条約の下では調
停を経た和解契約に執行力が付与されるのが
原則であるところ、その申立を受けた裁判所
がその執行を拒否できる事由が挙げられてお
り、その中には⒞和解契約上の義務が明確で
ない （not clear） または網羅的でない （not 
comprehensive） 場合、⒠その調停において
調停人に適用される標準 （standards） の深

刻な違反 （serious breach） があった場合、
及び⒡調停人の不偏性 （impartiality） または
独立性 （independence） に合理的な疑義が生
じる状況の不開示が含まれる11。

この点、シンガポール調停条約が適用され
るかどうかは執行を求められた裁判所の国が
同条約を批准しているか次第であり、調停人
の国籍・居住地、調停がなされた国、調停に
よる和解契約が締結された国が条約加盟国で
ある必要はないようである。よって、例えば
同条約を採択していない英国あるいは日本で
行われた調停による和解契約書についてその
執行が条約に加盟する他国で求められること
は可能であり、またもしその執行が不首尾と
なれば、場合によってはそれを理由に調停人
の個人責任が追及されることも考えられる。
そしてその提訴は条約加盟国ではない英国・
日本においてなされ得るのではと思量する。

では、調停人の個人責任を追及される事態
に向けてどのような備えが考えられるであろ
うか。一つは調停人の登用の際に紛争当事者
と交わされる契約書の中に調停人のプロテク
ションの条項を盛り込むことであろうが、こ
れは紛争当事者にとっては不利な条項となる
ため多くは期待できないであろう。となると
和解契約書の執行可能性を高めるべく、調停
人自身が積極的にそのドラフティングに関与
し、少なくとも和解契約書の条項が不明瞭、
非網羅的とのクレームの発生の可能性を極力
抑えることとが考えられよう。特に紛争当事
者に国際調停に手慣れた代理人弁護士がつい
ていない場合には、和解契約書の明らかに不
十分な箇所を指摘できる程度の能力は調停人

10 Herbert Smith Freehills-SMU Asian Arbitration Lecture ‒ 22 October 2020, at https://ccla.smu.edu.sg/sites/cebcla.
smu.edu.sg/files/Herbert%20Smith%20Freehills-SMU%20Asian%20Arbitration%20Lecture%202020.pdf

11 United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, Article 5 （Grounds for 
refusing to grant relief）, Section 1.
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自身にも必要になると考える。

２　日本文化とmediationの親和性
本稿の序論にて、すべてのものを包みこみ、

それらが絶対的な平等性を持つという母性原
理はmediationの本質であるとの報告者の私
見を述べた。もしそうであるならば、米国・
英国・オーストラリアで始まり、その後香港・
シンガポールにおいても普及してきた
mediationは、実は舶来の異文化ではなく、
日本の歴史・文化と高い親和性を持つと言え
ないだろうか？

例えば、日本最古の憲法である604年に制
定された聖徳太子による17条憲法は、その第
一条に「和を以て貴しと為し、枠ふること無
を宗とせよ。」とあり、この理念は1400年以
上もの間日本で受け継がれている12。

また、近江商人の「売り手よし・買い手よ
し・世間よし」の「三方よし」の理念は
mediationにも通じると思われる13。

さらに、江戸時代の勧善懲悪思想に対抗し
て本居宣長は「もののあはれ」を唱えたとさ
れる。土居健郎はその著著「『甘え』の構造」
の中で本居宣長の「もののあわれ」に触れ、

「『あわれ』というのは、人間にせよ自然にせ
よ対象に感動することであり、しみじみとし
た情感を以てその対象と一体化することであ
る」と記す（土居 1971, p91）。報告者は、
mediationにおいてmediatorが腐心する互譲

はまさにこの相手との「一体化」であると感
じる。

こ の よ う に 考 え る と、 報 告 者 に は
mediationが将来日本のお家芸となる潜在的
可能性があると思われる14。

結語

国際商取引での紛争解決を目的とした調停
は、事例の個別性・秘匿性、そして関係者の
主観的判断による側面が強く、その一般化は
容易ではない。よって、本報告のような調停
事例の経験・知見の積上げも実務研究として
一定の意義があるものと思料される。

本報告は調停の提案は当方の弱みを示すと
いう観点を巡っての報告であったが、この弱
み懸念に限らず、広く人と人の間の紛争とそ
の解決に関わる人間行動全般について、法学

（国際紛争論、法務交渉論、和解技術論等）、
商学（行動経済学、行動分析論等）、社会学
の学際領域として、各位の知見を幅広く得て
一層の研究がなされていくことを祈願する次
第である。
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Ⅰ　はじめに

国際商事紛争に関する解決制度として仲裁
が世界的に利用されてきたが、最近では国際
商事調停が活発に議論されている2。本稿で
は、国際商事調停が交渉促進型調停に収斂さ
れてきたことを示す。交渉促進型調停とは、
調停人が当事者の理解や目的を明らかにし、
それらを元に多くの解決案を生み出し、当事
者の自己決定が最も重要な原則であることを
前提に当事者が自律的に和解できるよう促す
調停のあり方を指す。交渉促進型調停は、
1970年代以降アメリカでの調停推進の動きの
中で誕生し、多様な調停実務が生まれる中で
支持を集め、コモンロー法域に伝播していっ
たと考えられている。本稿では交渉促進型調
停を現代型調停と呼ぶこととする。

交渉促進型調停と対比される評価型調停と
は、調停人が提示した法的評価や和解案を基
準として当事者が和解に至る調停実務を指
す。日本の民事調停法に基づく民事調停や、
ADR促進法により実施されている民間調停
は、主に評価型調停であると言われている。

そこで本稿は、評価型調停の経験を持つ日本
企業に対し、海外のADR機関で国際商事調
停を利用する際に、最善の準備を行なった上
で調停に臨むことができるよう、現代型調停
の発展の経緯を示すことを目的とする。

まずアメリカで現代型調停がどのように誕
生し、発展を遂げ、交渉促進型調停が国内商
事紛争に用いられるに至ったのかの流れを説
明する（Ⅱ）。続いて、オーストラリア、イ
ングランド・ウェールズ、シンガポール、香
港のコモンロー法域で、アメリカの現代型調
停の発展がどのように受け入れられていった
のか、特にADR機関の誕生と運営、そして
調停の定義の 2 点から分析を行う（Ⅲ）。最
後に、国際商事調停の生成と展開に深く寄与
したと考えられる、ハーバード大学の原則立
脚型交渉がなぜ交渉促進型調停と結びついた
のか、そして、交渉促進型調停を世界的なス
タンダードに導いた英国のADR機関、CEDR

（Centre for Effective Dispute Resolution）
のトレーニングについてまとめ、現在の国際
商事調停が交渉促進型調停に収斂されてきた
ことを示し（Ⅳ）、結論とする（Ⅴ）。

国際商事調停の生成と展開
―現代型調停の誕生と 

そのコモンロー法域への伝搬を中心に―
齋藤　光理1

アバディーン大学法学研究科 博士課程

1  本稿は、アバディーン大学で執筆している博士論文の一部を元に執筆した。指導教官の故 Jonathan Fitchen教授、Roy 
Partain教授、Gloria Alvarez先生、そして本研究を行うため日本人留学生奨学生として支援していただいた平和中島財団、
コメンテーターの坂本力也教授に心からの謝意を示したい。

2  日本での議論として、岡田春夫「国際商事調停の現状」ジュリスト1535号41-46頁（2020）を参照されたい。
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Ⅱ　アメリカでの現代型調停の
誕生

本節では、アメリカでの現代型調停の誕生
を 3 つの側面から検討していく。まず、パウ
ンド会議をきっかけとして始まった司法制度
改革と調停の利用について概観する（ 1 ）。
続いて、司法制度改革と同時期に設立された
2 つのADR機関の発展から、商事調停の展
開について分析する（ 2 ）。最後に、調停手
続で重要視された自己決定について考察し、
交渉促進型調停に実務が収斂されてきたこと
を示す（ 3 ）。

１　パウンド会議をきっかけとした
司法制度改革と調停の利用

アメリカでの現代型調停の誕生は、1976年
に行われたパウンド会議3でフランク・サン
ダーが発表した、「複数のドアを持つ裁判所

（Multi-door Courthouse）」という考えに由
来すると考えられている4。サンダーは、紛
争の性質、当事者の関係、紛争額、迅速な解
決の必要性の有無などを考慮し、事件に最も

適切な紛争解決手続を当事者に案内する審査
官（Screening clerk）を裁判所に設置する
ことを提案した5。また、サンダーが近隣住
民同士の紛争には調停が適していると示し 
た6ことから、アメリカ法曹協会（American 
Bar Association /ABA）が主導したパウン
ド会議のフォローアップタスクフォースは、
近隣ジャスティスセンター（Neighborhood 
Justice Centres/NJC）の設立を司法省への
提案書に含めた。1978年にアトランタ、ロサ
ンジェルス、カンザスシティに暫定的にNJC
が設立され、全NJCで調停が提供されること
となった。地域に住む様々な社会的背景を持
つ人々がトレーニング受講後に調停人を務め
た7。開始18 ヶ月で3947件が申し立てられ、
そのうち調停手続に至った事件の82%で和解
成立8、88%の利用者が手続に満足したと答
えた9。

NJCの成功をきっかけに調停手続への信頼
が高まり、連邦裁判所規則の改正や法律の制
定・改正により、広く民事事件で調停を含む
ADRの利用が推奨され始める10。まず、1983
年に連邦裁判所規則の改正が行われ、プリト
ライアル・カンファレンスにおける和解の促

3  パウンド会議の正式名は、ハーバード大学教授であったロスコー・パウンドが、1906年にABAの学会で発表した論文の題
目である。Pound, R., “The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice” Crime & Delinquency, 
Vol.10 （1964） pp.355-371.同論文は、コモンローの民事訴訟手続である対審主義を痛烈に批判し、実務家や裁判官から大
きな反感を招いた。その後特別な措置が講じられないまま、アメリカ司法制度はパンク寸前の状態に陥る。アメリカ最
高裁司法長官ウォーレン・バーガーは、パウンドの論文を振り返りながら、どのような方法で司法制度を改革すべきか
について意見交換を行うため本会議を開催した。Burger, W.E., “The State of Justice” American Bar Association 
Journal, Vo.70 （1989） p.62. 

4  アメリカの歴史学者アウエルバッハは、サンダーの発表はインフォーマルだと考えられてきたADRを合法化した決定的
な瞬間であったと論じている。Auerbach, J.S, Justice Without Law? Resolving Disputes Without Lawyers （Oxford 
University Press, 1983） p.123.

5  Sander, F., “Varieties of Dispute Proceeding” Federal Rules Decisions, Vol.70 （1976） p.112.
6  Id., pp.120-121.
7  Primm, E.B., “The Neighborhood Justice Center Movement” Kentucky Law Journal, Vol.81 （1992） pp.1067-1070.
8  Cook, R.E et al., Neighborhood Justice Centres Field Test : Final Evaluation Report （US Department of Justice, 

National Institute of Justice, Office of Program Evaluation, 1980） pp.7-10.
9  Id., p.15.
10 Kovach, K.K., “The Evolution of Mediation in the United States : Issues Ripe for Regulation May Shape the Future of 

Practice” ed. by Alexander, N., Global Trends in Mediation （Kluwer Law International, 2006） p.397.
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進が強化され、当事者は調停を含むADRを
利用して和解に至るよう努力しなければなら
ないと規定された11。さらに、1990年の連邦
民事司法制度改革法12により、全ての連邦地
方裁判所は、訴訟手続の費用と遅延を削減す
る計画の策定が義務付けられ13、ケース・マ
ネジメントの原則の一つとして、裁判所が適
切な事件と判断した場合に当事者に調停など
のADRの利用を推奨することが挙げられ 
た14。連邦民事司法制度改革法の制定にも関
わらずいくつかの連邦裁判所ではADRプロ
グラムの準備が整っていなかったため、1998
年に改正された連邦ADR法でこの点が強化
された15。

1979年以降に開始された司法制度改革の流
れの中で、調停はまず小規模で当事者間の関
係が深い事件で成功を収めた。NJCの経験を
もとに、アメリカ民事訴訟で訴訟提起後の早
い段階で調停の利用を促進する環境が、連邦
裁判所規則や制定法により整えられていっ
た。このような動きの中で、多くのアメリカ
企業が調停を経験することとなったと言え
る。

２　民間ADR機関の誕生と商事調
停の隆盛

司法制度改革が開始されたほぼ同時期に

ニューヨークとカリフォルニアでADR機関
が設立された。これらの機関は、国内におけ
る商事調停の発展に大きな影響を与えたと考
えらえる。

1977年にニューヨークでCentre for Public 
Resources（現在はInternational Institute of 
Conflict Prevention and Resolutionと呼ばれ、
本稿では「CPR Institute」と略す）が設立
された16。1970年代、企業による訴訟制度へ
の不満が募り、企業内弁護士らのADR利用
への要望を受けて、ジム・ヘンリーがCPR 
Instituteを設立した17。CPR Instituteの中立
人候補者名簿には、退官した裁判官が多 
い18。企業からの信頼が厚い元裁判官を中立
人として選ぶことができるようにすることで、
ADR自体への信頼を得る狙いがあった19。

CPR Instituteの大きな功績として、1982
年に作成されたADR誓約（ADR Pledge）が
挙げられる。ADR誓約とは、紛争発生時に
すぐに訴訟を提起するのではなく、交渉や
ADRの利用を最初に検討することを誓約す
る文章のことを言う20。企業がADR誓約に署
名、公表することで、署名した企業同士の場
合、建設的な立場からADRの利用を検討、
実 践 で き る と い う 効 果 が 認 め ら れ た。
Fortune100の大手企業を含む4,000社のCEO
が賛同、署名を行い21、アメリカ企業におけ

11 Federal Rules of Civil Procedures, rules 16⒜⑸, 16⒞⑺（1983）. 1993年の改正により、裁判所が当事者の和解成立のため
適切な行動を取る義務が規定された。

12 Civil Justice Reform Act, 28 USCA §§ 471-482 （Supp 1991）.
13 28 USCA § 471.
14 28 USCA § 473⒜⑹.
15 Alternative Dispute Resolution Act, 18 USCA §§ 651-658 （1998）.
16 CPR Institute, What We Do, https://www.cpradr.org/about （as of Jan. 11, 2022）.
17 Sander, F.E.A., and Henry, J.F., “A Pioneer Looks Back : An Exit Interview with CPR’s Jim Henry” Dispute 

Resolution Magazine, Vol.7 （2000） p.22.
18 Henry, J.F., and Lieberman, J.K, The Manager's Guide to Resolving Legal Disputes : Better Results Without Litigation 

（Harper & Row, 1985） p.89.
19 Id.
20 最新のADR誓約はCPR Instituteのホームページで確認できる。Corporate Policy Statement, https://www.cpradr.org/

resource-center/adr-pledges/corporate-policy-statement （as of Jan. 11, 2022）.
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るADRの文化を創造したと言われている22。
その一方で、1979年にカリフォルニア州オ

レンジ郡上級裁判所元判事であったウォーレ
ン・ ナ イ ト は、 退 官 後 にJAMS（Judicial 
Arbitration and Mediation Services）を設立
した23。ナイトの公平で思慮深いという評判
から、現役裁判官が訴訟当事者に対しJAMS
での仲裁の利用を推奨するようになった24。
その後JAMSは、退官した裁判官や訴訟弁護
士が加わり、さらに1994年にワシントンの
Endisputeと合併することで、アメリカ国内
最大ADR機関に発展した25。現在、JAMSは
年に1.8万件の事件を受理し、世界最大の
ADR機関と呼ばれている26。JAMSの中立人
候補者名簿にも、元裁判官が多い27。

当初調停が用いられていた民事事件とは、
NJCが扱うような当事者同士の関係が深い軽
犯罪や労働契約に関する事件が中心であっ 
た28。しかし、1997年にコーネル大学が
Fortune1000の企業を対象に行った調査によ
ると、87%の企業が調停を過去 3 年で利用し、
紛争の種類は雇用（78.6%）と商事・契約

（77.7%）が上位 2 位を占めた29。調停を用い
た理由としては、紛争解決に対する企業ポリ
シー（34%）、裁判所による調停への推奨や

命令（21%）、自発的な利用（17%）、調停を
含む紛争解決条項（14%）が挙げられた30。
調査に回答した多くの企業はCPR Institute
のADR誓約に署名しており、ADR誓約が企
業ポリシーの形成、そして調停の利用に影響
を与えたと考えられる31。さらに調停の利点
として、費用（89.2%）や時間（80.1%）の削
減に加え、当事者が紛争を解決できる点

（82.9%）が上位を占めた32ことから、企業に
とって紛争に対する自己決定が重要であった
ことが伺える。

ADR機関の設立により商事事件における
調停の利用が進み始めた。CPR Instituteの
ADR誓約により紛争解決に対するポリシー
が変化し、アメリカ企業は商事事件を調停で
解決することに肯定的になったと言えよう。
さらに当事者にとって調停における自己決定
が重要であったことからも交渉促進型調停と
の親和性が特に高かったと考えられる。

３　評価型調停の問題と自己決定の
重視

アメリカで行われた調停実務は、主に 3 つ
のモデルに展開したと考えられている。 1 つ
目は、評価型調停（Evaluative mediation）、

21 Id.
22 Green, E.D., “Corporate Alternative Dispute Resolution” Journal of Dispute Resolution, Vol.1⑵ （1986） p.207.
23 JAMS, Hon. H. Warren Knight (Ret.) JAMS Founder, https://www.jamsadr.com/knight/ （as of Jan. 11, 2022）. 
24 Knight, H.W, “Use of Private Judges in Alternate Dispute Resolution” Journal of Performance of Constructed 

Facilities, Vol.2⑴ （1988） p.18.
25 Gomez, J.M., “Mediation Succeeds, There’s No Argument: Negotiating : JAMS of Orange uses retired judges to help 

disputants settle cases out of court, saving fees, time, trouble” （May 25, 1994, 12AM, Los Angels Times） https://
www.latimes.com/archives/la-xpm-1994-05-25-fi-61919-story.html （as of Jan. 11, 2022）.

26 JAMS, About Us, https://www.jamsadr.com/about/ （as of Jan. 11, 2022）.
27 Gomez, supra note 25.
28 Kovach, K.K., Mediation : Principles and Practice （West Academic 3rd ed. 2004） pp.30-34.
29 Lipsky, D.B., and Seeber, R.L., “The Appropriate Resolution of Corporate Disputes : A Report on the Growing Use of 

ADR by U.S. Corporations” （1998） pp.9-11, https://hdl.handle.net/1813/76218 （as of Jan. 11, 2022）.
30 Id. pp.15-16.
31 Id. p.15.
32 Id. pp.17-19.
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当事者が調停人に法的根拠となる基準や方向
性を示してもらうことを期待しており、それ
を前提に調停を進めるモデルのことをいう33。
2 つ 目 は、 交 渉 促 進 型 調 停（Facilitative 
mediation）、当事者が相手方と交渉を行う能
力があり、かつ代理人の弁護士や調停人より
も当事者が事案を理解していることを前提と
して、当事者間の交渉促進を最重要目的とし
て調停を進めるモデルのことを指す34。 3 つ目
は、変容型調停（Transformative mediation）、
単に紛争を解決することに重点を置くのでは
なく、当事者を原状から改善することを変容
と定義し、相互理解を重視するモデルのこと
をいう35。

1980年代後半から各地の裁判所やADR機
関で調停人の行動規範の策定が行われ始め、
1994年にABA紛争解決・訴訟部門、SPIDR

（Society of Professionals in Dispute 
Resolution）とアメリカ仲裁協会（American 
Arbitration Association/AAA）によって調
停人のモデル行動基準が採択された36。同モ
デル行動基準では、当事者の自己決定が調停
手続原則の中心に据えられ、調停人による一
方的な和解案の押し付けや威圧を防ぐ狙いが
あった37。これは、特に裁判所が任命した調
停人や元裁判官による評価型調停への批判が

生じていたことが背景にある38。調停とは交
渉促進型調停であるべきであり、当事者が評
価型調停を求める場合には、当事者の自己決
定によりそれが可能となり、その場合評価型
調停における評価は「Neutral assessment（中
立者による評価）」と捉え、調停とは別の紛
争解決手続として扱うべきであるとの声が広
がっていた39。現在、アメリカにおける調停
の実務は、交渉促進型調停で開始され、事件
に合わせて当事者の合意のもとで調停人の評
価が実施されていると考えられる40。

また2001年に成立した調停統一法41では、
自己決定が中心的な原則の一つであることが
前文において示され42、その影響が調停統一
法全体に現れている。しかし、調停の定義自
体は広く規定され、評価型調停の排除までに
は至らなかった43。

裁判所が選任した調停人や元裁判官の調停
人による評価型調停に異議を唱える声が強く
なることで、調停における自己決定が重要視
され、倫理規定や行動規範、そして調停統一
法においてもこの点が確認されることで、ア
メリカでの調停実務が基本的には交渉促進型
調停となっていったと考えられる。ただし当
事者の合意があれば評価型調停にも移行でき
る点は留意する必要がある。

33 Riskin, L.L., “Orientations, Strategies and Techniques” Alternatives to the High Cost Litig., Vol.12⑼ （1994） p.111.
34 Id.
35 Bush, B.A.B., and Folger, J.P, The Promise of Mediation （Jossey-Bass, 1994） p.84.
36 Feerick, J. et al., “Standards of Professional Conduct in Alternative Dispute Resolution” Journal of Dispute Resolution, 

Vol.95 （1995） pp.122-128参照。同モデル行動基準は2005年に改訂された。Model Standards of Code of Conducts for 
Mediators （2005） https://adr.org/sites/default/files/document_repository/AAA-Mediators-Model-Standards-of-
Conduct-10-14-2010.pdf （as of Jan. 11, 2022）を参照。

37 Model Standards of Code of Conducts for Mediators （2005） Standard I.
38 Kovach, K.K., and Love, L.P., ““Evaluative” Mediation Is An Oxymoron” Alternatives, Vol.14⑶ （1996） pp.31-32.
39 Feerick, J. et al., supra note 36, pp.103-105; Id., p.31.
40 JAMS, A Guide to the Mediation Process, https://www.jamsadr.com/mediation-guide/ （as of Jan. 11, 2022）.
41 統一州法委員会全国会議とABA紛争解決部門が共同で起草を行なった。Uniform Mediation Act （2001） Prefatory Note, 

12.
42 Id. Prefatory Note, 5 -6.
43 Id. s 2 ⑴.
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Ⅲ　現代型調停のコモンロー法
域への伝搬

アメリカでの司法制度改革は、コモンロー
で伝統的に行われてきた対審主義44による訴
訟の長期化と高額化に対する批判が中心に
あった。アメリカにはディスカバリー制度や
陪審制度があることから特にこれらの問題が
深刻化したが、他のコモンロー法域も例外で
はなく、民事訴訟における調停を含むADR
の推進が行われた。オーストラリア、イング
ランド・ウェールズ、シンガポール、香港で
どのように司法制度改革とともに調停が推進
されたのかは別稿に譲り、本節では、現代型
調停がどのように四カ国に伝播されたのかに
ついて 2 つの観点から検討を行う。まず、四
カ国で設立されたADR機関がどのように現
代型調停を受け入れていったのかを分析する

（ 1 ）。続いて、各国で採用された調停の定義
を分析し、各国の調停実務が交渉促進型調停
に収斂されてきたことを示す（ 2 ）。

１　ADR機関の発展
本節では、四ヶ国のADR機関がどのよう

に現代型調停を導入していったのかを概観し
ていく。

まず、オーストラリアでは、1986年に
Australian Commercial Disputes Centre

（ACDC） が設立された。主に仲裁と調停を
中心に扱っていたが、初代事務局長を務めた

デイビッド・ニュートンはハーバード大学で
調停を学んでおり、交渉促進型調停のトレー
ナーとしてオーストラリア、アジアで活躍し
た45。またACDCは、調停人トレーニング提
供・認証機関としても発展し、オーストラリ
アの調停実務に影響を与えていった46。

イングランドでは、 2 つのADRセンター
が誕生する。 1 つ目は1979年にイングランド
ソリシターが中心となって設立したADR 
Group、 2 つ目は1980年に設立されたCentre 
for Effective Dispute Resolution（CEDR）
であった。本節では後に世界的なADR機関
へと成長するCEDRを中心に検討を行う。
1970年代、国際取引案件を担当していたイン
グランドソリシターのエレン・キャロルは、
カリフォルニアで調停手続に携わり47、
JAMSやCPR Instituteで活躍する調停人から
現代型調停を学び、イングランドにJAMSや
CPR Instituteをモデルにした調停センター
を作るべく、当時調停やADRの研究を行っ
ていた、ノッティンガム大学のカール・マッ
キーとCEDRを1990年に設立させた48。

CEDRは1991年に調停人スキルトレーニン
グを開始した。マッキーが中心となってト
レーニングは作成されたが、アメリカで調停
人兼トレーナーであったエリック・グリーン
を講師として招いたことから、ハーバード大
学で研究が行われていた原則立脚型交渉を
ベースとした交渉促進型調停がCEDRで取り
入れられていった49。現在でもCEDRのトレー
ニングと認定調停人の試験では、徹底した交

44 対審主義とは、訴訟遂行を当事者に委ね、当事者の主張や証拠に基づき裁判所が判決を下す手続を指す。
45 Australian Disputes Centre, Remembering David Newton, https://disputescentre.com.au/remembering-david-newton/ 

（as of Jan. 11, 2022）.
46 Astor, H., and Chinkin, C., Dispute Resolution in Australia （LexisNexis Butterworths, 2nd ed., 2002） p.20.
47 Carroll, E., and Mackie, K., The Mediator’s Tale : The CEDR Story of Better Conflicts （Bloomsbury Professional, 

2021） pp.29-30.
48 Id., p.41. 
49 Id., p.45.グリーンはサンダーらと共にDispute Resolution Handbookを1986年に出版している。
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渉促進型調停の実施が求められている50。そ
の背景には、商事事件に関しては、当事者が
事案・法的評価を最も熟知しているため、当
事者が最終権限を持って紛争を解決すること
が望ましいというマッキーの考え51が反映さ
れている。

一方シンガポールでは、後にシンガポール
最高裁長官となる陳錫強が、当時司法長官で
あった1996年に、CEDRを例に挙げながら、
裁判外でのADRサービスを提供する機関の
必要性を訴えた52。そのわずか 1 年後の1997
年にシンガポール調停センター（Singapore 
Mediation Centre /SMC）が設立され、調停
サービスの提供と共に、ASEAN諸国、中東、
南太平洋、ヨーロッパで調停人トレーニング
を実施した53。SMC設立に携わり、トレーニ
ングを実施してきた調停人のジョージ・リム
は、CEDRとハーバード大学で調停人トレー
ニングを受講していた54ことから、当初SMC
では交渉促進型調停が中心に行なわれてい 
た55。

香港では、香港国際仲裁センター（Hong 
Kong International Arbitration Centre/
HKIAC）が1985年に設立されたが、調停は
1994年にHKIACの一部として香港調停会

（Hong Kong Mediation Council）が設立す
る56まで重要視されていなかった。そして、
1999年に香港調停センター（Hong Kong 
Mediation Centre/HKMC）が梁海明、蕭詠
儀と李偉民によって設立され、同時にトレー
ニングも提供され始める57。蕭はCEDRで調
停人トレーニングを受け58、李はハーバード
大学の交渉と調停のトレーニングを受け59、
商事調停の動きを香港に導入しようとした。

以上より、四カ国のADR機関に共通する
特徴として、ハーバード大学やCEDRの影響
を受けた弁護士らのリーダーシップの下で設
立、運営されたこと、そして交渉促進型調停
が採用されたことが挙げられる。これらの
ADR機関が各国の調停実務に大きな影響を
与えていくことになる。

２　制定法による調停手続へのサ
ポートと交渉促進型調停の推奨

続いて四ヶ国で調停手続の統一化がどのよ
うに行われたのかを検討し、各国の調停実務
が交渉促進型調停が中心となったことを示
す。

オーストラリアでは1995年にADRに関す
る政策提言機関として設立されたNADRAC 

50 詳しいトレーニングの内容については、齋藤＝クラクストン「国際商事調停人のスキルトレーニング（上）」JCAジャー
ナル64巻10号11-16頁（2017）、同「国際商事調停人のスキルトレーニング（下）」JCAジャーナル64巻10号 3 - 9 頁（2017）
を参照されたい。

51 Carroll and Mackie, supra note 47, pp.107-110.
52 Keong, C.S., Speech at Opening of Legal Year on 6 January 1996, https://www.agc.gov.sg/newsroom/newsitem2temp/

speech-by-attorney-general-at-the-opening-of-legal-year-1996 （as of Jan. 11, 2022）.
53 SMC, About SMC, https://www.mediation.com.sg/about-us/about-smc/ （as of Jan. 11, 2022）.
54 SIMI, Mr. George Lim, https://www.simi.org.sg/profile/mediator/George-Lim （as of Jan. 11, 2022）.
55 Quek Anderson, D., “The evolving concept of access to justice in Singapore’s mediation movement” International 

Journal of Law in Context, Vo.16 （2020） p.135.
56 HKIAC, Hong Kong Mediation Council, https://www.hkiac.org/mediation/what-is-mediation/hong-kong-mediation-

council （as of Jan. 11, 2022）.
57 HKMC, About Us, http://mediationcentre.org.hk/en/aboutus/HistoryAndDevelopment.php （as of Jan. 11, 2022）.
58 Sit, Fung, Kwong & Shum, Sylvia W. Y. Siu, JP, http://www.sfks.com.hk/en/members/member.php?id=13 （as of Jan. 

11, 2022）.
59 Our Hong Kong Foundation, Mr. Maurice LEE, BBS, JP, https://www.ourhkfoundation.org.hk/en/node/3317 （as of 

Jan. 11, 2022）.

20 国際商取引学会年報 2022　vol.24

2．国際商事調停の生成と展開

014-027_ᖮଟݓ_責.indd   20014-027_ᖮଟݓ_責.indd   20 2022/09/07   16:112022/09/07   16:11



（National Alternative Dispute Resolution 
Advisory Council）60によって、調停を含む
ADR定義集が作成された61。NADRACは、
調停を「当事者が、調停人の補助を受けなが
ら、紛争における争点を特定し、解決策や代
替案を考えながら、合意に至るプロセス」62

と示し、交渉促進型のモデルを採用したと考
えられている。

一方イングランドでは、このような統一的
な定義や制定法はなく、CEDRは、「調停とは、
中立者が活発に当事者を補助し、紛争に対し
合意を形成するよう働きかけるものの、当事
者が和解することも、和解条項についても最
終的な権限を持ち、非公開で行われる柔軟な
手続のことを指す」63と定義づけ、トーレニ
ングと同様、自己決定を強調した交渉促進型
調停が採用されている。

香港では、2008年の調停ワークグループに
おいて調停に関する制定法の必要性が確認さ
れ、2013年のタスクフォースにより香港調停
条例（Mediation Ordinance）が起草され、
施行された。香港調停条例では、「調停とは、
当事者が紛争における争点を特定し、解決策
を模索・創造し、互いにコミュニケーション
をとりながら、一部または全ての紛争に関し
て合意に至ることができるよう調停人が補助
する手続」64と定義されている。これは、オー

ストラリアのNADRACの表現に似ており、
ワーキンググループで各国の制定法とともに
NADRACの調停の定義も検討されていた65

ことから、NADRACの定義がベースとなっ
ていると考えて良いだろう。

2017年に施行されたシンガポール調停法
は、「調停とは、紛争における争点を特定し、
解決策を模索・創造し、互いにコミュニケー
ションをとりながら、自発的に合意に至るよ
う調停人が当事者を補助する手続である」66

と規定している。しかし、アジアで用いられ
ている評価型調停も考慮すべきであると考えら
れた67。しかし、2014年に調停人のトレーニン
グと資格認定を行う独立機関として設立され 
たSingapore International Mediation Institute 

（SIMI）の倫理規定では、調停人の専門性や
経験を元に当事者を支援すべきであることが
規定されつつも、当事者に特定の和解案の受
け入れを迫るような不当な威圧とならないよ
う、具体的な解決案や評価額の提示を避ける
ことが規定されている68。

表現の違いはありつつも、交渉促進型の調
停がこれらの定義を通して四カ国で採用され
ていったと考えられる。特に香港とシンガ
ポールでは、調停法で交渉促進型調停が採用
されことは特筆すべきである。

60 現在はAustralian Dispute Resolution Advisory Councilという組織に改変された。
61 NADRAC, Dispute Resolution Terms （Sep. 2003） https://web.archive.org.au/awa/20140212011045mp_/http://www.

ag.gov.au/LegalSystem/AlternateDisputeResolution/Documents/NADRAC%20Publications/Dispute%20
Resolution%20Terms.PDF （as of Jan. 11, 2022）.

62 Id., p.9.
63 CEDR, Mediator Handbook （CEDR, 7 th ed., 2019） p.28.
64 香港調停条例 4 条。
65 Hong Kong Department of Justice, Report of the Working Group on Mediation （2010） p.85.
66 シンガポール調停法 3 条。
67 Quek Anderson, D., supra note 55, pp.135-136.
68 SIMI, Code of Professional Conduct for SIMI Mediators （Jan. 2017） para 5.10 https://www.simi.org.sg/Portals/0/

Code%20of%20Conduct/SIMI%20Code%20Of%20Professional%20Conduct%20%5BJAN%202017%5D.pdf （as of Jan. 11, 
2022）.
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Ⅳ　国際商事調停の生成と展開

本節では、国際商事調停の潮流を作ったと
考えられる、ハーバード大学における交渉の
研究とその成果である書籍Getting to YES

（邦題「ハーバード流交渉術」）69と交渉促進
型調停との関係（ 1 ）と、世界的な調停人ト
レーニング機関となったCEDRにおける交渉
促進型調停について検討を加え、現在の国際
商事調停が交渉促進型調停に収斂されてきた
ことを示す（ 2 ）。

１　ハーバード流交渉術と交渉促進
型調停との関係

ハーバード流交渉術は、交渉で用いられて
いる原則を具体例とともに解説し、交渉に対
する理解を大きく変えた本として日本でも有
名である。本節では、同書が交渉促進型調停
との関係でいかに重要であったのかについて
分析を行う。

ハーバード流交渉術の原点は、筆者の
フィッシャーとユーリーによる国家間の調停
に関する研究にある。1977年ハーバード大学
法学部教授のフィッシャーは当時社会人類学
の大学院生であったユーリーが書いた中東の
平和交渉に関するリサーチペーパーを気に 
入り、共同研究を提案する70。 2 人は他の 

学生らとともに国家間調停人や外交官とイン
タビューを行い、その結果を元に、フィッ
シャーが1978年にInternational Mediation: A 
Working Guideを出版した71。国家間の紛争
についてさらに研究を行うために、ハーバー
ド大学と近隣大学から研究者を募り、 2 人は
ハーバード交渉プロジェクトを1979年に開始
した72。しかし研究を続けるうちに、国家間
の交渉・調停で適用される原則は、ビジネス
交渉を含む様々な場面で応用できると考 
え73、パットンと共に、ハーバード流交渉術
を執筆し、大ベストセラーとなる。

ハーバード流交渉術は、 4 つの原則により
ウィンウィンな交渉が可能になることを示し
た（同書ではこれを「principled negotiation

（原則立脚型交渉）」と呼んでいる）上で74、
当事者だけで原則立脚型交渉を行うことが難
しい場合に、第三者が参加することでこれが
実現可能となると述べている75。具体的には、
夫婦が家を設計する際にリビングルームの位
置や倉庫の大きさで意見が食い違った場合
に、設計士が 2 人の意見やその理由を聞いた
上で、様々な設計案を示し、両者納得のいく
形での家の設計図を作成することを例として
挙げている76。同書では国家間で行われた調
停にも言及しており、調停という言葉は用い
られていないものの77、調停を原則立脚型交
渉の補完手段として考えていたことが伺え、

69 Fisher, R., and Ury, W., Getting to YES : Negotiating Agreement Without Giving In （Arrow Books, 1981）（金山宣夫＝
浅井和子訳『ハーバード流交渉術：イエスと言わせる方法』三笠書房、1989年）。

70 Ury, W., “In Memoriam : Roger Fisher” Harvard Law Review, Vol.126⑷（2013） p.898.
71 Id. p.899.
72 Id. pp.899-900.
73 Fisher et al., “An Interview with Roger Fisher and William Ury” The Academy of Management Executive, Vol.18⑶ 

（2004） p.101.
74 4 つの原則とは、人と問題を分離すること、立場ではなく利益に焦点を当てること、何をするかを決定する前に様々な

可能性を考え出すこと、結果はあくまでも客観的基準によるべきことを指す。Fisher and Ury, supra note 69, p.11.
75 Id. pp.118-122.
76 Id. pp.118-120.
77 Id. p.121.同書では「one-text procedure」という用語が使用されている。
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いわゆる交渉促進型調停のことを指すと言え
る。

ハーバード大学では交渉や調停の研究や教
育プログラムが提供された。在籍学生だけで
はなく、世界中の法律家やビジネス関係者が
参加することで、世界的に原則立脚型交渉や
交渉促進型調停のあり方が広まっていったと
言える。さらに「複数のドアを持つ裁判所」
を提言したサンダーは同時期にハーバード大
学におり、フィッシャーらと共に調停のワー
クショップを行っていたことからも、原則立
脚型交渉が調停実務に与えた影響も大きいと
考えられる。

２　CEDR調停人スキルトレーニン
グの発展と国際商事調停におけ
る交渉促進型調停

本節では、CEDRの調停人スキルトレーニ
ングが世界的なスタンダードに成長した背景
を分析し、現在の国際商事調停で交渉促進型
調停が主流となっていることを示す。

CEDRのトレーニングは、1981年以降世界
45カ国で実施され、7,000人以上の資格保有
者を生み出している78。これは、CEDRの噂
を聞いてロンドンにトレーニングを受けにき
たヨーロッパの弁護士がその後CEDRを招聘
しトレーニングがヨーロッパ各地で実施され
たこと、国際金融公社や世界銀行グループか
らの法制度支援としての調停トレーニングを
CEDRが請け負うようになったこと、そして
2011年にCEDRの初海外オフィスが香港に設
立されたことが影響している。CEDRのト

レーニングが人気を博した理由は、イングラ
ンドの大手企業や法律事務所が賛同したこ
と、そしてCEDRの調停が徹底した交渉促進
型であり、当事者の自己決定を最大限に尊重
した手続であることが挙げられる。

本稿で検討したコモンロー法域では、裁判
所で民事事件における調停の推奨・義務づけ
が行われ、それと同時にCEDRを含む多くの
ADR機関が誕生し、企業が商事事件で交渉
促進型調停を基本とする現代型調停を経験
し、調停の有効性が認知されていったと考え
られる。これらの企業が国際取引で生じた紛
争の解決を調停に望むことは自然な流れであ
り、これにより現代型調停を土台とする国際
商事調停の生成が始まったと言えよう。

また近年では、CEDRはICSID（国際投資
紛争解決センター）とエネルギー憲章

（Energy Charter Treaty）の事務局と協力
し、投資家国家間の紛争に特化した調停人の
トレーニングを実施している79。UNCITRAL

（国連国際商取引法委員会）でも投資家国家
間の紛争解決制度の改革の一つに調停を含む
ADRの利用が挙げられ、活発に議論が行わ
れている80。今後、投資家と国家との間の事
件にも交渉促進型調停が展開されていくこと
が予測される。さらに、WIPO（世界知的所
有権機関）の仲裁調停センターでは、知的財
産権に関する国際商事事件が中心に扱われて
おり、調停が活発に用いられている81。同セ
ンターの調停仲裁ワークショップで、評価型
調停による威圧に懸念が示されていることか
らも交渉促進型調停が主に用いられているよ

78 CEDR, CEDR-Accredited Mediator Skills Training, https://www.cedr.com/skills/mediator-skills-training/ （as of Jan. 
11, 2022）.

79 Carroll and Mackie, supra note 47, pp.135-136.
80 UNCITRAL, “Initial draft on mediation and other forms of alternative dispute resolution （ADR）” （2021） https://

uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/draft_clauses_on_mediation.pdf （as of Jan. 11, 
2022）.
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うである82。以上から、国際商事調停は交渉
促進型調停を土台としてさらに複雑な国際商
事事件においても利用され始めていると言え
よう。

Ⅴ　結論

本稿では、国際商事調停が交渉促進型調停
に収斂されてきたことを示すために、まずア
メリカでの現代型調停の誕生から振り返っ
た。司法制度改革の中で導入されたNJCが成
功を納めた時期と並行して、CPR Institute
やJAMSといったADR機関が設立され、徐々
に商事調停の発展に繋がっていった。その一
方で、様々な調停実務が誕生し、評価型調停
の行き過ぎをコントロールするため、自己決
定を重視する交渉促進型調停に実務が収斂し
ていき、倫理規定や統一調停法によって形成
されていったと考えられる。ただし当事者の
合意があれば評価型調停を用いられることは
留意すべきである。一方で、オーストラリア、
イングランド、シンガポール、香港において
は、アメリカでの司法制度改革と現代型調停
の発展の影響を受けつつも、交渉促進型調停
に実務が収斂してきたことが伺える。

五カ国のコモンロー法域で起きた現代型調
停への動きは、特にハーバード流交渉術に基
づく原則立脚型交渉の研究・教育プログラム
と、英国のADR機関、CEDRが行ってきた
調停人トレーニングコースの影響を受けてき
たと考えられる。原則立脚型交渉は交渉促進
型調停によって実現されると考えられ、さら

にCEDRのトレーニングが世界的なスタン
ダードとなったのは、企業が求める紛争解決
の自己決定と合致したことが背景にあると言
えよう。コモンロー法域で形成された現代型
調停は、企業が実際に利用することでその有
効性が確認され、国際商事紛争においても利
用されるに至ったと考えられる。さらにこれ
らの国々で評価型調停への慎重な姿勢が大き
く取り上げられたこと、現在国家投資家間の
紛争や知財紛争といった複雑な国際商事事件
でも交渉促進型調停が中心に利用されている
ことから、国際商事調停では交渉促進型調停
に収斂されたという点を持って、本稿の結論
としたい。

81 具体的な事件数は示されていないものの、2020年に行われた調停での和解率は78%と高い。WIPO Arbitration and 
Mediation Centre, WIPO Caseload Summary, https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html （as of Jan. 11, 
2022）.

82 Tan J.A, “Intellectual Property and Technology Mediation : The Conduct of a Mediation and the Role of the Different 
Actors” （Nov. 11, 2021） https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2021/arbmed/index.html （as of Jan. 11, 
2022）.
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本報告は、当事者による自己決定を重要視
する「交渉促進型調停」を「現代型調停」と
称し、ハーバード大学ロースクールのフラン
ク・サンダー教授による「複数のドアを持つ
裁判所」の構想が公表された1970年代のアメ
リカにその起源を見出している。

この時期は訴訟の長期化や高額化による司
法へのアクセスに対する制限が問題視された
時代であり、その問題の解消に向けて裁判所
を中心とするADRの研究が盛んに行われた
時代でもある。

サンダー教授は、ADRの研究に資する重
要な課題を提示した第一世代の研究者グルー
プに属し研究者のあいだでは「パイオニア」
などと呼ばれてきた。

本報告は、調停は近隣同士の紛争の解決に
適しているとのサンダー教授による見解に基
づきアメリカ法曹協会が調停のサービスを提
供する近隣ジャスティスセンターの設立を提
案したことを受け、実際に1970年代後半にア
メリカの三つの都市で同センターが暫定的に
開設され、わずか 1 年半の間に数千件の調停
が行われ、そのなかの約 8 割が和解に至り、
結果として利用者の 9 割弱が調停手続に満足
感を示したことを指摘している。

そしてその後、アメリカの連邦裁判所の民
事訴訟における調停の利用を促進する司法改
革に伴い、民間のADR機関が設立・発展し
ていくなかで、同国の企業も「交渉促進型調
停」を国内の商事紛争の解決に用いるように

なっていったことを確認し、同国企業の
ADR文化の創造がCPR Instituteが1982年に
作成したADR誓約によってもたらされたこ
とに言及している。

続けて、本報告は、訴訟の長期化・高額化
がアメリカ以外のコモンロー法域に共通の問
題として存在することに鑑み、特に、イング
ランド・ウェールズ、オーストラリア、香港、
及びシンガポールに焦点を当て、アメリカに
起源を見る「現代型調停」がこれらの国々に
導入・採用されるに至った道程の考察から、
かかる伝播が、上述の各コモンロー法域で設
立されていったADR機関をとおして実現さ
れたとして、以下の二つの要素をその原動力
として挙げている。

そのひとつは、ハーバード大学のロジャー・
フィッシャーとウィリアム・ユーリによる
1981年の共著書『Getting to Yes』であり、
もうひとつは、1980年にイングランドで設立
されたCEDRの存在である。

本報告は、前者については「現代型調停」
が『Getting to Yes』のテーマである「原則
立脚型交渉」の補完手段として考えられてい
たことを確認したうえで、上述のサンダー教
授と同著書の著者であるフィッシャーが共同
で行った調停のワークショップを含むハー
バード大学で提供された交渉や調停の研究・
教育プログラムの内容に「交渉促進型調停」
が取り込まれ、世界中からこれらのワーク
ショップやプログラムに参加した法律家やビ

齋 藤 報 告 コ メ ン ト
坂本　力也

日本大学法学部 教授
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ジネスパーソンを介してアメリカ国外に普及
していったことを提示している。

後者のCEDRとの関連についても、その創
設にかかわった人物がアメリカにおける調停
実務の経験から「交渉促進型調停」を身に付
けていたことや、CEDRによって1991年から
開始された調停スキルのトレーニングの講師
としてアメリカでの調停人兼トレーナーの経
験のある人物が招かれていたといった事実か
ら「原則立脚型交渉」を土台とした「交渉促
進型調停」がCEDRのトレーニングプログラ
ムの内容にも反映されるようになったことを
示唆している。

同様に、本報告では、アジアのコモンロー
法域である香港やシンガポールについても、
香港国際調停センターの設立者 3 名のうち 2
名がそれぞれCEDRとハーバード大学での調
停トレーニングの参加者であったという事実
や、シンガポール調停センターの起ち上げの
必要性を促す立場にあった元シンガポール最
高裁長官がCEDRを例として挙げたことに
よって、両法域における「現代型調停」の導
入・採用が実現していったことが示されてい
る。

さらに、本報告は、上述の各コモンロー法
域での国内における調停手続の検討に加え、
　国際商事調停の手続としても「現代型調停」
が利用されてきておりその重要性を増してい
く可能性があることを説き、その根拠とし 
て、CEDRがICSID等の事務局と協力体制を
組み投資家と国家間の紛争解決に向けた調停
人のトレーニングを提供していることや、
WIPOの調停仲裁センターにおいても威圧的
な評価型調停への懸念から「交渉促進型調停」
が利用されていることを挙げている。

なお、本報告は、上記のように、「交渉促
進型調停」をアメリカで確立された調停実務

の特徴であるとしながらも、当事者の合意に
よって「評価型調停」への移行の可能性があ
ることに留意すべきであると論じている。こ
の点は、国内商事紛争か国際商事紛争かにか
かわりなく調停の実務において重要なポイン
トであると考えられる。

少し古い情報となるが筆者が2018年 8 月に
アメリカの南西部に位置する複数のロース
クールのADRコース担当者らと行った研究
会において、国内商事紛争の調停についてア
メリカのロースクールで実施されている
ADRの講義では「交渉促進型調停」ないし「変
容型調停」が中心に扱われてきたが、一方で

「評価型調停」を教えることに注目が集まっ
ているとの説明に触れた。その理由は、ロー
スクールの学生の需要であった。すなわち彼
らが卒業後に企業でインハウス・カウンセル
として働く際に直面する紛争の多くが損害賠
償額の当否に基づく金銭的な和解を以て解決
しうるものであり、また、個々の弁護士とし
て活動するにしても原則としてそのような金
銭的和解を促すことが依頼人の最大の利益に
つながるからというものであった。

国際商事調停の実務においても、一般的に、
当事者の希望と合意によって「交渉促進型調
停」と「評価型調停」の双方が利用される場
合があると言われている。このことから、国
際取引に従事する日本企業は、国際商事調停
の準備をするに際し「交渉促進型調停」に備
えると同時に、当事者の合意に基づく（威圧
的ではない）「評価型調停」を適宜有効利用
することを想定し紛争解決手段を自らデザイ
ンしていくことが求められてこよう。

アメリカにおけるADRの教育と研究に携
わる者は一部を除き外国での調停の実務にそ
れほど目を配ってこなかったように映る。上
記の研究会でも、日本を含む海外の調停実務
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に関する研究テーマは提示されていなかっ
た。

しかしながら、昨今のシンガポール調停条
約へのアメリカの加盟もあって、国際的な調
停手続に向けた比較法研究に興味を持ち始め
る研究者も現れてきている。したがって、今
後は国際商事調停のスタイルの在り方につい
て「交渉型紛争解決」の起源であるアメリカ
のADR研究者と協力し「評価型調停」の問
題点について議論を深化させ、その結果を継
続的に発信していくことが大いに期待されよ
う。

その議論には、調停を強制する合意の有効
性、法曹資格のない調停人による調停の可能
性、調停人の養成、調停の利用者に対する教
育プログラムの内容の策定等が含まれよう。
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Ⅰ　問題の所在

国家の重要公益実現を目的とする強行法規
は、国際私法上、契約準拠法とは別に適用さ
れうる（絶対的強行法規［又は国際的強行法
規、優越的強行法規、介入規範］の特別連 
結）1。1980年の契約債務準拠法条約（ロー
マ条約） 7 条は、「事案と密接な関係を有す
る国」の強行規定で、「契約準拠法にかかわ
らず適用される」ものは、「規定の性質及び
目的、その適用又は不適用の結果」を考慮し
て「効力が与えられうる」としていた。これ
を規則化した2008年の契約債務準拠法規則

（ローマⅠ規則） 9 条は、「法廷地法上の優越
的強行規定」の適用を広く認める反面（ 2 項）、
それ以外については制限を加え、「契約の履
行を不法（unlawful）とする」債務履行地国
の優越的強行規定に「効力が与えられうる」
という（ 3 項）。

それでは、国際仲裁でこの種の強行法規が
援用される場合2、仲裁廷はどう対応すべき

か。わが国における議論の蓄積は未だ十分で
なく、「国際商事契約の準拠法選択に関する
ハーグ原則」11条 5 項は、「仲裁廷が、その
必要又は権限があると判断した場合、当事者
が選択した法以外の法の公序又は優越的強行
規定を適用ないし考慮することを妨げない」
というが、その詳細を明記していない。そこ
で以下においては、契約準拠法に属しないこ
の種の強行法規を「第三国強行法規」と呼び、
その国際仲裁での扱いを検討するが、契約準
拠法上の強行法規についても、基本的に同じ
考え方が妥当すべきものと思われる。

なお、国際的強行法規の適用は、弱者保護
が要請される仲裁合意の効力（仲裁法附則 3
条・ 4 条参照）や仲裁可能性の判断3、ある
いは制裁的損害賠償が認められる場合にも問
題となりうるが、前者は手続的考慮を要し、
後者は不法行為問題に属することから、本稿
ではこれらを対象から除き、強行法規が契約
に及ぼす影響4に主眼をおいて検討する。

国際仲裁における第三国強行法規の扱い
中野　俊一郎

神戸大学法学研究科 教授

1  櫻田嘉章＝道垣内正人編・注釈国際私法第 1 巻（有斐閣、2011年）34頁以下（横溝大）。
2  例えば東京高決平成28年 8 月19日（高杉直「判批」WLJ判例コラム111号 1 頁参照）では、日本法に準拠する契約の義

務違反の判断に関してEU競争法の適用が主張された。
3  代理店契約（ドイツ法準拠）紛争でUAE裁判所の専属管轄を規定する同国商事代理店法の適用が主張された事例（ICC 

Case 15977 ［Partial Award］, ICC Dispute Resolution Bulletin 2018⑴, p.95）、代理店契約紛争（テキサス州法準拠）で
グアテマラ裁判所の専属管轄を定めた同国商法の適用が主張された事例（ICC Case 11761 ［Final Award］, id.at p.71）
など。

4  独占禁止法違反の法律行為は公序良俗違反に該当すれば無効とされうる（最判昭和52年 6 月20日民集31巻 4 号449頁）。
また、後述するEEC商事代理人指令は、契約終了に際して代理店に補償請求権を認め、構成国に法整備を義務づけてい 
る。
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Ⅱ　当事者間の合意と国際的強
行法規の緊張関係

１　仲裁合意・仲裁可能性との関係
仲裁は私益の衝突を解決する場であり、公

益実現を直接の目的としないため5、公法的
強行法規に基づく請求につき仲裁可能性を否
定する見方も存在した。しかし、これは強行
法規の援用による仲裁合意の潜脱や遅延戦術
を助長しうるため、仲裁による紛争解決の利
点が広く認知されるようになると、米国を中
心に仲裁可能性の拡大傾向が顕著化し6、同
時に、国際的強行法規の適用可能性という問
題が現実化するに至る。

1985年のMitsubishi事件7では、日本会社
Xとプエルトリコ会社Yの代理店契約紛争に
関してXが米国裁判所で仲裁の強制を求め、
Yが反トラスト法に基づく反訴を提起した。
当該契約（スイス法準拠）は日本を仲裁地と
する広い文言の仲裁条項をおく。そこで連邦
最高裁判所は、仲裁が担う役割や米国の仲裁
奨励政策等をあげつつ、反トラスト法請求は
仲裁合意に含まれるとして仲裁の強制を認め
た。また判決の脚注19は、反トラスト法請求
への米国法の適用を前提に仲裁を申し立てた
旨のX側主張を援用し、「紛争解決地選択条
項と法選択条項が相まって、反トラスト法違

反に対する制定法上の救済を求める権利を当
事者から奪う結果になる場合、われわれは当
該合意が公序に反すると非難することを躊躇
しない」という。これは、仲裁廷が反トラス
ト法を適用しない場合、米国での提訴を許す
趣旨と解されている8。

この理解を裏付けるものとして、2017年の
オーストリア最高裁判所判決9では、代理店
契約（ニューヨーク仲裁条項と同州法準拠条
項をおく）の解除をめぐる損害賠償請求訴訟
がオーストリア裁判所で提起されたが、判旨
は、代理店契約解除に際して商事代理人に補
償請求権を認めるEEC商事代理人指令17条・
18条が国際的強行規範であることを強調しつ
つ10、「仲裁廷はオーストリア法の適用を否
定し、ニューヨーク州法を適用すべきものと
しており」、「同州法上……法定補償請求権等
の保護規定がない」ことを指摘して、仲裁合
意の効力を否定している。

２　準拠法選択合意との関係
当事者による契約準拠法の指定は仲裁廷を

拘束し、第三国強行法規の適用は仲裁判断の
取消しや執行拒絶のリスクを伴うため（仲裁
法44条 1 項 5 号・ 6 号、45条 2 項 5 号・ 6 号
参照）11、これに消極的姿勢を示す事例は多
い12。もっとも、国際的強行法規の適用を受
ける紛争が仲裁可能で仲裁合意の対象に入る

5  横溝大「国際商事仲裁と公益―強行的適用法規の取扱いを中心に―－」社会科学研究69巻 1 号（2018年）129頁以下。
6  中野俊一郎「独占禁止法に基づく請求と国際仲裁」仲裁とADR 7 号（2012年）107頁以下、中村達也『仲裁法の論点』（成

文堂、2017年）61頁など。
7 Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, 473 U.S. 614 （1985）.
8  同様に、販売代理店契約（イタリア法準拠）紛争に関して提起されたオーストラリア競争法に基づく損害賠償請求訴訟

において、イタリア仲裁廷は同法を適用しない旨の原告側主張を斥けた事例がある。Casaceli v. Natuzzi S.p.A. ［2012］ 
FCA 691.

9  OGH, 1.3.2017, IPRax 2018, 532. 本件につき中野俊一郎／阮柏挺・JCA65巻 9 号（2018年）62頁。
10 本指令につき柴崎洋一＝藤平克彦「自営商業代理人に関するEC閣僚理事会の指令」国際商事法務18巻10号（1990年）

1078頁以下、金美和「ヨーロッパ商事代理人契約法における法廷地強行法規の適用について」法学新報123巻 5 ･ 6 号 
（2016年）207頁。

11 中野俊一郎「国際仲裁における実体判断基準の決定と仲裁判断取消」国際商事法務30巻10号（2002年）1350頁。

国際商取引学会年報 2022　vol.24 29

中野 俊一郎

026-040_ੈඞݓ_責.indd   29026-040_ੈඞݓ_責.indd   29 2022/09/07   16:112022/09/07   16:11



としても（→Ⅱ 1 ）、このような強行法規は
当事者の意思に関わらず適用されうるもので
ある以上13、準拠法指定の対象には含まれな
いと考えられる。そうだとすれば、仲裁廷が
一定の場合に第三国強行法規を判断基準とす
ることは、契約準拠法の指定と矛盾するもの
ではない14。上記Mitsubishi事件判決も、ス
イス法準拠条項とは別に、反トラスト法請求
に米国法が適用されることを前提として、そ
の仲裁可能性を認めている。

Ⅲ　国際的強行法規の適用根拠

１　仲裁の性質論との関係
仲裁の性質を裁判と捉えると（裁判説）、

国際的強行法規の適用は裁判と同様に可能と
なるが、仲裁を契約と見る立場（契約説）か
らは、当事者の合意がない第三国強行法規の
適用は問題となりえよう15。もっとも今日で
は、仲裁が契約・裁判の両面的性質をもつこ
と（混合説）が広く認められるため16、最近
の学説は、当事者の期待や公益の実現といっ
た具体的要素から、仲裁廷での国際的強行法
規の適用を基礎づける傾向を示す（→Ⅲ 3 ）。

２　国際的強行法規の適用を命じる
規範

各国仲裁法は仲裁での国際的強行法規の適
用につき定めをおかない17。そのため仲裁廷
は、自らに国際的強行法規の適用を命じる規
範は何かという問題に直面する。もっとも、
仲 裁 廷 が 従 う べ き 抵 触 規 範 に つ い て、
UNCITRAL国際商事仲裁モデル法（以下、
モデル法）や各国仲裁法は明記せず、仲裁で
の実体判断基準を定めるにすぎない。それら
は、当事者が指定した法によることを第一順
位としたうえで、指定がない場合に仲裁廷が
適用すべき準拠法を規定するため、仲裁廷を
拘束する抵触法を探るにあたっては、これが
一つの手がかりになりえよう。

この問題に関しては様々な議論があり18、
仲裁廷は仲裁地の一般国際私法に従うとの見
方も有力に主張されたが19、最近の各国法は
次の三つに大別される。すなわち、ⅰ仲裁廷
が適当と判断した抵触法によるもの（間接適
用の方法：モデル法28条 2 項など）、ⅱ仲裁
廷が適当と判断した実質法によるもの（直接
適用の方法：フランス民事訴訟法1496条 1 項
など）、ⅲ最密接関係法によるもの（仲裁法
36条 2 項など）。

これらは、ⅰが不特定だが具体的な、ⅲが

12 例えば、代理店契約の解除が争われたドイツ仲裁で、「イタリア法を契約準拠法とする両当事者の意思」を強調しつつベ
ルギー代理店法の適用を否定した事例として、Final Award in case no.6379 of 1990, YBCA vol.XVII （1992）, p.212. 

13 これに対して、中村達也「国際仲裁における仲裁可能性と絶対的強行法規の適用について」国士舘法学53号（2020年）
56頁は、「当事者は、合意により……絶対的強行法規を適用して判断する権限を仲裁廷に付与することができ」、「仲裁廷
が絶対的強行法規を適用する根拠は当事者の意思に基づく」以上、これ以外の「基準による絶対的強行法規の適用の有
無を決する必要はな」いとする。

14 Bermann, Int.Arb and PIL, p.407; Rau, p.96.
15 Barraclough/Waincymer, p.208-211; Fazilatfar, p.151-153.
16 Naón, Choice-of-law Problems in International Commercial Arbitration, 1992, p.14.
17 但し、キューバ国際商事仲裁法29条 2 項は、合弁企業や外国企業との紛争につきキューバ法の適用を定める。
18 中野俊一郎＝中林啓一「国際仲裁における実体判断基準の決定と国際私法」『石川明先生古稀祝賀・現代社会における民

事手続法の展開（下）』（商事法務、2002年）312頁以下。
19 学説として、F.A.Mann, The UNCITRAL Model Law - Lex Facit Arbitrum,ArbInt Vol.2⑶（1986） p.251; 道垣内正人「国

際商事仲裁―国家法秩序との関係」『日本と国際法の100年』 9 巻（三省堂、2001年）90頁。キューバ国際商事仲裁法30
条は、当事者による指定がない場合、仲裁廷は「仲裁地国際私法規定が決定する法」を適用するという。
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特定されているが抽象的な抵触規則の適用を
命じるのに対し、ⅱは抵触規則の適用を前提
としない点で、大きく異なるように見える。
しかし、ⅱにより「適当」な実質法を決める
には一定の抵触法判断が求められるし、事件
との密接関連性が抵触法共通の基準だとすれ
ばⅰとⅲの違いも大きくない。他方において、
これらはいずれも、国際仲裁独自の柔軟な準
拠法決定方法を目指す点で共通する。これは、
当事者が選択した仲裁という代替的紛争解決
手続に、訴訟のための厳格な法選択規則を転
用するのは妥当でない、との発想に基づく20。
現時点における各国法のコンセンサスがこの
点にあるとすれば、仲裁における国際的強行
法規の扱いについても、それがどの国の抵触
法によるかという発想ではなく、国際仲裁に
おける法適用のあり方という、より広い視点
から検討されるべきであろう。

もっとも、これは抵触規則の不要性を意味
しない。UNIDROIT国際商事契約原則1.4条
が、「本原則は……レレバントな国際私法規
則に基づいて適用される強行規範の適用を制
限するものではない」というところからも知
れるように、法的安定性や当事者の予見可能
性確保の見地から、国際的強行法規の適用基
準を示す抵触規則は必要であり、最近の学説
の関心はこのような規則の具体的内容に移り
つつある。

３　国際的強行法規の適用を基礎づ
ける要素

⑴　紛争解決の完全性と当事者の期待
当事者は、紛争が仲裁手続で完全に解決さ

れることを望み、仲裁廷はそれに応える義務
を負う。そうだとすれば、紛争解決に必要で
ある限り、第三国強行法規をも仲裁廷は遵守
すべきであろうし、紛争解決を裁判・仲裁の
2 トラックに分断しないという点でも、それ
が当事者の意思に適うと考えられる21。
⑵　公益の実現

仲裁は私的紛争解決手段ではあるが、国家
の法認を受けて紛争解決システムの一翼を担
う。そのため、当事者が仲裁を利用して国家
の強行規範潜脱を図る場合、仲裁廷がそれに
加担することは許されず、強行法規の適用に
より国家の公共政策実現に協力する義務を負
うと考えられる22。

これを国際仲裁に応用する場合には二通り
の考え方がありえよう。一つは、仲裁は仲裁
地国の法認を受けて仲裁地国法秩序に組み込
まれる以上、仲裁地国の公益実現に協力する
義務を負うにすぎない、との見方であり、こ
れによると、仲裁地以外の国の強行法規は適
用根拠を欠くことになる。しかしながら、国
際仲裁の「国際」性を強調し、仲裁地国との
結合を相対化する視点からすれば23、国際仲
裁は、国際取引社会からの法認を受けて紛争
解決を委ねられた以上、国際取引社会全体の
利益実現に協力する義務を負い、その限りで
仲裁地以外の国の強行法規をも遵守しなけれ
ばならない、との立論も可能かと思われる。
⑶　仲裁判断の終局性：仲裁地国強行法規の
適用？
仲裁手続は仲裁地国法に従う。仲裁可能性

は仲裁地国法で判断され、手続に瑕疵のあっ
た仲裁判断は仲裁地国で取り消される（仲裁

20 Bermann, Int.Arb and PIL, p.315; Fazilatfar, p.149-151.
21 Bermann, Int.Arb and PIL, p.409; Mayer, p.285; Rau, p.83, 92.
22 Mayer, p.285; Radicati di Brozolo, p.68,74; Schiffer, S.406. 
23 中野俊一郎「国際仲裁と国家法秩序の関係」国際法外交110巻 1 号（2011年）71頁以下。
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法 3 条 1 項、44条 1 項参照）。この意味で、
仲裁地は訴訟の法廷地と同じ役割を果たす。
そうだとすれば、訴訟で法廷地国強行法規が
介入するのと同じく、国際仲裁でも仲裁地国
強行法規の介入を認めるべきではないか24。
この見方は、仲裁廷が当事者に終局的仲裁判
断を提供する任務を負うことからも基礎づけ
られる25。

仲裁手続の規律に関する限りこの見方に異
論の余地はないが、実体準拠法として仲裁地
以外の国の法が指定された場合を考えると、
仲裁地だというだけでその国の強行法規を介
入させるのは難しい。なぜならこの場合、仲
裁地国は紛争との密接関係性を欠き、自国公
益を貫徹する利益をもたず、当事者は実体法
律関係への仲裁地国法の介入を想定しないか
らである26。多くは客観的要素で管轄権が決
まる訴訟とは異なり、仲裁地国が紛争や当事
者と関連性をもたないことは多い。裁判官が
法廷地国法の強い拘束を受け、その内容に通
じていることを当然に期待されるのに対し
て、仲裁人は仲裁地国法の内容を知らないこ
とすら稀でない、という実情もある。

他方において、仲裁地国の強行法規を遵守
せずに下された仲裁判断には取消しや執行拒
絶のリスクが伴う。もっとも、事案との関連
性をもたない仲裁地国の裁判所が、自国実体
強行法規の不遵守だけを理由に仲裁判断を取
り消すことは想定しにくいうえ、そのような

取消しの効果が他国で認められるかについて
も疑問の余地がありえよう27。
⑷　仲裁判断の執行可能性：執行地国ないし
履行地国強行法規の適用
仲裁廷は実効性のある仲裁判断を提供する

任務を負う。ICC仲裁規則42条によると、仲
裁廷は、「仲裁判断が法により執行可能なも
のとなるよう、あらゆる努力を払わなければ
ならない」。本条は努力規定にすぎないが、
執行力を欠いた仲裁判断が当事者の期待を裏
切り、仲裁機関や仲裁制度への信頼を損うこ
とを考えれば、その意味は大きい。

執行地国の公序に反する仲裁判断の執行は
拒絶されうる（仲裁法45条 2 項 9 号）。国際
的強行規範は定立国の公序を構成するため、
仲裁判断の執行確保には執行予定地国の強行
規範を無視できない。もっとも、仲裁判断は
常に執行が必要となるわけではなく、むしろ
任意履行率が高いことが知られている。また、
国際仲裁事件では、当事者の資産や債務履行
地が複数国に分散することも多く、条約を通
してほぼ世界中で仲裁判断が執行できるとい
う事情もあるため、将来の執行地を特定する
のは容易でない。執行地は当事者の勝敗に
よって変わるし、勝敗は強行法規の適用・不
適用で変わるという問題もある28。

しかしながら、任意履行率の高さは仲裁判
断の執行確保の必要性を失わせない。また、
ここでいう執行予定地は、単なる責任財産所

24 例えば、中村・上掲『仲裁法の論点』87頁は、「仲裁地がわが国にある限り、仲裁はわが国の司法秩序に組み込まれ、仲
裁廷は、裁判所と並んで、わが国の経済秩序を維持・確保するため、絶対的強行法規であると解される独禁法を適用す
る義務がある」と説く。もっとも、同・上掲国士舘法学54頁はこれを改め、「仲裁廷は、当事者の仲裁付託意思に基づき
……絶対的強行法規の制定国が仲裁地国であるか否かに関わらず……それを適用して判断する」という。

25 Barraclough/Waincymer, p.223. 高杉直「国際商事仲裁におけるウィーン売買条約の適用」立命館法学2015年 5 ･ 6 号（2016
年）311頁以下、316頁注78も、仲裁は仲裁地国法秩序に組み込まれ、仲裁地法に反する仲裁判断は取り消されうるうえ、
仲裁人が仲裁人契約上の責任を負うこと等を根拠に、日本の仲裁廷は日本で発効した条約の適用義務を負い、「この議論
は仲裁地の強行的適用法規の適用問題にも応用可能」だという。

26 Bermann, Int.Arb and PIL, p.397; Fazilatfar, p.172.
27 Bermann, Int.Arb and PIL, p.398. 仲裁地で取り消された仲裁判断の執行につき、中野・上掲国際法外交61頁。
28 Rau, p.118.
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在地ではなく、契約債務の実質的部分がそこ
で履行されるために紛争と密接な関係をもつ
地に限られると見れば、その特定に大きな困
難はないように思われる29。

Ⅳ　国際的強行法規適用の要
件・効果

１　適用要件
ローマⅠ規則 9 条 3 項（→Ⅰ）によると、

契約債務の履行を不法とする履行地国法上の
優越的強行規定は、「規定の性質及び目的、
ならびにその適用又は不適用の結果を考慮」
したうえで効力を与えられうる。ローマ条約
7 条 1 項は、より広く、「事案と密接な関係
を有する」第三国の強行規定について同旨を
定めていた。細部に違いを残すが、学説は一
般に、第三国強行法規の適用を検討するにあ
たり、仲裁廷は同様の要素を考慮すべきだと
いう。

例えばMayerは、ローマ条約 7 条 1 項を参
考に、仲裁廷は「強行法規の性質及び目的、
ならびにその適用結果」を考慮して、国際公
序に反しない第三国強行法規の適用を裁量的
に判断すべきだという30。また、Schifferは、
ドイツ特別連結理論の系譜をたどり、その延
長線上にあるローマ条約 7 条 1 項が理論的に
正当性をもち、国際仲裁に応用可能と見たう
えで、「判断されるべき事実関係と規範定立
国の間に密接な関連があり、規範が適用を欲

する場合」、仲裁廷は第三国強行法規を適用
すべきだと説く31。Barraclough/Waincymer
もまた、仲裁廷が、諸般の事情を考慮して裁
量で第三国強行法規を顧慮すべきだという
が、判断の明確化のため、当事者の意向、仲
裁判断の執行力確保、強行法規と紛争の関連
性、法規の保護目的の普遍性、定立国にとっ
ての強行法規の重要性といった考慮要素を細
かく列挙する32。

Blessingは、ローマ条約 7 条 1 項及びスイ
ス国際私法19条33を参考に、仲裁廷による国
際的強行法規の適用判断基準として、当該規
定の強行法規性のほか、ⅰ当該規定の対人・
対物的適用条件の充足、ⅱ事案と法規定立国
との関連性、ⅲ規定の趣旨・目的、権利保護
の普遍性、超国家的公序適合性、規定の法的
効果や契約関係に及ぼす影響等に照らし、規
定の適用価値が認められること、ⅵ適用結果
の妥当性、の 4 つをあげている34。

Beulkerは、ローマ条約 7 条 1 項を出発点
として、事案と立法国の関連性、仲裁判断の
執行可能性、規範目的と超国家的公序の整合
性、強行法規の適用に向けられた当事者の意
図等を特別連結の判断基準とする35。Shore
も、当事者からの援用がある場合、仲裁廷は、
抵触法規則に則って第三国強行法規の適用を
検討すべきであり、ローマ条約 7 条 1 項はそ
の際に最も適切な判断指針になりうると説 
く36。仲裁廷は、「第三国と事案の牽連性の
強さ、強行法規適用の必要性、結果の妥当性

29 Barraclough/Waincymer, p.216; Fazilatfar, p.172. 
30 Mayer, p.287-291.
31 Schiffer, S.408.
32 Barraclough/Waincymer, p.235-242.
33 スイス国際私法19条「本法が指定する法以外の法であって強行的適用を要求するものは、スイスの法観念上保護に値し、

明らかに重大な当事者利益がそれを要求し、かつ事実関係がその法と密接な関係を有するときは、本法が指定する法に
代えて考慮されうる。」

34 Blessing, p.31-32.
35 Beulker, S.244-245, 284-305.
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等、あらゆるレレバントな要素を考慮」し
て、条理により第三国強行法規を適用しうる
というBermannの見解37も、これらの諸説と
同一線上に位置づけてよいであろう。

RICO法38の適用に関するものであるが、
同様の判断基準によったものとして、1992年
のICC仲裁判断6320号がある。本件では、ブ
ラジルでの発電所建設のための機械納入契約

（ブラジル法準拠）をめぐって、ブラジル会
社が米国会社に対してフランスで仲裁を申し
立てた。当事者はいずれも仲裁廷にRICO請
求の判断を求めており、米国裁判所も仲裁合
意の抗弁により裁判手続を中止していたが、
仲裁廷は、米国の市場や社会との関係の希薄
さから、米国は自国強行法規の適用を基礎づ
ける正当な利益をもたないこと、行為が米国
外で行われ、結果もそこで生じ、当事者の関
係の中心もそこにあること等を指摘して
RICO法の適用を否定している39。

２　仲裁廷の職権か裁量か
上記学説の多くは、ローマ条約やローマⅠ

規則と同様に、第三国強行法規の適用を仲裁
廷の裁量に委ねるが40、公益実現に重きを置
くものは職権適用の義務を仲裁廷に課す。例
えばSchifferによると、第三国強行法規は法
規として適用されるべきものである以上、仲
裁廷の裁量に委ねるべきでない41。Blessing

も、競争法の適用を念頭におきつつ、仲裁廷
は当事者による強行法規の潜脱を援助すべき
ではないから、競争法の職権適用義務を負う
と説く42。

この点は、仲裁廷における準拠法の適用一
般、及び裁判所における第三国強行法規の適
用方法とも併せて検討する必要があろうが、
第三国強行法規の適用判断にあたっては、事
案と立法国の関連性、当事者の意図や法規の
目的、適用の必要性や結果、仲裁判断の執行
可能性等を総合的に判断せねばならず、これ
らの考慮要素の軽重は事案によって変わりう
るから、その判断は仲裁廷の裁量に委ねるの
が適当かと思われる。仲裁廷が職権で強行法
規を適用する義務を負うとすれば、それを
怠った仲裁判断は常に取消しや執行拒絶が 
問題となり、仲裁判断の終局性が大きく損わ
れかねない。2004年11月18日のThalès Air  
Defence事件パリ控訴院判決は、水平的市場
分割に該当しうる契約につき、仲裁廷が職権
で欧州競争法を適用しなかったことが公序に
反するとの原告側主張を斥け、仲裁判断取消
請求を棄却している43。

もっとも、当事者の主張がなく、仲裁廷が
執行予定地の強行法規を顧慮せずに仲裁判断
を下した場合、執行拒絶にあう可能性は否定
できない。1999年のEco Swiss事件欧州司法
裁判所判決44では、香港会社とのライセンス

36 Shore, Applying Mandatory Rules of Law in International Commercial Arbit-ration, in: Bermann/Mistelis, p.142-144.
37 Bermann, p.524.
38 RICO法（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act）は、犯罪組織による利益目的の違法行為（racketeering 

activity）を抑止するため、一定の行為に刑事罰を課すとともに、私人による 3 倍賠償の請求を認めている。
39 Final Award in case no.6320 of 1992, YBCA vol.XX （1995）, p.62. この仲裁判断に対する批判としてRau,p.83-98.
40 Rauの見解は難解であるが、仲裁合意や準拠法合意に関する当事者の意図を把握したうえで、仲裁人が、執行可能な仲

裁判断の提供という観点から、自らの見識に基づく当事者自治の制約として第三国強行法規を適用してよいと説くとこ
ろからすれば（Rau, p.80）、同じく仲裁人の裁量を認める趣旨と見てよいであろう。

41 Schiffer, S.409.
42 Blessing, p.36-38.
43 Bensaude, Thalès Air Defence BV v. GIE Euromissile : Defining the Limits of Scrutiny of Awards Based on Alleged 

Violations of European Competition Law, J.o.Int.Arb vol.22⑶（2005）, p.239.
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契約の違反によりオランダ仲裁で賠償を命じ
られたオランダ会社が、契約はEC競争法に
違反するとして仲裁判断の取消しを求めたと
ころ、仲裁手続では競争法違反の主張がな
く、仲裁廷がEC競争法を適用しなかったた
め、これが公序違反に該当しうるかについて
先決判断が求められた。判旨は、国内公序違
反に基づいて仲裁判断を取り消すべき場合、

「国内裁判所はEC競争法の不遵守に基づく申
立てをも認めなければならない」という。こ
れは、EU域内での執行が必要になりうる場
合、仲裁廷はEU競争法を適用しなければな
らず、これを怠った場合、EU競争法の不遵
守が公序違反を構成して仲裁判断の執行拒絶
を正当化しうる、という趣旨で理解されてい
る45。

このような見地からすると、当事者による
第三国強行法規の援用がない場合でも、仲裁
廷が職権でそれを顧慮して判断を行うことは
否定されるべきでない。但しその場合には、
不意打ち防止のため、第三国強行法規の適用
可能性につき当事者に釈明し、主張・立証の
機会を与えることが求められよう46。

３　国内公序か超国家的公序か
裁判所が第三国強行法規を適用するには法

廷地国の公序に反しないことが求められる
が、国際仲裁の場合、仲裁地を法廷地と同一

視することはできない。そのため、多くの学
説や仲裁判断は、仲裁廷が適用すべき第三国
強行法規は、特定国の公序を超えた普遍的妥
当性・正当性をもつべきだという発想から、
超国家的（transnational）公序との整合性を
要求する47。例えば、2012年のICC仲裁判断
16981号48は、代理店契約（フィンランド法
準拠）紛争を扱うフィンランド仲裁において、
ギリシャ不正競争法の適用を否定する理由と
して、申立人が「当該規定の国際公序適合性
を証明できていない」という49。

これに対しては、執行地国は自国強行法規
と乖離した仲裁判断を執行しないから、超国
家的公序適合性を求めても意味はない、との
批判がある50。また、超国家的公序の概念自
体が未だ十分に確立していない、という問題
も指摘されてきた51。しかしながら、仲裁廷
による第三国強行法規の適用が国際取引社会
全体の公益実現を目指すものだとすれば、こ
こで仲裁廷が基準とすべき価値観念は、国際
取引に携わる国家間で広く共有されたもので
なければならず、その意味において、超国家
的公序という概念の必要性は否定できないよ
うに思われる。

４　「適用」か「考慮」か
裁判所が国際的強行法規を判断基準とする

には、いわゆる特別連結により、当該強行 

44 Eco Swiss China Ltd. v. Benetton International NV ［1999］ ECR I-3055.
45 Lecchi/Cover, Arbitration Vol.74 No.1 （2008） p.70; Eilmansberger, SchiedsVZ 2006, S.10.
46 中村・上掲国士舘法学55頁。
47 Blessing, p.32など。同じ意味で「国際公序」（ordre public transnational）という言葉が用いられることもあるが、これ

は渉外事案に妥当する国内公序の意味でも使われることに注意を要する。Beulker, S.253-259.
48 ICC Case 16981 （Final Awards）, ICC Dispute Resolution Bulletin 2018⑴, p.111,118.
49 同様に、ICC Case 15972 （Partial and Final Awards）, ICC Dispute Resolution Bulletin 2018⑴, p.86, 93は、ライセンス

契約（スイス法準拠）紛争を扱うスイス仲裁において、ナイジェリア裁判所の専属管轄を定める同国技術移転法は、「自
国の経済的又は政治的利益のみを目的とするもの」であって適用できないという。

50 Radicati di Brozolo, p.67.　同様に、中村・上掲国士舘法学52頁は、日本の仲裁法上は国内公序だけを問題とすべきであり、
「普遍的公序が仲裁廷による絶対的強行法規の適用に関係するものではない」という。

51 Beulker, S.295-296. もっとも同書は、この概念が未だ生成途上にあり不明確さを残すことは認めつつ、腐敗防止や文化財・
動植物保護など複数の領域について、超国家的公序の存在を認めることは不可能でないという。
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法規が定める法律効果を直接認めることに加
えて、その効果を契約準拠法の適用上考慮す
る方法もある。Maultzschによれば、前者 
は、基本的価値評価を共有し、事案と密接な
関連を有する国の強行法規について、法廷地
国が、司法協力ないしは国際礼譲に基づいて
その規範的妥当意思の実現に協力するとい
う、ヴェングラー的思考方法（「価値」思 
考：Wertedenken）に基づく。これに対し
て後者は、規範的妥当意思よりも外国が契約
関係に及ぼす事実的影響力を重視し、その限
りで契約関係への介入を認める思考方法

（「力」思考：Machtdenken）に親和的であ
る52。ローマ条約 7 条 1 項は、「事案と密接
な関係を有する」国の強行規定に広く効力を
与える点で前者の発想を色濃く反映していた
が、これが法適用の予見可能性を奪うことに
は根強い懸念があった53。そのためローマⅠ
規則 9 条 3 項は、「契約上の債務が履行され
るか履行された国」の優越的強行規定で「契
約の履行を不法とする」ものだけを効力付与
の対象とし、後者の思考方法への傾斜を示 
す54。もっとも、「効力を与えられうる」と
いう幅広い文言は、外国強行法規の適用、考
慮の双方を許す趣旨と解されている55。

また、2016年のNikiforidis事件欧州司法裁
判所判決によると、規則 9 条 3 項は、「法廷
地国でも契約債務履行地国でもない国の優越

的強行規則」が、「本規則により契約に適用
される法の定めに従い、事実の問題として考
慮されることを妨げない」56。本件の争点は、
ドイツのギリシャ人学校に勤務するギリシャ
人教師からギリシャ政府に対する給与支払請
求（契約準拠法はドイツ法）に関して、債務
危機に伴い公務員の給与削減を命じたギリ
シャ法が適用ないし考慮されるかであった。
判旨の見方によると、 9 条の要件を充足しな
い第三国強行法規でも契約準拠法の適用上考
慮することが可能になるが、このような扱い
は域内での判決調和を損なうとの批判が少な
くない57。

国際仲裁においても、不可抗力の抗弁によ
り債務の履行が免除されるかといった問題の
判断につき、契約準拠法の認める範囲内で第
三国強行法規を考慮することは否定されな 
い58。1984年のNorthrop事件米国連邦地裁判
決では、政府との武器供給契約に関して代理
店への手数料支払いを禁じるサウジアラビア
政府命令により、契約準拠法（カリフォルニ
ア州法）上、供給業者が債務履行を免除され
るかが争われ、これを否定した仲裁判断が取
り消されている59。

他方、そこからさらに一歩進んで、第三国
強行法規の特別連結を認めるべきかについて
は議論の蓄積が乏しく、明らかでない。
Schifferは、法律関係の安定的規律や体系的

52 Maultzsch, Forumsfremde Eingriffsnormen im Schuldvertragsrecht zwischen Macht- und Wertedenken, in: FS 
Kronke, 2020, S.364.

53 英国やドイツは条約22条 1 項⒜により 7 条 1 項の適用を留保していた。また、Rome I規則 9 条 3 項における修正は、と
りわけ英国の強い主張に基づく。Hüßtege/Mansel, BGB,Bd.6,3.Aufl., 2019, Art.9 Rom I Rn.4 （Doehner）.

54 Palandt, BGB, 80.Aufl., 2021, Art.9 Rom I Rn.12 （Thorn）.  但し、同項は第三国強行法規の顧慮を裁判所の裁量に委ねて
おり、裁量判断にあたっては法廷地国法秩序と介入規範の価値評価の整合性が問われるため、「価値」思考が全く排除さ
れたわけではない。

  Maultzsch, a.a.O., S.365.
55 Hüßtege/Mansel-Doehner, a.a.O., Rom I Rn.51; Palandt-Thorn, a.a.O., Rn.13.
56 Hellenic Republic v. Nikiforidis, Case C-135/15, Judgment of 18 October 2016.
57 Maultzsch, a.a.O., S.369 ff.; Hüßtege/Mansel-Doehner, a.a.O., Rom I Rn.52; Palandt-Thorn, a.a.O., Rn.14.
58 Barraclough/Waincymer, p.218; Bermann, p.525; Mayer, p.281; Rau, p.104.
59 Northrop Corporation v. TRIAD, 593 F.Supp.928 （C.D.Cal.,1984）.
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整合性に鑑み、契約の無効のような直接的効
果は「当該外国公法規範から直接引き出され
るべき」であり、その意味で第三国強行法規
は「適用」されなければならないと説く60。
これに対してBeulkerは、介入規範が常に私
法上の効果を定めている保証はないからこの
処理には無理があり、外国介入規範は準拠実
質法の構成要素に組み込んで「顧慮」される
べきだという61。もっとも、両説ともこれを
原則とするにとどまり、例外の余地を許す。
例えばSchifferは、介入規範が債権に及ぼす
影響を「当該規範が債権準拠法に属する場合
と同様に評価すべきである」とし、「損害賠償、
債務の免除、不当利得といった間接的効果は
債権準拠法により」、債権準拠法と介入規範
の不整合は適応問題として処理するという62。
またBeulkerによると、「実体法平面での介入
規範の顧慮が常に最善の解決方法と見るのは
大ざっぱに過ぎ」、場合によっては「介入規
範の定める法的効果を直接認めること」も認
められてよい63。そうだとすれば、両者の相
違は、「適用」「顧慮」のいずれを出発点にす
るかという点に収束しうる。

以上のような観点からすると、国際仲裁に
おける国際的強行法規の効果面での扱いとし
ては、当該規範の「適用」、「顧慮」あるいは

「考慮」のいずれもが可能であり、その選択
は仲裁廷に委ねられる、と見るのが適当とい
えようか。

Ⅴ　おわりに

現在の一般国際私法上、訴訟における第三
国強行法規の扱いが最難問の一つであること
は疑いを容れないが、それを国際仲裁の平面
に持ち込む場合には、また別の難しさが加わ
る。当事者の合意を不可欠の基盤とし、当事
者自治を根幹とする仲裁という私的紛争解決
手続において、当事者の合意した法に属しな
い強行法規に通用性を認め、公益の実現を図
ることが適当か、適当だとすればそれはどの
ような要件・効果においてか、が問われるか
らである。当事者自治の優先は公益を損ない、
公益の優先は当事者自治や仲裁の利点を損な
いうるから、この問いに答えることは容易で
ない。国際仲裁の場合、裁判における法廷地
の機能を果たす「仲裁地」という連結点が、
専ら当事者の意思で決まるという特殊事情に
より、問題解決への道はさらに遠のく。本稿
は、競争法や代理店保護法を念頭において従
前の議論を概観してきたが、「国際仲裁にお
ける第三国強行法規の扱い」という括りが大
掴みにすぎることは言うまでもなく、今後は、
法規や事案の類型、手続段階ごとに64、訴訟
上での扱いと対比しつつ、議論を深めること
が求められよう。

他方において、仲裁での第三国強行法規の
扱いに光を当てることは、訴訟上での扱いに

60 Schiffer, S.409.
61 Beulker, S.312.　この見解によると、本文に述べたような意味での「顧慮」（Berück-sichtigung）は、外国介入規範の規

範内容を準拠実質法の平面で実現するものであり、抵触法的判断を前提にしている。これに対して、外国介入規範の事
実的影響を準拠実質法の適用上「考慮」して判断すること（Beachtung der faktischen Wirkungen）は、抵触法的判断
を前提としない、純然たる準拠実質法の適用問題にすぎないから、区別されるべきであるという。Beulker, S.12-13, 310-
315.

62 Schiffer, S.409.
63 Beulker, S.314.
64 例えば、強行法規の適用を主張する当事者が訴訟提起した場合、仲裁廷が「ドイツ強行法規を適用しないことの明らか

な危険性」が認められる場合に仲裁合意の効力を否定するとしたドイツ裁判例及びその評価につき、中野・上掲仲裁と
ADR110頁以下。
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も一定の示唆を与えうる。例えば、一般国際
私法上、強行法規の特別連結にあたっては法
廷地国の強行法規と第三国のそれが明確に区
別されるが、それが本質的かつ自明かについ
ては疑問の余地がありえよう。また、「超国
家的公序」という考え方は、わが国の一般国
際私法上はあまり顧みられてこなかったもの
であるが65、国際仲裁や国際調停、国際商事
裁判所といった新たな国際取引紛争解決手段
が、通常裁判所が享受してきた独占的地位を
脅かしつつある現在、その必要性を再評価す
る余地がありうるように思われる66。

主要参考文献　（下記文献については原則と
して著者名のみで引用した。）

Barraclough/Waincymer, Mandatory Rules of 
Law in International Commercial Arbitration, 
Melbourne Journal of International Law vol.6 

（2005）, p.205
Bermann, Mandatory Rules in International 

Arbitration, in : Ferrari/Kröll, Conflict of 
Laws in International Commercial Arbitration, 
2019, p.525

Bermann, International Arbitration and Private 
International Law, 2017, p.407 （Bermann, Int.
Arb and PILとして引用）

Bermann/Mistelis, Mandatory Rules in Inter-
national Arbitration, 2011（Bermann/Mistelis
として引用）

Beulker, Die Eingriffsnormenproblematik in 
internationalen Schiedsverfahren, 2005

Blessing, Mandatory Rules of Law versus Party 
Autonomy in international arbitration, J.o.Int.
Arb vol.14⑷（1997）, p.23

Fazilatfar, Overriding Mandatory Rules in 
International Commercial Arbitration, 2019

Mayer, Mandatory rules of law in international 
arbitration, ArbInt Vol.2⑷ （1986）, p.274

Radicati di Brozolo, Mandatory Rules and 
International Arbitration, Am.Rev.Int. Arb. 
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Rau, The Arbitrator and "Mandatory Rules of 
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Schiffer, Sonderanknüpfung ausländischen 
"öffentlichen" Rechts in der internationalen 
Handelsschiedsgerichtsbarkeit, ZVglRWiss 90 

（1991）, S.390

65 通説によると、超国家的（普遍的）公序という見方は理想論にとどまる。池原季男・国際私法（総論）（有斐閣、1973年）
257頁、溜池良夫・国際私法講義（有斐閣、第 3 版、2005年）208頁など。

66 折茂豊・国際私法の統一性（有斐閣、1955年）411-425頁によると、公序が国家単位で理解されてきたのは、渉外事件が
国内裁判所で裁判され、国際私法が国内法の形をとることに基づく。しかし、この場合の国内裁判所は「世界的規模に
おける法共同体の機関として」、また国際私法は「高次の共同体の法として」機能を果たすべきであるから、そこで用い
られる公序は、「いずれかの国家の枠を越えた、ひとつの超国家的な性格と内容とをもったものとみなければならない」
とされる。
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現在、日本において、国際仲裁の振興を図
るために、UNCITRAL国際商事仲裁モデル
法の2006年改正を反映することを主内容とす
る仲裁法の改正に向けた取組みがなされてい
る。もっとも、国際仲裁における第三国強行
法規の扱いについては、2006年改正モデル法
でも明示されておらず、各国の立法や実務に
おいても十分に解明されていない問題であ
る。中野報告の検討対象は、日本において仲
裁法が改正された後にも問題となる事項であ
り、学術上も実務上も極めて有意義なもので
ある。

中野報告では、第三国強行法規（国際的強
行法規）を「契約準拠法に属しない」「国家
の重要公益実現を目的とする強行法規」と定
義し（Ⅰ）、当事者間の合意との緊張関係を
説明した後（Ⅱ）、国際的強行法規の適用根
拠を論ずる（Ⅲ）。その上で、国際的強行法
規適用の要件・効果を検討する（Ⅳ）。

本コメントでは、研究大会当日と同様のス
タイルを採用し、中野報告との対談・対話を
試みる。すなわち、中野説とは異なる見解を
提示し、その見解の分岐に至る原因を探る。

第 1 に、仲裁廷が国家の公共政策実現に協
力する義務を負うかという点である。中野報
告は、仲裁が国家の法認を受けた紛争解決シ
ステムであることを理由に、協力義務を肯定
する。しかし、国家の法認を受けていること
が直ちに仲裁廷の公益実現協力義務に結びつ
くのかについては議論が分かれるように思わ

れる。各国は、仲裁人の一定の行為を犯罪と
したり、裁判所の介入・監督を定めたり、仲
裁人に一定内容の法適用義務を課して、それ
に従わない場合に仲裁判断を取り消すという
方法を採ったりしている。これを、仲裁廷の
公益実現協力義務を認めたものとみることも
できるかもしれないが、他方で、少なくとも
仲裁地で有効とされるような仲裁判断を下す
義務を負う仲裁人として、仲裁地国の命ずる
法適用に従わざるを得ないため、結果的に仲
裁地国の公益実現に協力しているとみること
もできよう。

第 2 に、仲裁地の役割について、中野報告
は、客観的要素で管轄権が決まる訴訟と異な
り、仲裁の場合には仲裁地国が紛争の密接関
係性を欠くことから、仲裁地国が自国公益を
貫徹する利益をもたないとの説に立つ。この
点については、そもそも仲裁自体が基本的に
公益に関しない紛争を対象としていること

（仲裁適格で対象となる紛争を限定している
こと）から、仲裁で問題となっている事件は、
仲裁地国の公益や第三国の強行法規の適用が
問題となりにくいと考えることも可能かもし
れない。もっとも、仲裁地国は、自国や第三
国の公益の貫徹を欲する場合には、自国や第
三国の強行法規の適用義務を仲裁廷に課した
上で、その不遵守に対して仲裁判断の取消し
という制裁を定めることも可能である。この
点は、自国の裁判所に対して自国や第三国の
強行法規の適用義務を課した上で、その不遵

中 野 報 告 コ メ ン ト
高杉　直

同志社大学法学部 教授
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守に対して判決の効力を認めないのと異なら
ないようにも思われる。仲裁合意・仲裁適格
や合意管轄を前提とした上で仲裁地国の公益
追求のあり方をどのように考えるかという点
が、見解の分岐点となろう。

第 3 に、国際仲裁と国家法秩序の関係であ
る1。中野報告では、「国際仲裁は、国際取
引社会からの法認を受けて紛争解決を委ねら
れた以上、国際取引社会全体の利益実現に協
力する義務を負い、その限りで仲裁地以外の
国の強行法規をも遵守しなければならない、
との立論も可能かと思われる」と指摘する。
これに対して、仲裁を法認しているのは、あ
くまでも仲裁地国であり、そしてニューヨー
ク条約等の多数国間条約によって、他の締約
国でも当該仲裁判断が承認・執行されている
に過ぎないと見ることもできよう。非国家的・
脱国家的な仲裁の考え方を尊重するか、
ニューヨーク条約等の既存の枠組みを前提に
国家を前提とする仲裁の考え方を採るかとい
う点が、見解の分岐点になろう。

いずれにせよ、仲裁人に（第三国の強行法
規などを含む）法適用を命ずるためには、何
らかの規範が必要であり、その規範が何かに
ついての探究が問題となる。「超国家的公序」
から当該規範を導き出すことも可能かもしれ
ないし、仲裁地国・執行地国の国家法から直
接的・間接的に導き出すべきかもしれない。

第三国の強行法規の扱いという問題は、中
野報告が指摘するとおり、一般国際私法上も
最難問の 1 つであり、国際仲裁の平面ではさ
らに難しい問題となる。中野報告は、このよ
うな超難問を解く手がかりを与える極めて貴
重なものである。

1  この点については、中野俊一郎「国際仲裁と国家法秩序の関係」国際法外交雑誌110巻 1 号（2011年）71頁以下で、詳細
な検討がなされている。
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Ⅰ　はじめに

2021年夏に開催された東京五輪の後、日本
人を含むメダリストの氏名を含む大量の商標
が中国で無断に登録出願されたというニュー
スが伝えられている。日本では、商標法 4 条
1 項 8 号は、現存する者の人格権保護を目的
として、他人の氏名、著名な雅号、芸名若し
くは筆名若しくはこれらの著名な略称（以下
では「氏名等」という）を含む商標（その他
人の承諾を得ているものを除く）は商標登録
を受けることができないと定めている。ここ
でいう「他人」には外国人も含むものであ 
り1、また、自己の氏名等を含む商標を出願
した場合であっても、同姓同名の他人が存在
すれば、当該他人の承諾を得ない限り登録が
拒絶される2。さらに、 4 条 1 項 8 号の保護
対象に含まれない周知・著名な歴史上の人物
名を含む商標については、当該人物の名称を
使用した公益的な施策に便乗し、その遂行を
阻害し、公共的利益を損なう結果に至ること
を知りながら、利益の独占を図る意図をもっ

てした出願は、同 7 号にいう公の秩序又は善
良の風俗を害するおそれがある商標に該当す
るとして、商標登録を受けることができない
と扱われている3。

では、中国法の下ではどうか。中国商標法
が2019年に改正され、使用を目的としない悪
意の商標出願について、出願拒絶の立場が明
記された（中国商標法 4 条）。冒頭にあげた
ような、ただ乗り又は図利目的で大量に商標
を抜駆け登録出願する行為は、出願審査の段
階で規制されるようになった4。さらに、こ
のような悪意の出願をした出願者および出願
業務の委託を受けた商標代理業者に対して、
行政罰を課す内容の規定（同法68条 4 項）が
整備された。これらの規制強化とその浸透に
より、悪意の大量出願に対しては、一定の歯
止めがかかるものと期待される。

他方、大量出願ではないなど、商標出願の
悪意が一見して明らかではないため、商標法
4 条が適用されない場合には、他人の氏名等
を含む商標の無断出願はどのように処理され
るか。この点について、中国商標法上、二つ
のアプローチが可能である。一つは、当該商

他人の氏名を含む商標の無断出願
―中国法の現状と課題―

陳　思勤
大阪大学知的基盤総合センター 特任准教授

1  外国の場合は不明な場合が多く、商標出願審査にあたってはできるだけ資料を整備し、業界とのコンタクト等により情
報を収集し、また、情報提供があればそれも審査資料として判断するとされている。特許庁公式サイト「商標審査便覧」
41.103.01参照。

2  特許庁公式サイト「商標審査基準（改訂第15版）」 4 - 1 - 8 。その「他人」が有名人である必要はない（知財高判令和元
年 8 月 7 日（平成31年（行ケ）第10037号KENKIKUCHI事件）など参照）。

3  特許庁公式サイト「商標審査便覧」42.107.04参照。
4  また、このように出願された商標が登録を受けたとしても、商標法44条 1 項に規定されている「不正な手段で取得した

登録」という無効原因に該当し、何人も無効宣告を請求することができる。
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標の登録が先行する氏名権の侵害と争うアプ
ローチである。もう一つは、当該商標が「不
良な影響」を有し、「商標として使用できな
い標識」と争うアプローチである。いずれも
2019年商標法改正以前より既存する規定に依
拠したアプローチであるが、近年では最高人
民法院の判決および司法解釈により裁判実務
の進展がみられた分野である。

そこで、本稿では、まず、中国商標法の下
における他人の氏名等を含む商標の無断出願
の処理について、中国の裁判実務と学説を整
理、分析し、その現状を明らかにする（Ⅱ）。
そのうえで、パブリシティ権の保護という観
点を中心に、日本法との比較を踏まえつつ、
中国法の課題を明らかにし、若干の考察を加
えたい（Ⅲ）。

Ⅱ　中国法の現状

１　中国商標法32条にいう先行権
利の侵害を争うアプローチ

中国法の下では、自己の氏名等を含む商標
が無断に出願された者は、その氏名等につい
ていわゆる「氏名権」を主張し、商標法32条
により商標の登録出願がこれらの先行権利を
侵害する旨を争う方法がある。
⑴　現行法

商標法32条は、「商標の登録出願は他人が
現に有する先行権利を損害してはならない。」
と定めている5。立法担当者による商標法の
解説によれば、ここでいう「他人が現に有す

る先行権利」とは、一般的に、商標の登録出
願より前に、他人がすでに取得している著作
権、商号、ドメイン名、意匠権、肖像権と氏
名権などの権利と解される6。

先行権利の侵害はいわゆる相対的拒絶・無
効理由であり、権利者又は利害関係者のみが
主張することができる。権利者等は商標初審
公告日から 3 か月の初審公告期間以内に商標
局に対し登録異議申立をすることができる

（商標法33条）。登録異議申立が認められず、
商標登録決定がなされた場合には、権利者等
は商標の登録日から 5 年以内に限り、商標評
審委員会に対し、当該登録商標の無効宣告7

を請求することができる（同法45条 1 項）。
⑵　判例

このアプローチに関するリーディング・
ケースは、最高人民法院が初めて商標法32条
の先行権利として「氏名権」を保護する要件
を示した2016年12月 7 日ジョーダン商標事件
判決8である。

【事実の概要】
中国のスポーツ用品会社・喬丹社は、スポー

ツ用品器具等を指定商品として、「喬丹」と
いう文字商標（本件商標）の登録を受けてい
る。これに対して、アメリカの元バスケット
ボール選手マイケル・ジェフリー・ジョーダ
ン（以下「マイケル・ジョーダン」）は、「喬
丹」は自身の名前の中国語表記であり、本件
商標の登録出願は商標法32条にいう「他人が
現に有する先行権利を損害」するものである

5  この規定は、商標法2001年改正時に31条として新設されたものである。同法2013年改正時には、内容はそのままに、条
文番号のみ32条に変更され、2019年改正の際には変更されていない。本稿で取り上げる裁判例には、改正前の31条が問
題となるものもあるが、以下では便宜上、32条と統一して表記する。

6  中国全国人民代表大会（以下「全人代」という）公式サイト　www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/flsyywd/minshang/node_ 
22754.htm（最終アクセス：2021年12月20日）。全人代常務委員会法制工作委員会編『中華人民共和国商標法釈義』（法律
出版社、2013年版）67頁も同旨。

7  日本法でいう商標無効審判に相当する。
8  （2016）最高法行再27号行政判決。
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として、商標評審委員会に本件商標の無効宣
告を請求した9。

商標評審委員会は、本件商標「喬丹」は、
「Michael Jordan」およびその中国語表記で
ある「邁克爾・喬丹」とは異なるものである
うえで、「喬丹」は英語圏における一般的な
名字であり、マイケル・ジョーダンと当然に
対応関係にあるとは断定できないとして、そ
の申立てを拒絶する審決をした。これに対し
てマイケル・ジョーダンは審決取消訴訟を提
起した。

一審裁判所の北京市第一中級人民法院と控
訴審の北京市高級人民法院は、いずれも審決
を維持する判決をした。マイケル・ジョーダ
ンは不服し、最高人民法院に再審を請求した
のが本件である。

【判旨】
最高人民法院は、まず32条の解釈について、

つぎのように述べた。
①32条が保護する氏名権の性質

有名人がその氏名を商業活動に使用するこ
とが一般的になってきている。32条によって
氏名権を保護する際に、自然人の人格権の保
護のみならず、自然人の氏名、とりわけ有名
人の氏名が有する経済的利益の保護も含まれ
る。承諾を得ないで他人の氏名を商標として
登録し、関連公衆に当該商標に係る指定商品・
役務が当該自然人との間に、エンドースメン
トないし使用許諾の関係があると誤認させる
場合には、氏名権を侵害し32条違反にあたる
と判断するのが相当である。
②通称名について氏名権を主張する要件

第一に、当該通称名が一定の知名度を有し、

関連公衆に知られ、当該自然人を指し示すも
のとして用いられていること。

第二に、当該通称名が当該自然人と安定し
た対応関係を有すること。

係争商標が、一部の人にのみ知られ、又は
短期的に使用される氏名を含むことをもっ
て、氏名権の侵害を肯定すべきではない一方、
本件審決のように、自然人が主張する氏名が、
当該自然人と「 1 対 1 」の対応関係を形成し
ていることを要求し、氏名権の保護に高い
ハードルを課すべきではない。また、外国人
がその氏名の部分的中国語表記について、氏
名権の保護を主張する場合には、中国の関連
公衆がその外国人を呼称する際の慣習を考慮
すべきである。

最高人民法院は以上のように一般論を述べ
たのちに、「喬丹」という通称名は一定の知
名度を有し、関連公衆に知られ、マイケル・
ジョーダンを指し示すものとして用いられて
おり、同通称名は同氏と安定した対応関係を
有すると認定し、同氏が同通称名について氏
名権を主張することができると判断した。そ
のうえで、喬丹社はマイケル・ジョーダンお
よび「喬丹」という通称名の知名度を知りな
がら、承諾を得ることなく本件商標を出願し、
指定商品と同氏との間に特定の関連が存在す
るという誤認を放任し、誠実信用に反する故
意があると認定し、氏名権の侵害を認め、原
審判決、一審判決および審決を取消し、商標
評審委員会に差し戻した。
⑶　最高人民法院2017年司法解釈におけ
る明文化
ジョーダン商標事件判決直後の2016年12月

12日に、最高人民法院は新たな司法解釈10と

9  なお、この請求が提起されたのは商標法2013年改正以前だったため、実際には商標登録の無効宣告ではなく、商標登録
の取消しの請求であったが（2001年改正商標法41条 1 項）、2013年改正後は商標登録の取消が無効宣告に用語が変更され
た。以下では便宜上、無効宣告と表記する。

国際商取引学会年報 2022　vol.24 43

陳 思勤

041-053_ݓ_責.indd   43041-053_ݓ_責.indd   43 2022/09/07   16:112022/09/07   16:11



なる「商標の権利付与・権利確定に係る行政
事件の審理における若干問題に関する規定」

（以下「規定」という）を制定し、2017年 3
月 1 日に施行した11。「規定」20条は、ジョー
ダン商標事件判決における最高人民法院の立
場を明文化したものである。その内容はつぎ
のとおりである。

20条 1 項　当事者が係争商標によって
自己の氏名権が侵害されたと主張する場
合に、関連公衆が当該商標について当該
自然人を指し示すものと認識し、当該商
標が付された商品が当該自然人によって
ライセンスされたものであるか、又は当
該自然人と特定の関連を有するものであ
ると容易に信用するとき、人民法院は、
当該商標が当該自然人の氏名権を侵害す
るものと認定する。

2 項　当事者がペンネーム、芸名、訳
名等の通称名につき氏名権を主張する場
合に、当該通称名が一定の知名度を有し、
当該自然人と安定した対応関係を確立
し、関連公衆がその通称名を用いて当該
自然人を指し示すとき、人民法院はこの
主張を支持するものとする。

⑷　学説上の批判と私見
中国の学説では、最高人民法院がジョーダ

ン商標事件判決において、通称名と本人との
対応関係を緩和した点について強く批判する
意見がある。つまり、従来の実務は、ジョー
ダン商標事件の審決、第一審、原審が採用し

たように、氏名権を主張する自然人と当該氏
名等と「 1 対 1 」の対応関係を要求するもの
であった。最高人民法院はこの要件を緩和し、

「安定」した対応関係に変更した。最高人民
法院は要件緩和の理由について詳述しなかっ
たが、学説はその理由として、氏名には同姓
同名の重複がありえること、ある自然人が氏
名以外に、芸名、ペンネーム、訳名など他の
通称名も使用する場合があることから、 1 対
1 の対応関係を肯定しがたいからであろうと
指摘しつつ、それを踏まえても、やはり名字
のみではある自然人を特定できないので、肖
像、写真、文字での記述など追加的な情報が
ない限り、およそ名字と本人との対応関係を
確立できないと批判する12。

上記批判は、あくまでも商標法32条が保護
する「人格権」（氏名権）の性質に立脚し、
商標の無断出願について異議申立てまたは無
効宣告の請求をした本人が確実に氏名権の権
利主体であることを要求する考えであろう。
しかし、ジョーダン商標事件判決およびその
後の規定20条を観察すれば、人格権の保護は
むしろ名目であり、最高人民法院の目的は有
名人の氏名等が有する顧客吸引力の保護にあ
ると考えられる。

すなわち、規定20条 2 項は通称名の保護要
件について「一定の知名度」を要求し、同条
1 項においても、氏名を含む商標と自然人と
の対応関係について「関連公衆」が認識して
いることを要求するため、自ずと保護範囲が
有名人の氏名等に限定されてしまう13。また、

10 中国法において、最高人民法院が制定する司法解釈は法源の 1 つとされる。1981年 6 月に、全国人民代表大会常務委員
会は、「関于加強法律解釈工作的決議」（「法律解釈活動の強化に関する決議」）において、裁判における具体的な法律適
用問題の解釈権を最高人民法院に与え、「人民法院組織法」18条も同旨を定めている。

11 「関于審理商標授権確権行政案件若干問題的規定」法釈（2017） 2 号。2020年12月23日に改正されたが、本稿で取り上げ
る規定に変更はない。

12 崔建遠「姓名与商標：路徑及方法論之検討」中外法学29巻 2 号（2017年）289-290頁。
13 孔祥俊「姓名権与姓名的商品化権益及其保護――兼評“喬丹商標案”和相関司法解釈」法学2018年 3 号170頁。
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規定20条は出願された商標が自然人の氏名等
を含むのみならず、当該商標が付された商品
が、その自然人に特定の関連があることを関
連公衆に誤認させるおそれ（いわゆる広義の
混同）を要求する点からすれば、人格権の理
論ではなく、標識法の考え方に立脚して、顧
客吸引力を有する有名人の氏名をある種の商
品等表示として保護するものということがで
きる14。実際、「規定」に関する最高人民法
院の解説によれば、20条において想定してい
るのは、スポーツ、芸能分野の有名人の氏名
等とされており15、まさに顧客吸引力の商業
的利用が広く行われている業界である。

有名人の氏名等が有する顧客吸引力の保護
が目的であれば、その顧客吸引力の存する範
囲において問題となる商標の登録を認めるこ
とが、広義の混同を生じさせうるか否かが重
要である。広義の混同が肯定されれば、氏名
等と有名人との「安定した対応関係」も肯定
されるだろう。規定20条の本質的な目的は有
名人の氏名等が有する顧客吸引力の保護にあ
ることを踏まえれば、批判は顧客吸引力の保
護の当否および20条が提示したその保護要件
に向けられるべきであり、氏名権の保護要件
を念頭に置いた上記学説の批判はあたらない
と考えられる。

２　中国商標法10条1項8号にいう
「その他の不良な影響を有する」
標識と争うアプローチ

もう一つのアプローチは、氏名等を含む当

該商標が「不良な影響を有する標識」に該当
すると主張し、商標法10条 1 項 8 号により使
用できないと争うものである。
⑴　現行法

商標法10条 1 項 8 号は、「社会主義道徳風
習を害し、又はその他の不良な影響を有する
標識」は商標として使用できないと定めてい
る。立法担当者の解説によれば、ここでいう

「社会主義道徳風習」とは、国民の共同生活
および行動の準則、規範さらには社会の健全
的な風習習慣を指し、「その他の不良な影響」
とは、商標の文字、図形その他の構成要素が
社会の公共利益と公共秩序にもたらす悪影響
を指すものと解される16。 8 号はいわゆる絶
対的拒絶・無効理由であり、商標局が職権に
より審査するほか、何人も異議申立をするこ
とができ（商標法33条）、また商標登録が認
められた後も、その無効宣告を請求すること
ができる（同法44条 1 項）。

最高人民法院によれば、「その他の不良な
影響」という拒絶・無効理由は、「社会主義
道徳風習」と同様に、私益の保護ではなく、
公益の保護に着目した規定であり、当該標識
の商標登録が特定の民事権益のみを侵害する
場合には、商標法は別途の救済方法と手続を
用意しているため、「その他の不良な影響」
を有する状況と認めるのが適切ではないとさ
れている17。
⑵　最高人民法院2017年司法解釈におけ
る扱い
規定 5 条 2 項は、「政治、経済、文化、宗教、

14 孔・前掲注（13）163頁、叢立先「我国『商標法』上的在先権利与外国人姓名権保護研究」知識産権2020年 6 号24頁、張
鵬「規制商標悪意抢注規範的体系化解読」知識産権2018年 7 号25頁。

15 宋暁明＝王闖＝夏君麗＝董暁敏「『関于審理商標授権確権行政案件若干問題的規定』的理解与適用」人民司法（応用）
2017年10号41頁。

16 全人代公式サイトwww.npc.gov.cn/zgrdw/npc/flsyywd/minshang/node_22754.htm（最終アクセス：2021年12月20日）。
全人代常務委員会法制工作委員会編『商標法釈義』前掲注（ 6 ）27頁も同旨。

17 宋ほか・前掲注（15）41頁。
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民族等分野の有名人の氏名等を商標として登
録出願するものは、……その他の不良な影響
に該当する」と定めている。これは従来の商
標審査実務・裁判実務を整理、集約した規定
であり、当該有名人が中国人か外国人か、存
命中か故人かは問わない。これまで、ロシア
大統領プーチンの中国語表記である「普京」、
茅台酒の酒造家「李興発」、作家「魯迅」な
どを含む商標の出願を、「不良な影響を有す
る」標識として登録拒絶した事例がある18。
⑶　学説

最高人民法院は、規定 5 条 2 項の保護対象
とした有名人の分野を上記のものに限定した
理由について、「これらの分野が『社会の公
共利益と公共秩序』に対応する」としか述べ
ていない19。これに対して、学説は、これら
の分野の有名人は、一般的に市場において顧
客吸引力を有しないため20、「規定」20条に
よる保護を受けない一方、本人の氏名等が商
標として無断に登録されることがもたらされ
る政治的影響を回避し、本人の人格的尊厳を
保護する必要があるため、公益保護目的の商
標法10条 1 項 8 号を用いることが適切である
と解している21。

３　小括
以上に紹介した中国商標法の二つのアプ

ローチは、いずれも有名人の氏名等を含む商

標が無断に出願された場合に対応したもので
あり、一定の知名度を有しない氏名等までも
広く一般に保護するものではない。最高人民
法院は有名人の分野に応じてアプローチを使
い分けている。すなわち、スポーツ、芸能分
野の有名人の氏名等については、ジョーダン
商標事件判決を受けて、規定20条を制定し、
氏名権という先行権利を認め、私益を保護す
る商標法32条を用いて保護する。これに対し
て、政治、経済、文化、宗教、民族等分野の
有名人の氏名等については、規定 5 条 2 項を
制定し、商標（の一部）としての無断出願は
公序良俗に反するとして、公益を保護する商
標法10条 1 項 8 項を用いて保護する。

もっとも、前者のアプローチでは、「氏名権」
という人格権の保護はあくまでも名目であ
り、最高人民法院はジョーダン商標事件判決
および規定20条において、商標の出願登録と
いう局面において、人格権の一部としての「氏
名権」の保護を意図しているというよりも、
有名人の知名度に由来に、その氏名等に一体
化された顧客吸引力を排他的に利用する経済
的利益の保護を図っている。このような保護
すべき利益は、日本法では、最高裁が「人格
権に由来する権利の一内容を構成するもの」
と性質づけている「パブリシティ権」に相当
するものであろう22。

スポーツ、芸能分野の有名人が氏名等につ

18 同上。
19 同上。
20 日本では、横浜地判平成 4 年 6 月 4 日判時1434号116頁（土井晩翠事件）は、著名な詩人の氏名について顧客吸引力を否

定している。
21 孔・前掲注（13）174頁。
22 最判平成24年 2 月 2 日民集 66 巻 2 号 89 頁（ピンク・レディー事件）は、不法行為法上の侵害判断基準を判示する前提

として、「人の氏名、肖像等（以下、併せて「肖像等」という。）は、……商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する
場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利（以下「パブリシティ権」という。）は、肖像等それ自体の
商業的価値に基づくものであるから、……人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。」と述べ
て、パブリシティ権の存在を認めている。なお、中国法では、自然人に係るパブリシティ権のことについて、その英訳
語という「公開権」を用いて呼ぶことのほか、架空のキャラクターに係る「商品化権」との共通性を重視して商品化権
と呼ぶこともある（孔・前掲注（13）162頁注（ 4 ）参照）。ここでは日本法の用語法に倣い、パブリシティ権と表記す
ることにする。
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いて有するパブリシティ権は私益であり、そ
の氏名を含む商標の無断出願は、直ちに公益
の保護を目的とする商標法10条 1 項 8 号では
なく、先行権利（氏名権）の侵害として本人
による異議申立または無効宣告の請求があっ
た場合にのみ規制するのが適切である。

これに対して、政治など他の分野の有名人
の氏名等には、顧客吸引力を有するとはいい
がたい一方、その氏名等を含む商標が本人に
無断で出願され、独占的に利用されることを
認めることは、政治的影響をもたらし、また
は本人の社会的評価を低下させるおそれがあ
るから、本人による異議申立等を待たずに、
商標法10条 1 項 8 号で対応しているのが適切
であろう23。

Ⅲ　中国法の課題と考察

１　日本法との比較
日本商標法 4 条 1 項 8 号は人格権の保護を

徹底し、個人の知名度に関係なく、その氏名
等を同等に保護している。これに対して、中
国商標法32条および規定20条は人格権（氏名
権）の保護という形式を採っているが、その
本質はパブリシティ権の保護にあるため、保
護対象はスポーツ、芸能分野の有名人の氏名
等に限定される。

また、上記規定が適用できない場面に対処
するために、両国法はともに公益的不登録事
由を活用している。人格権の権利主体は現存
する者であるため、故人である歴史上の人物
名については、日本法は商標法 4 条 1 項 7 号
の公序良俗規定を用いて保護する。中国法は
顧客吸引力が認められず、パブリシティ権を
有するとはいえない特定分野の有名人の氏名

等について、商標法10条 1 項 8 号の公序良俗
規定を用いて保護する。

このように、他人の氏名等を含む商標を無
断に出願する行為の規制について、両国法は
普遍的な人格権の保護か有名人のパブリシ
ティ権の保護かという異なる出発点に立脚し
ているといえる。もっとも、中国法（規定20
条）はパブリシティ権を独立した権利として
認めたわけではなく、人格権である「氏名 
権」に化体して保護を図っているため、いく
つか人格権の理論上の制約を受けるととも
に、その理論構成についても批判されている。
以下ではこれらの論点を順次考察していく。

２　パブリシティ権の利用許諾と譲
渡、権利行使の主体

ジョーダン商標事件判決において、商標権
者は、原告であるマイケル・ジョーダンがす
でに氏名の財産的利益をナイキ社に独占的に
許諾しているため、自らの名義でその利益を
主張し無効宣告を請求することができない旨
を争った。これに対して、最高人民法院は、「氏
名権には、権利者が自己の氏名を他人に許諾
して商業的に利用するなどの経済的利益が含
まれることがあるが、氏名権は人格権である
ため、氏名権自体を権利者の人格から完全に
分離することも、完全に譲渡することもでき
ない。 したがって、たとえ原告が自分の氏
名を他人に独占的に利用許諾したとしても、
氏名権を依然として有し、商標の無効宣告を
請求することができる」と判示した。

このように、最高人民法院はパブリシティ
権の利用許諾が許容されると判断する一方、
人格権の一身専属性という観点から完全譲渡
には否定的である。また、権利者本人が、た

23 孔・前掲注（13）174頁。
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とえパブリシティ権を他人に独占的な利用を
許諾したとしても、無断出願行為に対する異
議申立等の権利行使はできると判断している
が、利用許諾を受けた者も同様に異議申立等
の権利行使をする地位を有するかについて
は、最高人民法院は態度を示していない24。
なお、下級審では、後述するマイケル・ジャ
クソン商標事件判決は、権利者の死亡後、遺
産管理人が本人に代わって権利行使すること
ができないと判断している。

３　故人のパブリシティ権
パブリシティ権を有しないとされる政治、

経済、文化、宗教、民族等分野の有名人の氏
名等については、本人が存命中か故人かを問
わず、規定 5 条 2 項は公益的不登録事由を活
用して保護する。問題は、スポーツ、芸能分
野の有名人が逝去した後、その氏名等を含む
商標が無断に出願された場合の処理である。
つまり、これらの分野の有名人が生前有する
パブリシティ権が、死後においても相続され、
保護されるのか、それとも一身専属のものと
して、権利者の死亡とともに消滅するのか。

かつては、パブリシティ権の性質を人格権
に由来する一種の財産的権利と捉え、その一
身専属性を否定し、譲渡と相続を肯定する下
級審の裁判例があった25。しかし、最高人民
法院が人格権の一部としてスポーツ、芸能分
野の有名人のパブリシティ権を保護する規定
20条を制定した以上、故人のパブリシティ権
の保護を主張することが困難であろう。他方、
規定 5 条 2 項はパブリシティ権を有しない政
治など他の分野の有名人の氏名等を公益的不

登録事由によって保護するものであり、ス
ポーツ、芸能分野の有名人が本来その保護対
象ではない。このようにみれば、規定の解釈
上、スポーツ、芸能分野の有名人が逝去した
後、その氏名等を含む商標の無断出願を阻止
することが困難であるように思われる。

もっとも、規定が制定される以前の裁判例
に目を向けた場合に、裁判所は逝去した芸能
分野の有名人についても、その氏名を含む商
標が無断に登録された場合に、商標法10条 1
項 8 号にいう「不良な影響」を広く解釈し、
商標の無効を宣告すべきとした裁判例があ
る。2016年の北京市高級人民法院判決（マイ
ケル・ジャクソン商標事件）がその一例であ
る26。

この事件では、中国会社が服装を指定商品
として「MICHAELJACKSON」の文字商標
の登録を受けた。米国歌手マイケル・ジャク
ソンの遺産管理人・遺言執行者である米国会
社は、①同氏の氏名権に対する侵害、②その
他の不良な影響を有する商標であることなど
を主張して、商標の無効宣告を請求した。商
標評審委員会は、いずれの主張も認めず、そ
の請求を退けたため、米国会社は審決取消訴
訟を提起した。

原審裁判所である北京知識産権法院は、氏
名権は一身専属の人格権であるため、本人の
死亡により権利主体が存在せず、米国会社が
死亡した本人に代わって権利を主張すること
ができず、また、本人が死去後もその氏名に
は大きな財産的利益を有することを認めつ
つ、商標権の無効理由にはならないと判断し、
主張①を支持しなかった。他方、マイケル・

24 日本法では、不法行為法上の判断であるが、東京地裁平成31年 2 月 8 日（平成28（ワ）第26612号、第26613号ジル・スチュ
アート事件）は、パブリシティ権を有するファッションデザイナー本人について差止請求権を認め、本人から独占的利
用許諾を受けているマネジメント会社については、固有の差止請求権を有しないと判断している。

25 湖南省長沙市中級人民法院（2013）長中民一終字第02518号判決。
26 北京市高級人民法院（2016）京行終字第878号判決。
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ジャクソンの高い知名度を考えれば、商標権
者にはその知名度に伴う商業的機会と経済的
価値を獲得する抜駆け出願の故意が認めら
れ、同氏が逝去したため自ら権利主張ができ
ないが、本件商標の使用を放任すれば、必然
的に関連する公衆に商標権者と同氏との関連
を印象づけ、商品の出所について誤認させる
という公益を害すると判断し、米国会社の主
張②を認容し、審決を取消した。控訴審は、
本件商標である「MICHAELJACKSON」の
文字は、中国においてロック歌手マイケル・
ジャクソンと対応関係を有するものと認識さ
れ、ロック音楽の関連消費者は指定商品であ
る服装の関連公衆と同様に一般公衆であるた
め、同氏の影響力と知名度は指定商品に及ぶ
ものと補足したうえで、原審判決を是認する
判断をした。類似するほかの裁判例として、
ブルース・リーの中国名「李小龍」を含む商
標の登録を拒絶した裁判例がある27。

以上の 2 件の裁判例は、「商品の出所につ
いての誤認」が生じているにもかかわらず、
権利者の死去により権利主張できる者がいな
い状態を放置することが、公益を害すると判
断したものと理解することができる。しかし、
権利者の死去以外にも、たとえば権利者が権
利行使を怠るなど、出所の誤認が放置される
状況はありうるのであるから、これを直ちに
公益侵害と捉えるのには、無理があるように
思われる。裁判所は公序良俗規定を用いた意
図は、むしろ故人のパブリシティ権の保護を
図ることにあると考えられるが、公益的不登

録事由を用いて私益であるパブリシティ権を
保護することは、商標法32条と10条 1 項 8 号
の境界をあいまいにするものであり、適切と
は言えない。

４　パブリシティ権の財産権説
以上のように、最高人民法院が採った、パ

ブリシティ権を人格権の一部として、商標法
32条という私益保護の規定を用いて保護する
アプローチには、いわゆる人格権説に固有の
問題点、すなわち譲渡可能性と相続可能性の
問題を抱えているということができる28。こ
のような欠陥があるにもかかわらず、最高人
民法院が人格権説を採用した理由は、商標法
32条の保護対象は「先行権利」であり、立法
が未だ明確に「パブリシティ権」を「権利」
として法定していない以上、人格権を媒介に
してパブリシティ権の保護を図ることは解釈
論上の限界であると考えたからであろう。こ
れは、著作物の題号、キャラクターの名称な
どが有する顧客吸引力を排他的に利用する権
利について、「商品化権益」と呼び、著作権
に付随する派生的な権利または利益として保
護する最高人民法院の手法に通ずるところが
ある29。

これに対して、学説には、米国型のパブ 
リシティ権制度30に賛同する意見もみられる
が31、多数説の立場は、パブリシティ権の保
護対象である顧客吸引力の経済的価値を強調
し、その保護を人格権に仮託する最高人民法
院の論理を批判したうえで、パブリシティ権

27 北京市高級人民法院（2014）高知終字第1618号判決。
28 茶園成樹「講演録　パブリシティ権の現状と課題」コピライト60巻708号（2020年） 9 -10頁、小泉直樹「パブリシティ

権保護の近況」曹時72巻 3 号（2020年）477頁以下参照。
29 詳細は拙稿「著作物の題号又はキャラクターの名称からなる商標の無断出願―中国法の現状と課題―」日本工業所有権

法学会年報44号（2021年）32-33頁参照。
30 これについて、茶園・前掲注（28） 3 頁以下が詳しい。
31 崔国斌「姓名商品化権的侵権認定思路」清華法学2021年 1 号117頁。

国際商取引学会年報 2022　vol.24 49

陳 思勤

041-053_ݓ_責.indd   49041-053_ݓ_責.indd   49 2022/09/07   16:112022/09/07   16:11



を独立した財産権ないし財産的利益として保
護する財産権説である32。より具体的に、多
数説は顧客吸引力を有する有名人の氏名等を
不正競争防止法上の商品等表示と位置付け
て、その無断な使用と商標としての登録出願
を規制するものであるが33、その保護要件と
して、氏名等が潜在的な顧客吸引力を有する
のみで足りるか、それとも氏名等の顧客吸引
力を利用した商業活動が現に行われているこ
とを要求するか34については、議論はまだ十
分とはいえない。

筆者も、パブリシティ権の本質は財産的利
益にあるという観点から、財産権説に賛同し
たい。パブリシティ権の相続可能性および譲
渡可能性を肯定できることも、この立場を採
用するメリットといえる35。さらに、中国法
は近時、著作物の題号又はキャラクターの名
称の顧客吸引力を承認し、「商品化権益」と
して保護を図っていること36からすれば、「パ
ブリシティ権」を人格権から脱却させること
により、キャラクターの名称等の「商品化権
益」と一体的に把握する可能性を秘めること
も魅力的である。

Ⅳ　おわりに

本稿では、有名人の氏名等を含む商標の無
断出願という局面について、中国法の現状を
整理し、その課題を考察した。中国法は、顧
客吸引力が認められるスポーツ、芸能分野の
有名人についてはパブリシティ権の侵害を理
由に、顧客吸引力が認められにくい政治など
他の分野の有名人については公序良俗の侵害

を理由に、その氏名等を含む商標の無断出願
を規制する。これは日本商標法 4 条 1 項 7 号・
8 号の構造とは大きく異なるものであり、両
者を単純比較することは難しい。もっとも、
中国最高人民法院は日本最高裁と同様に人格
権としてのパブリシティ権を承認しているこ
と、中国の多数説はこれを批判してパブリシ
ティ権の財産権説を主張することは興味深
い。パブリシティ権の不法行為法上の侵害判
断基準も判示した最高裁ピンク・レディー事
件判決と比較するには、中国法の不法行為法
ないし不正競争防止法上のパブリシティ権の
扱いを検討する必要があるが、今後の課題と
したい。

32 孔・前掲注（13）165-170頁、叢・前掲注（14）知識産権2020年 6 号22頁。
33 孔・前掲注（13）165頁、張・前掲注（14）25頁、孔祥俊「『民法典』与知識産権法的適用関係」知識産権2021年 1 号 3 頁。
34 叢・前掲注（14）23頁。
35 叢・前掲注（14）23頁、孔・前掲注（13）167、174頁。
36 拙稿・前掲注（29）21頁以下参照。
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陳 報 告 コ メ ン ト
多田　望

西南学院大学法学部 教授

Ⅰ　はじめに

陳会員の報告は、他人の氏名の商標登録に
関して、中国商標法の規制の現状を紹介し、
その課題を考察するものである。このコメン
トでは、日本商標法における規制との比較を
改めて簡単にまとめた後で、国際私法および
国際民事手続法の観点から、他人の氏名の商
標登録に関連して生じる諸問題について検討
を試みることとする（コメンテーターは国際
私法・国際取引法の研究者であって、その角
度から知的財産紛争解決の研究を行ってきた
ため、その点のコメントに止まることをご容
赦頂きたい）。

Ⅱ　日本法との比較

日本の商標法は、 4 条 1 項柱書きで、「次
に掲げる商標については、前条の規定にかか
わらず、商標登録を受けることができない。」
とし、 8 号で「他人の肖像又は他人の氏名若
しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しく
は筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商
標（その他人の承諾を得ているものを除く。）」
と定める。日本法では要するに、自分の氏名
について商標登録を受けようとする場合、同
姓同名の他人がいればその他人の氏名を含む
商標になるので、その他人の承諾がなければ
商標登録を受けることができない。ここで 1

つ、日本法と中国法との相違点を挙げると、
他人の氏名の商標登録に関して、日本の商標
法にはそれを特に対象にする明文規定がある
が、中国法にはそのような明文規定はない

（「先行権利」などで一般条項的に対応してい
る）ことがある。

この点で、日本法の方が明確であると言え
るが、その明文規定による明確性のゆえに、
実務の運用においてはかなりの厳格性が近時
見られる。すなわち、4 条 1 項 8 号によれば、
他人の氏名を含む商標登録を受けようとすれ
ばその他人の承諾を得なければならないとの
ルールがはっきり出ていて、このクリアが事
実上不可能と言わざるを得ないのである。
よって、たとえ自分の氏名であっても、およ
そ人名を含む商標登録は（認められている
ケースもないことはないが）、拒絶される 
ケースが増えてきている。例えば、自己の氏
名を冠して商品やブランドを売り出すビジネ
ススタイル（デザイナーの氏名を用いる
ファッション業界など）の場合、商標登録し
たいのは自分の氏名であっても、それが唯一
無二という希有な氏名でない限り、同姓同名
の生存中の他人が存在するので、その他人（通
常は複数）から承諾を得なければならない。
漢字はもちろん、ひらがな書きでもカタカナ
書きでも、またローマ字であっても氏名であ
れば、同姓同名（ひらがな等の場合、漢字が 
違っていても発音上、同姓同名になる範囲が
広がってしまう）の他人の承諾が必要である
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ことになる。
では、氏名をローマ字表記にして氏と名の

間のスペースをとってずらっとアルファベッ
トを並べ、さらに英単語をくっつけた

「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.」で
はどうか。知財高判令和 2 ・ 7 ・29（裁判所
ウェブサイト、LEX/DB25570977）は、これ
は「ミヤシタ（氏）タカヒロ（名）」を読み
とする人の氏名として客観的に把握されるの
で「他人の氏名」を含む商標であって、かつ、
その他人の承諾を得ているとは認められない
から、本願商標が商標法 4 条 1 項 8 号に該当
するとした審決を支持した。要するに、どこ
かの宮下貴博・敬宏・孝洋……さんと同じ氏
名を表すので、彼らの「人格的利益」の保護
のためには彼らの承諾がないと商標登録は認
められない、というのである。このような実
務の厳格な立場には、批判が少なくない。

以上ように日本では、氏名について他人 
の「人格的利益」を重視することから、その
他人が有名であるか否かにかかわらず、その
承諾がなければ商標登録できない状況が生ま
れて来ている（なお、最近ニュースもになっ
た「マツモトキヨシ」事件・知財高判令和 
2・ 7 ・29裁判所ウェブサイト、LEX/DB 
25571709では、「他人の氏名」を含む商標に
当たるとした審決が取り消されたが、これは

「マツモトキヨシ」という言語的要素からな
る音商標の事件であった）。

これに対して中国では、陳会員報告で詳し
く述べられたとおり、「有名人」の氏名が保
護の対象であり、一定の知名度を有しない氏
名までも広く一般的に保護されはしない（著
名人に限るアプローチは、米韓台でも採用さ
れているようである）。また中国では、スポー
ツ・芸能分野の有名人と、これらが有するよ
うな顧客吸引力のない政治家や経済人等とで

保護の根拠条文が異なる点でも、日本法と比
較して特徴が見られる。

他人の氏名を含む商標登録ついて、日本で
は、著名人が自己の氏名を商標登録できなく
なってしまっているという問題があるけれど
も、著名人の氏名を他人が勝手に商標登録し
ようとすることは問題になっていない。これ
に対して中国では、著名人の氏名を他人が勝
手に商標登録しようとするのが問題であっ
て、著名人が自己の氏名を商標登録できなく
なっているわけではないようである。このよ
うな問題状況の違いは、明文規定の有無ない
し法規定の仕方だけに由来するのか、それと
もその背景に国民性等もあるのか、興味深 
い。

Ⅲ　他人の氏名を含む商標登録
を巡る国際的な民事訴訟

例えば、日本に住所・常居所を有する日本
人Aの氏名aを含む商標が、Aに無断で中国
において中国人Bの出願によって商標登録さ
れていることを前提に、次の 2 つの設例をも
とに国際裁判管轄権と準拠法を簡単に検討し
てみる。

まず、Aが自己の氏名aを含む標章を付し
た商品を中国に輸出・中国で販売している場
合に、BがAに対して中国での販売に関して
損害賠償を求めて日本の裁判所に訴え提起し
たとしたら、どうなるか。日本の国際裁判管
轄権は、被告Aの住所が日本にあるので（民
事訴訟法 3 条の 2 第 1 項。なお、侵害訴訟は
同法 3 条の 5 ・ 3 条の10には該当しない）、
特別の事情（同法 3 条の 9 ）がない限り認め
られることになる。そして、知的財産権（商
標権）の侵害の問題であるので（なお、不正
競争としての請求も可能であろうが、ここで
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は割愛する）、準拠法は、法の適用に関する
通則法17条により、加害行為地と結果発生地
の双方が中国であるので、中国法になると考
えられる（20条と21条はあてはまらないもの
と仮定する。なお、22条により日本法の累積
的適用がある）。準拠法適用の段階では、前
提問題としての、Aによる中国登録商標無効
の抗弁が功を奏するか否かがポイントになり
そうである。

次に、AがBに対して、氏名aの無断での商
標登録はAの人格権の侵害であり精神的損害
を被ったと主張して、不法行為に基づく慰謝
料を求める訴えを日本の裁判所に提起したと
したら、どうなるであろうか。不法行為にお
ける精神的損害は被害者の住所・常居所のあ
る国で発生すると考えると、不法行為の結果
発生地（民訴法 3 条の 3 第 8 号）が日本であ
ることになり、通常予見可能性があれば、特
別の事情（同法 3 条の 9 ）がない限り、日本
の国際裁判管轄権が認められる。人格権侵害
の準拠法に関しては様々なアプローチがある
が、基本的には不法行為と法性決定して、法
の適用に関する通則法17条によって決定され
ると考えると、結果発生地が日本であるの 
で、通常予見可能性があれば、日本法になる

（20条と21条はあてはまらないものと仮定す
る）。準拠法適用の段階では、中国法に基づ
いた商標登録有効・無効などが問題になりそ
うである。
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Ⅰ　はじめに 
―船員への給与支払―

最近、外航船の船員に対して、船員の雇用
者が、船員の労働の対価として賃金支払をす
ることに対して、船舶上にて電子通貨での支払
サービスを業として提供する企業（MarcoPay
社、フィリピン法人、後述）が現れた。ここ
でいう電子通貨による船員への給与支払と
は、船員の雇用者である船主乃至船舶管理会
社によって、雇用契約の一部として、船員の
指示に基づき、給与相当額の現金が電子通貨
発行会社に支払われ、当該電子通貨発行会社
が、当該船員の電子ウォレットに給与相当額
の電子通貨を入金することを以て、給与支払
が完了したとすることである1。

筆者は、本稿において、船員給与の支払の
おける電子通貨の利用の現状を報告し、その
意義と展望を論ずるものである。

１　日本の外航海運会社による船員
の雇用

外航船に配乗されている船員に、船員の労
働の対価として、雇用者（殆どの場合、船主
あるいは船舶管理会社）2が、賃金を支払わ
なければならないのは、いうまでもないこと
である。

日本の外航海運会社は、船員を雇用して、
外航海運会社の支配する船舶に船員を配乗す
る。船員の雇用は、日本人と外国人では、雇
用の形態が異なる。
⑴　日本人の雇用

日本の海運会社は、日本人海技者について
は、直接雇用することが常である。その雇用は、
期間の定めのない長期雇用であり、いわゆる

「メンバーシップ型（採用時点では、会社は
従業員の職務を特定・限定せず、採用後に職
務を指定し、配置転換や出向による職務の変
更が予定されている雇用）」3の採用となる。

陸上従業員（事務職員）との違いは、主に

金融包摂としての船舶上での
電子通貨利用について

合田　浩之
東海大学海洋学部 教授

1  日本法では，労働者への給与支払は，労働基準法24条にて，原則，全額通貨での直接支払が規定されている。それが，
銀行口座への給与振り込みが広範に行われているのは，同条の例外として，労働基準法施行規則（昭和22年厚生省令23
号） 7 条の 2 で定めた確実な支払方法として，給与振り込みが認められるからである。

　 本稿執筆時点では，日本法においては，電子通貨による給与支払の道は開かれていない。厚生労働省では，労働政策審
議会労働条件分科会にて，議論がなされており，本稿執筆時点では2021年 1 月28日の分科会（議題の一つに「資金移動
業者の口座への賃金支払について」が掲げられている。）での議事録が公開されているに止まる。

　 厚生労働省労働基準局労働条件政策課『第165回労働政策審議会労働条件分科会議事録』（2021年 1 月28日）https://
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16912.html（2021年12月17日アクセス）

2  船舶の賃貸借の形態としては，一般的には，船主が，船主の雇用する船員を配乗して船舶の堪航性を維持した状態で，
傭船者に賃貸する「定期傭船」の形態が採用される。

　 しかしながら，最近では，船主が船員を配乗しない状態で，傭船者（多くは欧州の大手の海運会社）に賃貸する「裸傭
船」の形態が採用されることも増えてきた。この場合，傭船者が船員を雇用して配乗することになる。
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船員として海上勤務を前提とする採用であ
り、船員として船舶に配乗されている限り、
日本人海技者は、船内の各種職位に対応する
ジョブ（STCW条約4により国際標準化され
て定義され、同条約に基づく海技免状によっ
て、品質が担保されたもの）を履行すること
が求められる。

日本人海技者は、下船中は、雇用契約が維
持され「休暇」を取得するか、陸上での勤務
を命じられる。陸上での勤務は、海技者とし
ての専門性を基礎とした、船隊の安全管理や、
船舶に関係する環境保全の指導、営業部門の
支援といったものである5。
⑵　外国人船員の雇用

日本の海運会社は、外国人船員を直接雇用
する事例は余り多くなく、殆どの場合は、

100％子会社として資本支配する船舶管理会
社（多くは、シンガポール等に設立すされる
外国子会社）をして雇用させる6。

この場合の雇用形態は、（例え、船長・機
関長といえども）短期雇用（乗船と共に雇入、
下船と共に雇止7、則ち、乗船している期間
が雇用期間）を繰り返す。そして、この雇用
は「ジョブ型」、則ちジョブを特定しての雇
用である8。

なお、船主・船舶管理会社・船舶の関係は、
下記「図表 1」の通りである。

日本商船隊（日本の外航海運会社が運航管
理する外航船）に配乗されている船員の国籍
構成は図表 2の通りである。

日本の外航船の船員の71.5％はフィリピン
人9であり、日本の外航海運会社の殆どは、

3  メンバーシップ型や，後に述べるジョブ型の用語は，濱口桂一郞『新しい労働社会－雇用システムの再構築へ』岩波書
店（2009年） 1 - 4 頁。

4  International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978．「千九百七十八
年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約（昭和58年条約 9 号）」。日本におけるSTCW条約を実
施する国内法は，船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和26年法律149号）と船員法（昭和22年法律100号）

5  日本人海技者は，単に船員として海上勤務に従事するのみならず，下船中，陸上にて専門家として各種職務に従事する
ことを前提として採用し，銓衡の上，最終的には執行役員・取締役まで昇進することも有り得ることを含意して，日本
の海運会社は採用している。それゆえ，日本の海運会社は，最近では，日本人船員ではなく，日本人海技者と特に呼称
することが常である。

6  外国人船員の雇用者が，船舶管理会社である理由は，船員が配乗されるのが，日本の海運会社の便宜置籍船であるから
である。

　 便宜置籍船は，日本の海運会社が設立した外国子会社（船舶を所有することだけを目的とするいわば特定目的子会社）
が所有し，当該国に船は登録され，当該国から船籍を付与される。しかし，船主であるところの外国子会社は，会社登
記簿上の存在に過ぎず，実体を伴わないから，本来，船主が行うところの固有の業務（船員の雇用，雇用した船員の配乗・
船舶の保守整備）といった船舶管理業務を，実体のある会社に委任する。それゆえ，船舶管理会社が外国人船員の雇用
者となるのである。

　 なお，日本人海技者を便宜置籍船に配乗する時は，日本の海運会社は，子会社である船舶管理会社に日本人海技者を出
向させるという形を取る。

 　 因みに，日本の海運会社が直接所有する日本籍の船舶に，外国人を配乗させる場合は，日本の海運会社は，その所有船を，
外国の法人（多くは外国子会社）と裸傭船して当該外国法人が裸傭船者として，外国人船員を雇用した上で，当該外国
法人が，船主として，外国人船員を配乗して，日本の海運会社を傭船者として定期傭船に出す。このような方法を，「海
外貸渡し方式による日本籍船への外国人船員の配乗」と呼ぶ。

7  雇入れ・雇止めの言葉は，日本法（船員法（昭和22年法律100号）第四章）にも存在する。この場合，雇入れは船員の乗
船であり雇用契約の開始ではなく，雇止めは船員の下船のことで，雇用契約の解除ではない。これは，船員法が，沿革
としては英国法の影響を受けているからである。

8  世界の船員労働市場では，船員は乗船期間中のみ雇用されるという短期雇用が普通であって，日本人海技者の雇用の形
の方が例外である。船員の側も，雇用条件によって船主乃至船舶管理会社を「選ぶ」という世界なのである。ゆえに日
本の海運会社が外国人を差別しているわけではない。船主乃至船舶管理会社としては，継続的に同じ船員を配乗するメ
リットがあるから，リピーターとなってもらうために，船員の雇用条件（特に福利厚生）を競わざるを得ない。本稿で
扱う給与支払への電子通貨の導入についても，船員へ提供する福利を競う要素が含まれている。

　 もっとも最近では，日本の海運会社の中には，中高年にさしかかった外国人船員に，陸上（例えば船舶管理会社）の職
位を用意して，期間の定めのない雇用に切り替える事例も生じている。
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概ね1990年代からフィリピンに自営の船員養
成機関（多くは専修学校相当、フィリピン高
等教育庁の認可を得た学位授与機関としての
私立商船大学が 2 校）を擁している10。

Ⅱ　問題の所在－外航船員への
給与支払の特異性

１　船員本人への給与支払
船員への給与支払は、①船員個人のもつ銀

行口座への入金と、②船上での現金支給の二

通りの方法が考えられる。ただし、船員が口
座を持っていない場合は、②の方法だけしか
利用できない。日本人以外の船員は、銀行口
座を持っていない船員が多い。それは、日本
人以外の船員は、本船長・機関長といえども
短期雇用を連続しているに過ぎないからであ
る11。日本人海技者は「期間の定めのない雇
用」であるから、職位が最下位の船員といえ
ども、長期安定した給与収入が期待されるた
め、銀行口座自体が開けないということは、
まず考えられない。

9  全世界の船員は，約150万人いるといわれる。その中で船員別内訳は，フィリピン人が21万7000人で最大勢力となってお
り，以下多い順に中国16万6500人，印度11万6500人，ロシア 8 万4500人，ウクライナ 7 万人，ポーランド 4 万500人，ク
ロアチア 2 万3000人，英国 1 万9500人という（MarCoPay Inc.社による）。

10 この問題については，合田浩之「邦船社によるフィリピン人船員教育」『地域政策学ジャーナル』（2019年）第 8 巻第
1 - 2 合併号，147-165頁を参照。

図表 1　便宜置籍船の運航形態（日本郵船株式会社の例、筆者作製）

船舶監理契約

定期用船
日
本
郵
船

日
本
郵
船
の

外
国
会
社

運航指示 所
有
船舶
パナマ籍・リベリア籍

NYK Ship Management
（船舶監理会社）
外国人船員を雇用・船員を配乗
修理部品等の手配
（シンガポール法人） NYK-TDG Maritime Academy

（フィリピン設立した私立商船大学）

各国の商船大学（奨学金付与）

図表 2　日本商船隊全体の船員の国籍（2018年）

国籍 人数 構成比 国籍 人数 構成比
フィリピン 39,617 71.5％ 韓国 776 1.4％
インド 3,879 7.0％ インドネシア 776 1.4％
ミャンマー 2,216 4.0％ その他外国 2,050 3.7％
中国 2,216 4.0% 日本 2,106 3.8%
ベトナム 1,718 3.1% 合計 55,408 100.0%

左：国土交通省海事局『外航海運の現状と外航海運政策』21頁
2020年 7 月 2 日交通政策審議会海事分科会国際海上輸送部会　資料 1
構成比と合計の船員数だけが開示されており，各国籍別の人数は筆者が按分。
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ゆえに船主あるいは船舶管理会社は、船内
に小口現金を用意しなければならない。

また、船員の労働の場である船は、短期の
「労働力を再生産する」という、陸上でいえ
ば家庭に該当する場でもある12。ゆえに、船
内では、船員の私的生活に必要な商品を販売
する小規模な店舗も具備されなければならな
い。ここでの商品の代金決済は現金による。
その通貨は、米ドルであることが普通であ 
る13。

いずれにしてもし、船舶内に「小口現金」
が存在し、船主あるいは船舶管理会社には、
小口現金の管理事務が発生する14。日本郵船
株式会社は、全世界の船舶に800億円の現金
が所在すると推計する15。これは 1 隻あたり
67万円に相当する16。船員が携行している現
金も合わせて考えれば、ここに海賊が商船を
襲撃する誘引が生じていることになる。

２　船員の留守家族への送金
船員は、受けとった給与を留守家族へ送金

する。しかし、船主・船舶管理会社の所在国
は、船員の留守宅の所在国とは限らないし、
船員の所在国も、船員の留守宅の所在国とは
限らない。したがって、船員による船員の留
守家族への送金は、寄港地の銀行からの送金
となり17、殆どの場合、国際送金となり、送
金手数料・両替手数料（米ドル⇒現地通貨）
が都度発生する。

なお、日本の外航船に配乗される船員の 4
分の 3 程度をフィリピン人が占めることは、
先に述べたが、フィリピンの有人離島の全て
に銀行やATMがあるわけではない18。

３　船員への与信
先に述べたように、日本人以外の船員は、

短期雇用を連続しているに過ぎない。した

11 移民や難民には金融排除が生じやすい。それは，居住地の言語能力（例えば米国における英語）が乏しい，身分証の不
保持（不法滞在・密入国の場合），金融知識の欠如といった要素がある（小関隆志「マイクロファイナンスによる移民・
難民の金融包摂⑴」『季刊　個人金融』 9 巻 3 号（2014年秋）59-61頁）。しかし，外航船員は，英語は堪能であり，船員
手帳を有しており，金融知識の欠如は考えがたい。継続して乗船している限り，低所得とも言い難い。

12 海運労働の特殊性とは何か？という論点は，労働基準法に対して特別法としての船員法が存在する理由を説明すること
を意味する。笹木弘は，海運労働の特殊性についての様々な見解を紹介した上で，全ての論者が，船内に船員が居住して，
船舶が陸上から孤立した共同体であることを指摘していることを踏まえて，その特殊性の本質を，家族と別居しながら
の労働力の再生産に見いだす（笹木弘『船員政策と海員組合』成山堂書店（1962年）42頁。

13 2020年 6 月時点で日本商船隊（日本の海運会社が運航管理する外航船）は2240隻あるが，その船籍の多い順に 1 位：パ
ナマ（1263隻）， 2 位：日本（270隻）． 3 位：リベリア（157隻）， 4 位マーシャル諸島（122隻）となる（国土交通省海
事局『数字で見る海事2021』国土交通省海事局（2021年）図表 1 －24，17頁）。パナマ・リベリア・マーシャル諸島はい
ずれも法貨として米ドルが認められ，広範に流通している。すなわち，日本の外航海運会社の便宜置籍船の船内は，米
ドル経済圏である。

14 日本国内では，1968年12月に旧日本信託銀行の起用した賞与用の現金輸送車が襲われ，その現金が盗まれる「三億円事件」
が生じて以来，民間企業で給与支払を口座振込とする動きがはじまり，1974年には国家公務員の給与も口座振込となっ
た（小尾利邦「給与の口座振込制」『ファイナンス』（1975年10月）49頁）。

15 日本郵船株式会社2021年 6 月21日プレスリリース
　 https://www.nyk.com/news/2021/20210610_02.html（2021年12月17日アクセス）
16 2018年年央の時点で，100総トン以上の商船は11万8525隻（一般社団法人日本船主協会『海運統計要覧2020』http://

www.jsanet.or.jp/data/pdf/2020data10-1.pdf（2021年12月17日アクセス））ゆえ， 1 隻あたり67万円程度の現金が搭載さ
れている計算になる。

17 日本海事新聞2021年 6 月 8 日報道。
18 同上。なお，フィリピンで金融機関の口座をもつ15歳以上人口の割合は，2017年時点で32％である（北野陽平・武井悠

輔「金融包摂を促進する重要な役割を担うフィリピンの地域金融機関」『野村資本市場クォータリー』23巻 3 号（2020年）
43頁）。またフィリピンの1634自治体の内，2019年 6 月時点で，銀行が存在しない自治体が526ある（同）。他方，フィリ
ピンにおける各種普及率について，MarCoPay Inc.社が調査したところに依れば，2020年時点で，①スマートフォンと
携帯電話の普及率は，両者をあわせたものが，99％（スマートフォンだけなら16％），②銀行へのアクセス34％，③デビッ
トカード21％，クレジットカード 2 ％であるという。
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がって、彼等が銀行口座をもっていたとして
も、安定した収入が得られる職業に従事して
いると、銀行が判断するとは限らない。した
がって、船員が銀行から与信を得ることは難
しい。例えば、船長（年収1000万円以上） 
が、銀行から与信を受けるには、雇用証明書
が必要であるが、それが得られるのは、乗船
直前である。だから、事実上無担保かつ適正
金利で活用できる個人融資サービスは殆ど無
い19。

因みに、船員の給与水準（船員の国籍によ
る差別はない20。）は、図表 3 の通りである。

４　小括
これまでの議論で明らかになった点は以下

の通りである。
①船主・船舶管理会社は、外航船の船内で

は、まとまった小口現金を用意しなければな
らない。②外国人船員は、寄港地の銀行窓口
で留守家族への送金手続を終えるまで、まと
まった額の現金を携行しなければならない。
③外国人船員にとっては、非居住国において、
送金手数料・為替手数料の負担が都度、発生

する。④外国人船員は、船長・機関長といえ
ども、銀行からの与信を受けがたい。

Ⅲ　問題の解決策 
―電子通貨の利用

１　船員の抱える問題への解決策
先にⅡ 4 にて掲げた課題のうち①から③に

ついての解決策の 1 つとして、
・船員（及びその留守家族）への給与支払に

電子通貨を導入
・船員（及びその留守家族）の利用するスマ 

ートフォンのアプリケーション
上の口座に、送金して支払うことが、考え

られる。
また、Ⅱ 4 にて掲げた課題のうち④につい

ては、船員の信用力を明示出来る方法を新た
に創案するか、船員の信用力を把握できる主
体が、船員に代わってその信用力を明示する
ことが、 1 つの解決策となり得よう。

近年、フィリピン法人としてMarCoPay 
Inc．社が設立され、如上のサービスを船舶
管理会社・船主に提供し始めた。同社及びそ

19 日本郵船株式会社『NYKレポート　2021』（2021年）51頁。この書物は，いわゆる「統合レポート」である。
20 部員と呼ばれる単純労働者について外航船において，日本人を配乗できないのは，世界市場での相場と，日本人の賃金

相場がかみ合わないからである。

図表 3　船員の職位とそれに対応する月収（米ドル）

職位 人数比 月収
船長・機関長 4 ％ 8100-9400
一等航海士・機関士 5 ％ 8000-8800
二等航海士・機関士 8 ％ 6600-7800
三等航海士・機関士 9 % 3300-4000
その他　職員 3 % 同
部員 71% 最低1000
合計 100% －

　　　　　　　　　　  MarCoPay社に聴取（2020年 8 月 5 日）
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の事業については、次節以降にて説明する。

２　MarCoPay Inc.社の概要とそ
の事業

⑴　企業概要
MarCoPay Inc.社の概要は以下の通りであ

る21。
⒜　 設立：2019年 7 月12日設立 フィリピ

ン法人
⒝　 株主：設立当初は、日本郵船株式会社

とThe Transnational Diversified 
Group of Companies 社（フィリピン
法人、以下TDG社22と略称）と折半合
弁出資。後、丸紅株式会社が資本参 
加23。

⒞　 経営者：President Director 兼任CEO 
藤岡敏晃氏（日本郵船株式会社2000年
入社）

この企業は、日本郵船株式会社の従業員 
から提案された新規事業として生まれた。そ
の発案者が、そのまま経営者として選出され
た24。

⒟　従業員：40名25

⒠　 前史：MarCoPay Inc.社には以下の前
史がある。

2017年末　日本郵船株式会社社内で、
有志での勉強会

2018年 2 月　同社内での社内承認
2018年11月　株式会社日本カードネッ

トワークと共同で、船上での送金テ
スト実証実験。システムの特許は出
願済み

⑵　事業
MarCoPay Inc.社の事業は、電子通貨発行

事業であり、利用者に電子通貨プラットフ 
ォームを提供することである。フィリピン中
央銀行（BSP）から、電子通貨事業の認可を
取得した。また、フィリピン労働省（DOLE）・
海外雇用庁（POEA）とも協議した26。

なお、電子通貨の発行以外にも、船員向け
サービスの提供を行っている（後述⑸）。
⑶　電子通貨のあらまし

MarCoPay Inc.社の供する電子通貨は以下
の通りである。

⒜　同社の供する電子通貨は 2 種類用意さ
れている。 1 通貨単位が 1 米ドルに固定され
ているものと、 1 通貨単位が 1 フィリピンペ
ソに固定されているものである27。

⒝　スマートフォンのアプリケーションを
用いて、QRコードを用いた電子決済・国際

21 日本郵船株式会社2019年 7 月25日プレスリリース
　 https://www.nyk.com/news/2019/20190725_01.html（2021年12月17日アクセス）
22 TDG社（https://www.tdgworld.com/（2021年12月17日アクセス））は，1976年に設立された。今日では，物流・船舶管

理・旅行代理店・IT関連事業といった多角経営を行っているが，祖業は，物流（の一部である船舶代理店業）と船舶管
理部門であり，創業時（1976年）から日本郵船株式会社と取引がある。そして2007年に日本郵船株式会社と共同で商船
大学（NYK-TDG Maritime Academy（http://www.ntma.edu.ph/index）（2021年12月17日アクセス））を設立した。す
なわち，日本郵船株式会社の船隊に配乗されるフィリピン人船員の採用・育成に大きな意味を持つ企業である。TDG社
の前身であるRoberto Delgado氏（1945-　フィリピンの初代バチカン大使であったAntonio C. Delgado（1917-1992）の孫）
と大沢清氏（1906-2002，マニラにおける在留邦人の団体「マニラ会」の初代会長）によって設立されたFil Japan 
Shipping Cooperationの創立と日本郵船株式会社との関係については，大沢清『フィリピンの一日本人から』新潮社（1978）
214-216頁。

23 日本郵船株式会社2021年 6 月21日プレスリリース
　 https://www.nyk.com/news/2021/20210610_02.html（2021年12月17日アクセス）なお，丸紅株式会社の意図は，ヘルス

ケア・メディカル事業やアジアの消費者向け事業での商機を求めることにあるとする（日本海事新聞2021年 8 月20日）。
24 日本郵船株式会社『NYKレポート　2021』（2021年）53頁。
25 日本郵船株式会社『NYKレポート　2021』（2021年）54頁。
26 日本海事新聞2021年 5 月21日報道。
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送金・再現金化ができるもの28。
・すなわち、船上での給与支払をキャッシュ

レスで行うことが可能。
・船上から自国へ送金が可能。
・アプリケーション使用者が世界のATMで

現金引き出し可能（シティバンクと提携し、
ネットワークの利用と再現金化を実現）29。
利用者に供される電子通貨プラットフォー

ムのイメージは、以下の通りである30。

⑷　MarCoPay社の電子通貨利用
MarCoPay社の電子通貨の利用の範囲は、

下記の通り、順を追って広げられていった。
⒜　船内での流通開始。これは船上での船

員の日用品の購入における代金決済が目的で
あった（312020年 3 月13日）。

⒝　フィリピン人船員への給与払いに利用
開始（2021年 5 月）32

日本郵船株式会社は、2021年内に、日本 

27 当初は米ドルと固定するものだけを提供することとしていたが，多くの船員の希望によりフィリピンペソと固定するモ
ノも追加的に提供するようにした（日本海事新聞2021年 5 月12日報道）。なお，口頭での報告の際，平野英則氏から，船
員の給与受取にあたり，船員が被る為替変動リスクをどう考えているのか，というご質問を戴いた。この点について，
MarCoPay社の藤岡敏晃Presidentに直接尋ねたところ，外国人船員は，米ドル建てで給与を受けとることが一般的であ
り，母国通貨と給与支払で利用される米ドルとの為替変動リスクは船員が引き受けることが慣習となっている。したがっ
て，為替相場については，船員の重大な関心事項であると教示いただいた。

　 この為替変動リスクということについては，電子通貨の再現金化を行うにあたり，米ドルまたはフィリピンペソではな
い第三国の通貨を，寄港地などのATMで船員が引き出した際に発生する為替変動リスクについても，船員が引き受ける
ということである。

28 陸上の移民労働者による国際送金において発生する送金手数料を軽減する，いわゆるFinTecによる新サービスは既に存
在している（執筆者不詳「途上国に到来するフィンテックの波：新たな技術で『金融包摂』に挑む」『国際開発ジャーナ
ル』732号（2017年11月）28頁）。

29 MarCoPay Inc社のウェブサイトによる。シティバンク以外との提携は，システム基盤に関して，アクセンチュア社，金
融面で，TDG社のグループ内の金融会社Transnational Financial Service Inc.（TFSI）との提携がある。

  https://www.marcopayinc.com/AboutUs.aspx?to=investors（2021年12月17日アクセス）なお，TFSI社はMarCoPay社
が資本支配し，現在ではMCP Finance社と商号は変更されたことは後述（脚注35）

30 日本郵船株式会社2019年 7 月25日プレスリリース
  https://www.nyk.com/news/2019/20190725_01.html（2021年12月17日アクセス）
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郵船の全管理船における船員への給与支払を
電子化することを発表した（2021年 6 月10 
日）33。2021年 6 月現在でMarCoPay社の電子
通貨サービスを利用している船主・船舶管理
会社は、日本郵船グループ以外も含めて 8 社
が利用している34。
⑸　MarCoPay社の電子通貨利用をベース
とした船員向けサービス
MarCoPay社は、その電子通貨利用をベー

スとして船員向けのサービスを提供とする事
業を付帯的に行っている（より厳密には、各
サービスを提供する子会社を設立し、子会社
がサービスを提供している35。）。2021年 6 月
現在で同社が展開しているサービスは、以下
の通りである36。
⒜　融資（給与ローン・自動車ローン）
これは、（既存の金融機関から融資を受け

られない外国人船員に対して）支払給与（で
返済可能）の範囲内でのローン（与信）の提
供を意味する。その意味で、外国人船員に対
する金融包摂を実現したといえるであろう37。

この融資の提供とは別に、この電子通貨に
よる給与支払を受けている船員は、スマート
フォンのアプリケーションソフトによって、
自分の利用するスマートフォン内で、給与の
入金、その範囲内での消費の記録、といった
いわば「家計簿をつくりあげる」ことができ
る。

このことは、MarCoPay社以外の既存銀行
に対して、船員が「一定額の借入金への返済
力」を呈示することを可能とすることを、
MarCoPay社 は 含 意 し て い る。 そ し て、
MarCoPay社は、船員の信用スコアを提供す
る予定でもある38。事実、MarCoPay社とは

31 日本郵船株式会社2020年 3 月13日プレスリリース（2021年12月17日アクセス）
  https://www.nyk.com/news/2020/20200313_01.html（2021年12月17日アクセス）　
32 MarCoPay Inc社2019年 6 月 7 日プレスリリース
  https://www.marcopayinc.com/MediaContent.aspx（2021年12月17日アクセス）
33 日本郵船株式会社2021年 6 月10日プレスリリース
  https://www.nyk.com/news/2021/20210610_02.html（2021年12月17日アクセス）
　 ところで，船主乃至船舶管理会社が，船員への利便性という観点から，現金に換えて電子通貨をもって給与支払をする

としても，電子通貨発行会社の経営破綻というリスクが，船員には新たに発生することになる。このことに対して，
MarCoPay社は流通させた電子通貨のうち，再現金化されていない残高分について，現金でのデポジットを準備すると
いう措置を講じている（MarCoPay社の藤岡敏晃Presidentから聴取した。この論点については，筆者が口頭報告した際，
田澤元章氏からご質問をいただいた事項である。）。

　 また，仮に電子通貨発行会社が経営破綻し，船主乃至船舶管理会社が，電子通貨発行会社に給与を入金できなくなった
ことにより，電子通貨による給与支払が不可能となったとしても，そのことによって，船主乃至船舶管理会社に対する
船員の給与支払の債権は消滅するわけではないから，船主乃至船舶管理会社が，当然、最終的に給与支払をするという
理解がなされている（同じく，MarCoPay社の藤岡敏晃Presidentから聴取した。）。

34 日本海事新聞社2021年 6 月17日報道。船員配乗会社/船舶管理会社が利用する場合，船員一人当り 1 月12－15ドル利用料
を徴収（同）。この船員配乗会社・船舶管理会社から徴収する利用料収入は，MarCoPay社の利益の源泉の一つとなって
いる。

35 ローンの提供は，MCP Finance社であり，保険を提供はMCP Insurance社である。これら子会社は，TDG社のグループ
企業として既に存在していた金融会社・保険会社の株式をMarCoPay社が2021年11月21日にそれぞれの株式を取得して，
資本支配することとしたもの。

　 MarCoPay社ウェブサイト（https://www.marcopayinc.com/MediaContent.aspx（2021年12月17日アクセス））による。
36 この節については，基本的には，海事プレス2021年 6 月17日報道によるが，報道と現時点で提供されているサービスとは，

若干異なるところがあった。例えば，船員向けの融資については，住宅ローンが含まれているように報道されているが，
現時点では，それは目標ではあっても，実現していない。基本的には，短期の雇用契約を連続しているに過ぎない一方で，
住宅ローンという高額の物件向け融資をどう商品設計するか，という点で，本稿執筆時点では検討中という。
MarCoPay社の藤岡敏晃Presidentから聴取したところによれば，担保権の設定ということが検討されているとのこと。

37 途上国の人々に対する金融包摂を実現することが，貧困削減に資するということの実証については，井上武「金融包摂
と国際送金の貧困削減に関する実証研究」『国民経済雑誌』219巻 2 号（2019年）55－67頁。

38 日本海事新聞2020年 8 月31日報道。
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資本関係の無いパートナーである金融機関
（Rizal Commercial Banking Cooperation）
からの融資提供も実現している39。この信用
スコアの金融機関への提供による、当該金融
機関からの船員への融資の道を開いたこと
は、給与の電子通貨利用による支払の次元を
越えた、金融包摂の実現と評価できよう。
⒝　保険（生命保険・損害保険・医療保険）
の代理販売。

これらは、団体保険としてMarCoPay社 
が保険代理店業務も行うことによって提供す
る40。実際に保険を提供している企業に
Malayan Insurance社（東京海上日動火災保
険株式会社のフィリピン現地法人）がある41。
⒞　提携事業社を通じた優遇サービス

（不動産、自動車、家電製品といったもの
への割引販売の斡旋）の提供。

船員向けサービスは、現時点では、基本的
にフィリピン人向けであるが、ミャンマー向
けもはじめた。これは、順を追って、フィリ
ピン以外の船員の母国の許認可を得るという
構想と聞く。

Ⅳ　問題解決の評価

MarCoPay社による、電子通貨の導入によ
る給与支払の開始は、 1 ）船員を雇用する船
主乃至船舶管理会社にとっては、各船におけ
る小口現金管理の費用という問題について、
その削減という解を提供したことは確実であ
る。 2 ）船員個人に対しては、以下の点で、
船員の福利を高めたことは確実である。

則ち、①給与支払から最寄り寄港地への寄
港、上陸後、銀行の窓口にて本国送金するま

での間、比較的まとまった量の現金を携行す
るというリスクが縮小したこと、②電子通貨
での留守家族への本国送金が、随時可能とな
り、もしフィリピンペソ建ての電子通貨での
給与支払を選択したのであれば、フィリピン
人船員の場合、為替レートの変動リスクを減
らすことも実現できたと評価することができ
る。③それまで、必ずしも、銀行口座を持つ
ことが出来なかった船員（及び留守家族）で
あっても、あるいは銀行口座を持つことが出
来ても与信の対象とならなかった船員（及び
留守家族）であっても、電子通貨の事業者及
びその提携業者から、適正金利での金融サー
ビスを受けることができることになった。④
船員及び留守家族が、保険商品の提供を受け
ることができることになった。

したがって、すくなくとも③の点で、船員
及び留守家族の金融包摂を実現したといえる
だろう。

Ⅴ　将来展望

MarCoPay社は、電子通貨発行業者ではあ
るけれども、基本的には、船員への良きサー
ビスを提供して、船員への福利を向上させる
ことを通じて利益を獲得していくという考え
を持つ。したがって、船員向けのサービスの
提供という意味での、同社の将来構想として、
現時点で構想していることは、スマートフォ
ンのアプリケーションソフトを通じた、投資
商品（貯蓄型の個人年金など）の船員向け紹
介や、船員の子女の教育へのアクセスの道を
開くということである42。

他方、同社は、現行、船主・船舶管理会社

39 YUSEN NYK Group Magazine No,772 （2021年12月） 3 頁。
40 日本郵船株式会社『NYKレポート　2021』（2021年）52頁
41 同上。
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に限られている団体利用者については、シッ
プ・チャンドラー（船舶に供給する食糧など
の生活物資を販売し、船に納入する業者）も
含める方向で検討し、実際、シップ・チャン
ドラーからの問い合わせもあるという43。

後者については、海商法上、興味深い。な
ぜならば、船主（を代理する船長）が、シッ
プ・チャンドラーに発注して、船舶に航海中
に船内で消費する食糧などの生活物資を購入
すれば、シップ・チャンドラーは、船主に対
して代金受取請求権である債権を得る。この
ような海上企業の一般財産に対して強制執行
することが困難な債権者を保護する法制度が

「船舶先取特権」である44。
シップ・チャンドラーに対して、特定の法

定通貨への再現金化が可能な電子通貨をもっ
て、債権の全額を代金決済するのであれば、
債権者たるシップ・チャンドラーからしてみ
れば、船舶先取特権の制度に対する必要性は、
従来と異なり感じないだろう。

船舶先取特権は、国によって保護の対象と
なる債権の範囲について異なる。その国際的
な統一については、実現の見込みは現時点で
は乏しい。更に、船舶を対象として設定され
た抵当権との優越関係といった問題も所在す
る45。そうであるならば、船舶先取特権が必
要となる事象を、ひとつひとつ解消すること
で、船舶先取特権の実務上の問題を、法令の
改廃という経路を通らずに、解消していくと
いう道筋も存在することが、船舶上で利用さ

れる電子通貨が示したことになると解され
る。

42 海事プレス誌2021年 6 月17日報道及び日本海事新聞2020年10月17日報道。
43 深澤義仁・日下部佳子「海事レポート　船員・船舶管理会社の負担軽減　船上電子通貨プロジェクトが始動」『COMPASS』

38巻 5 号（2019年 9 月）55頁。
44 箱井崇史『基本講義　現代海商法（第三版）』成文堂書店（2018年）232頁。
45 2018年の商法改正を巡っては，中小の燃料油供給業者の保護を念頭に，抵当権より優越する船舶先取特権のそれまでの

あり方が議論されたが，結局は，その点の改正はなされなかった（法務省「商法（運送・海商等）の改正に関する要綱
案取りまとめに向けた検討⑵」（商法（運送・海商）部会資料15－法制審議会商法（運送・海商関係）部会第13回会議
2015年 7 月22日における配付資料） 8 - 9 頁）。

　 債権の額でいえば，燃料油の代金よりもシップ・チャンドラーの納入した食糧費の価額の方が小さい。燃料供給業者よ
りも零細の債権者である。
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合 田 報 告 コ メ ン ト
平野　英則

元日本大学法学部 講師

はじめに

合田報告は、銀行口座を持っていない外航
船の外国人船員およびその家族に対する給与
支払を電子通貨にすることにより、これらの
者に対する金融包摂がなされるというもので
ある。

以下においては、報告における電子通貨プ
ラットフォームを前提に、金融面を中心にコ
メントする。

１　外航船の船員の日本人と外国人
の雇用形態の違いと給与支払い
形態の違い

⑴　従来の形態
報告では、日本人船員の雇用形態は長期的

であり、給与支払いは船員の銀行口座への振
込みにより行われるが、外国人船員の雇用は
雇入れと雇止めを繰り返す短期雇用（乗船し
ている期間＝雇用期間）であり、銀行口座を
持っていない船員が多く、従来の給与支払い
は船上での現金支払いにより行われていた。

したがって、外航船は、外国人船員への給
与支払いのために、船内に現金を準備する必
要あり、船員は、寄港地の銀行から家族への
送金の手数料と外貨売買手数料負担という問
題があった。
⑵　従来の給与支払い形態の問題解決

上記の⑴の問題を解決するために、給与支

払いを電子通貨の支払いとし、船員とその家
族に対する給与支払いをスマートフォンのア
プリケーション上の口座に、送金して支払う
というプラットフォームを構築し、それを利
用して支払うこととした。

これは、給与支払いのキャッシュレス化、
船上からの自国への送金、アプリケーション
の使用者が世界中のATMによる現金の引出
しを可能にするものであり、⑴の問題解決手
法としては、大変興味深いものがある。

２　MarCoPay Inc.社のプラット
フォームについて

報告者は、具体的にMarCoPay Inc.社のプ
ラットフォームを用いて説明しており、その
仕組みについて、為替変動リスクの有無およ
び長期金融の可否という観点から若干のコメ
ントをする。
⑴　電子通貨の他通貨への固定と為替変動リ
スクについて
報告では、MarCoPay Inc.社の電子通貨は、

1 通貨単位が 1 米ドルに固定されているもの
と、 1 通貨単位がフィリピン・ペソに固定さ
れているものがあるとのことである。

このことは、 1 通貨単位が 1 米ドルに固定
されている米ドル建て電子通貨による給与の
支払いを選択した船員は、米ドルの為替相場
がどの様に変動しても、電子通貨 1 単位を
もって 1 米ドルと交換することができるとい
うことを意味する。例えば、この船員が自国
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の金融機関からの米ドル建て借入を米ドル建
て電子通貨により返済する場合、または、米
ドル建て電子通貨を米ドルの現金で引き出す
場合には、為替相場の変動リスクを負わない
ということになる。しかし、この船員が、米
ドル建て以外の借入を返済する場合、または、
米ドル以外の現金に交換する場合には、異種
通貨間の交換が生じるため、為替変動リスク
を負うことになる。

また、 1 通貨単位が 1 フィリピン・ペソに
固定されているフィリピン・ペソ建て電子通
貨よる給与の支払いを選択した船員は、フィ
リピン・ペソの為替相場がどの様に変動して
も、フィリピン・ペソ建て電子通貨 1 単位を
もって 1 フィリピン・ペソと交換することが
できる、ということを意味する。例えば、こ
の船員が自国の金融機関からのフィリピン・
ペソ建て借入をフィリピン・ペソ建て電子通
貨により返済する場合、または、フィリピン・
ペソ建て電子通貨をフィリピン・ペソの現金
で引き出す場合には、為替相場の変動リスク
を負わないということになる。しかし、この
船員が、フィリピン・ペソ建て以外の借入を
返済する場合、または、フィリピン・ペソ以
外の現金に交換する場合には、異種通貨間の
交換が生じるため、為替変動リスクを負うこ
とになる。
⑵　現金による引出しが可能な通貨について

報告では、船員またはその家族は各寄港地
や現地銀行のATMから現金の引出しが可能
であり、その引出通貨は、米ドルまたはフィリ
ピン・ペソに限定されない、とのことである。

これは、船員またはその家族が米ドルまた
はフィリピン・ペソの流通圏以外の国の現地
通貨で現金を引き出す場合には、米ドル建て
電子通貨による米ドルまたはフィリピン・ペ
ソ建て電子通貨によるフィリピン・ペソを現

地の通貨に交換する必要があり、その際は、
為替手数料が必要となるのみならず為替相場
変動のリスクがあるということになる。
⑶　短期雇用を繰り返す外国人に対する住宅
ローンの取扱いについて
報告では、MarCoPay Inc.社は、雇入れと

雇止めを繰り返す短期雇用の外国人に対する
住宅ローンの高額物件向け長期融資の商品設
計を検討中とのことである。

住宅ローンは、長期融資であり、一般的に
「融資の安全性」の観点から、完済までの期
間中は安定した収入（による返済原資）があ
ることが前提である。

しかし、短期雇用の外国人は収入が雇用期
間中に限定されるため、報告では、返済不履
行のリスクを回避するための方策として、担
保権の設定を検討しているとのことである。

３　金融的な観点からのコメント
以下では、上記 2 の⑴から⑶の課題につい

てコメントする。
⑴　為替変動リスクに関するコメント

1 通貨単位が 1 米ドルに固定されている米
ドル建て電子通貨による給与の支払いを選択
した船員は、米ドル建て取引をする場合は、
異なる通貨間の交換が発生しない（Non-
Exchange取引となる）ため為替リスクを負
わないが、米ドル以外の通貨建ての取引をす
る場合には、為替リスクを負う。

また、 1 通貨単位が 1 フィリピン・ペソに
固定されているフィリピン・ペソ建て電子通
貨よる給与の支払いを選択した船員は、フィ
リピン・ペソ建て取引をする場合は、異なる
通貨間の交換は発生しない（Non-Exchange
取引となる）ため為替リスクを負わないが、
フィリピン・ペソ以外の通貨建ての取引をす
る場合には、為替リスクを負う。
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報告では、この為替変動リスクについては、
船員が引き受けるのが慣習であり、為替相場
は船員の重大な関心事であるとのことであ
る。

コメンテーターとしては、為替相場が船員
の重大な関心事であれば、MarCoPay Inc.社

（またはその子会社）が、電子通貨の利用を
ベースとする船員向けサービスの一環とし
て、為替予約などのリスク対策となり得る
サービスの提供を検討することを提案した
い。
⑵　現金による引出しが可能な通貨について

船員またはその家族は、各寄港地や現地銀
行のATMから現金の引出しが可能である
が、米ドル建て電子通貨による米ドル以外の
通貨の現金を引き出す場合、または、フィリ
ピン・ペソ建て電子通貨によるフィリピン・
ペソ以外の通貨の現金を引き出す場合には、
上記⑴と同様に為替変動リスクを負う。

コメンテーターとしては、この点について
も、上記⑴と同様に為替予約などのリスク対
策となり得るサービスの提供を検討すること
を提案したい。
⑶　短期雇用を繰り返す外国人に対する住宅
ローンの取扱いについて
報告では、MarCoPay Inc.社は、住宅ロー

ン返済不履行のリスクを回避するための方策
として、担保権の設定を検討しているとのこ
とである。

担保権の設定も有力な債権保全手段ではあ
るが、コメンテーターとしては、物的担保権
に加え、MarCoPay Inc.社（またはその子会
社）が、電子通貨の利用をベースとする船員
向けサービスの一環として、船員の一定額の
借入金の返済能力を勘案した、住宅ローン保
証などのリスク対策となり得るサービスの提
供を検討することを提案したい。

また、その商品設計に際しては、雇止めに
なることも想定して、返済期間を長くすると
ともに、 1 回当たりの返済額を少なくするな
ど、短期雇用の特殊性を考慮して返済方法を
設定し、リスク回避を検討する必要があろう。

おわりに

外国人船員への給与支払いを現金から、ス
マートフォンのアプリケーション上の口座に
送金するというプラットフォームを構築した
ことは、船員配乗会社・船舶管理会社および
船員の双方の便益に資するものであるといえ
よう。

また、報告者が紹介する新たな仕組みで発
生し得ると思われる課題の解決の糸口を提案
することで、コメンテーターとしての責務を
果たすこととしたい。
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Ⅰ　はじめに

本稿は、現代ロシアのビジネスにおけるレ
ター・オブ・インテントの仕組みに焦点を当て
考察するものである。レター・オブ・インテン
トとは、契約を正式に締結する前に作成する
もので、契約前の交渉の際に確認された事項
や、交渉の方向性、契約締結までのスケジュー
ルなどをこれに記載する文書である。欧米で
この文書は、一般に「Letter of Intent」（LoI）
または「Memorandum of Understandings」

（MoU）、「Heads on Agreement」などと呼
ばれる。ロシアでは同じように“Protocol o 
namereniyah”（インテントに関するプロトコ
ル）, “Pismo o namereniyah”（レター・オブ・
インテント）, “Soglashenie o namereniyah” 

（インテントに関する協定）などと称される。
書面による契約成立過程に対してロシア人

の強い関心はロシアのビジネス文化に関する
研究に指摘されている。

書面による契約成立過程に対してロシア人
が強い関心を持っていることはロシアのビジ
ネス文化に関する研究で指摘されている。例

えば、ソ連崩壊後ロシアのビジネスを研究し
ているHolden et al（1998）1は、“the Russian 
side is obsessed with protocols”（ロシア側
は書面に取りつかれている）と説明している。
研究では、交渉において、ロシアのビジネス
パーソンが商談の議事録に署名したり、交渉
相手に署名させたりするのが一般的だと指摘
されている。それでも、署名された文書には、
いかなる種類の法的性格もないと述べる。こ
のように、レター・オブ・インテントはロシ
アのビジネスに多用されており、商取引に重
要な役割を持っているにも関わらず、ロシア
におけるレター・オブ・インテントに関する
研究は限られている。

レター・オブ・インテントの呼称の方法が
様々であるように、その書面の内容も様々で
あり、法的拘束力と用途の多様性の曖昧さが
レター・オブ・インテントの問題点としてよ
く指摘されている2。たしかに、レター・オ
ブ・インテントは事務的な文書のイメージが
あり、法的拘束力を持たない書面として認識
されているが、文言の内容によっては拘束力
がある協定として扱われることも珍しくな
い。また、信義誠実の原則が一般化してきた

ロシアのビジネスにおける契約成立過程
―レター・オブ・インテントの仕組み―

キセリョフ　エフゲーニ
神戸薬科大学 非常勤講師

1  Holden, N., Cooper, C.L. and Carr, J. Dealing with the new Russia: Management cultures in collision. John Wiley & 
Sons Incorporated （1998）, p.156.

2  則定隆男「レター・オブ・インテントの用途とドラフティング：予防的ドラフティングから戦略的ドラフティングへ< 二」
『商学論究』 42巻 3 号 （1995）
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ことにより、拘束力を持たない書面であって
も、レター・オブ・インテントの役割は契約
交渉において重要であると言える。欧米では
レター・オブ・インテントが特に長期的な契
約や、複雑な契約関係において使用されるこ
とが一般的だが、契約交渉が決裂し裁判と
なった場合、いわゆる「書式の争い」によっ
て意見が対立し、大規模な損失が発生するリ
スクが高くなる。この背景では、国際ビジネ
スの視点からレター・オブ・インテントの領
域を含めて各国の契約成立過程の検討が重要
な分野である。ロシアでは、2015年以降から
契約成立過程に関する法律が改正されて、交
渉契約や予備的合意書に関する規定がビジネ
スのためのツールとして認識されるように
なった。本稿では、ロシアの契約成立過程、
特にレター・オブ・インテントの仕組み（交
渉契約、レター・オブ・インテント、予備的
合意書）に焦点を当てて、⑴法的性格と⑵ビ
ジネス上の用途について述べたい。さらに、
契約成立過程において書面に対するロシア人
の認識についてアンケート調査を通じて検討
したい。

本稿は、 7 節から構成されている。次の第
Ⅱ節では、関連研究を紹介する。第Ⅲ節では、
研究課題について述べる。第Ⅳ節では、ロシ
アの契約成立過程の仕組みとレター・オブ・

インテントの法的性格について考察する。第
Ⅴ節では、アンケート調査に基づいてレター・
オブ・インテントの用途と役割について検討
する。第Ⅵ～Ⅶ節は、考察と結語を述べる。

Ⅱ　関連研究

欧米では、レター・オブ・インテントに関
する主な研究は、法学、商学または適応言語
学の研究分野に当たる。法学の研究は法的拘
束力や判決の分析を中心とする3。一方、商
学と言語学の研究はレター・オブ・インテン
トの用途4と言語的特徴（構造やワーディン
グ）5に焦点を当てている。

近年、ロシアにおけるレター・オブ・イン
テントに関する研究が増加傾向であるが、主
に法学のアプローチが一般的である。法学の
研究においては、レター・オブ・インテント
の拘束力の問題点に関する研究がよく見られ
る6。また、ロシアの契約成立過程に関する
法律と欧米の規制との比較も増えている7。
商学の研究においては、契約交渉の仕組みの
一部としてレター・オブ・インテントに関す
る研究が見られる8。適応言語学の研究にお
いては、現代ロシアにおける言語ドキュメン
テーションの研究が増えている9。

しかし、ロシアにおけるレター・オブ・イ

3 例えば、Klein, Andrew R. "Devil's Advocate: Salvaging the Letter of Intent." Emory LJ 37 （1988）: 139.
　 Lake, Ralph B. "Letter of intent: A comparative examination under English, US, French and West German law." Geo. 

Wash. J. Int'l L. & Econ. 18 （1984）: 331.
4  例えば、Holten, J. Andrew. "Letters of Intent in Corporate Negotiations: Using Hostage Exchanges and Legal Uncertainty 

to Promote Compliance." U. Pa. L. Rev. 162 （2013）: 1237.
  Homburger, Thomas C., and James R. Schueller. "Letters of Intent-A Trap for the Unwary." Real Property, Probate 

and Trust Journal （2002）: 509-535.
5  例えば、Witek, Keith E. "Drafting a More Predictable Letter of Intent-Reducing Risk and Uncertainty in a Risky and 

Uncertain Transaction." Tex. Intell. Prop. LJ 9 （2000）: 185.
　 Cavalieri, Silvia. "Memoranda of understanding, letters of intent and contracts: An analysis of speech acts." （2014）: 

2-12.
6  例えば、Petukhova （2016）, Shpoltakov （2015）.
7  例えば、Burkova （2010）, Vasil'yev （2007）, Polyakova （2015）.
8  例えば、Topchiyeva （2015）,
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ンテントに関する研究は、主に法的性格、判
例分析を中心とした研究が複数見られるが、
ビジネス上での用途、業務の役割に関する研
究は限られている。特に、商学の視点からの
レター・オブ・インテントに対する認識、レ
ター・オブ・インテントが利用される範囲を
対象にする研究は見当たらない。

Ⅲ　研究課題

近年、ロシアにおける契約成立過程に関す
る法律が改正され、レター・オブ・インテン
トの仕組みに変化が見られた。例えば、2012
年に信義誠実の原則の導入により10、商取引
に関する“The principle of Good Faith”（信
義誠実の原則）のアプローチが初めて法律上
で規定された。さらに、2015年に契約交渉に
関する新たな法律の導入と既存規定の改正が
行われた11。特に、⑴交渉協定（当事者が交
渉の結果として最終契約を締結したかどうか
に関係なく適用される規定）が新しい契約種
類としてロシアの民法に追加された。また、
⑵契約交渉と誠実（誠意を持って行動する義
務）が改正されて、不法行為の具体例まで規
定するようになった。最後に、⑶予備（暫
定）的合意書に関する規制の改正（契約成立
に必須条件の変更）が行われた。つまり、レ
ター・オブ・インテントの法的性格に関する
法律の改正とともに、法的拘束力に関する条
件も見直しとなった。

このような変化を受けて、ロシアの契約成
立過程の仕組みとレター・オブ・インテント
の役割に関する考察が必要となる。本稿では、
次の 2 つの研究課題に注目したい。まずは、

⑴ロシアの契約成立の仕組みについてロシア
連邦民法典に基づいて考察したい。また、ア
メリカのレター・オブ・インテントの仕組み

（Type Ⅰ Preliminary Agreement）と比較し
ながら、現代ロシアのレター・オブ・インテ
ントの法的拘束力の範囲を把握したい。次 
に、⑵アンケート調査に基づいて、ロシア人
のレター・オブ・インテントの用途について
検討したい。

Ⅳ　ロシアのレター・オブ・イ
ンテントの法的拘束力の範
囲

ここでは、ロシアのレター・オブ・インテ
ントの仕組みの背景と法的性格について述べ
たい。最初にロシアのレター・オブ・インテ
ントに関する法律についてまとめる。次に、
ロシアの法律に規定されている交渉協定と予
備的合意書について説明する。最後に、ロシ
アのレター・オブ・インテントの仕組みとア
メリカのType I Preliminary Agreementと
比較を行う。

１　レター・オブ・インテントへの
法の対応

レター・オブ・インテントは、最近単語と
してロシア語になり、商慣習で使用される同
様の概念の一部になった。レター・オブ・イ
ンテントという用語は法律用語として特に固
まっているわけではなく、実務上の呼び名で
あり、その種類、内容ともに極めて多岐にわ
たる。ロシア語の最も近い訳は“Protocol o 
namereniyah” （lit. Protocol of intent）とし

9  例えば、Kushneruk （2002）, Tokarev （2010）.
10 2012年12月30日付連邦法第302-FZ号を参考
11 2015年 3 月 8 日付連邦法第42-FZ号を参考
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て使われているが、これは包括的用語にな 
り、契約交渉段階において締結される拘束力
を持たない協定を意味することが多い。しか
し、レター・オブ・インテントはそれ自体極
めて実務的に作成される文書であるため、形
式は一定していない。この理由から、ビジネ
スに関する教科書や例文集にはほとんど含ま
れていない。

ロシアでは、商取引を含めて民法の中心的
な法源として「ロシア連邦民法典」が適用さ
れている。ロシア連邦民法典には、主な取引
内容に応じて使用するべき書面に関して個別
に規定があり、取引相手の責任と権利を明確
にするため各種類に必須条件や適用範囲が具
体的に定められている。しかしながら、契約
交渉段階で作成される拘束力を持たない協定
としてのレター・オブ・インテントという文
書は、ロシア連邦民法典で定義されていな 
い。一方、資本主義民法のもっとも重要な基
本原則の一つである「契約自由の原則」はロ
シア連邦民法典第429条に定められ、この第
429条 2 項からは、法律によって規定されて
いる協定と規定されていない協定（無名契約）
の両方で、契約を締結することが可能である。
無名契約の適用に関しては、具体的な規定が
なく、ロシア民法の一般規定が当てはまる。
契約前の交渉の際に確認された事項や、交渉
の方向性に関する協定のほとんどが、この無
名契約に当たる。つまり、レター・オブ・イ
ンテントは特定な契約の種類としてロシア民
法で規定されていないが、ロシア民法と矛盾
していない契約形態と言える。そのため、レ
ター・オブ・インテントの法的認知がなくて
も、使用自体に対しては問題が生じない。

欧米と同じくロシアのレター・オブ・イン
テントを巡って最も大きな問題点となるの
は、当該文書が法律的に拘束力または強制力

を持つものであるか否かである。これについ
ては文書の内容や規定の仕方で決まるもの
で、表題によって決まるものではない。つま
り、「レター・オブ・インテント」という表
題をつけていても、内容や書き方によっては
契約が締結されたと判断される場合がある。
したがって、レター・オブ・インテントに契
約と同等の拘束力を持たせたい場合はその旨
を、また持たせたくない場合にはその旨を明
確にしておく必要がある。ただし、ロシア民
法において、契約交渉に関する規定があるた
め、交渉過程やその過程における合意によっ
ては、レター・オブ・インテントの文言にも
関わらず拘束力が生じる場合がある。

ここまでは、拘束力のないレター・オブ・
インテントは特定な契約種類としてロシア民
法で規定されていないと説明したが、ロシア
連邦民法典にはレター・オブ・インテントの
役割の一部を含む「交渉協定」と「予備（暫
定）的合意書」がある。交渉協定は、契約交
渉の過程に関する契約であり、交渉における
当事者の責任と権利を規定する。予備（暫定）
的合意書（これ以降、予備的合意書）は、今
後に正式契約（最終契約）を締結する合意を
定める書面であり、拘束力のあるレター・オ
ブ・インテントである。ここからは、各書面
について述べたい。

２　交渉協定と信義誠実の原則
2015年に施行されたロシア連邦民法典には、

「契約交渉過程」（“Contract Negotiations”）
に関する規定（ロシア連邦民法典第434.1条）
が追加され、商取引における契約成立の状況
を把握するための初めての法的フレームワー
クが導入された12。民法典第434.1条第 1 項で
は、「市民および法人は、契約の締結を自由
に交渉することができ、自らの行為に関連す
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る費用を単独で負担し（契約で別途定める場
合を除き）、合意に至らなかった事実に関して
は責任を負わない」となっている。また、第
434.1条第 5 項では、「交渉協定」（“Negotiation 
Agreement”）の定義があり、「交渉方法を
制限する契約を締結することができ、当該契
約に、誠実な交渉の実施に関する要件を明記
し、交渉費用その他の類似の権利および義務
の割当手順を定めることができる。交渉手順
に関する契約では、当該契約に定める条項に
違反した場合の違約金を定めることができ
る」と規定している。

契約交渉過程に関する規定には、さらに信
義誠実の原則が規定されて、契約成立過程へ
のアプローチを具体的に定めている。第
434.1条第 2 項は、契約の交渉を開始する場
合、その実施中および完了後、当事者は誠意
を持って行動する義務があるとする。特に、
相手方との合意に達する意図がない場合は、
契約交渉の継続を禁止する。さらに、信義誠
実の原則の不法行為に当たる具体例が民法典
に規定されている。それは、⑴交渉相手に不
完全または不正確な情報を提供すること（契
約の性質により交渉相手に伝えなければなら
ない状況を伝えないことを含む）、⑵交渉相
手が合理的に予見できない状況において、契
約の締結に関する交渉を突然、不当に中止す
ることである13。

また、悪意を持って交渉を行ったり中断し
たりする当事者は、これによって生じた損失
を相手方に補償する義務がある14。この損失
とは、契約締結の交渉に関連して、また第三

者との契約を締結する機会を失うことに関連
して、相手方が負担する費用と定める。

このように、契約交渉に関する計画や当事
者の契約交渉における役割を規定できること
は、本来のレター・オブ・インテントとの共
通点であると言える。一方、本来のレター・
オブ・インテントは、拘束力を持たない書面
として認識されているのに対して、交渉協定
の場合は、契約交渉範囲以内に法的拘束力が
発生する書面である。また、交渉協定は契約
交渉途中の結果や約束を文書化するための書
面ではなく、レター・オブ・インテントの役
割の一つである交渉手順を規定するための協
定にすぎない。

３　予備的合意書
レター・オブ・インテントは、ロシア民法

と矛盾していない契約形態ではあるが、ロシ
アの民法では特定な契約の種類としては規制
されていないということが明らかになった。
また、「契約交渉過程」に関する規定の導入
により、契約成立における信義誠実の原則に
関する規定がはっきりしてきた。また、ロシ
アでは、レター・オブ・インテントの役割に
最も近い法的拘束力のある「予備的合意書」

（予約販売）という契約形態がある15。この
予備的合意書を締結する当事者は、予備的合
意書で規定された条件に基づいて、今後に正
式契約書（最終契約）を締結することに同意
する。

本来、正式契約を結ぶかどうかは、契約自
由の原則の下では、当事者の任意であるが、

12 ロシア連邦民法典第434.1条は 1 項～ 7 項から構造され、契約成立過程における契約交渉と交渉協定の使用を規定する
（2015年 3 月 8 日付連邦法第42-FZ号を参考）。

13 ロシア連邦民法典第434.1条第 2 項
14 ロシア連邦民法典第434.1条第 3 項
15 ロシア連邦民法典第429条
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ロシア民法には締約強制の規定も存在する。
締約強制が許されるのは、法律の承認または
当事者の事前の承諾がある場合だけである。
契約の締結が強制されるのは、予備的合意書

（第429条）、入札契約（第447条）、銀行口座
開設契約（第846条）などである。つまり、
予備的合意書の存在自体は最終契約として見
なされないが、この規定による契約強制の対
象にすることを可能にする。この際、判決に
より最終契約の締結が義務化される。

1995年から2015年の間適用されたロシアの
民法典では、予備的合意書に関して「正式契
約書の対象」（商品やサービス）と「主要な
契約条件」（価格や単価など）を両方含むこ
とが条件としていた。しかし、2016年から施
行された民法典には、予備的合意書の規定一
部が改正されて、契約条件に関する記載が削
除された16。さらに、ロシア連邦最高裁判所
は、「最終契約の主要な条件が予備的契約に
反映されていないこと自体が、予備的契約が
締結されていないことを示すものではない」
と判示された17。例えば、賃貸借する建物が
予備的契約書に記載されているが、賃料額が
指定されていない場合は、このような予備的
契約書が締結されたものとみなされる。その
他の条件に関しては、最終契約を締結する際
に当事者が合意することができ、トラブルが
生じた場合は、裁判の判決による確定の対象
となると判示した。 

また、予備的合意書には、正式契約書を締
結する期間を規定することが可能である。こ
の期間が終了するまでに、正式契約書が締結
されない場合は、予備的合意書が無効となる。
しかし、期限までに申込みが送付された場合

は、予備的合意書の条件下で正式契約書を締
結しなければならない。

４　レター・オブ・インテント、交
渉協定、予備的合意書の比較

上に述べたように、ロシアの契約成立過程
におけるレター・オブ・インテントの仕組み
は、法的拘束力の無いレター・オブ・インテ
ント、法的拘束力の有る交渉協定と予備的合
意書からできている。各書面には、それぞれ
の機能と適応範囲があるため、まとめて比較
する必要がある。特に、法的拘束力の無いレ
ター・オブ・インテントと法的拘束力の有る予
備的合意書の違いが重要である（表 1）。また、
アメリカのType I Preliminary Agreementと
比較することにより、ロシアの特徴を明確に
したい。

レター・オブ・インテントは、作成者の意
図や文言により、交渉協定または予備的合意
書になることがある。予備的合意書の最も重
要な点は、ロシア民法典第429条に規定され
ているように、⑴最終契約を締結する意思と
⑵最終契約の対象を確定できる表現である。
レター・オブ・インテントは法的拘束力の無
いものとして意識しているビジネスパーソン
であっても、最終契約成立への意思（意図）、
契約の対象が確定できる文言があれば、もし
裁判になった場合、予備的合意書の締結を認
める判決になる可能性が高くなる。実際に、
ロシアの裁判では、予備的合意書として認め
られたレター・オブ・インテントの判例が少
なくない18。一方で、予備的合意書と名付け
られた文書は、上記に記載された条件を満し
ていない場合は、法的拘束力の無い予備的合

16 2015年 3 月 8 日付連邦法第42-FZ号を参考
17 ロシア連邦最高裁判所の決議49号（2018年12月25日）
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意書として判定されるケースもある19。
これに対して、交渉過程を中心とする契約

は民法典第434.1条に規定されている交渉協
定に当たることがある。以前は、最終契約が
成立しなかった場合は、交渉の失敗による損
失は当事者のビジネスリスクとして見なされ
ていて、書面があっても、費用の請求がほぼ
不可能であった。交渉に関する協定と信義誠
実の原則の導入はビジネスに対して契約交渉
段階において新しい法的ツールになったと考
えられる。

ここでは、ロシアのレター・オブ・イン 
テントの仕組みとアメリカのPreliminary 
Agreementの 仕 組 み と の 比 較 を 行 う。
Preliminary Agreement Type Ⅰ とType Ⅱ は、
Teachers Insurance & Annuity Ass’n v. 
Tribune Co. により定義されている20。図 1に
示したように、Type Ⅰ Preliminary Agreement
は合意の文言、全ての条件について合意、契
約の種類に該当することを条件とする。この
場合は、最終契約が締結されるまで、当事者
には法的拘束力のある義務は発生しない。一

18 契約の成立に対する意思をはっきり表す表現は、予備的合意書の代表的な特徴であり、法的性格のある契約書として判
定されることがある。次の文言は、法的拘束力のある予備的合意書として判定された「交渉議事録」と名付けられた文
書の一部である：“Firm intends to carry out a sale and purchase transaction of 100% shares with a par value of 
10,000 million rubles under the conditions specified in this protocol” （仲裁判断事例А41-17885/10）. このように、「取引
を実現するつもりがある」というニュアンスが含まれる表現は、裁判にとって正式契約を締結する意思にあたる。訴え
られた側は、交渉議事を署名することは契約に対する意図ではないと述べたが、予備的合意書が成立したという判定に
なった。

19 上に紹介した例に近い文言でも、「契約の成立への意思がない」、つまり、法的拘束力を認めないという判定になったケー
スもある（仲裁判断事例А33-15323/2015）：“The Parties expressed their intention to make every effort to ensure that 
the planned cooperation took place, and the Agreement was signed by the Parties in accordance with the conditions 
agreed in this Protocol no later than 60 days from the date of signing the Protocol”. 判決では、上記の「努力する意 
思」という表現は「契約を締結する意思」とはニュアンスに違いがあると指摘され、上記のような表現では契約交渉の
努力のみを意味していると判断された。このように、文言の明確さは法的性格に直接影響を与えるため、レター・オブ・
インテントの法的性格が変わることにつながるリスクがある。

20 Teachers Ins. and Annuity Ass'n v. Tribune Co., 670 F. Supp. 491 （S.D.N.Y. 1987）.

表 1　レター・オブ・インテント、交渉協定と法的拘束力の有る予備的合意書の比較

特徴 交渉協定 レター・オブ・
インテント

予備的合意書
（法的拘束力あり）

民法の規定 あり（第434.1条）
なし

（ただし、契約自由の原則
が適用される）

あり（第429条）

正式契約締結の意思 なし
なし

（今後の協力に向けて課題
や目的を報告すること）

あり
（特定の条件で期間内に正
式契約書を締結すること）

交渉に関する条件
交渉形式、交渉段階、
交渉に関する責任、
誠実の原則など

文書に直接反映する
（条件の明確化、今後の交
渉など）

正式契約書を締結する
義務についてのみである
ため、記載しない

法的責任
あり

（交渉過程に関する範
囲以内）

特定の文言に依存する
（内容は予備的合意書と同
等であるかどうか）

法的拘束力あり、契約強
制可能

（出典：ロシア連邦民法典に基づいて著者作成）
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方、「合意されていない契約条件」についての
記載がある場合や、「最終契約に至らない場
合は法的に拘束されない」ことが記載されて
いる場合はType Ⅱ Preliminary Agreement
に分類される。ロシアの予備的合意書と比較
した場合、ロシアの予備的合意書はType Ⅰ 
Preliminary Agreementと同じように、最終
契約に対する合意に関する文言を条件とする

（最終契約に対する法的拘束力が発生する）
が、予備的合意はすべての条件についての合
意を必要としない。

Ⅴ　ロシアビジネスにおけるレ
ター・オブ・インテントの
用途

ここまでは、ロシアのレター・オブ・イン
テントの仕組みに関して、文献と法律に基づ
いて述べたが、ロシアのビジネスにおいてレ
ター・オブ・インテントは実際どのように使
われているのかを把握したい。そのため、オ

ンライン調査に基づいてロシアのビジネス
パーソンは実際レター・オブ・インテントを
どのように利用しているか、またこの書面の
役割をどのように評価しているのかを確認し
てみた。

１　調査方法
⑴　調査対象者

オンライン調査サービスを提供しているロ
シアの会社21のデータベースから、「勤務状
況」と「役職」の条件に基づいて、「フルタ
イム採用」かつ「係長レベル以上の役職」に
当たる社員を調査対象にした。この条件で登
録されている1086人を対象として協力依頼
メールが送信された。233人から回答を得た
が、そのうち113人が「直近 1 年間ではレター・
オブ・インテントの使用がなかった」と回答
したため今回の分析から外すことにした。分
析は、「直近 1 年間でレター・オブ・インテ
ントを使用した」と回答した120人のデータ
に基づいている。なお、オンライン調査にあ

21 オンライン調査会社“Anketolog”, at www.anketolog.ru

図 1　予備的合意書とType I Preliminary Agreementの比較

予備的合意書 Type Ⅰ Preliminary
Agreement

（出典：ロシア連邦民法典に基づいて著者作成）

最終契約の
対象が確定
できる文言

１）　全ての契約
条件に対する合意

２）　契約の種類
の統一

最終契約
に対する
合意
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たっては、テーマに対する回答者の視点を左
右したり、無意識のうちに不正確な回答を強
要してしまうことのないよう、調査協力に関
する調査タイトルを「ロシアのビジネス文化
における契約の役割に関するお伺い」に設定
し、質問のワーディングなどに配慮した。

調査期限に関しては、2021年 9 月20 ～
2021年 9 月30日（スクリーニング調査）ある
い は2021年11月 1 日 ～ 2021年11月15日（ 本
調査）の間に実施した。
⑵　質問項目

アンケートは10問からなり、書面の使用に
関する質問、レター・オブ・インテントの使
用に関する質問、書面あるいはレター・オ 
ブ・インテントに対する認識に分けて構造し
た。特に、レター・オブ・インテントの使用
目的に関する質問は、則定（1995）22の機能
分類に基づいて作成した。また、契約の種類
に関する質問は、ロシアの民法典で定義され
ている契約種類を参考にして作成した。回答
者に関するデータとして、企業の規模（社員
の数）あるいは企業の業界について回答を記

録した。また、無回答の選択を常に可能にし
た。

２　主な対象となる契約種類
まず、使用されることが多い種類の契約に

ついてたずねた。その結果を図 2 に示す。 
「レター・オブ・インテントの書面はどのよ
うな取引に使用されているか」という質問に
対して、80％の回答者は「サービスの提供に
関する契約」を指摘した。次に、53％の回答
者が「合弁事業に関する協定」を選択し、「売
買契約」は51％を占める 3 番目の回答となっ
た。また、ライセンス関係の取引は12％の選
択となった。一方、株系の取引に関する契約
または企業の合弁契約がそれぞれ 5 ％未満と
なった。

３　取引先と取引金額
次に、取引先の種類または取引金額につい

てたずねた。その結果を図 3 と図 4 に示す。

22 則定隆男「レター・オブ・インテントの用途とドラフティング : 予防的ドラフティングから戦略的ドラフティングへ< 二」
（注 2 ）20頁

図 2　「レター・オブ・インテントの書面はどのような取引に使用されているか」に対する回答
　　　（複数回答可）

不動産の販売契約

ライセンス関係契約
サービスの提供に関する契約

売買契約
不動産の賃貸契約

合弁事業に関する協定
株に関する取引

合弁契約

12%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%0%

80%
51%

21%
21%

53%
5 %
5 %
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「レター・オブ・インテントはどのような
取引相手に対して、使用されることが多いで
すか」という質問に対して、55%が「ロシア
国内に所属する中小企業」と回答した。 

「ロシアの国家企業（機関）」と「ロシアの大
企業」を選んだ回答者はそれぞれ46％と34％
の結果となった。「海外の取引先」を選んだ
のは 5 ％となった。
「どのくらいの取引金額の取引に対して使

用されることが多いですか」という質問に対
しては、回答者の58％は「 1 千～ 1 万米ド 
ル」典型的な取引対象金額の範囲として指摘

した。また、「 1 千米ドル未満」と「 1 万～
10万米ドル」をそれぞれ30％程度の回答に
なった。一方、10万米ドル以上の大型取引は
21％の選択となった。なお、この質問に対し
ての回答率は最も低く、22％の参加者は無回
答となった。

４　使用目的
レター・オブ・インテントの使用目的につ

いてたずねた。レター・オブ・インテントを
使用する目的として次の 8 つの機能が指摘さ
れている23。それは、⑴安心のための書面、

23 則定隆男「レター・オブ・インテントの用途とドラフティング : 予防的ドラフティングから戦略的ドラフティングへ<二」
（注 2 ）20頁

図 3　 「レター・オブ・インテントはどのような取引相手に対して、使用されることが多いで
すか」に対する回答（複数回答可）

10% 20% 30% 40% 50% 60%0%

海外の取引先

NPO
個人

ロシアの中小企業
ロシアの大企業

ロシアの国家企業（機関）

3%
32%

55%
34%

5 %
46%

図 4　 「どのくらいの取引金額の取引に対して使用されることが多いですか」に対する回答（複
数回答可）

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%0%

1 千米ドル未満

50 万米ドル以上

10 万～50 万米ドル

1万～10 万米ドル

1千～1万米ドル

8%

13%

31%

58%

29%
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⑵議事録、⑶事業計画概要書、⑷公表のため
の書面、⑸停止条件付き契約書、⑹暫定的契
約書、⑺履行指図書、⑻補充的契約書であ 
る。その結果を図 5 に示す。
「どのような目的のためにレター・オブ・

インテントを使用することが多いですか」と
いう質問に対して、「暫定的契約書」の選択
が最も多く53％になっている。「暫定的契約
書」と同じレベルでは、「議事録」（48％）と

「停止条件付き契約書」（47％）となった。一
方、「安心のための書面」、「補充的契約書」、 

「公表のための書面」の機能は 2 次的な使用
目的になった。22%の回答者が「事業計画概
要書」を選択し、全目的のうち最も低いもの
となった。

５　商取引における役割
次に、レター・オブ・インテントの重要性

についてたずねた結果を図 6 に示す。
「契約成立過程においてレター・オブ・イ

ンテントの役割を評価してください」という
質問に対して、「非常に重要」、「重要」、「あ
まり重要ではない」、「全く重要ではない」、 

「どちらとも言えない」という選択肢を示し
たところ、「非常に重要」と「重要」を選ん
だ人が合わせて72％となった。一方、「あま
り重要ではない」と「全く重要ではない」を
選択する人はいなかった。つまり、契約成立
過程においてレター・オブ・インテントを使
用しているロシアのビジネスパーソンによる
この文書に対して強い関心が明らかになって

図 5　 「どのような目的のためにレター・オブ・インテントを使用することが多いですか」 
に対する回答（複数回答可）

停止条件付き契約書

安心のための書面
議事録

事業計画概要書
公表のための書面

暫定的契約書
履行指図書

補充的契約書

43%

10% 20% 30% 40% 50% 60%0%

48%
22%

26%
47%

53%
36%

41%

図 6　 「契約成立過程においてレター・オブ・インテントの役割を評価してください」 
に対する回答

10% 20%

29% 28%

30% 40%

43%

50% 60% 70% 80% 90% 100%0%

非常に重要 重要 どちらとも言えない

国際商取引学会年報 2022　vol.24 77

キセリョフ エフゲーニ

067-064_ȭȻɪɧɕݓ_責.indd   77067-064_ȭȻɪɧɕݓ_責.indd   77 2022/09/07   16:122022/09/07   16:12



いる。

６　契約に対する認識
このように、レター・オブ・インテントの

重要性が明確に指摘されている。さらに、契
約に対する認識、書面の役割についてさらに
具体的にたずねた（図 7 ）。

レター・オブ・インテントの書面に対する
認識に関する質問は、⑴相手を守るための書
面、⑵自分を守るための書面、⑶信義誠実の
原則、という 3 点を中心として作成し、 5 つ
の質問に分けて伺った。
「契約は、自分を守るためだけではなく、

相手の立場を守るためにある」という質問に
関しては「そう思います」と「どちらかとい
うとそう思います」を50％と28％が選んだ。
つまり、 8 割近い回答者が相手を守るための
役割に賛成していると言える。また、「取引
相手とビジネスを長くやり続けるほど文書の
重要性が減っています」という質問について
は、「そう思います」（10%）と「どちらかと

いうとそう思います（37%）」を選んだ回答
者は計47%になった。これに対して、30％の
回答者は「どちらかというとそう思わない」

（27％）と「完全にそう思わない」（ 3 ％）を
選んだ。
「取引相手がレター・オブ・インテントな

どを守らないことは多い」という、取引先と
の書面における合意に対する不安、不信感に
関しての質問には、41％の回答者が「どちら
かというとそう思わない」（38%）、「完全に
そう思わない」（ 3 %）を選択し、24％ほど
が「どちらかというとそう思います」（17％）
と「そう思います」（ 7 ％）を選んだ。

また、書面が残らない商談や口約束に関し
て、「取引先との文書化されていない約束に
関しては不安を感じていますか」と質問した
ところ、回答の60％は「そう思います」（17％）
と「どちらかというとそう思います」（43％）
になった。一方、「どちらかというとそう思
わない」を選んだ回答者は13％しかなかった。

図 7　 契約に対する認識、書面の役割についての質問に対する回答
そう思います どちらかというとそう思います どちらかとも言えない どちらかというとそう思わない 完全にそう思わない

契約は、自分を守るためだけではなく、
相手の立場を守るためにある

取引相手とビジネスを長くやり続けるほど
文書の重要性が減っています

取引相手がレター・オブ・インテントなどを
守らないことことは多い

取引先との文書化されていない
約束に関しては不安を感じていますか

相手方より良い取引相手が現れたら、すぐに
でも別の取引相手に乗り換えて当然である
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Ⅵ　考察

本稿においては、次の 2 つの研究課題につ
いて考察することを目的にした。まずは、⑴
ロシアの契約成立の仕組みについて述べて、
交渉協定と予備的合意書の適用範囲を説明し
た。それから、⑵アンケート調査に基づい 
て、ロシア人のレター・オブ・インテントの
用途について述べた。

ここで考察を進める手掛かりとして、ロシ
アのレター・オブ・インテントの仕組みに注
目したい。本来、レター・オブ・インテント
は複数の目的に使用される一類の書面として
みなされているが、ロシアの法的性格の分析
を通じて明らかになったように、「レター・
オブ・インテント」は、個々の用途を持つ異
なった書面の総称であると考えるべきではな
いだろうか。交渉段階におけるリスクを減少
するために締結される交渉協定と法的拘束力
の有る予備的合意書として作成される書面
は、両方とも「レター・オブ・インテント」
という名称に当たるが、異なった適用範囲と
役割を持つ。また、単に交渉内容を記録する
ための書面も、同じく「レター・オブ・イン
テント」であっても、上記の交渉協定と予備
的合意書と異なる法的性格を持つ。確かに、
3 つとも契約成立過程において作成される書
面であることが大きな共通点である。しかし、
各書面の用途が異なるため、レター・オブ・
インテントの概念に関しては検討の余地があ
る。

ロシアの契約成立過程におけるレター・オ
ブ・インテントの用途に関してアンケート調
査を通じて把握した結果では、日常的な業務

上の役割が明らかになった。Holden et al
（1998）24が指摘したように、ロシアのビジネ
ス文化において、書面の役割が大きく、レ
ター・オブ・インテントの用途が不可欠であ
ると言える。また、書面に対する認識と評価
が非常に高く、長期的な関係であっても、半
分以上の回答者が書面の役割には変化がない
と明らかになった。レター・オブ・インテン
トが使用される契約の種類に関しては、海外
との大型取引の契約に使用されるという従来
のイメージがあったが、今回のアンケート調
査結果を踏まえると、そのようなイメージが
適切かどうか再検討されねばならないだろ
う。今回の調査で把握できたレター・オブ・
インテントに対する認識と用途については、
今後の課題としてインタビュー調査などを通
じて注視していきたい。

Ⅶ　おわりに

最後に、以上で考察したことを整理する 
と、次のようにまとめることができる。本研
究は、ロシアにおける契約成立過程に焦点を
当てて、レター・オブ・インテントを、ロシ
ア民法典に基づいて法的性格と契約に対する
認識の 2 つの側面から考察し、レター・オブ・
インテントの仕組みを検討することが目的で
あった。拘束力を持たないレター・オブ・イ
ンテントは特定な契約の種類としてロシア民
法で規定されていないが、ロシア民法と矛盾
していない契約形態として扱われることが確
認できた。近年の法律改正により、ロシアの
契約成立過程において「信義誠実の原則」が
新しいルールとして認識されるようになっ
た。これにより、レター・オブ・インテント

24 Holden, N., Cooper, C.L. and Carr, J. Dealing with the new Russia: Management cultures in collision. （注 1 ）
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の拘束力の問題に加えて、契約交渉において
使用できるようになった交渉協定は契約成立
過程の新しい要因になったことが明らかに
なった。また、以前から拘束力のあるレター・
オブ・インテントとして発展してきた予備的
合意書は、法律改正により、最終契約に対す
る合意の文言の役割をさらに高くしたと言え
る。また、米国で法的拘束のあるType I 
Preliminary Agreementとロシアの予備的合
意書は、同じ機能を持つ書面としてみなされ
ているが、ロシアでの法律改正で予備的合意
書には主要条件を必ずしも記載する必要はな
く、また主要条件に当事者が合意している必
要もないと定められたため、米国のType I 
Preliminary Agreementとは必要とされる内
容が異なっており、合意書の締結に関しては
注意が必要である。

アンケート調査により、ロシア人の契約成
立過程における書面の役割を把握し、レター・
オブ・インテントの使用に関する高い意識が
確認できた。特に、契約成立における書面の
役割とレター・オブ・インテントの用途が明
らかになった。この書面は、大型取引や貿易
に使用されるだけではなく、ロシア国内用途
の多様性が示された。今回の結果からはレ
ター・オブ・インテントの従来のイメージと
の違いが確認できたが、この原因と方向性に
関しては別途議論が必要だろう。
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１　本論文の対象と意義

本論文は、ロシアの契約成立過程、特にレ
ター・オブ・インテント（以下「LOI」）の
仕組み（交渉契約、LOI、予備的合意書）に
焦点を当て、現代ロシアにおけるLOIの使用
例に基づき、ロシアにおける、⑴LOIの法的
性格ならびに⑵LOIのビジネス上の用途およ
び契約成立過程における書面に対するロシア
人の認識について、法的観点および商学の観
点で検討するものである。報告者が「ロシア
におけるLOIに関する研究は、主に法的性格、
判例分析を中心とした研究が複数見られる
が、ビジネス上での用途、業務の役割に関す
る研究は限られている。特に、商学の視点か
らのLOIに対する認識、LOIが利用される範
囲を対象にする研究は見当たらない」と述べ
る通り、本論文は、ロシアのLOIの法的検討
だけでなく「LOIに対する認識、LOIが利用
される範囲」、すなわちLOIに関するロシア
人の規範意識にも焦点を当てている。本論文
は、法律学および商学上の学術的な価値だけ
でなく、日本企業がロシア企業とLOIを使用
して取引する際の実務上の指針ともなりえる
ものであり、実務上も有益な研究と言える。

２　ロシアにおけるLOIの法的
性格

報告者は、ロシアにおけるLOIの法的性質
について、IV章で概略以下のように論じる。

ロシア民法典は、契約交渉段階で作成され
る拘束力を持たない協定としてのLOIを定義
していないが、LOIは、無名契約としてロシ
ア連邦民法上も許容されている。ロシアでも、
LOIに関する最大の問題点は、当該文書が法
的に拘束力・強制力を持つか否かである。ロ
シア連邦民法は、（正式）契約成立前の事項
である契約交渉に関し、LOIの役割の一部を
含む「交渉協定」と「予備（暫定）的合意書」
を定めており、交渉過程やその過程における
合意によっては、LOIに法的拘束力が生じる
場合がある。すなわち、2015年施行ロシア 
連邦民法第434.1条第 5 項は、「交渉協定」

（“Negotiation Agreement”）を定義し、「（当
事者は）交渉方法を制限する契約を締結する
ことができ、当該契約に、誠実な交渉の実施
に関する要件を明記し、交渉費用その他の類
似の権利および義務の割当手順を定めること
ができる。交渉手順に関する契約では、当該
契約に定める条項に違反した場合の違約金を
定めることができる」と定める。すなわち、
本来のLOIは、通常、（法的拘束力のある事
項と合意した部分を除き）拘束力を持たない
書面として認識されているのに対して、「交

キ セ リ ョ フ 報 告 コ メ ン ト
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渉協定」は、契約交渉範囲に法的拘束力を生
じさせる。さらに、本来、契約自由の原則の
下、正式契約を結ぶかどうかは当事者の任意
であるが、ロシア連邦民法典第429条は、
LOIの役割に最も近い法的拘束力のある「予
備的合意書」を定め、書面上、⑴最終契約を
締結する意思と⑵最終契約の対象を確定でき
る表現があれば、「予備的合意書」の締結と
して、当事者は、予備的合意書で規定された
条件に基づき、今後正式契約書（最終契約）
を締結する義務を負う旨を定め、判決により
最終契約の締結が義務化されうる。LOIには
法的拘束力は無いとして意識しているビジネ
スパーソンであっても、ロシアでは、⑴最終
契約成立への意思（意図）と⑵契約の対象が
確定できる文言があれば、裁判になった場合、
予備的合意書の締結を認める判決になる可能
性が高くなり、実際に、ロシアの裁判では、
予備的合意書として認められたLOIの判例が
少なくない。

上記の通り、報告者は、ロシアにおける、
LOI、交渉協定、予備的合意書を整理し、比
較して論じる。この点について、我が国の民
法は、契約自由の原則から、契約交渉段階で
は信義誠実の原則以外の特段の義務を予定し
ておらず、契約締結前の段階の問題は、通常、
判例・学説上、契約締結上の過失の議論また
は誠実交渉義務として議論されている。これ
に対し、ロシア民法典は、（正式）契約締結
前の段階につき、一定の法律上の義務を発生
させるというアプローチをとる。この点につ
き、質疑応答時の質問にあった通り、「ロシ
アでは、契約を破棄した場合、信義則上も契
約を締結させることになるか」「ロシアでは、
契約交渉から離脱する自由は重視されず、当
事者に対し契約関係から離脱する自由を認め
ていないのか」という点について、さらに研

究を深めることが望まれる。

３　ロシア人のLOIの用途

V章は、ロシアのビジネスパーソンに対す
る独自のアンケート調査に基づき、LOIにと
どまらず、ロシア人の契約についての考え方
までを示すものであり、他に類をみない貴重
な研究と言える。本調査は、ロシアのLOIの
使用状況が、日本を含む西側諸国における
LOIの使用状況とは若干異なる傾向にあるこ
とを示す。すなわち、⑴LOIの使用目的とな
る契約の種類の視点からは、ロシア人が株式
取引または合弁契約に関する取引のために
LOIを使用する場合はそれぞれ 5 %未満であ
り、逆に、サービスの提供に関する契約

（80%）、合弁事業に関する協定（53%）およ
び売買契約（51%）のためにLOIを使用する
ことが多いことを示す。また、⑵取引相手別
の視点からは、ロシア人が海外の取引先相手
にLOIを使用する場合（ 5 %）は少なく、逆に、
ロシア国内の中小企業（46%）およびロシア
の国家企業（国家機関）（34%）に対しLOI
を使用することが多いことを示す。さらに、
⑶取引金額別の視点からは、ロシア人が10万
米ドル以上の大型取引のためにLOIを使用す
ること（21%）は少数である一方、 1 千～
1 万米ドルの取引金額の取引のため（58%）、
1 千万米ドル未満の取引金額の取引のため

（ほぼ30%）、および 1 万～10万米ドルの取引
金額のための取引（ほぼ30%）にLOIを使用
することが多いことを示す。加えて、⑷法的
拘束力の有無の視点からは、LOIを、法的拘
束力を持ちうる「暫定的契約書」としての目
的で使用する場合（53%）、および「停止条
件付き契約書」としての目的で使用する場合

（47%）がほぼ半分を占めていることを示す。
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上記LOIに関する調査に加え、本論文は、
ロシア人の契約に対する意識調査も行う。本
意識調査は、「ロシアでは、相手を信用しな
いがゆえにLOIを締結するのか、また、そも
そも、相手に守らせるために契約を締結する
という意識が強いのか」というコメンテータ
の仮説的質問に端を発したものであるが、本
調査は、ロシア人の契約に対する意識につい
ては、西欧的なドライさがそれほど強くない
ことを明らかにした。すなわち、「取引相手
がLOIなどを守らないことは多いという取引
相手に対する不信感」の強弱については、「ど
ちらかというとそう思わない」「完全にそう
思わない」が総計41%であり、「どちらかと
いうとそう思う」「そう思う」が総計24%で
あった。また、「契約は、自分を守るためだ
けではなく、相手の立場を守るためにある」
という考え方については、「そう思います」「ど
ちらかというとそう思います」は総計78%で
あった。

上記のように、本調査は、報告者が「LOI
が使用される契約の種類に関しては、海外と
の大型取引の契約に使用されるという従来の
イメージがあったが、今回のアンケート調査
結果を踏まえると、そのようなイメージが適
切かどうか再検討されねばならないだろう」
と述べる通り、複数の新たな発見をもたらし
ており、貴重な情報を提供するものである。
ロシアの契約成立過程におけるLOIの法的性
質、用途を含め、ロシア人の法意識に関して
も、さらなる検証を含めた研究の深化を大い
に期待する。
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Ⅰ　はじめに

今日の国際取引においては、広くグローバ
ル・サプライチェーンが構築されている。そ
の中で、サプライチェーンの下流にあって先
進国に本拠を置く多国籍企業が、上流のアジ
ア・アフリカの途上国において子会社や請 
負・供給業者等を通じて事業活動や物品調達
を行う中で、人権侵害や環境汚染を引き起こ
すことがある。たとえば、1996年に明らかに
なったナイキ社によるパキスタンでの児童労
働や、2013年にバングラデッシュで発生した
多数の縫製工場を抱えるラナプラザの倒壊事
故などが想起される。これらの事件は、先進
国の多国籍企業が途上国での労働規制の欠如
や低賃金を利用して、違法に児童を就労させ
たり、劣悪な条件で多数の縫製工を就労させ
たりしたことに起因する。これは、グローバ
ルな南北問題の一つでもある。

企業がその事業活動において人権保障に配
慮することの重要性は、国連やILO（国際労
働機関）、OECD（経済協力開発機構）など

の様々な国際法文書においてソフトローとし
て謳われてきた1。これは、企業が事業活動
を行う際には、経済的利益を追求するだけで
はなく、自らが引き起こす又は一因となる可
能性のある人権や環境等への悪影響を特定し
て防止し、緩和するための配慮（デュー・ 
ディリジェンス）をすべきであるという価 
値判断に基づいている。そして、2011年に国
連人権理事会において「ビジネスと人権に 
関する指導原則」2が承認され、2015年に国
連総会において「持続可能な開発目標」

（SDGs）3が採択されて以来、各国では、企
業の社会的責任を実現するための政策立案が
進んできた。日本政府も2020年10月に「『ビ
ジネスと人権』に関する行動計画」を公表し
たが4、基本理念を示すに過ぎず、政策への
還元は緒についたばかりである。その矢先に、
2021年 1 月に米国当局が、ファーストリテイ
リング社が製造するユニクロシャツについ
て、強制労働による新疆綿を使用したと推認
されることを理由に輸入を差し止め、耳目を
集めた5。2021年 6 月末には、フランス検察
庁が同社のほか複数のアパレル企業に対する

国際取引における企業の社会的責任
―「ビジネスと人権」をめぐって―

西谷　祐子
京都大学大学院法学研究科 教授

1  1976（2011）年「OECD多国籍企業行動指針」、1977（1998）年「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、
2000年「国連グローバル・コンパクト：人権・労働・環境・腐敗防止に関する普遍的原則」、2006年「国連責任投資原則」、
2010年「ISO26000」ほか。詳細は、菅原絵美「企業の社会的責任と国際制度――『ビジネスと人権』を事例に」論ジュ
リ19号（2016年）51頁以下ほか。

2  ジョン・ジェラルド・ラギー／東澤靖訳『正しいビジネス――世界が取り組む「多国籍企業と人権」の課題』（岩波書店、
2014年）。

3  https://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sustainable-development-goals.html参照。 
4  http://www.moj.go.jp/content/001346120.pdf参照。
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捜査を開始している6。このように企業の社
会的責任及びその法的規制のあり方は、日本
でも喫緊の検討課題となっている。

以上の状況を踏まえて、本稿では、第一に、
国際私法の視点から、途上国の被害者が先進
国において多国籍企業に対して司法的救済を
求める際の法的枠組みについて検討する。第
二に、多国籍企業による人権保障を実現する
ための他の方策として、通商法上の措置やソ
フトローの意義なども考察する。最後に、今
後への展望を述べたうえで、本稿を閉じるこ
ととする。

なお、本稿にいう人権とは、人の生命・身
体・健康に対する権利、差別禁止、ILO中核
的労働基準など、国際社会において広く承認
されている人権規範を指す。もとより現実に
は、人権概念は国によって相違しており、先
進国よりも途上国のほうが人権保障の基準が
低いことが多い。しかし、「ビジネスと人権」
論の根底には、先進国企業が自国の規制を潜
脱し、途上国において人権侵害を惹起して利
潤を得ることを容認すべきではないという発
想がある。これは、国際社会に共通の価値と
しての人権保障を浸透させるために、従来の
国内憲法と国際人権法という二元論を越え
て、また国家と国際機関のみならず、私人と
しての企業も対象として人権遵守義務を負わ
せるもので、多元的、非階層的かつ循環的な
法秩序へと発展する可能性を秘めている7。

Ⅱ　被害者に対する司法的救済

１　総説
先進国に本拠を置く多国籍企業がグローバ

ル・サプライチェーンを展開し、上流に位置
するアジア・アフリカの途上国において子会
社や請負・供給業者等を通じて事業活動や物
品調達を行う中で人権侵害が発生した場合
に、途上国の被害者はどのような救済を受け
られるか。仮に被害者が現地の裁判所で救済
を得ようとしても、必ずしも司法アクセスが
保障されていないうえ、現地政府が招致した
多国籍企業の子会社等の責任を問うことは難
しい。また、現地子会社等の資産が十分でな
いことも多く、被害者が損害賠償を受けるに
も限界がある。そこで、欧米諸国においては、
主として被害者が多国籍企業の本拠地である
先進国においてその親会社も共同被告として
提訴し、救済を得る可能性が論じられてき 
た。

２　米国
米国においては従来、外国人不法行為法

（Alien Tort Statute〔ATS〕）8が一定範囲で
途上国における人権侵害の被害者を救済する
役割を果たしていた。しかし、連邦最高裁判
所が2013年 4 月17日キオベル事件判決9にお
いて、ATSの訴因を限定的に解釈し、域外
適用を否定して以来、外国にいる被害者の救
済は困難になっている10。連邦最高裁判所の

5  日本経済新聞「米税関、ユニクロシャツの輸入差し止め――ウイグル問題で」（2021年 5 月19日電子版）ほか。
6  日本経済新聞「仏、ファストリなど 4 社捜査――ウイグルの人権問題巡り」（2021年 7 月 2 日電子版）ほか。
7  江島晶子「ビジネスと人権――国家・国際機関・非国家主体による循環型システム」ジュリ1566号（2022年）21頁以下。
8  28 U.S.C. § 1350.
9  Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 569 U.S. 108.
10 詳細は、松井智予「国際的な対企業人権侵害訴訟の動向について」飯田秀総ほか編『商事法の新しい礎石 : 落合誠一先

生古稀記念』（有斐閣、2014年）39頁以下ほか参照。
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2021年 6 月17日ネッスレ事件判決11では、 6
人の被害者が、幼少時にアフリカのマリから
コートジボワールに連れ去られ、現地法人に
よってココア栽培のために強制労働させられ
たとして、ココアを購入していた米国二社に
対してATSによる損害賠償を請求したが、
やはりATSの適用は否定され、請求が棄却
された。このように米国が事実上救済の門戸
を閉じたため、それに代わるフォーラムと目
されてきたのが欧州である。

３　欧州
⑴　国際裁判管轄

欧州のいずれかの国の裁判所において損害
賠償請求や差止請求をするためには、まず当
該国の国際裁判管轄の有無が問題となる。そ
の国の裁判所に管轄権があって初めて、当該
訴訟事件の本案に関する審理及び裁判が行わ
れるからである。

先進国の多国籍企業が欧州連合（EU）構
成国（デンマークを除く）のいずれかに本拠
をもっており、被害者がその国で提訴する場
合には、EUブリュッセルIbis規則に従い、当
然に被告企業の住所に基づく国際裁判管轄が
認められる（ 4 条 1 項・63条）12。問題は、
当該EU構成国において、途上国の現地企業
に対する国際裁判管轄も認められるか否かで
ある。先進国企業（親会社）と途上国企業（子
会社）による共同不法行為を基礎付け、加害
行為の差止めを命ずるには、途上国企業に対
しても管轄が認められなければならない。し

かし、途上国企業は、EU以外の第三国に住
所をもつため、ブリュッセルIbis規則ではな
く、受訴したEU構成国の国内法上の管轄原
因が妥当する。各国法制は分かれており、途
上国企業に対する併合管轄（主観的併合）を
否定する法制が多い。

これまでに例外的に途上国企業に対する併
合管轄を肯定した例として、近時の英国最高
裁判所判決のほか13、2021年 1 月29日のオラ
ンダ・ハーグ控訴裁判所判決が挙げられる14。
このオランダの判決は、シェル・グループに
よるナイジェリアのゴイ村（2004年）及びオ
ルマ村（2005年）での石油パイプライン漏出
事故に関する二つの事件からなる。本件では、
計 4 名の現地被害者及びオランダの環境保護
団体Milieudefensie（全被害者の利益を代表）
が、親会社であるロイヤル・ダッチ・シェル
及びシェル石油等、並びに子会社であるシェ
ル・ナイジェリアに対して損害賠償及び差止
めを請求した。シェル石油は、オランダで設
立された会社であり、ロイヤル・ダッチ・シェ
ル社は、英国で設立され、オランダのハーグ
に登記上の本拠をもつ会社である。そこで、
オランダの裁判所は、当然にこれらの親会社
に対する国際裁判管轄をもつとされた。それ
に加えて、オランダの国内法は、複数の被告
に対する主観的併合による国際裁判管轄を認
めている。そこで、請求相互間の密接関連性
を理由に、シェル・ナイジェリアに対する管
轄も肯定された。もっとも、オランダ法のよ
うに主観的併合を広く認める法制は、欧州で

11 Nestle USA Inc. v. Doe, 141 S.Ct. 1931.
12 Regulation （EU） No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction 

and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters （recast）, O.J. 2012, L 351/1. ブ
リュッセルIbis規則63条は、各国法制の相違に配慮して、会社の住所概念には、定款上の本拠、経営統括の中心地、及
び主たる営業所所在地が含まれると規定している。

13 Vedanta Resources PLC et al v Lungowe et al ［2019］ UKSC 20 ; Okpabi v Royal Dutch Shell ［2021］ UKSC 3. 
14 ハーグ控訴裁判所2021年 1 月29日判決（ECLI:NL:GHDHA:2021:132-134）。 
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は少数にとどまり、ドイツを始めとする多く
の国では通常、途上国企業に対する管轄が否
定されることに注意が必要である15。
⑵　準拠法

仮に先進国企業及び途上国企業の双方につ
いて国際裁判管轄が認められると、次に実体
法上、損害賠償請求や差止請求が認容されう
るか否かが問題となる。この点は、どのよう
な法律構成をとるか、また受訴した国がどの
ような準拠法決定ルール（抵触規則）をもち、
その事案にどの国の法（先進国の法か途上国
の法か）を準拠法として適用するかによって
異なってくる。
⒜　契約責任
第一に問題となりうるのは、契約責任であ

る。もっとも、途上国での人権侵害において
は通常、被害者と途上国企業又は先進国企業
との間に契約関係はないため、一般に契約準
拠法上の責任を問うことはできない（EUロー
マI規則 3 条以下）16。
⒝　会社法上の責任
第二に問題となりうるのは、会社相互間の

関係である。まず多国籍企業の親会社取締役
が子会社に対して監督責任を負う又は指揮命
令権をもつ場合には、子会社による人権侵害
について親会社が責任を負う可能性がある。
親会社取締役の責任又は権限如何は、子会社
の経営管理及び統制の問題であり、子会社の

従属法によって決定される。会社の従属法の
決定基準については、統一的なEU規則がな
く、構成国ごとに子会社の設立準拠法もしく
は本拠地法（又は両者の組み合わせ）が適用
される17。もっとも、伝統的な各国の会社法
の準則によれば、子会社は独立の法人格をも
つ以上、親会社取締役の監督責任又は指揮命
令権は否定され、しかも企業グループの内部
統制の問題にとどまる以上、（共同不法行為
が成立する場合以外は）第三者に対する責任
を基礎付けることはできない。他方で、理論
的には、仮に子会社の法人格が形骸化してお
り、子会社の従属法又は当該法律関係の準拠
法（効果法）に従い法人格否認の法理が妥当
する場合には18、被害者は、子会社による人
権侵害について親会社の責任を直接問うこと
ができるであろう。しかし、実際には、各国
法制によれば、現地子会社が独立の法人格を
もって実質的に事業活動を行う以上、やはり
一般に法人格否認の法理は援用できないと解
される19。
⒞　不正競争に基づく責任
第三に、多国籍企業が途上国の劣悪な労働

条件や低賃金を利用して安価に製品を製造
し、その事実を隠したまま先進国の市場で販
売する場合には、不正競争に当たる可能性が
ある20。EUでは、不正競争の準拠法は市場地
の法であり（ローマII規則 6 条 1 項）21、先進

15 Anatol Dutta, “Internationale Zuständigkeit für privatrechtliche Klagen gegen transnational tätige Unternehmen 
wegen Verletzung von Menschenrechten und von Normen zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im 
Ausland”, Bericht der dt. Gesellschaft für Int. Recht 50 （2020） 48 ff.

16 Regulation （EC） No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to 
contractual obligations （Rome I）, O.J. 2008, L 177/6.

17 詳細は、櫻田嘉章・道垣内正人編「法人および外人法規制」『注釈国際私法〔第 1 巻〕』（有斐閣、2011年）143頁以下［西
谷祐子執筆］参照。

18 性質決定として会社法と効果法のいずれによるかは、立場が分かれる。Moritz Renner & Marie Kuntz, “Konzernhaftung 
und deliktsrechtliche Durckgriffshaftung”, in: Krajewski et al. （ed.）, Zivil- und strafrechtliche Unternehmens-
verantwortung für Menschenrechtsverletzungen （2018） 64 ff.; MünchKomm/Kindler, Int. Handels- und Gesells-
chaftsrecht （8th ed., 2021）, para. 617.

19 Gerhard Wagner, “Haftung für Menschenrechtsverletzungen”, RabelsZ 80 （2016） 762 ff. 
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国の法が適用される。ドイツでは、安価な
チェーンストアを展開するリードル社が衣料
品をフェア・プロデュースと称して販売して
いたところ、実はバングラデシュの縫製工場
で長時間労働や給与の不正天引き等の違法行
為が横行していた事件があった。本件では、
2010年にハンブルク消費者センター及び欧州
人権保護センターが消費者への詐欺（ドイツ
不正競争防止法 5 条 1 項 1 ・ 3 号）を理由に
同社を提訴し、和解で決着している22。この
ように法的には不正競争構成による可能性も
あるが、各国法制はドイツよりも不正競争の
射程が狭いうえ、基本的に消費者保護を目的
とする制度であり、人権侵害の被害者救済は
間接的にしか認められない。
⒟　不法行為責任
以上の点を踏まえると、人権侵害の被害者

による損害賠償請求及び差止請求について最
も重要となる法律構成は、一般不法行為であ
る。EUローマII規則 4 条 1 項によれば、不
法行為準拠法は、原則として侵害結果が発生
した地の法であり、現地途上国の法となる23。

一般不法行為法によれば、親会社の注意義
務違反又は教唆・幇助があって初めて子会社
との共同不法行為が成立するが、この要件を
満たすのは容易ではない。例外的に、前述の
2021年ハーグ控訴裁判所判決は、ナイジェリ
ア法を不法行為準拠法として適用した（ただ
しローマII規則施行前の漏出事故であったた
め、オランダ国内法上の抵触規則が根拠とさ

れた）。そして、損害額の算定及び証明責任
の分配を含めて、ナイジェリア法によったう
えで、親会社及び子会社双方に対する損害賠
償請求及び差止請求を認容した。その理由は、
第一に、ナイジェリアが旧英国植民地として
コモンローによっており、英国判例に従い24、
親会社が子会社の事業活動を支配し、それに
介入して監督し、又は助言する機会があった
ことから、共同不法行為が成立したことにあ
る。また、第二に、ナイジェリアは、連邦法
によって石油漏出事故について厳格責任を定
めており、加害者の抗弁事由として、被害者
又は第三者によるサボタージュ等の妨害行為
のみを認めていたため、加害者側が厳格な証
明責任を負い、かつ広範な損害防止義務を
負っていたことにある。このように、本件で
は、偶々ナイジェリア法制のおかげで、親会
社と子会社の共同不法行為を基礎付けること
ができたといえる。しかし、途上国の中には、
このような法制をもたない国も多いうえ、政
府が自ら外国資本を招致した場合には、裁判
所も被害者救済には消極的になる可能性があ
り、限界があるといわざるをえない。

なお、途上国において環境汚染が発生した
場合の不法行為準拠法は、別の抵触規則によ
る。EUでは、環境汚染について、被害者が
原則としての侵害結果の発生地法の適用に代
えて、加害者の行動地法を選択することがで
きる（ローマII規則 7 条）。それゆえ、親会
社が共同不法行為者であれば、その本拠地法

20 米国連邦最高裁判所2003年 6 月26日上告不受理決定も参照（Nike v. Kasky, 539 U.S. 654）。
21 Regulation （EC） No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to 

non-contractual obligations （Rome II）, O.J. 2007, L 199/40. 
22 詳細は、Marc-Philippe Weller et al., “Private International Law for Corporate Social Responsibility”, in: Schmidt-Kessel 

（ed.）, German National Reports on the 20th International Congress of Comparative Law （2018） 258参照。
23 ローマII規則 4 条 2 ・ 3 項による共通常居所地法又はより密接な関係をもつ地の法（例外条項）の適用、同14条による

事後的な準拠法選択は、通常妥当しない。また、同17条による安全基準及び行為規範（交通規則など）の考慮は、不法
行為準拠法の枠内で行動地の準則を事実として考慮するに過ぎない。

24 上掲注13の判例を引用。
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である先進国の法の適用を導くことで、被害
者の救済可能性が広がるといえる。しかし、
これは環境汚染だけを対象とする特則であ
り、射程が狭く限界があるといわざるをえな
い。
⑶　EUにおける改正の動向

このように従来のEU国際私法の枠組みは、
サプライチェーン上での人権侵害について先
進国企業の責任を追及するのに必ずしも十分
ではない。そこで、2020年 9 月11日に公表さ
れた欧州議会ドラフト・レポート25は、国際
裁判管轄及び不法行為準拠法について改正を
提案した。そして、ブリュッセルIbis規則を
改正し、親会社の本拠地において親会社及び
子会社に対する管轄を基礎付けること、また
ローマII規則を改正し、人権侵害全般につい
て、環境汚染に関する現行ローマII規則 7 条
と同様に、被害者に対して行動地法と結果発
生地法の選択を認めることを提案した26。

2021年 3 月10日欧州議会決議27は、いずれ
の改正案も否決しており、その代わりに、欧
州各国が近時制定しているデュー・ディリ
ジェンス法を絶対的強行法規として必ず適用
することと整理した（ローマII規則16条）。
つまり、現地途上国の法が不法行為準拠法と
なっても、欧州各国のデュー・ディリジェン
ス法を併せて適用することで、被害者救済の
実現を図ることとしている。

現在、EUでは、固有のデュー・ディリジェ
ンス立法を行い、併せて国際私法の準則も整
備することを検討している。学者団体である
欧州国際私法グループ（GEDIP）も2021年
10月 8 日に提言を出しており、国際裁判管轄
については、被害者がEUに本拠をもつ先進
国企業と途上国企業の双方に対して提訴する
場合の関連請求に基づく主観的併合のほか、
EU域外で実質的な救済が受けられないとき
の緊急管轄を認めるとされている。また、準
拠法については、EUによる将来のデュー・
ディリジェンス立法は準拠法如何にかかわら
ず必ず適用し（絶対的強行法規）、不法行為
準拠法としては、被害者が結果発生地法に代
えて行動地法を選択できるとされている28。い
ずれも従来のEU国際私法の体系を大きく変え
ることなく、実質的な被害者救済を図ること
を可能にする枠組みであり、相当であろう。
⑷　各国のデュー・ディリジェンス法

もっとも、実質的に企業による人権保障を
実現するためには、準拠法として根拠とな 
る実質法規が必要となる。それが、各国での
制定が進んできているデュー・ディリジェン
ス法である。その皮切りとなったのは、2012
年のカリフォルニア州サプライチェーン透 
明法であり、EUでは、2014年非財務情報開
示指令（NFRD）29及び2017年紛争鉱物規則

（CMR）30が制定されている。また、各国では、

25 European Parliament Committee on Legal Affairs, “DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on 
corporate due diligence and corporate accountability （2020/2129（INL））” （https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/JURI-PR-657191_EN.pdf）. 

26 国際裁判管轄については、①第三国の子会社等による現地での人権侵害について、EU親会社の住所地又は事業活動地の
管轄を定め（ブリュッセルIbis規則 8 条 5 項案）、②第三国での司法アクセスが保障されていないときに、密接な関係の
あるEU構成国の緊急管轄を認める（同26a条案）とした。また、不法行為準拠法として、被害者に損害発生地法、又は
親会社の本拠地法ないし事業活動地法の選択を認める（ローマII規則 6 a条案）とした。

27 European Parliament Resolution of 10 March 2021 with recommendations to the Commission on corporate due 
diligence and corporate accountability （2020/2129（INL））, Article. 20.

28 https://gedip-egpil.eu/wp-content/uploads/2021/02/Recommandation-GEDIP-Recommendation-EGPIL-final.pdf
29 Non-Financial Reporting Directive ［NFRD］ （2014/95/EU）. 本EU指令の改正のために、2021年4月21日には欧州委員会

が持続可能性情報開示指令提案（COM（2021）189 final）を公表している。
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2015年英国現代奴隷法、2017年フランス企業
注意義務法（商法225-102- 4 条以下）、2019年
オランダ児童労働注意義務法が制定されたほ
か、2021年 6 月にはドイツ・サプライチェー
ン注意義務法及びノルウェー企業透明性法が
相次いで制定された。スイスでは、2020年10
月に国民投票で否決されたが、2022年には人
権デュー・ディリジェンス法が施行される予
定である31。

以上のデュー・ディリジェンス法は、 3 つ
の類型に分類される。すなわち、①自国の企
業にサプライチェーン内での人権侵害に関す
る報告・開示義務のみ負わせるもの（NFRD、
英国）、②自国の企業に注意義務及び行為規
範の遵守義務を負わせるもの（CMR、オラ
ンダ、ドイツ、スイス法案）、そして、③自
国の企業に注意義務のほか被害者に対する賠
償責任を負わせ、その監督責任を明記するも
の（フランス）である。①類型では、先進国
企業がサプライチェーンにおいて人権侵害が
発生していないか定期的に調査して報告書を
作成し、それを公表する義務だけを負う。②
類型においては、先進国企業が子会社や請負
業者等による人権侵害について注意義務を負
い、一定の行為規範を遵守しなければならな
いが、被害者に対してデュー・ディリジェン
ス法に基づく損害賠償責任は負わない。そし
て、③類型は、最も厳格な類型であり、先進
国企業に対してサプライチェーンで発生した
人権侵害に関する損害賠償責任まで負わせて
いる32。

現在のところ、③類型によるのはフランス

法だけである。同法は、フランス企業に対し
て、その支配下にある会社や下請業者又は供
給業者によってサプライチェーン上で人権侵
害又は環境汚染が発生した場合に、損害賠償
責任を負わせている。この準則は、絶対的強
行法規に当たると解されており、途上国の法
が不法行為準拠法となる場合にも必ず適用さ
れる。もっとも、フランスでも立法時には産
業界から強い反対があり、当初の草案からは
大幅に後退した。対象企業は、フランスでの
従業員 5 千人以上（国内外で 1 万人以上）の
大会社に限定されており、当てはまるのは
300社未満である。また、対象行為も、フラ
ンス企業と確立した取引関係のある事業者に
よる「深刻な人権侵害」に限定されており、
しかも被害者側がそれを証明する責任を負
う。2019年には、ウガンダでの石油採掘をめ
ぐって環境保護団体がフランス企業のTotal
を提訴しており、2021年12月15日に破毀院が
職分管轄を肯定する判断を示した後、本案事
件が係属中である。

フランス以外の国では、先進国企業の損害
賠償責任を認めることへの強い抵抗がある。
スイスでは、立法過程において企業の損害賠
償責任を明記し、しかも証明責任を転換して
企業側に無過失を証明させることも検討され
たが、2020年11月の国民投票で否決された。
ドイツでも激論の末、サプライチェーン法で
は明文でドイツ企業の損害賠償責任を排除し
ている。他方、EUにおいては、構成国法が
区々に分かれているのを解消するために、固
有のデュー・ディリジェンス指令を制定する

30 Conflict Minerals Regulation ［CMR］ （EU 2017/821）.
31 渡邉純子・根本拓「国際通商政策の最前線・第 6 回 人権デューデリジェンスの実践」NBL1202号（2021年）91頁以下参

照。
32 Giesela Rühl, “Towards a German Supply Chain Act? Comments from a Choice of Law and a Comparative 

Perspective”, European Yearbook of Int’l Economic Law 2020, pp. 55 ff.
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ことが予定されており、2022年 2 月23日に 
は、欧州委員会提案（COM （2022） 71 final）
が公表された。同提案22条 1 項は、③類型と
してデュー・ディリジェンスに違反した企業
の損害賠償責任も定めており今後の立法の動
向が注目される。

４　日本
日本企業が、途上国で子会社又は請負業者

によって強制労働させられた者から損害賠償
や差止めを請求された場合には、どうなるか。
日本でも、親会社に対する国際裁判管轄は、
問題なく認められ（民訴法 3 条の 2 第 3 項）、
現地子会社や請負業者に対する併合管轄も認
められる（同 3 条の 6 後段）。ただし、たと
えば証拠が現地にしかない等の事情があれ
ば、当事者間の公平及び裁判の適正・迅速と
いう基本理念に照らして、日本の裁判所によ
る審理は相当ではないとして、訴えが却下さ
れる可能性はある（民訴法 3 条の 9 ）。

仮に日本の国際裁判管轄が肯定されたとし
ても、不法行為準拠法としては、原則として
損害発生地である現地の法が適用される（通
則法17条以下）33。また、不法行為には、常
に日本法が累積的に適用されるところ（特別
留保条項〔通則法22条〕）、日本法上は、上記
の欧州諸国における一般不法行為法と同様の
問題のために親会社の共同不法行為を基礎付
けるのが困難であり、損害賠償請求や差止請
求は否定されることが多いと思われる34。結
局、日本でも、被害者の司法的救済には限界
があるといわざるを得ない。

企業の社会的責任を実現するには、いずれ

は日本でもデュー・ディリジェンス法を制定
し、日本企業に報告義務や注意義務のほか、
場合によっては損害賠償責任を課すことが考
えられる。しかし、それには慎重な議論が必
要であろう。ユニクロ事件でも、当初ファー
ストリテイリング社は、原材料が新疆ウイグ
ル産ではなく豪州産と誤解していたという。
最終的な受益者である企業がどこまでサプラ
イチェーンを管理できるか、また管理すべき
であるかは、重要な問題となる。たとえば、
二次・三次の供給業者との関係では、企業の
損害賠償責任を外すという選択肢もありえ、
慎重に見極める必要があろう。

５　世界市場での公正な競争の確保
仮に欧州や日本でデュー・ディリジェンス

法の制定が進んだとしても、問題は残る。ま
ず途上国の被害者が先進国の裁判所で提訴す
るには、時間もコストもかかる。新疆ウイグ
ルの強制労働の被害者が日本でファーストリ
テイリング社等を提訴することは、あまり考
えられないであろう。

また、先進国企業は、デュー・ディリジェ
ンス法によって厳格な注意義務を課される
と、コストを避けるために、本拠を別の国に
移転させたり、子会社を問題のある途上国か
ら他の途上国に移転させたりする可能性があ
る。これは、「底辺への競争」（“race to the 
bottom”）を招き、国際的な人権保障の水準
を下げる方向に働くおそれがある。また、親
会社は損害賠償責任を負うと、そのコストを
商品に転嫁せざるを得ないため、優良企業が
市場競争において負けるおそれもある35。

33 横溝大「『ビジネスと人権に関する指導原則』と抵触法」論ジュリ1560号（2021年）42頁以下。
34 また、親会社が強制労働による安価な原材料を利用して利益を得ていることを不正競争とみるとしても、おそらくは市

場地法として親会社の本拠地法が適用され、日本の不競法 2 条の行為類型には該当しない。会社の従属法として設立準
拠法によるとしても、子会社の法人格否認や親会社の監督責任を基礎付けるのは困難である。

92 国際商取引学会年報 2022　vol.24

7．国際取引における企業の社会的責任

065-100_आݓ_責.indd   92065-100_आݓ_責.indd   92 2022/09/07   16:132022/09/07   16:13



世界市場での公正な競争を確保するために
は、長期的には、国際的なスタンダードとし
て人権遵守義務が確立することが望ましい。
国連人権理事会でも、人権デュー・ディリジェ
ンスを義務化し、条約として採択することが
検討されている。もっとも、その実現には、
まだ長い道のりがあろう。そこで、企業の社
会的責任を実現するためには、被害者の司法
的救済以外の方策も重要になる。

Ⅲ　企業の社会的責任を実現す
る手段

１　通商政策
通商政策としては、近時の多数国間の通商

協定や投資関連協定は、人権保障・労働者保
護条項や環境保護条項を置いてその遵守を促
す傾向にあり、注目される36。CPTPPや日欧
FTAにおいても、基本的ILO条約による中核
的労働基準の遵守（労働条件、強制労働禁止、
差別待遇禁止等）が規定されている。2021年
6 月のG 7 サミットや10月のG 7 貿易大臣会
合でも、サプライチェーンにおける人権侵害
や強制労働の排除が合意されたことは、記憶
に新しい37。

他方、単独通商措置として、EUにおいては、
一般特恵関税（GSP）原産地規則が中核的な
人権保障及び労働者保護の要請を定めてお
り、カンボジアからの輸入を禁止した例があ

る38。
米国は、より強力な措置をとってきてお

り、商務省産業安全保障局によるデュアル・
ユース品目輸出規制や、マグニツキー法に基
づく人権侵害行為の加害者に関する米国資産
の凍結及び取引禁止等の制裁措置を発動して
きたほか、米国関税法307条39に基づいて外
国での強制労働による商品輸入禁止のための
貨物引渡保留命令（WRO）を発令してきた。
ウイグル問題については、米国は、2000年 6
月17日に「新疆ウイグル人権政策法」を制定
した後40、2021年 1 月には、新疆産の綿花・
トマト等及びその加工品について強制労働に
よるものと推定して（ただし反証可能）輸入
禁止措置をとり、ユニクロ製品の輸入も差し
止めたほか、同年 7 月には、ポリシリコンを
含む20業種へと対象を拡大した。さらに米国
は、2021年12月23日「新疆ウイグル強制労働
防止法」によって対象品目を新疆製品全般に
拡大し、また多数の中国企業について米国へ
の輸出又は米国からの投資を禁止しており、
制裁措置（米国資産の凍結、入国禁止又は刑
事制裁）も整備するに至っている41。それゆ
え、日本企業も直接の取引先以外にも、二 
次・三次の調達先に新疆が含まれていないか
を確認せざるを得ず、大きな影響を受けてい
る。

ただし、EUや米国による人権保障を目的
とした禁輸措置は、世界貿易機関（WTO）

35 Giesela Rühl, “Unternehmensverantwortung und （Internationales） Privatrecht”, Bericht der dt. Gesellschaft für Int. 
Recht 50 （2020） 123 ff. ただし、FTA労働規制や米国輸入制限においては、第三者からの情報提供によって、不当に安
価に製品を製造・販売している競業者を告発する可能性はある。

36 根本拓ほか「人権問題への通商政策的アプローチ⑴～⑵」NBL1192号39頁以下、1194号57頁以下（2021年）。
37 https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211022008/20211022008.html
38 EU規則978/2012号（2023年12月末失効）。デュアル・ユース規則による輸出規制（EU規則428/2009号）あり。
39 Sec. 307 of the Tariff Act of 1930 （19 U.S.C. §1307）.
40 S.3744 -Uyghur Human Rights Policy Act of 2020.
41 H.R.6256 -To ensure that goods made with forced labor in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of the People's 

Republic of China do not enter the United States market, and for other purposes. 
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が掲げる自由貿易の原則と相反するものであ
り、GATTによる内国民待遇（ 3 条）及び数
量制限の一般的廃止（11条）と、一般的例外

（20条）との関係が問題となる。学説の中には、
EUや米国の禁輸措置が以上の要件を満たし、
またGATT20条ａ号（公徳の保護）、ｂ号 

（人・動物・植物の生命又は健康の保護）及
びｅ号（刑務所労働の産品）によって正当化
されるという見解もある42。しかし、20条の
適用範囲及び解釈、並びに国家管轄権の射程
に照らして、この点を否定する学説も有力で
ある43。また、GATT20条柱書によれば、一
般的例外が妥当するには、禁輸措置の妥当性、
目的との合理的関連性、対象産品と人権侵害
との関連性の認定に関する透明性、関係者へ
の意見陳述の機会提供等が要件となる。それ
ゆえ、仮にEUや米国の禁輸措置が広くミャ
ンマーやバングラデシュ等の人権侵害も対象
とするのであれば許容されうるが、新疆ウイ
グルを狙い撃ちにすれば、WTO協定違反と
なりえよう44。もとより強制労働の禁止や人
権保障は、通商上も尊重されるべき価値であ
るが、WTOが自由貿易の推進を重視し、人
権保障、環境保護及び公衆衛生等の非貿易的
関心事項に十分に配慮していないことはつと
に指摘されており45、今後の発展が俟たれる
点である。

一方、中国は、米国への対抗措置として、
2020年12月 1 日に輸出管理法を制定したほ

か、2021年 1 月 9 日には商務省が「外国の法
律および措置の不当な域外適用を阻止する規
則」46を公布した。同規則によれば、外国の
法律又は措置が不当に域外適用される場合
に、中国当局は禁止令の発令や報復措置をと
る権限をもつほか（ 7 ・12条）、当該外国の
法律又は措置に従うことで中国公民や法人そ
の他の組織の権益を侵害した又は損害を与え
た者に、訴訟上損害賠償を命じうる（ 9 条）。
同規則は、対象となる外国の法律又は措置を
具体的に列挙せず、一般的に国際法及び国際
関係の基本準則に違反して不当に域外適用さ
れる法律又は措置であって、中国の主権・安 
全・発展の利益に影響し、中国公民や法人そ
の他の組織の合法的な権益に影響し、正常な
経済・貿易活動を妨げるものと定義するに過
ぎない（ 6 条）。それゆえ、外国企業も制裁
の対象となりえ、日本企業が米中による制裁
措置の板挟みになるリスクもある47。

そこで、日本企業も、同規則上の義務の内
容や調達先を精査し、米国向けと中国向けの
サプライチェーンや取引部門を切り離すなど
の工夫をしているという。もっとも、企業が
調達先を変更して米国向けの輸出を確保した
としても、H&M（スウェーデン）やアディ
ダス（ドイツ）、ナイキ（米国）のように、
新疆綿の使用や労働者の雇用を停止した結
果、中国において大規模な不買運動に見舞わ
れた例もある。結局、外国企業は、米中いず

42 根本ほか・前掲注（36）「人権問題への通商政策的アプローチ⑵」62頁以下。
43 2021年10月30日日本国際経済法学会30周年記念大会・川島富士雄報告「米中の戦略的競争と国際経済秩序の構造変化：

価値多極化を受けたルールの再設計」参照。
44 川島富士雄「米国のエビ・エビ製品の輸入禁止」松下満雄ほか編『ケースブックWTO法』（2009年、有斐閣）134頁以下、

WTO Analytical Index - Interpretation and application of WTO agreements 567 ff. （https://www.wto.org/）参照。
45 伊藤一頼「国際経済秩序の転換と立憲主義――危機の時代か変化の時機か」寺谷広司編・伊藤一頼編集補助『国際法の

現在――変転する現代世界で法の可能性を問い直す』（2020年、日本評論社）354頁以下参照。
46 中華人民共和国商務部令 2021年第 1 号（https://www.cistec.or.jp/service/uschina/34-20200113.pdf）。
47 中谷和弘「米国法と中国法の域外適用の板挟みになる日本企業――対応をめぐって」国際商事法務49巻 4 号（2021年）

455頁以下、村尾龍雄・荒木源徳「『外国の法律及び措置の不当な域外適用を阻止することにかかる弁法』（商務部令2021
年第 1 号）の衝撃――米中貿易摩擦により翻弄される日本企業」同誌49巻 6 号（2021年）721頁以下。

94 国際商取引学会年報 2022　vol.24

7．国際取引における企業の社会的責任

065-100_आݓ_責.indd   94065-100_आݓ_責.indd   94 2022/09/07   16:132022/09/07   16:13



れか一方の市場を優先せざるを得ず、単独通
商措置のしわ寄せが私企業に行く可能性は否
めない。

外国による禁輸措置の域外適用（米国のイ
ラン制裁など）については、EUを始めとし
て48対抗立法（Blocking Statutes）を行う例
もあり、国家間の利害対立が先鋭化すること
が多い。今般の人権保障を理由とした単独通
商措置は、米国が対中貿易戦争における中国
包囲網の一環として先導している側面もあ
り、着地点はまだ見えない。長期的には、調
達先の変更や和綿の復活などによって49、サ
プライチェーンが動態的に変容していくであ
ろう。

２　ソフトローの意義
企業の社会的責任については、ソフトロー

も重要な役割を果たしてきた。国際規範とし
て、上述の「ビジネスと人権に関する指導原
則」やSDGsなどは、世界的に基本理念を示
すための指針となってきた。また、業界の自
主規制として、コーポレート・ガヴァナン 
ス・コードやスチュワードシップ・コードも
企業による人権尊重を謳っている。各国にお
いてはESG投資も浸透しており、外国投資家
による日本企業への投資を促進するには、強
制労働がなく、労働者の人権が保障されてい
ることを示す必要がある。そこで、日本政府
は財界の要望を受けて、ようやく2021年 6 月

にILO「強制労働の廃止に関する条約」（1957
年）への加盟を決定し、必要な関係法律の整
備を行った50。また、各国においては、特に
米国による貿易管理及び輸入禁止措置を通じ
て、間接的に人権侵害によって製造された製
品を忌避する意識も高まってきた。ラベリン
グ規制によってサプライチェーン上での人権
侵害がないことを証明させる手段も、製品の
市場における評価を投資家や消費者にゆだね
ることで、間接的な規制となりうる51。

日本においても、2021年 5 月にユニクロ製
品の米国輸入差止めが明らかになって以来、
他の主要企業も喫緊の課題として、自らグ
ローバル・サプライチェーンの調査を開始し
た。アパレル業界の主要50社は、これまで新
疆綿の使用状況を確認し、対応を決めてき 
た52。花王は、インドネシア・スマトラ島の
パーム油農園など5000 ヶ所を調査した。製
造業においても、日産自動車、マツダ、日立
製作所、三菱重工業等の主要企業が、アジア・
アフリカの取引先や従業員の労働環境の調査
に乗り出している53。日本企業にとっては今
後、サプライチェーン上での人権保障をいか
にして確保していくかが重要であり、商社を
介した契約の連鎖の中で、契約上の義務とし
てコンプライアンスを求めることも有効であ
ろう。

アジアの途上国においては、これまでもソ
フトな解決策が図られてきた。ナイキ社によ

48 Council Regulation （EC） No 2271/96 of 22 November 1996 protecting against the effects of the extra-territorial 
application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom, O.J. L 309/1; 
amended lastly by Commission Delegated Regulation （EU） 2018/1100 of 6 June 2018, O.J. L 199/1.

49 日本経済新聞「和綿、 3 度目の挑戦――情熱と社会変容が織りなす物語」（2021年12月 3 日電子版）。
50 令和 3 年 6 月16日「強制労働の廃止に関する条約（第百五号）の締結のための関係法律の整備に関する法律」（法律第75

号）。
51 藤井康次郎・石戸信平・川崎勝暉「人権・環境の保護と国際投資政策――投資関連協定をめぐる近時の動向を中心に」

NBL1200号（2021年）111頁以下。
52 日本経済新聞「新疆綿、ワールドやミズノ使用中止――ウイグル人権配慮」（2021年 5 月21日電子版）、同「ファストリ、

2 期ぶり最高益――中国成長に鈍化懸念も」（2021年10月14日電子版）。
53 日本経済新聞「アパレル、『ウイグル』が迫る生産履歴確認の厳格化」（2021年 5 月20日電子版）。
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るパキスタンやインドネシア等での児童労働
が問題となった際には、広範な不買運動が起
こったため、同社は労働条件を大幅に改善し
た。また、バングラデッシュのラナプラザ事
件は、 29の欧米アパレル企業の縫製工場が
入っていた建物が倒壊したもので、縫製工を
中心に死者及び行方不明者が1500人以上、負
傷者が2500人以上にのぼり、ファッション史
上最悪の事故となった。事故後には、ILOや
NGOの仲介による和解交渉が行われ、ILOは
全企業が計 3 千万ドルをラナプラザ信託財団
に支払うことを提案した。欧米では消費者に
よる抗議運動が広がる中で、ベネトン・グルー
プは和解に応じ、割当分の55万ドルを越える
計160万ドルを自発的に支払った。また、
ILOが主導して国内外のステークホルダーの
合意による労働安全衛生管理制度を構築し、
バングラデッシュ政府も労働者災害補償制度
を整備して、労働環境の改善を図ってきた54。
これらの措置は、加害者の法的義務を明確化
することなく、第三者を介した和解によって
被害者救済を図るもので、人権侵害への対応
策としては、当事者間の対話を基本とした交
渉や調停の枠組みも有効な場合があるといえ
よう。

Ⅳ　今後への展望

日本における企業の社会的責任には、長い
伝統がある。すでに江戸時代から明治時代に
かけて、近江商人は、「三方よし」（「売り手よ
し、買い手よし、世間よし」）を提唱した55。

1970年代に公害問題が多発した際にも、企業
の社会的責任が問われた経緯がある。今後日
本で人権保障を担保するには、デュー・ディ
リジェンス法の制定や貿易管理体制の充実な
ど、多様な制度的担保が必要であろう。また、
日本はアジアで自由かつ公正な市場を実現す
るのに重要な役割を負っている。ただし、ア
ジア諸国にも人権保障を発信していくには、
まず足元から徴用工問題を解決し、ベトナ 
ム、フィリピン等からの技能実習生の劣悪な
労働条件を改善する必要があろう。

本稿で論じたように、企業の社会的責任を
実現するためには、先進国での司法的救済だ
けではなく、貿易管理措置やESG投資、企業
統治の促進、企業への指導や情報提供など、
様々な手段によるグローバル・ガヴァナンス
を考える必要がある。また、今後は司法的救
済としても、東南アジアやアフリカ等の途上
国の司法制度を発展させ、被害者が現地の裁
判所を利用できるようにする方法も考えるべ
きであろう。ナイジェリアでの石油漏出事故
のように、過去に発生した損害の賠償だけで
はなく、将来に向けた差止めや是正措置の実
効性を確保するには、現地の裁判所によるモ
ニタリングが不可欠である。被害者救済のた
めにも、現地の裁判所を利用できるように、
先進国が法整備支援等を通じて関与すること
も重要であろう。

今般のSDGsの議論に見られるように、国際
社会に共通の価値を実現していくためには、
地球規模での問題解決が求められる。各国の
気候変動訴訟（Climate Change Litigation）

54 詳細は、https://www.ilo.org/global/topics/geip/WCMS_614394/lang--en/index.htm. ベネトンについては、Benetton 
Press Release of 17 April 2015, “Benetton Group doubles Compensation for Rana Plaza Trust Fund recommended by 
independent assessors”（https://www.benettongroup.com/）参照。 

55 2004年環境省請負事業「開発途上地域における企業の社会的責任CSR in Asia」（https://www.env.go.jp/earth/coop/ 
oemjc/csr_asia/CSR_in_ASIA_00.pdf）。
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においては、人権規範に照らして政府の気候
政策の是非が問われている56。また、2021年
5 月26日オランダ・ハーグ地方裁判所判決57

は、17,379人の原告を代表する 7 つの環境保
護団体がロイヤル・ダッチ・シェルに対して
提起した訴訟において、温暖化による危機的
な気候変動は人権への深刻なリスクであると
し、世界中で2030年までに2019年比で45％
CO2を削減するよう命じた。日本政府も、
2050年までにCO2排出量を実質ゼロに、2030
年度のCO2排出量を2013年度から46％減ら
す目標を立てており、企業にCO2排出量の開
示を求める等の企業統治を活用したり、日銀
が金融機関による気候変動対応の投融資を慫
慂したりするなど、様々な施策が進みつつあ
る58。企業の社会的責任を実現し、自由で公
正な市場を達成していくには、経済界及び政
府とも密接に連携して、妥当な手段を考える
ことが必要になる。そのためには、経済界の
側もSDGsが日本企業の国際的な競争力及び
収益性を向上させるためにどのようなインパ
クトをもつのか長期的かつ多角的な視点から
見極め、必要な方策を立てていくことが重要
になろう59。今後の発展に期待したい。

56 オランダ最高裁判所2019年12月20日判決（ECLI:NL:HR:2019:2006）は、オランダ政府にCO2排出削減及び人権保障の義
務がある（欧州人権条約 2 ・ 8 条が根拠）とし、2020年までにCO2排出量を25％削減するよう求めた。また、ドイツ連
邦憲法裁判所2021年 3 月24日決定（NJW 2021, 1723）は、気候保護法が2030年までに過大なCO2の排出を許しており、
それ以降は過酷な排出制限措置を必要とするために、申立人らの自由権が著しく制約されるとした（島村健「SDGsと気
候訴訟」ジュリ1566号（2022年）51頁以下参照）。

57 ハーグ地方裁判所2021年 5 月26日判決（ECLI:NL:RBDHA:2021:5337）。詳細は、島村・前掲注（56）53頁参照。本件では、
ローマⅡ規則 7 条に従い、結果発生地法ではなく、行動地法としてのオランダ法が適用された。

58 日本経済新聞「CO2排出量の開示拡大、スタートアップの商機に」（2021年12月28日電子版）、同「脱炭素の挑戦、厳し
い現実〈混迷2021〉日本『30年度に13年度比46%減』米に呼応、政策詰めは後回し」（同12月27日）、同「日銀気候変動
オペ、整う『グリーニアム』の素地――利用額は 2 兆円に」（同12月24日）ほか。

59 松井智予「コーポレート・ガバナンスとSDGs」ジュリ1566号（2021年）68頁以下。
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西 谷 報 告 コ メ ン ト
齋藤　彰

神戸大学名誉教授

何よりも国際私法分野の研究者による思い
切った提言として、西谷報告を歓迎したい。 
本報告の基本的な視点として、国際私法の伝
統的な立場を超えて、グローバルな公共政策
を促進するためのツールとして、この分野で
蓄積されてきた知見を、根本的に再編成する
必要性が示されたものと理解する。 以下で
は、 そうした基本姿勢に賛同する立場から、 
さらに議論を発展させる上で必要と思われる
諸点を指摘する。

本報告は、多国籍の関係会社間における 
サプライチェーンに関連して、 海外の 発展
途上国に置かれた関係会社が人権問題を生じ
た場合に、その被害者を有効に救済するため
の 国際私法的な対応が 議論の中心としてい
る。しかしサプライチェーンが人権にもたら
すインパクトを論じる上で、 こうした射程の
設定はやや狭すぎるように思われる。例えば
ユニクロが販売するウィグル綿を用いた疑い
のあるシャツが米国で輸入禁止となったケー
スでも、その原因はユニクロまたはその関連
会社が直接ウィグルでの人権侵害に関与した
ことを意味するわけではない。しかし国際的
に張り巡らされた製造過程のどこかで原材料
の中にそうしたものが流入してしまえば、世
界中に膨大な人数の購買者を有するグローバ
ル企業は、結果的に人権侵害の構造を資金的
に支援することになる。

地球上に張り巡らされたサプライチェーン
自体は良い製品を安価に作るために発展した
仕組みであり、それ自体は産業構造の効率性
を高める。しかし適切に運営管理されなけれ
ば、こうしたサプライチェーンの特性を悪用
する形での犯罪行為を助長してしまう。現代
奴隷を用いたり環境破壊を伴う方法で製造さ
れたりした安価な材料を社会環境の乱れた地
域で製造してサプライチェーンに乗せること
で、巨額の利益を貪る犯罪者が繁殖する隙が
生み出されやすくなる。それを防止するに 
は、グローバルビジネスに関わる企業が自社
製品のサプライチェーン全体を厳格に監視す
る必要があり、そのコストは大きい。しかし
こうした問題は、私たちが見て見ぬ振りをす
ることを許さないところまで悪化してきた。

現代奴隷制という言葉は、日本では耳慣れ
ないかもしれない。しかしアメリカやイギリ
スではすっかり定着しており、西谷報告も触
れているように現代奴隷法（Modern Slavery 
Act）という名の法律がイギリスでは2015年
に制定され、各企業は調査報告書を公表する
義務を負う。現代奴隷制にはグローバル企業
からの賄賂が絡む事例も少なくない。ケビン・
ベイルズ『環境破壊と現代奴隷制』（2017）
はサプライチェーンとの関係を詳細に説明し
ている。ベイルズの実態調査によると、パソ
コンや携帯電話の場合、11段階ものサプライ
チェーンを通じてその製造が行われ、消費者
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の手元に届く。その何れかの段階で紛争鉱物
が紛れ込んでしまうと、私たち消費者はそう
した製品を購入することにより間接的に現代
奴隷制を支援する結果となってしまうのであ
る。 

このようにサプライチェーンに関する人権
問題は世界中で広く認識されてきた。ウィグ
ルにおける人権侵害問題はオーストラリアの
シンクタンクが詳細なレポートを公表したこ
とで世界中の注目を集めたが、同レポートて
はユニクロ以外にも日本企業を含めた多数の
グローバルブランド企業が列挙されている。
こうした情報の共有が日本では進まず、海外
先進国との落差は広がっている。日本メディ
アの国際人権問題への反応の鈍さは今に始
まった問題ではないが、グローバル化のイン
パクトが加速する現状において、それは極め
て危険な兆候である。例えば日本の有名企業
による技能実習生の労働条件が現代奴隷制と
の関連で名指しで批判されることもあるが、
かえって日本国内において認識されていな
い。

こうした問題に立ち向かうため人類は利用
可能な手段を効果的に組み合わせて用いる必
要があり、法制度もその有力な手段の 1 つで
ある。しかし昨今の国際情勢を見れば、政治
外交的に決着すべき問題が目に付く。本稿執
筆時点で、ロシアによるウクライナへの軍事
侵攻が行われており、先ほどプーチン大統領
が核兵器の使用を示唆する発言をした。香港・
ウィグル・ミャンマー・アフガニスタン等に
おいて生じている深刻な人権問題は法制度だ
けで立ち向かえるものではない。とくに香港
やミャンマーのように問題が一つの主権国家
内部で完結しているように見える場合、現在

の法制度的対応はあまりにも無力なように思
われる。

西谷報告では、国際私法のみならず、国際
公法・ソフトロー・通商法等をも視野に入れ
られる。筆者はそれらに加えて、 刑事処罰も
検討される必要があると考える。企業の社会
的責任を考えるときに、日本ではそれを取締
役や従業者個人の責任と直結させる考え方が
強い。しかし企業にはそれ全体を包み込む組
織文化があり、それ自体が企業の社会的役割
からの逸脱を導く現実を直視する必要があろ
う。企業に科される刑事罰は、その意味では
個人の刑事責任を問う伝統的刑法理論とは異
なった視点から再構成される必要があろう。
人類史上における大惨事の多くは組織の失敗
から生じた。しかし人々の豊かな生活を実現
するのもまた組織であり、個人の幸福も多く
は組織を通じて実現される。要はどのように
すれば組織を人々に有益で価値あるものとし
て用いることができるかであろう。企業活動
に対する規制環境の強化を行政の権力拡大へ
の追い風と捉えたり、法律家の存在感を高め
る好機と考えるような自己中心的対応こそ
が、こうした問題の正確な理解と根本的に矛
盾する。分野や地域を超えた多様な情報共有
と政策的協調とが一層重要になってきてお
り、各国法制度間でも真剣な対話と協力とを
導く能力を、私たちは加速的に高めていかな
ければならない。日本社会がそうした方向へ
と軌道修正されることを切に願う。

国際私法に話を戻せば、その経験的蓄積と
して、 各国民国家間にける法制度の併存を認
め、そうした制約のなかで法制度間に生じる
深刻な対立を回避する方法を発展させてき
た。 国家の枠を超えた人々の活動が少なかっ
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た時代には法制度間の相互尊重を軸とした形
式的対応がその中心的役割であった。しかし
グローバル化が大きく進展した現在、国際私
法に期待される役割はそれでは足りず、グ
ローバルな公共政策実現に向けた各法システ
ムの歩み寄りと協力関係構築の促進へと変化
することが求められている。西谷報告が示唆
するものは国際私法のこうした新たな役割で
あると考える。そうしたモデルの国際私法は、 
日本でも注目されるようになったハーグ子奪
取条約において先駆的に現れている。本条約
は、各国の司法制度間の国際的協力に向けた
ネットワークを構築することにより、 国境を
越えた子供の連れ去りがもたらす深刻な人権
侵害問題に対応することである。本条約にお
いて、国際私法はすでに伝統的枠組みを超え、
公共政策実現に向けた法制度間のコーディ
ネートに着手している。

人類の未来を考える上で、ビジネスのグ
ローバル化によって国境を超えて張り巡らさ
れたサプライチェーンが実現する価値は極め
て大きい。それは先進国の消費者を豊かにす
るだけではなく、発展途上国が豊かになるた
めの希望でもある。それをどのようにすれば
人類の未来に貢献するものとできるのか。そ
の方法を真剣に探求することが社会科学に課
せられた大きな責務である。
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はじめに

暗号資産に関しては、ユースケースが多様
化してきており、資産運用対象としても伸び
てきている。しかしながら、わが国における
法規制や会計処理は暗号資産関連のビジネス
を行うためには日本国内で取引される暗号資
産の種類が限られていることからビジネスの
制限があったり、また暗号資産の投資信託と
しての組成を認めないといった制約が設けら
れているなど、暗号資産に望ましい環境とは
言い難いと聞くことがある。その一方で暗号
資産を取り巻く環境としては、国境がなく、
わが国の暗号資産交換業者で利用できない
サービスを利用したい場合、他国の暗号資産
交換業者にインターネットでアクセスして利
用している。わが国は暗号資産のために資金
決済法を改正して対応してきていたが、その
発展のために資することができているとは言
い難い。

法制および会計処理も国によって異なって
おり、変化の途上にある。既存の法律を適用
しようとする米国やドイツのようなアプロー
チもあれば、フランス、スイスやリヒテン 
シュタインのように暗号資産に係る法制を整

備して発展させようと取り組んでいる国もあ
り、本稿においては、暗号資産に係る各国に
おける法規制および会計税制について比較検
討することとしたい。なお、本稿における暗
号資産は、わが国の資金決済法において暗号
資産として定義されている暗号資産を対象と
しつつ、海外の議論においてはそれぞれの国
における暗号資産を対象とすることとして論
ずることとしたい。

Ⅰ．暗号資産の持つ特徴

暗号資産の特徴として、①誰かの債務と
なっていない、②相対取引（Peer to Peer）、
③決済の媒体がデジタル、である点が挙げら
れ1、これらが法規制や会計税務に影響して
くる。誰かの債務となっていない、というの
は、相手方が不在であることから、契約関 
係、債権債務関係にないこととなる。暗号資
産は中心において運営している機関が存在し
ない、つまり非集中的な、自律的に事前にコ 
ードとして決められたルールに従って動くこ
とが前提とされている。そのため、「コード
は法である2」として既存の法制度から制約
を受けることを嫌う向きも多いとされてい
る。

暗号資産に係る各国における
法規制および会計処理

栁田　宗彦
モーニングスター株式会社 マネージャー

1  BIS Committee on Payments and Market Infrastructures, Digital currencies, 2015, at https://www.bis.org/cpmi/publ/
d137.pdf.
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暗号資産が相対取引であることは運営して
いる銀行などのように中央で管理する業者が
いないこととなり、運営業者を規制対象とす
ることはできない。しかし、暗号資産そのも
のの運営業者ではないものの、暗号資産から
法定通貨に交換する場に暗号資産交換所とし
ての業者が存在していると、その業者が規制
できる対象とされてくる。しかし、DeFi（分
散型金融：Decentralized Finance）3として、
交換する場にすら存在する業者がないなどの
規制する側として対応しづらい場合も生じて
くる。

暗号資産は決済手段と利用するためには、
価格変動が大きいため使いづらいが、長期的
には価値は増加しており、わが国では投機的
な利用が多いとされている。しかしながら、
海外においては暗号資産に伴う技術である分

散型台帳技術の一つであるブロックチェー 
ン4を活用したビジネスが広がっており、エ
コシステムが構築されていることから、投資
だけから次のステップへと移っているとされ
る。

暗号資産そのものとして、資金決済の低廉
化として用いられる場合があり、国によって
は、資産運用手段として投資信託やETFと
して組成することが認められていることもあ
る。日本ではさらにはまだこれからではある
が、用途が広げられている国もある。

Ⅱ　暗号資産に係る私法の状況

１　私法における課題
私法における課題の一つは、「暗号資産は

所有権の客体となるか」ということである。

図 1　暗号資産の特徴

誰かの債務となっていない

決済の媒体がデジタル相対取引 Peer to Peer

現金

暗号資産

CBDC 銀行預金

（出所）Committee on Payments and Market Infrastructures, Digital currencies, 2015.

2  ローレンス・レッシグ著（山形浩生訳）『CODE VERSION 2.0』（翔栄社、2007）「第一章コードは法である」1-12頁参照。
サイバー空間においては、一般社会における法による規制に代わって、プログラムにおけるコードが何を行えるのか行
えないのかといった規制する法として機能としていると記している。

3  分散型金融：は、中央に金融機関のような管理者を置かずに自律的に運営され、ブロックチェーン上でスマートコント
ラクト（あらかじめ決められた条件を満たした場合にのみ契約を自動的に執行する仕組み）を活用して構築・運用され
る分散型の金融サービス。間に立つ業者の存在しない交換所として分散型暗号資産交換所、暗号資産のレンディングサ 
ービスなどのサービスが存在している。

4  分散型台帳技術は、データを複数箇所で集中させずに分散してそれぞれで完全なデータを共有する技術。ブロックチェー
ンは、分散型台帳技術の一つであり、データをブロックのように暗号技術を使ってつなぎ合わせて保管する方法であり、
過去のデータの改ざんを難しくする方法。
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暗号資産は有体物ではなく、また、暗号資産
の発行者は不在であり債権債務ではないとい
うことから、物権の対象ならず、暗号資産の
発行者が不在であることから契約関係でもな
いこととなる5。

わが国における私法の観点からみると、東
京地裁平成27年 8 月 5 日判決などいくつかの
裁判6においては、ビットコインについて有
体性を欠くため、わが国の民法における物権
である所有権の客体とはならないと判示して
いる。また、そのことにより、破産時の取戻
し権が認められないこととなり、不利益が生
じるようになっている。暗号資産の私法上の
位置づけについては、民法における財産権お
よび物権の対象とはならないとする見解、物
権的ルールを適用すべきとの見解、財産権の
対象であり、通貨的な扱いをすべきとする見
解などがあるが、定説はまだなく7、取り扱
いが不明確となる要因ともなっている。通常
の取引などについては監督法でカバーできる
のであろうが、通常ではない場合については
民法の所有権が確定していることが望ましい

と考えられる。
一方、判例法に基づいている米国、英国で

は、判例が認めれば新たな物権を創設するこ
とが可能であり、物権法定主義は法律上明記
されていない。しかし、英米法においても、
当事者間の契約により自由に物権的権利を作
り出すことはできないという物権法定主義が
判例において認められている8。一方、大陸
法である、わが国やドイツ、フランス、スイ
スなどでは法定された物権の対象としてどの
ように捉えるべきなのかという観点から検討
すべきである。

２　海外における私法における取り
扱い

米国においては、UCCにおいて、「一般の
無形動産」として取り扱われる見解9、「無
形人的財産として取り扱う見解がある10。

英国においては、2019年11月に英国政府の
支援を受けて設立されているローテック・ 
デリバリー・パネルのタスクフォースは、 

「暗号資産およびスマートコントラクトに関

5  暗号資産の破産・民事執行時の取り扱いについての課題もある。所有権の対象物ではない暗号資産は対象とならないこ
とから、東京地裁の例のように取戻しが認められないこととなる。伊藤眞「仮想通貨（暗号資産）と倒産法上の問題」
伊藤眞ほか編『倒産手続の課題と期待―多比羅誠弁護士喜寿記念論文集』3-26頁（商事法務、2021）、石井教文「仮想通
貨保有者からの債権回収」金法2092号 4 - 5 頁（2018）、高松志直「電子マネーおよび仮想通貨に対する強制執行」金法
2067号56-57頁（2017）などにおいて検討されている。

6  東京地判平成27年 8 月 5 日（平成26年（ワ）第33320号）は、破産したマウントゴックスに預けていたビットコインを引
渡すよう求めた事件であったが、ビットコインを客体とした所有権について否定されている。以降に発生した裁判例に
おいても同様に所有権は否定されている。

7  拙稿「暗号資産（仮想通貨）の交換業者において取引する者に係る私法上の考察」国際取引法学会誌 5 号151-172頁（2020）
参照。暗号資産の私法的位置づけについては、加毛明「仮想通貨の私法上の法的性質─ビットコインのプログラム・コー
ドとその法的評価─」金融法務研究会報告書（33）「仮想通貨に関する私法上・監督法上の諸問題の検討」（2019） 1 -34 
頁、道垣内弘人「仮想通貨の法的性質─担保物としての適格性─」近江幸治先生古希記念『社会の発展と民法学（上）』 

（成文堂、2019）489-502頁、本多正樹「仮想通貨の民事法上の位置付けに関する一考察⑴」民商法雑誌（2018）921-956 
頁、同⑵民商法雑誌（2019）1194-1222頁、森田宏樹「仮想通貨の私法上の性質について」金融法務事情2095号（2018）
14-23頁など多数において論じられている。

8  能見善久「信託と物権法定主義」西原道雄先生古稀記念『現代民事法学の理論（上）』45頁（信山社、2001）。
9 Jeanne L. Schroeder, Bitcoin and the Uniform Commercial Code, 47-53, 24U. MIAMI BUS. L. REV.1 （2016）. 辻岡将基

「ビットコインの決済利用と流通の保護─UCC第9編の議論を素材として」金法2068号35頁は、米国においてUCC9編に
基づき人的財産権を対象とした担保権の対象となるとの議論があるとしている。

10 Ryan J. Straus & Matthew J. Cleary, The United States, Hoegner ed, THE LAW OF BITCOIN （iUniverse, 2015）, at 
185-189. ただし、そこでは、ある者が秘密鍵を知っているといっても、ビットコインアドレスと権利者を確定的に結び
つける方法がなく裁判所によって否定される可能性があるとする。
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する声明11」を公表し、暗号資産を財産権
（property）と認めた。

大陸法において物権法定主義をとっている
とされるフランスでは、物権の対象に有体物
だけでなく無体物も含めており12、また、 

「物」を直接に規定するのでなく、「財」とい
う視角から法典が編纂されているため、「動
産」概念は「開かれたカテゴリー」であり、
民法典制定以来、今日に至るまで社会の発展
に伴って生み出されてきた新たな財（無体
財）、すなわち「知的財産」、「顧客」、「有価
証券ポートフォリオ」などを「動産」として
受け入れてきた13とされている。つまり、フ
ランスでは物権法定主義を採りながら動産を
有体物に限定しないアプローチをとってい
る。

ドイツにおいて、暗号資産は民法90条で規
定される「物」には該当しないとされ、同法
903条以下で規定される所有権の対象にはな
らず、同法929条で規定する合意による所有
権の移転も観念できない14とされており、わ
が国に近い物権に関しての取扱いとされてい
る。

スイスにおいては、2018年に連邦参事会は
「ブロックチェーンの法的枠組みに関する報
告書」を採択し、民法の観点から、ブロック
チェーン内に価値を内在するビットコインな

どのトークンは無形資産とされており、外部
の法的地位を表すトークンであるセキュリ
ティトークンに紙の証券と同じ無形資産であ
ることを明確化するよう民法改正で対応を
行っている15。

Ⅲ　暗号資産に係る監督法の状
況

１　監督法における課題
以上のような私法としての検討も踏まえつ

つ、暗号資産は何として監督するのかを検討
していく必要がある。まずは既存の監督法と
しての対象物である、通貨、金融商品、外国
為替、証券、コモディティとしてなのか、ま
た、暗号資産という別のカテゴリーを作るか
を考える必要がある。

アプローチは既存の法令をあてはめるの
か、新しく法律を作るのか、法律を変えに行
くのかがあろう。わが国は資金決済法で暗号
資産の定義を行い、別のカテゴリーを作り、
対応をしている。

２　わが国の監督法における取り扱
い

わが国における暗号資産の定義は、資金決
済法第 2 条第 5 項における「物品を購入し、

11 The Law Tech Delivery Panel, UK Jurisdiction Taskforce, Legal statement on cryptoassets and smart contract, 31-34, 
2019. 暗号資産をイングランドとウェールズの法律において、スマートコントラクトをイングランドの法律の下での「法的
強制力のある合意」と定義した。英国高等法院の裁判（AA v Persons Unknown & Ors, Re Bitcoin ［2019］ EWHC 3556 

（Comm））において、ビットコインなどの暗号資産は財産であることを採用するにあたり、ローテック・デリバリー・
パネルの見解を考慮している。さらに、2021年11月には、イングランドとウェールズの法律委員会（Law Commission）
がローテック・デリバリーの声明の結論に基づいてスマートコントラクトについての報告書（Smart legal contracts: 
advice to Government）を公表している。

12 四宮和夫＝能見善久『民法総則〔第 8 版〕』158-159頁（弘文堂、2010）、森田宏樹「財の無体化と財の法」吉田克己＝片
山直也編『財の多様化と民法学』90頁（商事法務、2014）など。

13 片山直也 ｢財産-bien及びpatrimoine｣ 北村一郎編『フランス民法典の200年』178頁（有斐閣、2006）。
14 森下哲朗「講演録FinTech時代の金融法の課題」資本市場374号63頁（2016）、神作裕之「ドイツにおける暗号資産およ

びICOの監督法上の取扱い」金融法務研究会『仮想通貨に関する私法上・監督法上の諸問題の検討』93-118頁（2019）。
15 The Federal Council, Legal framework for distributed ledger technology and blockchain in Switzerland, 8 -9, 50-55, 

2018において法改正の必要が提言され、2021年に証券法の改正を含めて法改正が行われている。 
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若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける
場合に、これらの代価の弁済のために不特定
の者に対して使用することができ、かつ、不
特定の者を相手方として購入及び売却を行う
ことができる財産的価値」である。この定義
には、ビットコイン、イーサリアムなどのわ
が国において取引されている暗号資産が含ま
れることとなる。また、通貨建資産とみなさ
れるステーブルコインも暗号資産ではないこ
ととなる。資金決済法という法律が前提とし
ている決済用途ではなく投機として用いられ
ており「通貨」としての機能は薄れ、当初に
前提としていた暗号資産とは異なる金融的な
用途や資金調達手段といった他の用途として
使われているのが現在の状況であり、それら
に合わせた規制のあり方を考える必要が生じ
てきており、新しい分野についての法規制の
明確化が求められている。

わが国においては、資金決済法において金
融商品ではなく暗号資産としての規制が行わ
れている。暗号資産交換業者を登録制として
登録した業者のみが暗号資産交換業を行える
ようにしており、金融庁が監督している。さ
らに、2019年の法改正により、投資家に暗号
資産を対価としてトークンを発行する行為、
暗号資産を原資産とするデリバティブなど
に、金融商品取引法が適用されることが明確
化され、これらの業務を行う場合には暗号資
産交換業者としての登録だけでなく、第一種
金融商品取引業者としての登録が必要となる
とともに、外国為替証拠金取引（FX 取引）

と同様に、金融商品取引法上の規制である販
売・勧誘規制等が適用されることとなった。
暗号資産交換業者には、分別管理の徹底とと
もに、顧客の暗号資産を信頼性の高い方法

（コールドウォレット等）で管理することを
義務付けることや、広告・勧誘規制を整備、
風説の流布・価格操作等の 不公正な行為を
禁止、交換業者が取り扱う暗号資産の変更を
事前届出とし、チェック機能の整備なども取
り入れられている。また、暗号資産を組み入
れた投資信託やETFの組成も認められてい
ない16。

2019年の法改正でIEO、STOが導入された
一方、ICOについては2019年以降のわが国に
おける実施は見られていない。

３　米国の監督法における取り扱い
米国は、監督機関がそれぞれの立場で既存

の法律を適用している。そのため、証券取引
委員会（以下、「SEC」という。）は、ほとん
どの暗号資産は「証券」だとしており、商品
先物取引委員会（以下、「CFTC」という。）は、

「商品」であるとし、内国歳入庁は税務にお
いて「プロパティ」だとしており、異なる区
分を用いている。

SECは、投資対象商品が証券であるかを判
断するハウィーテスト（Howey test）17をあ
てはめて、該当する暗号資産について証券と
している。2017年にSECは、The DAOが行っ
た資金調達は米国の証券法における証券に該
当していたとのレポートを公表した18。The 

16 金融庁は「暗号資産への投資については、投機を助長しているとの指摘もあり、当庁としては、このような資産に投資
する投資信託等の組成・販売には慎重に対応すべきであると考えています（金融庁「「金融商品取引業者等向けの総合的
な監督指針」の一部改正（案）の公表について」, at https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20190930.html）における
コメント）」との態度であり、暗号資産を組み入れた投資信託については、投資信託法において、「特定資産」を主たる
投資対象として運用することを目的としなければならないところ、「特定資産」には暗号資産は含まれていないため、暗
号資産を主たる投資対象とする投資信託は組成できない。そのため、2022年 1 月時点では、匿名組合による暗号資産の 
ファンド組成が可能な方法とされている（アンダーソン・毛利・友常法律事務所「暗号資産（仮想通貨）ビジネスの近
時の動向と法的論点」（2020）参照）。
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DAOは、イーサリアムのプラットフォーム
上に立ち上げられたプロジェクトである分散
投資組織であり、2016年 5 月にICOを開始し、
当時のICOとしては最高の約150億円もの資
金を集めた。しかし、プログラムのバグによ
り、集めた資金のうちの約52億円分が盗まれ、
盗難の解決方法として、イーサリアムのハー
ドフォークが選ばれ、盗んだ者たちに当該資
金は渡らなかったという事件があった。SEC
はこのThe DAOが資金を集めたICOが、ハ
ウィーテストに基づいて、米国の証券法にお
ける証券に該当すると公表した。その後米国
におけるICOの発行に対して、証券としての
登録を行っていなかったとして、罰金措置や
証券としての登録を求めるなどが行われてい
る19。つまり、証券の特性を持つ場合は証券
として取り扱おうというものである。それも、
米国において発行されたものでなくても、米
国人が購入するのであれば、米国において証
券として登録を求めるというものである。

クレイトン前SEC委員長は「私の知る限り、
全てのICOは証券であり、連邦証券法が適用
される」と発言しており、ゲンスラー現SEC

委員長は、市場で流通している多くの暗号資
産が「未登録の有価証券である可能性がある」
との見解を示している。イーサリアムについ
て創設時の資金調達はさておいて、現在は「証
券とみなされないほど十分に分散化」してい
ることから証券に該当しないと判断してい 
る20。2020年12月には、リップル社のXRPを
証券であると提訴し、裁判で争っている21。
また、米国においては、暗号資産を組み入れ
た投資信託はあるものの、暗号資産そのもの
を原資産とするETFは認められていない22。

また、CFTCは、コモディティの派生市場
に対する規制権限に基づいて、ビットコイン
とイーサリアムはコモディティであるとし
て、これらに対する先物が上場されている23。

４　英国の監督法における取り扱い
2019年 7 月にFCAが「暗号資産のガイダ

ンス」を公表しており、セキュリティトーク
ン、電子マネートークン、規制されていない
トークン（交換トークン、ユーティリティ・
トークン）の分類を提示している。セキュリ
ティトークンは、証券に似た特性を持つため、

17 SEC v. W. J. Howey Co,, 328U.S.293 （1946）.同判決では、当時、ハウィー社が関係会社に果樹園を運営させ、果樹園の収
益から配当を投資家に支払うという内容の契約が、投資契約にあたるかが争われた。その際に、連邦最高裁は、投資契
約の該当性を判断するにあたって、 4 つの要件を示した。当該要件は「ハウィー・テスト」として以降の裁判において、
同テストの要件に該当した商品や取引は、投資契約に該当し、1933年証券法および1934年証券取引所法が定義する証券
と判断する基準として用いられ、その発行体は同法の適用を受けるとされている。

18 SEC, Report of Investigation Pursuant to Section 21⒜ of the Securities Exchange Act of 1934: The DAO, Release No. 
81207/ July 25, 2017, at https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf.

19 日本証券経済研究所「仮想通貨・ICOに関する法規制・自主規制」6-7頁（2018）において、Airfox とParagonにおける
事例が紹介されており、これらの会社は罰金を支払うとともに、SECに証券として登録している。拙稿「米国SECの
ICOへの対応」国際商事法務47巻 7 号886-889 頁（2019）も同旨。

20 U. S. Securities and Exchange Commission, Digital Asset Transactions: When Howey Met Gary （Plastic）, 2018.
21 SEC Press Release, SEC Charges Ripple and Two Executives with Conducting $1.3 Billion Unregistered Securities 

Offering, 2020, at SEC.gov | SEC Charges Ripple and Two Executives with Conducting $1.3 Billion Unregistered 
Securities Offering. 2022年1月時点においてまだ裁判は続けられており、結論は出ていない。

22 2021年10月にSECはビットコインの先物に連動したETFの上場は認めたが、2021年12月時点において暗号資産そのもの
にETFは認めていない。スイス、カナダ、ブラジル、ドイツなどでは暗号資産に連動するETF（スイスやドイツは
ETP）が認められている。

23 SECとしてはビットコインやイーサリアムのような十分に分散化された暗号資産は証券にはあたらないとしている。
William Hinman, Digital Asset Transactions: When Howey Met Gary （Plastic）, Remarks at the Yahoo Finance All 
Markets Summit: Crypto, 2018, at https://www.sec.gov/news/speech/speech-hinman-061418. 
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証券として規制、電子マネートークンも、電
子マネー規則の対象としている。交換トーク
ンは、ビットコインなどの暗号資産を指して
いる。また、ユーティリティ・トークンは、
現在または将来の製品またはサービスへのア
クセスを保有者に付与するトークンを指して
いる。交換トークンとユーティリティ・トー
クンはFCAの規制対象外としてきた24。ただ
し、2020年 1 月から暗号資産交換業者は登録
対象となり、マネーロンダリング関連の規制
を遵守することが求められている。

2021年 1 月に、財務省は暗号資産とステー
ブルコインに対する規制に関する意見募集を
行っており、 3 月までに提出された意見を分
析した上で規制を提案することとしており、
今後は暗号資産への規制の明確化が進められ
ている25。暗号資産に関する政府の協議プロ
セスの第 1 段階であり、ステーブルコインに
焦点を当てている。

５　フランスの監督法における取り
扱い

フランスでは、2019年 5 月に経済改革の一
環として「企業の成長・変革のための行動計
画に関する法」（以下、PACTE法26）におい 
て、ICOおよびデジタル資産サービスプロバ
イダーについての包括的な規制フレームワー
クを導入することによりルールの明確化が図
られている。デジタル資産サービスプロバイ
ダー（以下、「DASP」という。）は、デジタ
ル資産または暗号秘密鍵の保管、デジタル資

産の売買等のサービスを提供する企業とされ
ている。DASPは、活動内容に応じて登録ま
たはライセンス取得することとされており、
その登録またはライセンス取得に応じて規制
および活動規制が明確化されている。

PACTE法が公表される前に、証券法が変
更され、非上場の有価証券の発行、登録、譲
渡にブロックチェーンを使用できるように変
更されている。また、登録に使用されるブロッ
クチェーンに求められる技術的条件を公表し
ている。これにより、ブロックチェーンに証
券を登録しても、証券としての法的性質は変
わらず、従来の証券に適用される法律が適用
されている。

６　ドイツの監督法における取り扱
い

2013年12月に、ドイツで金融監督を担って
いる金融監督局（以下、「BaFin」という。） 
が、仮想通貨をめぐる法的な問題について包
括的な意見を表明している。仮想通貨を法的
拘束力のある金融商品である「計算単位

（Units of account）」とし、私的に交換する
などの場合を除き、一定の事業に対し、銀行
免許を含め、銀行法の規制に従うことを求め
ており、この取り扱いは外国通貨と同様の取
扱いとしている27。ただし、仮想通貨は電子
マネーでも法定通貨でもないことから、外国
通貨や外国の紙幣や硬貨として認めているわ
けではないとしている28。

ドイツは、2019年には「連邦政府のブロッ

24 FCA, Guidance on Cryptoassets, pp.3-4, 19/2.
25 HM Treasury, UK regulatory approach to cryptoassets and stablecoins: Consultation and call for evidence, January 

2019.2022年 1 月時点において提出された意見を分析中であるとなっている。
26 暗号資産関連だけでなく幅広い会社法や労働法など既存の法律の改定であり、企業の成長を促すために、規制緩和など

により企業を成長させ雇用を促進することを狙っている。石川真衣「企業の成長及び変革に関する2019年 5 月22日の法
律第2019-486号（PACTE法）」比較法学54巻 2 号126-128頁など。フランスのPACTE法のホームページは（https://
www.fonction-publique.gouv.fr/score/autres-recrutements/pacte-a-letat）。
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クチェーン戦略29」を公表し、規制当局は、
規制は技術に対して中立であるというアプ
ローチをとっており、BaFinは、既存の監督
法制の適切な解釈・適用により対応している。
2020年 1 月に、ドイツはカストディ・サービ
スの提供に関するライセンスを導入し、暗号
資産または暗号資産の秘密鍵の保管、管理、
保護にも適用される。また、証券の性格を持
つトークンは、従来の証券の規則の対象とさ
れている。BaFinは、2020年 3 月の「暗号カ
ストディビジネスの法的定義に関するガイド
ライン30」において、ライセンス要件の範囲
に関するガイダンスを提供し、従来の金融資
産を表す、または同等のセキュリティトーク
ンまたは投資トークンが暗号カストディライ
センスの対象となることを明確に定義してい
る。また、ドイツにおいて暗号資産を原資産
としたETP（Exchange Traded Products）
は発行されている。ドイツは私法としての民
法については変えてはいないが、規制は促進
させるために整備していると言えよう。

７　スイスの監督法における取り扱
い

スイスの金融監督は金融市場監督庁が担っ
ており、2019年にデジタルバンクの認可、
2021年にデジタル交換所の認可などが行わ
れ、暗号資産関連が行われやすいように法 

規制整備・明確化が進めている。ブロック
チェーン関連の法改正（Federal Act on the 
Adaptation of Federal Law to Developments 
in the Technology of Distributed Electronic 
Registers、以下、「DLT法」と呼ぶ。）として、
2021年 2 月と 8 月に施行され、資本市場のデ
ジタル化による証券を含むデジタル資産の発
行など、規制の枠組みと法的根拠を明確にし
た。このように前述の私法だけでなく、規制
についても促進に向けた法規制の一貫した取
り組みが行われており、暗号資産をベースと
したETPも発行されるなど暗号資産関連の
ビジネスが行いやすくなっていおり、クリプ
トバレーと呼ばれるブロックチェーン関連の
企業が多く集まっている。

８　EUの監督法における取り扱い
欧州委員会は、2020年 9 月に暗号資産に対

する規制方針として「デジタル金融パッケー
ジ」を公表し、デジタルを用いたファイナン
スや決済戦略のほか、暗号資産市場規制

（MiCA: Markets in Crypto-Assets）法案を
提案した31。これはEUにおける法的確実性を
高め法規制の明確化によりEU全体としての
ルールの統一とデジタル金融を促進させるた
めの施策である。

法案は、EU内で暗号資産市場を発展させ、
イノベーションを支援するために、⑴法的確

27 BaFin, Merkblatt -Hinweise zu Finanzinstrumenten nach §1 Abs. 11 Sätze 1 bis 3 KWG （Aktien, Vermögensanlagen, 
Schuldtitel, sonstige Rechte, Anteile an Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente, Devisen, Rechnungseinheiten 
und Emissionszertifikate）, 20.12.2011, geändert am 26.07.2018. Gregory V. Ficcaglia, Heads or Tails: How Europe Will 
Become the Global Hub for Bitcoin Business If the United States Does Not Reexamine Its Current Regulation of Virtual 
Currency, 40 Suffolk Transnat'l L. Rev. （2017）, at 125-126、

28 BaFin, Bitcoins: Supervisory assessment and risks to users, 2014.
29 The Federal Government of Germany, Blockchain Strategy of the Federal Government, 2019.
30 BaFin, Guidance notice‒guidelines concerning the statutory definition of crypto custody business （section 1 （1a） 

sentence 2 no. 6 of the German Banking Act （Kreditwesengesetz ‒KWG）, 02.03.2020, at https://www.bafin.de/
SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Merkblatt/mb_200302_kryptoverwahrgeschaeft_en.html.

31 European Commission, Digital finance package, 24 September 2020, avalable at Digital finance package | European 
Commission （europa.eu）.
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実性を高め、健全な枠組みの下に既存の金融
サービス法でカバーされていない暗号資産の
規制上の取り扱いを明確に定義し、⑵イノ
ベーションと公正な競争を支援するための安
全かつ適切な枠組みを設け、⑶適切なレベル
の消費者・投資家保護および市場の健全性を
確保し、⑷ステーブルコインの潜在的なシス
テミック・リスクに着目して金融の安定性を
確保することとしている。法案が成立する 
と、EU全域を同一の規制で対応することと
なり、国により異なる規制に対応する必要は
なくなることとなり、ステーブルコインをは
じめとする暗号資産や、暗号資産業者に着目
したパッケージ枠組みとなっている。

金融安定理事会（FSB）は、法案公表後の
2020年10月に、「グローバル・ステーブルコ
イン」の規制・監督・監視の必要性に着目し
た勧告32を公表している。「ステーブルコイ
ン」は、金融の安定に対するリスクを生み出
す可能性がある、として勧告は、リスクに応
じた規制、監督、監督を求めている。また、「同
じビジネス、同じリスク、同じルール（same 
business, same risk, same rule）」原則の下
で規制を適用する必要性を示している。

Ⅳ　暗号資産に係る会計・税務
の状況 

１　税務・会計における課題
暗号資産の会計・税務は暗号資産を何とし

て認識して、どのように評価するのか、とい
うのが課題となる。期末時点でどのように評

価するのか、会計処理としてどのようにする
のかが、課題である。IFRSや米国における
現時点で行われている会計処理としては、無
形資産として処理するか、トレーディング資
産として処理するかといった取り扱いが行わ
れている。

一方、税務としてはどのように認識するの
かが、会計に伴って課題となってくる。期末
時点での時価評価、収益認識のタイミングが
課題となる。ただし、わが国では企業会計の
会計処理がそのまま税務につながることがあ
るが、海外においては必ずしも同じであるの
ではなく、会計と税務で異なる処理が行われ
ることもある。

２　会計における取り扱い
暗号資産の会計処理は、企業会計基準委員

会が2018年に公表した「実務対応報告第38号
資金決済法における仮想通貨の会計処理等に
関する当面の取り扱い（以下、「実務対応報
告第38号」という。）」において、期末におけ
る暗号資産の評価に関する会計処理は、主に
時価の変動により売却利益を得ることや決済
手段として利用することを前提として、「保
有する暗号資産について、活発な市場が存在
する場合、市場価格に基づく価額をもって当
該暗号資産の貸借対照表価額とし、帳簿価額
との差額は当期の損益として処理する。33」
と定められている。なお、実務対応報告第38
号の制定の当時はまだ企業による暗号資産の
保有は少なかったこともあり、「当面の取り
扱い」として制定されており、範囲として、

32 FSB「『グローバル・ステーブルコイン』の規制・監督・監視―最終報告とハイレベルな勧告」（2020年10月）、国際決済
銀行決済・市場インフラ委員会（CPMI）及び証券監督者国際機構（IOSCO）市中協議報告書「ステーブルコインに対
する『金融市場インフラのための原則』の適用」（2021年10月）、IOSCO「グローバル・ステーブルコインの試み」（2020 
年 3 月）等。わが国においてもステーブルコインに対しての規制が検討されている。

33 企業会計基準委員会「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い」 2 頁（2018）。
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自己（自己の関係会社を含む。）の発行した
資金決済法に規定する暗号資産は除く、とし
ており、ICOは対象外とされている。また、
2022年 1 月の企業会計基準委員会における検
討においても2019年以降はわが国における
ICOの実施がないことから検討に対する消極
的な姿勢が見え、ICOに関する会計基準の明
確化は行われていない。

一方、IFRSにおいては、まだ議論が行わ
れているところであり、確定はしていないも
のの、現金または通貨、金融商品、有形固定
資産、棚卸資産、無形資産と既存の会計処理
にあてはめた上で、当該暗号通貨の保有目的
に応じて、トレーディング勘定において保有
する場合はIAS第 2 号「棚卸資産」における
棚卸資産として期末において公正価値で評価
することとし、それ以外においてはIAS第38
号「無形資産」における無形資産に分類し、
取得原価で評価するとしている34。

議論は続けられており、欧州財務報告諮問
グループ（EFRAG）が2020年 7 月に「ディ
スカッション・ペーパー　暗号資産（負債）
の会計処理：保有者及び発行者の視点」を公
表し、2021年 7 月末まで意見募集を行ってい
た35。

また、米国においては、米国財務会計基準
審議会（FASB）が基準書の改定などを行っ
ておらず、米国公認会計士協会（AICPA）
が2019年の12月に「デジタル資産の会計と監
査（Accounting for and Auditing of Digital 

Assets）36」と題したガイダンスを公表して
いる。証券ではない暗号資産は基本的に非償
却の無形資産として取得原価により会計処理
され、未実現利益は計上されない。ただし、
投資会社が投資資産として保有する場合には
期末において公正価値で評価することとな
る。また、証券とされた暗号資産は証券とし
ての会計処理が行われることとなる。

３　税務における取り扱い
OECDの「暗号資産への課税：税務処理の

概要と新たな税制上の課題について37」によ
ると、多くの国において暗号資産を無形資産
としており、暗号資産を商品や金融商品とみ
なしている国もある、としている。

わが国における暗号資産に係る法人税につ
いては、キャピタルゲインロスを課税所得に
反映するだけでなく、売却・換金することが
容易な資産であり、保有し続けなければ事業
を継続できないような資産でないとして、時
価法を適用してその評価益又は評価損を所得
に反映させるのが実態に合った処理であると
考えられる、と企業会計と同じく時価法を取
るとしている38。また、ICOに関して、実務
対応報告第38号では対象外としていたもの
の、税制においては自己発行の暗号資産を対
象外とせずに実務対応報告第38号と同じ期末
時価評価となっており、もしわが国において
ICOを行った場合は時価での期末評価となる
ものとされている39。

34 IFRIC Update June 2019によるとIFRS Interpretations Committeeにおいて議論されている。
35 EFRAG, Discussion Paper-Accounting for Crypto-Assets （Liabilities）, July 2020なお、企業会計基準委員会が翻訳版を

公開している。2022年 1 月時点において意見募集の結果および提案は公表されていない。
36 米国においては、基準設定機関であるFASBが暗号資産のための基準を設定しておらず、既存の基準のどれに該当する

かとのアプローチがとられている。AICPA, Accounting for and Auditing of Digital Assets, 3-4, 2019.
37 OECD, Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues, 22-23, 2020.
38 財務省「令和元年度 税制改正の解説」278頁（2019）。評価益に対しての課税、また、暗号資産同士の交換であっても実

現益とされるため、法人税を支払うために、日本で起業する場合は実現して現金化させなければならないため、海外で
起業した企業もある。日本経済新聞「酷税に失望、デジタル頭脳去る　暗号資産で「戦えない」」2021年11月 7 日。
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一方、暗号資産に関する課税に関して前出
のOECDの報告書など40を見ても、本稿で取
り上げた米国、英国、フランス、ドイツにお
ける法人税における取扱いとして、キャピタ
ルゲイン課税についての記載はあるものの、
評価損益を課税所得に反映するとはされてい
る国は記載されてない。

Ⅴ　おわりに

暗号資産を制限する対象として考えるの
か、これからの発展の基盤として促進させる
ものとして考えるのか、そのコンセプトに基
づいて規制や会計処理は変わってくる。しか
し、暗号資産やブロックチェーンといった新
しい技術をこれからの金融などの大きなファ
クターとして認識し、促進しつつ適切に規制
することを模索すべきであろう。法律、規制
だけでなく、会計や税制などで、優遇する必
要はないが、動きづらくしないようにするこ
とも大切であり、既存のビジネスと比較して
同じビジネスには同じ法規制をかけていくべ
きであろうし、既存ビジネスにない特性があ
ればその部分へ対応すべき規制を考えていく
べきであろう。それらの技術が役に立たない
ものであれば、市場で淘汰されてすたれてい
くだけである。わが国では資金決済法ができ
たときは、先進的な取り組みであったにも関
わらず、今では、暗号資産関連のビジネスが

育ちにくくなっている状況になっている。イ
ンターネットによって国境を超えることがで
きる暗号資産は、法規制や会計についての整
合性を取った取り扱いが求められるべきであ
ると考えている。そのよう観点からは、米国
のような監督機関がそれぞれの観点からのア
プローチを行うのでは整合性が取れておら
ず、ドイツ、フランス、スイス、EUのよう 
に、暗号資産などを振興させようとする意図
を規制として持とうとするのが望ましいとい
えよう。

特に、スイスにおいてブロックチェーンに
関して法整備を行った際のブロックチェーン
の法的枠組みに関する報告書41において、形
式よりも実質、規制は技術に中立的であるべ
き、同じビジネスには同じルールを適用する
といったことを示しており、さらに民法にお
いて暗号資産は無形資産として取り扱ってい
るのだが、さらにデジタル上の証券について
も民法での取り扱いを明確にするなどの取組
が行われており、関連法制の明確化が行われ
ている事例として参考となろう。実際の暗号
資産関連のビジネスにおいても、新しいこと
だけに個々事例に基づいて判断せざるを得な
いことがあるが、法解釈が固まっていないこ
ともあり、プリンシパルベースでの法規制の
明確化は必要である。その際には、「同じビ
ジネス、同じリスク、同じルール」原則に基
づく必要があろう。

39 会計基準を定めている企業会計基準委員会による「実務対応報告第38号資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関
する当面の取扱い」は、「自己（自己の関係会社を含む。）の発行した資金決済法に規定する仮想通貨は除く。」とICOは
対象外としており、2021年12月現在、企業会計基準委員会における開発中の指針（実務上の取扱いを含む。）に挙げられ
ている。国税庁の「暗号資産に関する税務上の取扱いについて（FAQ）令和 3 年12月」33頁において、期末時価評価に
ついて自己の発行分を除くとされておらず、会計処理とは異なり期末時価評価の対象とされている。これらにより、明
確な規定の記載は無いものの、ICOにより保有しているトークンは期末時価評価により課税されるものとされている。

40 前掲注37のOECDの報告書のほか、The Law Library of Congress, Taxation of Cryptocurrency Block Rewards in 
Selected Jurisdictions, 2021, at https://permanent.fdlp.gov/gpo151313/taxation-block-rewards.pdfを参照。ただし、米
国における州における税制など国家ではなく地方におけるについては確認できていない。

41 Federal Council, supra note 15, at 12-14.
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私法において、ドイツはあくまでも有体性
にこだわっているが、フランスやスイスなど
では暗号資産についても法定された物権の対
象としてどのように捉えるようになってい
る。所有権がないことによる不利益は通常は
生じないのであろうが、通常ではない交換業
者の破綻などの場合や盗難などが生じたよう
な場合に不利益が生じるものであり、有体性
にこだわらずに所有権を認めることに向けた
議論が必要であろう。

今までにない枠組みが出てきたときに、従
来の制度の枠組みをどのように適用させるの
か、枠組みにはめ込んでしまうのが良いのか、
はみ出る部分をどのように取り扱うのかで、
法律や会計が新たな展開への阻害要因になっ
てはいけない。現実にあるニーズに応えるた
めに、新しい技術は拡充されるべきであり、
適切な管理・監督を施し、法律や会計も環境
に合わせて、できれば先を見据えるようにし
つつ、技術進歩に応じて、利便性を高められ
るように変化していく必要があると考えてい
る。ブロックチェーン関連を含め、その実質
に応じた区分を設けて定義し、規制を含め検
討していくべきだと考えており、今後提言し
ていきたいと考えている。
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栁 田 報 告 コ メ ン ト
渡邊　隆彦

専修大学商学部 教授

Ⅰ　はじめに

栁田報告は、「日本では暗号資産関連のビ
ジネスが育ちにくい法規制等になっているの
ではないか」との問題意識のもと、私法・監
督法・会計税務における暗号資産の取扱いに
関し、日本、アメリカ、欧州主要国等での現
状を分析したものである。

Ⅱ　ビットコインを巡る現況

暗号資産の第一世代を代表するビットコイ
ンについて、日本とアメリカでの現況を比較
してみる。

日本は、他国に先駆け、2017年 4 月 1 日施
行の改正資金決済法で「仮想通貨交換業者 

（現在の『暗号資産交換業者』）」の登録制等
を導入したものの、たとえば暗号資産のデリ
バティブ取引については、証拠金取引のみが
行われているのが現状であり、ビットコイン
は「個人投資家等の投機対象」の位置づけに
留まっている。

一方アメリカでは、2017年12月にCME（シ
カゴ・マーカンタイル取引所）、CBOE（シ
カゴ・オプション取引所）がビットコイン先
物を上場したことにより、機関投資家による
ビットコイン現物ポジションのヘッジや、先
物を使った「ビットコイン価格連動型私募
ファンド」の組成が可能になった。これに伴

い、機関投資家はオルタナティブ投資の一環
として、ビットコインへの投資を拡大してい
る。さらに2021年10月には「ビットコイン先
物連動ETF（上場投信）」がNYSE（ニュー 
ヨーク証券取引所）で取引開始される等、ビッ
トコイン取引の厚み・流動性が増し、「ビッ
トコイン絡みのビジネスを行う上で必要なエ
コシステム」の形成が進んでいる。

Ⅲ　今後の研究深化に向けて

ビットコインを見ただけでも、ビジネスの
盛り上がり方には上述のような差があり、栁
田会員の「日本の現在の制度環境のままでは
暗号資産関連のビジネスが育ちにくいのでは
ないか」との問題意識は的を射たものである。
本報告での分析をさらに深化させ、暗号資産
ビジネスを活性化させる方向での日本の法改
正等に結びつけることを期待したい。
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はじめに

本報告では、法律事務所で英文契約等の法
律業務に従事する報告者の関心から、アメリ
カにおける契約締結前の責任の法的概要を描
き出すとともに、交渉破棄の場合であっても
当事者の責任を不用意に発生させてしまわな
いようなレター・オブ・インテント（LOI、
暫定合意）の具体的な文言の例を挙げること
を目的とした。

報告内容の詳細については、本報告の元と
なった拙稿「アメリカにおける契約締結前の
責任とレター・オブ・インテント」『国際商
事法務』49巻 9 号（2021年）を参照されたい。

Ⅰ　アメリカにおける契約締結
前の責任の法的概要

１　暫定合意の種類
アメリカの裁判所は、貸付に関する

Teachers Insurance & Annuity Ass’n v. 
Tribune Co., 670 F. Supp. 491 （S.D.N.Y. 
1987）等の判断において、以下のとおり暫定
合意に関する枠組みを示している。
「種類Ⅰの暫定合意」とは、当事者が暫定

合意において交渉を必要とする全ての取引条
件に合意しており、後日最終契約を締結する
ことを意図しているだけの場合をいう。種類

IのLOIの場合には、最終契約が締結されて
いなくても、当事者は別途意図している場合
を除き、LOIに法的に拘束されこれを履行す
る義務を負う。
「種類Ⅱの暫定合意」とは、当事者が特定

の重要条件について合意しているが、特定の
条件については合意していない暫定合意をい
う。当事者は合意していない条件について合
意に達し、最終契約を締結する誠実な努力を
行う義務のみを負い、その努力が実らなかっ
た場合にはLOIは当事者を拘束することなく
交渉破棄できる。種類IIのLOIには「最終契
約が締結されるまで、当事者には法的拘束力
のある義務は発生しない」といった文言が規
定されることが多いほか、独占交渉義務や誠
実交渉義務が規定されることもある。

２　アメリカ契約法における誠実・
公正取引義務

アメリカの契約取引では、第二次契約法リ
ステイトメント205条、統一商事法典（UCC）
1-304条の規定や、これらにも基づく「誠実・
公正取引の黙示約款」の法理にみられるよう
に、誠実・公正取引義務が認められることが
あるが、アメリカでは基本的に誠実・公正取
引義務は契約締結以降に適用され、単なる契
約締結前の段階では適用されないとされる。

その背景にあるアメリカ契約法の考え方
は、かりに契約締結前の一般的な誠実・公正

アメリカにおける契約締結前の責任と
レター・オブ・インテント

山本　志織
弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 パラリーガル

報告シラバス
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取引の義務が認められた場合には、取引が成
約する可能性が少なかったらそもそも交渉し
ないという萎縮効果があり、当事者の行動を
取引交渉に向けて促進・奨励するというアメ
リカ契約法の考え方に反するというものであ
る。また、最終契約を締結しようと当事者を
むやみに急がせる圧力をかけてしまう。また
アメリカ契約法は、当事者が契約の締結に向
けて取引交渉するよう促進・奨励することに
関心をもつものの、そのような具体的な交渉
の結果がどのようなものであるかについては
関心をもっていない。

３　英米における誠実交渉義務の執
行性

英米法では、当事者は「申込み」を行い、
相手方が「承諾」するまで自由に申込みを撤
回することができるという「契約の自由」が
与えられている。当事者がLOIで誠実交渉義
務に合意した場合には、十分に交渉した場合
でなければ「契約の自由」に基づき恣意的に
交渉破棄できないと考えることができる。で
は英米の裁判所は、LOIに明示的に定められ
た場合を含め、誠実交渉義務には執行性はあ
ると考えるのだろうか。

アメリカの裁判所は、誠実交渉義務はLOI
において明示的または黙示的に発生すると考
えており、明示的な誠実交渉義務については
明らかに執行性があると考えている。他方、
イギリスの裁判所は、誠実交渉義務に関する
リーディングケースであるWalford v Miles 

［1992］2  A.C. 128以来、「確実性」の欠如や
「契約の自由」と矛盾する等の理由に基づき、
伝統的に誠実交渉義務を執行することについ
て否定的な態度を取ってきた。ただ近年、裁
判例に若干動きが見られ、今後の動向に着目
すべきである。

４　アメリカにおける「契約を破る
自由」

1970年代からアメリカで発生した「法と経
済学」の学問領域からは、法を経済的効率性
の観点から分析して、「契約を破る自由」「効
率的な契約違反」の理論が提唱されてきた。
「効率的な契約違反」の理論とは、例えば、

売主が買主（第一の買主）と取引に向けて交
渉したり契約を締結したりしたときに、第二
の買主候補が現れて第一の買主よりもより良
い条件を提示したときに、たとえ第一の買主
に対し損害賠償金を支払ってでも第二の買主
の条件をのんだほうが売主ひいては全当事者
にとって結果的に分配される金銭が高額にな
る（効率的になる）場合には、第二の買主の
条件をむしろのんで第一の買主との交渉や契
約は破棄しても良いという考え方である。
「契約を破る自由」の場面では、Texaco v. 

Pennzoilのテキサス州地方裁判所における
1985年の陪審評決のように、売主により良い
取引条件を掲示し第一の買主との取引を破棄
させた第二の買主（第三者）は（潜在的）取
引関係への介入の不法行為責任を問われる可
能性がある。

５　アメリカにおける契約締結前の
責任類型と救済手段

⑴　責任類型と救済手段
アメリカでは契約締結前の交渉破棄の場面

において、LOI上の明示的（または黙示的）
な誠実交渉義務の違反の責任を追求できるほ
か、契約法理に基づき不当利得・不実表示・
不開示・約束的禁反言・錯誤・詐欺、不法行
為法理に基づき過失・詐欺（意図的である等
悪質な場合）といった事由に基づき責任を追
求できる。

契約締結前の責任としての損害は、約束に
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基づく相手方の信頼を惹起した約束的禁反言
の場合や交渉過程において取引に至る意図に
関して不実表示した場合を含め、取引成約へ
の信頼に基づく損害としての信頼利益がもっ
とも一般的である。当事者が役務を提供して
相手方が不当利得を受領した場合には、原状
回復利益を吐き出させることができる。期待
利益については、LOIに法的拘束力があり実
質的に契約違反に該当する場合に認められる
ほかには、取引関係への介入等不法行為に該
当する場合に限って認めるべきであるとする
論者もいる。
⑵　総括

取引に向けてLOIが作成されたが、最終契
約が締結される前に交渉破棄された場合に
は、以下のとおり責任を追求できる。

まず、全ての取引条件に合意があった、前
提条件が充足された等の理由により、そもそ
もLOIに法的拘束力が認められる場合には、
実質的な契約違反として期待利益等の填補賠
償を回復できる。

契約締結前の交渉段階では、契約法理に基
づき一般的な誠実・公正取引の義務はなく一
般的な誠実義務の違反は追求しづらいが、
LOI上の誠実交渉義務の違反、当事者が取引
に向けて互いの状況を開示しあい利害調整し
歩み寄っていく過程における不開示・不実表
示、約束に対する相手方の信頼惹起による約
束的禁反言により、信頼利益を回復できる。

また、不法行為法理に基づき填補賠償のみ
ならず懲罰的賠償も回復できる可能性があ
る。積極的に相手の取引成約への期待を高め
相手の出費や損害の発生に加担した場合や、
合意に達する意思がないのに交渉を開始した
不誠実の場合には、過失の不法行為になる。

他方、LOIに法的拘束力がなく、取引が成
約しても自己の利害が満たされないことが交

渉過程で判明して交渉破棄した場合等、ほか
の何の責任事由にも該当しない場合には、そ
もそも「契約の自由」の原則に基づく正当な
交渉破棄であり責任は発生しない。

Ⅱ　LOIの具体的な文言例

LOIに法的拘束力を付与したり誠実交渉義
務を認めたりして、当事者の責任や救済手段
を不用意に発生させてしまわないようにする
ための文言の具体例を挙げた。

This Letter of Intent reflects only the 
preliminary understanding of the parties 
and shall not be construed as creating any 
binding obligation on the part of either 
party, including any binding obligation to 
negotiate in good faith, and does not 
obligate either party to enter into any 
definitive agreement. Any agreement will 
arise only upon mutual execution of a 
written definitive agreement containing all 
the  mater ia l  terms o f  the  par t i es’ 
relationship. Until such definitive agreement 
is signed by both parties, neither party has 
the right to claim that a transaction 
relationship has been created or that 
corresponding rights, duties and obligations 
have been created, and either party has the 
right to unilaterally discontinue discussions 
or negotiations at any time without further 
obligation to the other party.

Ⅲ　日本法との比較

最後に日本法との比較において、本報告か
ら見えてくる示唆を 2 点挙げた。
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第一点として、日本法は「契約締結上の過
失」法理にみられるように契約締結前でも信
義誠実の原則や信義則上の注意義務を認める
のに対し、アメリカ法では契約締結前の一般
的な信義誠実の義務はないことは大きな違い
である。

第二点として、LOIは契約締結前の予備的
合意だが法的拘束力が認められる場合がある
ため、文言解釈にあたり、アメリカ契約法上
の客観主義（契約の外観や文言を重視し、 

「契約を見て、当事者が合理的に有していた
であろうと客観的に思われる意図」を契約に
読み込む、アメリカ契約法の契約解釈の考え
方で、口頭証拠排除原則や完全合意の考え方
の影響を受ける）が実質的に波及しないだろ
うか。アメリカの裁判所はLOIの文言により
忠実に解釈し、法的拘束力を否定したり誠実
交渉義務を否定したりするような 文言は忠
実に解釈するのではないだろうか。それに比
べ日本の裁判所は文言からは多少離れても、
当事者の口頭の言葉や態度等の事情を鑑みた
上でより信義誠実の義務（誠実交渉義務を含
む）を読み込んだりするのではないだろうか。

おわりに

本報告では以上のとおり、アメリカにおけ
る契約締結前の責任の法的概要を描き出すと
ともに、交渉破棄の場合であっても当事者の
責任を不用意に発生させてしまわないような
LOIの具体的な文言の例を挙げた。また最後
に、本報告から見えてくる日本法との比較に
おける示唆を 2 点挙げた。

【参考文献】
E. Allan Farnsworth, “Precontractual Liability 

and Preliminary Agreements: Fair Dealing and 
Failed Negotiations”, Columbia Law Review, 
Vol. 87, No.2 （March 1987）
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Ⅰ　序論および問題意識

中国の上場会社の機関は、株主会、董事・
董事会および監事・監事会で構成されている。
株主会は、日本の株主総会に相当する。董事・
董事会は、日本の取締役・取締役会に相当す
るもので、会社の業務執行を決定する機関で
ある。そして、監事・監事会は、日本の監査
役・監査役会に相当するもので、董事・董事
会の監査・監督を行う。株主会は、経営者で
ある董事を選任し、それを監督する監事を選
任する。このような仕組みは、「平行二元制度」
と呼ぶことにする。

中国の経済は、過去30年間に急速に成長し
た。しかし、その裏側では、上場会社に関す
る不祥事が相次いでいる。その背景として、
董事・董事会を監視する監事に独立性が欠如
していることが指摘されている1。

日本法では、株主総会が経営陣である取締
役を選任・解任し、取締役を監査する監査役
を選任・解任する制度を採用している。この
点で、株主会が董事と監事を選任・解任する
中国と同様に「平行二元制度」となっている。
日本では、大規模な会社不祥事が発生するた

びに、監査役・監査役会の独立性が強化され
た。これらの日本の経験は、同様の問題を抱
える中国に重要な示唆を与えることができる
と思う。

他方で、ドイツ法では、株主総会が、監査
役を選任・解任する制度を採用しているが、
中国および日本と異なっているのは、監査役
会が取締役を選任した上で、それを監督する
制度を採用しているという点である。このよ
うな制度を「垂直二元制度」を呼ぶことにす
る。このように、ドイツ法では「垂直二元制
度」を採用している点で、中国のガバナンス
体制とは異なるものの、ドイツ法では、中国
と同様に、従業員代表者が監査役会の構成員
となる共同決定法を採用しているという共通
点が存在する。ドイツ法では、従業員代表の
選出方法においてその独立性が確保されてい
る。そのため、ドイツ法の研究は、中国のガ
バンス制度の向上に貴重な検討材料を提供す
るものとなっている。

Ⅱ　独立性に関する要素

１　横滑り監事
中国会社法では、董事が監事を兼任するこ

中国上場会社コーポレートガバナンス
（監督・監査機関の独立性の視点から）

―日本法およびドイツとの比較法研究―
張　達恒

同志社大学法学研究科 外国人助手

報告シラバス

1  その具体的な不祥事について、張達恒「中国上場会社における監事会・監事の独立性の確保―日本とドイツの比較法研
究―」同志社法学401号、（2018年）227頁を参照。
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とできないとする兼任規制が存在している。
このように、兼任はできないが、董事を退任
した後、すぐに監事に就任することは可能で
ある。董事経験者が監事になる場合、会社運
営の実態を把握しているため、より効率的な
監督機能を発揮することができるというメ
リットが認められる2。しかし、その者が監
事として監督権限を行使する際に、会社内部
の元の同僚との間で一定の人間関係があるた
め、その監督機能が発揮できない危険性もあ
る。同様の問題は日本でも発生しており、こ
のような監査役は「横滑り監査役」を言われ
る3。このような慣行に否定的な学説もある
が、日本の判例は、横滑り監査役は自己監査
の危険性があるため、好ましくないものの、
違法とまでは言えないとしている4。他方で、
ドイツでは、特定の株主による派遣の場合を
除き、取締役を退任して 2 年を経過しない者
は、監査役として選任することができないと
している。現経営陣との癒着や自己監査を防
ぐという観点から、ドイツ法を参考に、董事
退任後、一定期間、監事に就任できないとい
う制限を設けることが妥当であると考える。

２　監事の選任（特に従業員代表監
事の選任）

中国では、従業員から監事を選任する制度
が採用されている。従業員代表監事を必要と

する理由は、中国が社会主義国家であること
と深い関係がある。すなわち、中国では、従
業員に会社の「主人」という地位が与えられ
ていることから、企業の監視にも従業員の関
与が必要であると考えられている5。この考
え方を踏まえ、中国の監事会は、株主を代表
する監事および従業員を代表する監事により
構成され、また、従業代表監事の数は、監事
会全員の 3 分の 1 以下を下回ってはならない
と規定されている。もっとも、従業員代表監
事は、従業員大会、従業員代表大会その他の
民主的な方法により選出されるとのみ規定さ
れている。

実務上は、従業員代表監事の選任はつぎの
ように行われる。すなわち、一般会社（国有
会社を含む）の従業員代表監事の選出にあ
たっては、まず、労働組合（工会）が候補者
を指名し、指名された候補者について企業内
共産党組織が審査を行う。審査を通過した候
補者は、上部労働組合機関に報告される。そ
の後、当該候補者について、従業員大会や従
業員代表大会において無記名投票で選挙がな
され、その結果を上部労働組合機関に届け出
るという手続きが行われる6。このように、
従業員代表監事の候補者の指名は、会社の労
働組合が行うが、中国の労働組合は、会社か
らの資金支援を受けるため、従業員代表監事
の候補者を指名する際に、会社の経営陣から

2  IngoSaenger, Conflict of Interest of Supervisory Board Members in a German Stock Corporation and The Demand for 
Their Independence: An Investigation in The Context of The Current Corporate Governance Discussion, The 
Corporate Governance Law Review, Vol. 1, No.1 （2005） p.159. http://heionline.org/HOL/License

3  1978年12月25日「株式会社の期間に関する改正試案」第三の二のｂを参照。
4  酒巻俊雄・龍田節編『逐条解説会社法（第 4 巻）』（中央経済社、2008年）283頁〔末永敏和〕。また、東京高判1986年 6

月26日判時1200号154頁。判決では、横すべり監査役を認める理由として、①商法276（当時の商法典）条の規定の文言
は会社の取締役に選任することを禁止していないこと、②同法273条は、監査役の任期と監査対象期間の一致を要求して
いないこと、③取締役であった者が立場を変えて、監査役の立場で職務を執行することは可能であること、また、会社
の最近（当時）の実情に通じているという点から見れば長所もあるともいえ、取締役であった者を監査役に選任するか
どうかは株主総会の判断に委ねるべき事項であると述べている。

5  アジア太平洋監査制度研究編「中国における監査制度の実情と課題に対するコメント」（商事法務、2012年10月）36頁 
〔川口恭弘・森川茂〕。

6  アジア太平洋監査制度研究会編・前掲注（ 7 ） 8 頁〔方新〕。

国際商取引学会年報 2022　vol.24 119

張 達恒

116-121_೧ڦݓ_責.indd   119116-121_೧ڦݓ_責.indd   119 2022/09/07   16:132022/09/07   16:13



の影響を受ける可能性がある。この点で、独
立性を欠くと言える。

ドイツでも、従業員の代表者が監査役会の
メンバーとなる制度を採用している。従業員
代表制度が求められる理由は、憲法上の財産
権に求められる。すなわち、ドイツでは、財
産権は義務を伴い、その行使は、同時に公共
の福祉に役立つものでなければならないもの
と位置づけられている。そこで、ドイツでは、
会社という「社会の財産」を運用する際に、
一般市民の参加がなければならないと理解さ
れている。この条文の淵源は、ワイマール憲
法における「所有権は義務を伴う、その行使
は同時に公共の最善に奉仕せねばならない」
という規定にさかのぼる7。このような規定
が定められた背景には、ドイツの社会的性質
が帝国主義から社会民主主義へ変更されたこ
とが影響している。この点で、中国と共通点
を見出すことができる。

ドイツの従業員代表監査役の選出は、つぎ
のように行われる。すなわち、従業員代表監
査役の候補者は、一定条件を有している従業
員から承認を得なければならない。その後、
従業員大会は、これらの候補者から従業員代
表監査役を選任する。従業員代表大会の構成
員は、事業所選出委員会が選任される。その
事業所選出委員会のメンバーは、経営協議会
が選出する。当該経営協議会は、会社から独
立した機関であり、また当該機関の運営は会
社からの影響を受けないこととなっている。
これらのことから、最終的に、選任された従
業員代表監査役の独立性も確保することがで
きる8。

中国においても、ドイツ法のように、従業

員代表監事の選出機関を労働組合から独立し
た機関にする必要がある。これには、たとえ
ば、従業員の出資によって運営される従業員
代表監事選出委員会が従業員代表監事を選出
する仕組みなどが考える。

３　監事の解任
株主会は、株主会によって選任された監事

の解任をする権限を有している。しかし、株
主会における解任手続きに関して、具体的な
規定はない。このような手続きの不明確さは、
監事の独立性を害する。これに対し、日本法
では、監査役の解任は特別決議で行われると
され、普通決議で解任される取締役に比べ、
容易には解任されない仕組みが採用されてい
る。このように、解任の手続を厳格化するこ
とで、監査役の独立性を保護している。また、
解任される監査役には、意見陳述権が与えら
れる。会社によって、正当な理由なく解任さ
れた監査役は、会社に損害賠償を請求するこ
とができる。このような規制により、監査役
の独立性の強化を図っている。中国において
も、株主会において監事の解任を容易するこ
とができない仕組みを採用すべきであると思
われる。

さらに、中国では、従業員代表監事の解任
についての規定は法的拘束力がないため、会
社はこれ以外の方法で従業員代表監事を解任
することを規定する可能性がある。これに対
し、ドイツでは、従業員代表監事の解任は強
行法規である共同決定法で定められている。
監事の独立性を確保する点からも、中国にお
いて監事の解任に係る手続は、ドイツに倣い
法律で定めるべきである。

7  吉田　賢　「ドイツ共同決定制度と所有権の社会的責任―その制度化過程―」横浜経営研究第31巻第 1 号（2010年）50頁。
8  共同決定法を適用している会社における従業員代表監査役の選任について、共同決定法および選出規則により規定され

ている。
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４　監事の報酬
中国では、監事に業績連動報酬を付与する

が適当であるか否かについて、学説上がその
制度に検討がほとんど進んでいない。これに
対して、日本では、監査役に業績連動報酬を
付与しても、監査役は業務執行を行わないこ
とから、会社の利益を向上させるインセン
ティブは存在せず、監査役に業績連動型報酬
を支払うこと妥当ではないとする見解が有力
である9。また、ドイツでは、業績連動報酬
と類似する株式相場連動報酬を監査役に付与
すべきかについて、判決10により、監査役の
監督機関としての性質と相反すると判断した
ため11、株式相場連動型報酬を監査役に支給
する考え方は否定されている。中国の監事の
業務が会社の業績との関連性が薄いという
点、さらに、利益を追求する董事と同じ立場
に立つことは妥当でないという点から、中国
において、監事に業績連動型報酬を与えるこ
とは慎重であるべきと思われる。

Ⅲ　中国特有の事情

中国の監事の独立性の欠如は、法律の規定
が十分に整備されていないことのみならず、
中国特有の事情もある。すなわち、政府によ
る会社経営への関与も理由の一つである。
1993年以前の中国の国有会社では、会社につ
いては集団的な監督がなされ、社会主義の思
想から、すべての従業員が、職務、各職務の
権利を問わず、会社の管理、監督権利を有す

るため、不祥事件が生じた場合には、集団的
な責任を「全員に課す」とされた。そのため、
責任意識、権限分離の意識が弱まり、監督に
ついての基本的な独立性が失われた。

また、1980年代、政治と経済の改革の過程
で、国有会社の国有資産の流失に直面した政
府は、その対応に追われることになった。ま
た、社会の安定性を確保するために、国有企
業の利益を優先させた。政府は、企業のガバ
ナンスに配慮する余裕はなく、監事の選任に
ついても積極的な配慮をすることはなかっ
た。

実務上、中国の上場会社においては、政府
関係の大株主が、圧倒的に高い持株比率を有
している12。このような大株主に選任された
監事は、大株主の影響から避けられない状況
にある。

中国の監事の独立性を確保するために、上
記の監事の独立性を改善する方策のほかに、
国からの影響を制限することできる制度を設
けることも検討しなければならない。この点
は、今後の課題とする。

9  鈴木竹雄「役員報酬・賞与等の取り扱い」商事法務917号（1981年） 3 頁。
10 Dirk Reidenbach, No Stock for Supervisory Board Members of a German Stock Corporation: A Comment on In re 

Mobilcom AG, BGHⅡZR 316/02 of 16 February 2004, German Law Journal, vol. 5, No. 4 （2004） p.348. https://
germanlawjournal.squarespace.com.

11 Mathias Habersack, in W.Goette/M.Habersack （Hrsg.） Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, Band 2, （Verlag 
C.H. Beck/Verlag Franz Vahlen, 4  Auflage, 2014）,§113, Rdn.17.

12 董光哲『中国の上場会社と大株主の影響力―構造と実態―』（文眞堂、2018年）66頁。
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Ⅰ　FATF勧告と対日審査報告
書

マネーロンダリング（マネロン）・テロの
対策に係る政府間組織としてもっとも影響力
があるのが、FATF（「金融活動作業部会」：
Financial Action Task Force）である。FATF
は、マネロン、テロ等の対策のために各国が
講ずべき措置を40項目の勧告（「FATF勧告」）
の形でそのHPで公表している。

そして、各国がFATF勧告を遵守している
か否かを相互チェックし、そのチェックの結
果を公表して、不十分な点があればFATFが
改善を求めるという仕組みが設けられてい
る。

日本との関係では、2021年 8 月に、FATF
による対日審査報告書が公表されているが

（https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210830/ 
20210830.html）、当該報告書の中で、FATF
は、日本が改善すべき点を多数指摘してい 
る。十分な改善ができないと、FATFからグ
レーリスト国として指定され、ハイリスク国
となり、日本の企業が海外の金融機関・企業
等との取引をする際に、取引拒絶されたり、
取引制限を受けたりするリスクが高まること
となる。このため、日本政府としては、当該
指摘を真摯に受け止め、当該指摘を踏まえ 
た実行計画（https://www.mof.go.jp/policy/

international）を策定し、これに従って対応
を進めている。

もっとも、当該実行計画で示された以外に
も、犯罪等の対策のためにできる点は色々と
あるのではないかと思われる。FATFは、日
本政府が、民間の事業者、専門家とも協力し
て、自発的に犯罪、マネロン等の対策を推進
していくことを求めている。そこで、小職と
して、実行計画で示された以外に考えられる
対策について検討を行った。

Ⅱ　犯罪収益移転防止法（犯収
法）の改正

FATFからは、日本の金融機関等（メガバ
ンク等を除く。）がマネロン等の対策の義務
についての理解が不十分であるとの指摘を受
けている。原因について推察するに、現行の
犯収法では、FATF勧告で求められている重
要概念や義務について、かなりの規定が欠け
てしまっていることも大きな要因と思われ
る。例えば、マネーロンダリング（ML）、
テロ資金供与（TF）、拡散金融供与（PF）、
顧客調査（CDD）の定義規定すらなく、重
要概念の定義規定が欠けている。また、顧客
調査義務（FATF勧告10）や、リスク評価・
低減措置義務（FATF勧告 1 ）というFATF
勧告の柱となる中心的な義務を正面から規定
する条項も犯収法にはないのである。

FATF対日相互審査報告書と、犯収法等の
関連諸法令の改正課題

中崎　隆
中崎・佐藤法律事務所 弁護士

報告シラバス
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マネーロンダリング概念に相当する概念と
して、犯収法では、「犯罪収益の移転」とい
う概念を用いているが、この概念では、マネ
ロン概念の半分しかカバーできておらず、不
十分である。そのような用語を用いているせ
いで、犯罪収益が移転しなければマネロンが
成立しないとの誤解を招いている。

また、法的取極め（信託等）の実質的支配
者についての対応をFATFからは求められて
いるが、その定義規定すら犯収法にはない。
こちらも法改正をしなければ対応困難である。

犯収法でFATF勧告に対応できていない部
分については、金融庁がマネロンガイドライ
ンで上乗せ規制をすることで、金融機関等に
対応義務を課しているが、法律による行政の
原理に違反するのではないかとの批判をパブ
コメ等で受けてしまっている。ガイドライン
が違憲・無効との判決等が出ないよう、犯収
法を改正してガイドラインに法的根拠を与え
てはどうか。

また、現行犯収法が過剰規制となっている
部分は是正してはどうか。例えば、犯収法で
は、取引時確認済みの顧客との再度の取引に
際しての取引時確認を一定の場合には省略で
きる旨の規定があるが（犯収法 4 条 3 項）、
その要件が世界基準と比べて厳しすぎるた
め、是正が必要と思われる。

また、例えば、同居の親族が「代表者等」
に当たるとされる点、「代表者等」が自然人
に限定されている点など、FATF勧告の誤訳・
誤解に基づくと疑われる部分は、修正するこ
とが考えられる。

Ⅲ　その他のありうる法改正

１　マネロン罪について
FATFは、日本のマネロン罪につき、「捜査・

起訴の優先度が低い」、「法定刑の上限が低 
い」等複数の問題を指摘している。前者に関
しては、マネロン罪の要件をFATF基準［パ
レルモ条約等］／欧米の定義に合わせるなど
して緩和し、起訴しやすくしてはどうか。後
者については、米国のマネロン罪の法定刑を
参考に、10年等に引き上げてはどうか。

２　比例的で抑制的なサンクション
の制度

FATFは、比例的（proportionate）で、抑
止的なサンクションが重要である旨を強調す
る。この点、日本の場合、マネロンにしても、
暗号資産交換業等の無登録営業にしても、刑
事罰しか課すことができない。しかし、起訴
猶予等の場合でも、より軽い行政罰、行政没
収等は課せてよい。刑事罰と行政罰の双方を
課すことが可能な法体系とした方が、事案の
軽重にあわせた適切な対応、比例的な対応が
可能となる。また、外国企業による法令違反
の場合、代表者を日本の法廷に出廷させるこ
とは困難なので、刑事で有罪判決を得られな
い場合が多い。刑事罰を課すことが困難な外
国企業のケースなども想定して、行政処分を
課せるようにした方がよい。

例えば、金商法の禁止命令・停止命令（192
条）、公表措置（192条の 2 ）、検査（187条）
の規定等を、他の業法等に拡張したりするこ
とも検討されてよい。例えば、世界最大の暗
号資産交換所といわれるBinance社は、金融
庁から無登録営業であるとの警告を受けたに
もかかわらず、本発表日現在も、日本で営業
を行っているようである。米国の国税庁

（IRS）の査察部門の押収の 9 割超が暗号資
産というような状況で、無登録の暗号資産交
換業者に日本で営業をされてしまっては、マ
ネロン包囲網に大きな穴ができてしまう。早
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急に対応するために、資金決済法を改正し、
金商法の上記規定等を資金決済法に組み込ん
で、無登録業者を排除することが考えられる。

また、行政罰（課徴金等）の制度を犯収法
にも組み込むことが検討されてよい。

なお、行政手続法では、独禁法等と異なり、
公示送達の規定がないため、外国企業に対す
る送達ができないケース（Binanceのケース
も該当し得る。）では、行政処分を課すこと
ができないという問題を招いてしまってい
る。行政処分を外国事業者（無登録業者）に
対しても安定的に適用できるようにするため
に、行政手続法を改正し、公示送達の規定を
設けることが有用ではないか。

３　組織犯罪法の改正
各国のマネロン概念は、基本的に当該国の

マネロン罪の範囲と連動している所、わが国
の犯収法のマネロン概念は、欧米で採用され
ているものに比べてかなり狭い。このため、
これにひきずられて、疑わしい取引の届出義
務の範囲も狭くなっている。マネロン対応の
根本の所で、大きく欧米とずれてしまってお
り、マネロン罪（組織犯罪法10条・11条、麻
薬特例法 6 条・ 7 条）の訴追や、マネロン対
応に支障をきたしているのではないか。

たとえば、「共同正犯者間の利得の移転は
資金洗浄ではない」とした無罪判決があるが

（大阪地判平成19年 2 月 7 日判タ1266号331
頁）、本犯者についてもマネロン罪が成立す
るというのがグローバルスタンダードではな
かろうか。裁判官においてすら、こういうマ
ネロンに無理解な判決を出してしまうような
状態は、早急に是正する必要があるのではな
いか。

４　被害者救済につなげるための民
事没収制度の導入

日本では、犯罪者からの没収・追徴は、刑
事有罪判決を得ないとできない。このため、
犯罪者が海外にいて有罪判決を得られない事
案では財産が没収・追徴できない。没収・追
徴をすれば、被害者への支給も可能となるか
もしれないが、没収・追徴できず、被害者の
救済もできないのである。

そこで、欧米等を参考に、刑事有罪判決を
得なくても、政府による没収を可能とする行
政没収制度（civil forfeiture）を導入するこ
とが考えられる。早いタイミングからの没収
が可能となるし、犯罪者が死亡・行方不明で
あっても没収が可能となる。

また、現行の刑法、組織犯罪法に基づく没
収は、範囲が限定されており、暗号資産や、
犯罪に使われたウェブサイトのドメイン等の
没収は困難である。そこで、没収の範囲拡張
が検討されてよい。

５　情報収集手段の拡充
警察等が、早期に没収・追徴を行い、その

没収・追徴財産を被害者に返還するために 
は、犯罪者による資金の移転がどのようにな
されているかを追跡できるようにする必要が
ある旨がFATFにより指摘されている。

この点、欧州指令では、AML情報指令に
基づき、マネロン捜査等のために、当局のう
ち、一定の部門の者が、銀行取引の中央登録
DBにアクセスできることとされ、当局によ
る権限が大幅に強化されている（なお、捜査
当局による権限濫用、目的外利用を防ぐため
の様々な安全弁も設けられている）。

また、EUのデジタルサービス法案では、
プラットフォーマー等に犯罪の疑いのある取
引の報告義務を課したり、プロバイダー等に
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要請に応じた情報提供義務を課したりしてい
る。これらの他国の取組も参考に入れ、新た
な法令を制定することが考えられる。

Ⅳ　テロ資金供与（TF）への対
応

日本には、この問題に関して、おおまかに
いうとテロ資金凍結法とテロ資金等提供処罰
法の 2 つの法律があり、その概要は下表の通
りである。前者は「リスト型」、後者は「非
リスト型」と分類できる。

対象者 措置

テロ資金等
凍結法

国連で指定され
たリスト掲載者
のみを対象とす
る。

公告テロリスト
との取引禁止、
資産の凍結。

テロ資金等
提供処罰法

リスト掲載以外
の テ ロ リ ス ト

（例：グリーン
ピース）を含む。

資金等の直接又
は間接の収集、
供与等を処罰。

もっとも、上記法律では、テロ供与禁止罪
と凍結措置について定めているだけであり、
それ以外のTFリスクへの対応義務が抜けて
しまっている。

例えば、TFリスクに係るリスク低減措置
義務（FATF勧告 1 ）などは抜けてしまって
いる。この点については、犯収法を改正する
等して改正することが考えられる。

Ⅴ　大量破壊兵器資金供与（PF）
への対応

TFとの関係では、上記表でも示した通り、
テロ資金凍結法（リスト型）と、テロ資金提
供処罰法（非リスト型）の両方がある。

ところが、先に紹介した政府の実行計画（同
計画 6 ⑴等）では、PFとの関係で、政府は

上記のうちの、リスト型の対策強化のみを図
ろうとしていると推察される。

リスト型 非リスト型
TF 〇 〇

PF 実行計画に基づき
手当予定

手当予定なしと推
察

ただ、PFとの関係で、リスト型の規制だ
けをやっても、北朝鮮等は対応にたけている
から空振りに終わる可能性が高い。FATF勧
告との関係で、非リスト型の対応は義務でな
いとしても、非リスト型の規制も検討されて
よいように思われる。

Ⅵ　おわりに

犯罪を減らすために、本発表が、多少なり
とも貢献できる部分があるのであれば、幸い
である。なお、本誌における報告は、5000字
弱であるが、学会発表の際にも引用したロン
グバージョン（100頁超）を私のHP（www.
nakasaki-law.com/FATF）で公表している。
ご関心がある方は、そちらもご覧いただきた
い。
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Ⅰ　国際調停の現状

１　シンガポール調停条約について
2019年 8 月にシンガポールにて「調停によ

る国際的な和解合意に関する国際連合条約」
（以下「シンガポール調停条約」という）の
署名式が行われ、同条約は2020年 9 月12日に
発効した。

このシンガポール調停条約の影響もあり、
国際調停についての関心は、特にアジアにお
いて高まっていると思われる。

わが国では、この間、2018年11月に、日本
仲裁人協会の有志によって、国際調停の専門
機関である京都国際調停センターが設立され
た。

一方、我が国政府は、「国際仲裁の活性化」
を骨太の方針に掲げた流れの中で、国際
ADRの一分野である国際調停の活性化も視

野に入れるようになってきたと理解してい
る。

2020年10月から開始された法制審議会仲裁
法部会（部会長：山本和彦 一橋大学法学研
究科教授）では、シンガポール調停条約の批
准を視野に入れながら、諸検討が進められて
いる。

シンガポール調停条約は、2021年 9 月10日
にオーストラリアが署名し、署名国は55カ国、
批准国は、以下の 8 カ国となった（同年10月
25日現在）。

そもそも、原案提出国である調停大国の米
国およびイスラエルが、未だシンガポール調
停条約を批准していないが、その理由は定か
ではない。

コモンウェルスの中心である英国は、シン
ガポール調停条約に対しては、アジア・太平
洋ビジネスやTPPに対する程の熱意を示して
おらず、かなり冷ややかなように思われる。

わが国を取り巻く国際調停の現状と課題
小倉　隆

同志社大学 教授

報告シラバス

国　　名 署名年／月／日 批准年／月／日
① シンガポール 2019 ／ 08 ／ 07 2020 ／ 02 ／ 25
② フィジー 2019 ／ 08 ／ 07 2020 ／ 02 ／ 25
③ カタール 2019 ／ 08 ／ 07 2020 ／ 03 ／ 12
④ サウジアラビア 2019 ／ 08 ／ 07 2020 ／ 05 ／ 05
⑤ ベラルーシ 2019 ／ 08 ／ 07 2020 ／ 07 ／ 15
⑥ エクアドル 2019 ／ 09 ／ 25 2020 ／ 09 ／ 09
⑦ ホンジュラス 2019 ／ 08 ／ 07 2021 ／ 09 ／ 02
⑧ トルコ 2019 ／ 08 ／ 07 2021 ／ 10 ／ 11
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EUでは、英国が離脱する以前の2008年、
民事および商事に係る調停に関するEU指令
2008/52/ECが加盟国に対して発出された。
同指令によって、各国に調停利用が促された。
その結果、ドイツ・フランス・イタリアなど
大陸法の諸国での調停法の整備が進み、様々
な問題点が指摘されつつも、調停をその法シ
ステムに組み込んで運用する方向がはっきり
している。

以上に述べた西欧諸国の他、中国、インド、
韓国、マレーシア等、シンガポール調停条約
に署名したアジア諸国の批准動向も気にな
る。

数年前まで、アジア地域トップの国際仲裁・
調停地と評価されてきた香港は、中国との政
治的な関係において微妙な立場となっている
が、ビジネス上の中国貿易における窓口的な
重要拠点として新たな発展を模索している。

また、ベトナム、モンゴル等、シンガポー
ル調停条約に署名していないアジア諸国にお
いても、国際調停についての研究・理解が進
んできた。

いずれの国も、批准には数年単位の時間が
かかると思われる。

尚、今後、経済的な発展が期待されるのは、
アフリカである。インド洋上の小国モーリ
シャスが、シンガポール調停条約の署名国で
あり、アフリカのADRをリードしていく構
えを見せているのが注目される。

２　投資紛争に関する調停
国際投資仲裁は平均的に規模が大きく、審

理に要する時間も長い。国際商事仲裁につい
て指摘されている以上に、国際投資仲裁につ
いては、当事者同士の敵対化、手続の長期 
化・高額化、そして訴訟化が懸念されてい 

る。そこで、このような懸念への対応策とし
て、国際調停の利用が考えられる。

1990年代から、国際投資仲裁が急増した。
そこで、国際法曹協会（IBA）は、投資家と
投資対象国との紛争を調停によって解決する
ことを促進するために、2012年に”IBA 
Rules for Investor-State Mediation”（ 以 下

「IBA Mediation Rule」）を作成・発表した。
実は、このIBA Mediation Ruleに先立ち、

ICSIDは、2006年にICSID Conciliation Rules 
を作成していたが、2013年 9 月末、ICSIDに
登録されていた紛争448件のうち、ICSID 
Conciliation Rulesに則っていたケースは 9 件

（ 3 %）に過ぎなかった。
しかしながら、そもそも、ICSIDは、成立

した時から、実は、Conciliationを紛争解決
方法の軸の 1 つのとして考えていたようであ
る。1990年代以降に投資仲裁（Investment 
Arbitration） が 急 速 に 増 え た た め、
Conciliationはほとんど使われなかった、と
いうのが真相ではないかとジェームス・クラ
クストン教授が指摘されている（“Compelling 
Parties to Mediate Investor-State Disputes: 
No Pressure, No Diamonds? 20 Pepp. Disp. 
Resol. L.J. 78 （2020） pp.81-82）。

また、ICSID条約の締約国155カ国のうち、
57カ国が締約国となっているエネルギー憲章
の事務局は、2015年に紛争解決センターを立
ち上げ、紛争がエスカレートしないうちに対
話を行い、長期間にわたる関係を維持すべき
であるとしたが、課題として、ⅰ友好的な紛
争解決のメカニズムを効果的に立案するこ
と、および、ⅱ関係者が紛争解決のメカニズ
ムを知らないことにより紛争解決の確信と信
頼をもてないこと、が認識された。

以上を考慮して、エネルギー憲章会議は、
2016年に”Guide on Investment Mediation”
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を採択し、2017年のワシントンを皮切りに、
パリ（2018年）、香港（2019年）にて投資調
停のセミナーを行った。

エネルギー憲章の事務局は、2018年に
“Model Instrument for Management of 
Investment Disputes”を発表し、交渉およ
び調停の戦略的重要性および使い勝手の良さ
を強調している。特に、被投資国の政府は、
投資紛争管理の司令塔となるべき政府機関を
設立して柔軟な対応をすべきことが強調され
ている。

2018年にUNCITRAL採択されたシンガ
ポール調停条約は、投資紛争にも適用がなさ
れるようにするため、国連総会において条約
名から「商事」が削除された（山田文「国際
的な調停による和解合意に関する国際連合条
約」（シンガポール調停条約）の概要（上）」
JCAジャーナル第66巻11号（2019））。

３　国と国との紛争に関する調停 
～東ティモールとオーストラリ
アの調停

2018年に行われたConciliation（以下「本
件調停」という。）によって、1950年代にポ
ルトガルとオーストラリアとの間で始まり、イ
ンドネシアの実効支配期を経て長年にわたっ 
た海底資源に関する紛争が概ね解決された。
その際、国連海洋法条約の調停委員会（委員：
5 名）による強制調停手続（Compulsory 
Conciliation）が十分に活用された。本件調
停は、同条約に基づくConciliationによる紛
争解決の第 1 号とのことである。

2018年 5 月 9 日付にて、PCAに本件調停
の結果報告書（以下「本件調停報告書」）が
登録されている。

国と国との紛争は公的なものであるので、
透明性が求めらる。そのため、調停のオープ

ニング・セッションをビデオ放映したこと、
手続きの区切りでプレス・リリースを行った
ことなど、調停委員会によってメディア対応・
広報に工夫がなされた。しかし、その一方で、
政治的な影響が微妙になされる事項について
は、参加者を特定するに留めて敢えて議事録
を作成しない等、配慮がなされている。

調停手続については、12カ月の強制調停期
間が当事者の和解促進に利用された。その一
方では、手続の詳細は調停委員会が決めて柔
軟性を確保した。

本件調停の背後には、石油資源開発に関わ
る民間企業が存在した。オーストラリア側に
は、ロイヤル・ダッチ・シェル社の他、LNG
ユーザーと思われる大阪ガス社の名前があ
る。

2020年 6 月26日、本件調停委員会の議長で
あったピーター・タクソージェンセン氏（駐
日デンマーク大使、「本件議長」）をお迎えし
てジェームス・クラクストン立教大学教授の
Zoomインタビューが行われた。このインタ
ビューに、私も含め、京都国際調停センター
関係者10名程が参加することができた。

本件調停報告書にも示されているが、本件
議長は、本件調停のミッションを「和解促進」
とした。また、商業上の秘密を確保しながら
透明性を原則としたこと、当事者間の信頼関
係を構築すること、手続を柔軟にすることに
重点を置いた。

一方、本件議長は、 5 名の調停委員会の意
見とりまとめには苦労された様子で「 4 方向
の『交渉』をしなければならなかったので大
変であった。」と語られていた。

本件議長は、本件調停が難局を乗り越えら
れた要因の一つとして、良き助言者であり、
多くの書類作成支援業務を行ったPCAの高
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度な事務局機能を挙げられた。
本件議長のご説明によれば、本件調停で使

われた調停手法は、別席調停であったようで
ある。徹底的に各当事者の話を傾聴する姿勢
は、CEDRの調停手法に極めて近いと思われ
た。調停場所については、ディリおよびキャ
ンベラを始め、シドニー、メルボルン、ブリ
スベン、シンガポール、クアラルンプールの
7 都市（ 4 カ国）が使われた。　
手続的な観点から見れば、本件調停は、

Arb-Medの典型的な成功事例といえよう

Ⅱ　わが国の調停の現状および
未来

以上、概観してきたように、創意工夫をす
ることによって、国際調停は、B to Bの商事
紛争ばかりでなく、投資紛争や国対国の紛争
のような複雑かつ困難なケースにおいても機
能することが実証されている。かかる国際的
な状況を踏まえて、国内の調停が100周年の
節目を迎える我が国は、国際調停を今後どの
ように考えていくべきであろうか？

日本国内においては、裁判所が関与する調
停が盛んであり、欧米で盛んになってきた民
間調停とは異なり、日本国内においては「日
本式裁判所付設型調停」ともいうべきシステ
ムが確立したと見ることができよう。かかる

「日本式裁判所付設型調停」が、法務省／
JICAを通じて、アジア諸国への法制度整備
支援のコンテンツとなっている。

開発途上国における調停の発展には、我が
国の法曹 3 者およびJICAによる法制度整備
支援の効果が見られる。インドネシアおよび
ベトナムを始めとするこれらの国々への裁判
官等へのトレーニングを通じて、裁判所付設
型の調停のレベルアップがもたらされたとい

えよう。
因みに、日本の法曹 3 者およびJICAによ

る、調停に関する法制度整備支援は、以下の
ように纏められる。

　モンゴル  2004　～　2015年
　インドネシア 2007　～　2009年
　東ティモール 2013　～　2014年
　ネパール  2013　～　2018年
　ミャンマー  2016年　～　
　バングラディシュ 2017年　～
　ベトナム  2018年　～

上記のような国際的な法制度整備の実績を
踏まえ、B to Bの商事紛争の分野や、投資紛
争および国対国の紛争のような複雑かつ困難
なケースにおいても、我が国において教育を
受けた国際調停人が活躍できるようにしてい
くことが、求められていると考えている。
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Ⅰ　 シンポジウムの趣旨 
（文責：花木正孝）

本シンポジウムではバイデン政権の対中貿
易政策・制裁などの最新動向及び、これがわ
が国に及ぼす影響を中心に取り上げた。総花
的な話ではなく、貿易コンプライアンスの動
向に絞って議論した。

パネリストは報告順に赤平大寿、佐藤丙午、
尾崎寛であり、「バイデン政権の対中通商政
策と日本企業への影響」、「バイデン政権にお
ける輸出管理強化の方向性：対中政策を中心
に」、「マネーローンダリング・テロ資金供与
対策からみた米中関係」の 3 報告が行われ、
コメントを中崎隆、司会進行を花木正孝が務
めた。コメントに続き、パネルディスカッショ
ンを実施し、フロアも含め活発な質疑応答が
行われた。

Ⅱ　パネリストの報告概要

１　バイデン政権の対中通商政策と
日本企業への影響（文責：赤平
大寿）

バイデン政権の対中通商政策は、基本的に
はトランプ政権の方針を引き継いでおり、場
合によってはその規制を強化する方針を取っ
ている。鉄鋼・アルミ、中国原産品への追加
関税は、議会を中心に見直し圧力が高まって
いるが、政権は完全撤廃には未だ慎重だ。ト
ランプ政権下で成立した輸出管理改革法

（ECRA）、外国投資リスク審査現代化法
（FIRRMA）も継続されている。華為らと連
邦政府機関との契約禁止や同社のエンティ
ティリスト（EL）への追加もバイデン政権
下で続いている。華為のEL追加は、日本企
業へも影響した。輸出管理部門を有する大企
業であっても、米当局から査察を受けた際に
十分な説明ができるのか、制裁解除後に華為
と取引を復活できるのか、といった懸念が上
がった。情報通信サービスに対する米国政府
の安全保障上の懸念は強く、トランプ政権最

米新政権がもたらす米中対立の行方
―貿易コンプライアンスへの影響―

近畿大学経営学部教授　　　　　　　　　　　　　　　　花木正孝
日本貿易振興機構（ジェトロ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　
企画部海外地域戦略班（北米・オセアニア） 　　　　　　赤平大寿
日本安全保障貿易学会副会長　　　　　　　　　　　　　　　　　　
拓殖大学国際学部教授　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤丙午
金融庁総合政策局リスク分析総括課　　　　　　　　　　　　　　　
マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室室長　　尾崎　寛
中崎・佐藤弁護士事務所代表弁護士　　　　　　　　　　中崎　隆

シンポジウム概要

130 国際商取引法学会年報 2022　vol.24

13．米新政権がもたらす米中対立の行方

130_137_ȷɳ�Ϻඊݓ_責.indd   130130_137_ȷɳ�Ϻඊݓ_責.indd   130 2022/09/07   16:142022/09/07   16:14



終日には、商務長官が、リスクが高いと判断
した民間取引に介入できる規則が発表され
た。この規則は、バイデン政権下で施行され、
4 月には、複数の中国企業に召喚状が出され
た。またバイデン大統領は、トランプ政権下
で発表された人民解放軍に関係する中国企業
への投資を禁止する大統領令の対象範囲を拡
大した。これら具体的な政策の根底には、経
済安全保障の争いや民主主義と社会主義と
いったイデオロギーの対立があると考えられ
る。従って、これらが解決されなければ、現
在の政策が大きく見直されることは難しい。
だがこれら対立の抜本的な解決策はないた
め、今後もしばらくはこの状態が続くと考え
られる。

こうした通商を取り巻く状況は、日本企業
にどのような影響を与えているのか。ジェト
ロがバイデン政権発足直前の2021年 1 月に
行ったアンケート調査によれば、約25%の在
米日系企業がバイデン政権の誕生はプラスの
影響があると回答した。一方、約30%はプラ
スとマイナスの影響が同程度、約15%はマイ
ナスの影響があると答えた。マイナスの影響
の主な理由は、法人税の増税や環境・労働分
野での規制強化によるコスト増である。この
うち労働、中でも強制労働など人権に関する
規制が、バイデン政権の通商政策上の特徴と
して挙げられる。近年、米政権による新疆ウ
イグル自治区での人権侵害を理由としたEL
への追加や、強制労働に依拠する製品の輸入
を差し止める違反商品保留命令（WRO）の
発動が相次いでいる。トランプ政権の終盤で
は、企業を特定しないかたちで初めて、同自
治区からの綿やトマト製品の輸入にWROが
発動された。バイデン政権下でも、魚介類や
太陽光パネルの輸入へWROが発動された。
人権侵害を理由とした通商上の対抗措置は過

去の政権から続く流れではあるが、バイデン
政権になってその意向が一層鮮明になったこ
とから、日本企業も今まで以上に対応する必
要性に迫られている。

とはいえ、通商政策は必ずしもバイデン政
権の優先事項ではない。バイデン政権の基本
方針には、米国の労働者と地域社会に投資し
た後でなければ新たな通商交渉には着手しな
いと明示されている。この方針の下では、中
国や台湾の加盟申請で再度注目を集めている
TPPへの復帰は難しい。だが、中長期的には
米国のTPP復帰の可能性はゼロではないと
考える。容易なことではないものの、仮にコ
ロナ禍からの経済回復をやり遂げ、一年後の
中間選挙で改めて十分な支持基盤を維持でき
れば、残り 2 年の任期の中でTPP復帰を具体
的な目標として検討し始めることも可能性と
してあり得るのではないか。但しその際には、
バイデン政権でTPPをより良い協定へ改定
したと言えるための成果創出が必要となろ
う。そのためには、例えば、既にTPP参加国
間で合意された為替政策を互いに監視し合う

「マクロ経済政策に関する共同宣言」を協定
文本文に組み込むことが考えられないか。こ
の共同宣言は、合意済みである上、現状維持
の公約を再確認したものとの評価になってい
ることから、日本を含む既存加盟国にとって
大きな負担にはならない。また為替条項を際
立たせることは、労働者を競争上不利に追い
やる他国の為替操作の改善を掲げるバイデン
政権の方向性とも合致する。なお、TPPの再
交渉は困難との指摘が多い。そこで再交渉は、
修正箇所をごく限られた部分に留め既存の協
定文をほぼそのまま利用する。この手法は
USMCAに お い て 既 に 用 い ら れ て お り、
USMCAの協定文にはNAFTAやTPPの協定
文がほぼそのまま利用されている箇所が複数
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ある。USMCAの為替条項は当該宣言とほぼ
同じである。

最後にまとめであるが、今後も経済安全保
障を理由に中国への厳しい姿勢は続いていく
と予想される。その中でも人権については、
日系企業も一層の対応が求められるだろう。
政権の重要項目の 1 つである環境政策は、通
商政策上、今後の趨勢に注目しておく必要が
ある。炭素調整税は現在審議されている法案
から削除され、具体的な実施時期の見通しは
たっていないものの、いずれ、通商政策へも
何らかのかたちで反映されていくだろう。

２　バイデン政権における輸出管理
強化の方向性：対中政策を中心
に（文責：佐藤丙午）

2020年代に入り、国際的な戦略環境と、そ
の下での各国の政策選択の傾向は、大きく変
化しつつある。

第一に、国際秩序には「緩やかな」構造化
の傾向が見られる。QUADやAUKUSの設立
に見られるように、中国を封じ込めるまでは
至らないにしても、政治経済面での「包囲 
網」が構築されつつある。また、イランをめ
ぐる地政学の動向や、トルコの戦略的重要性
の変化を見ると、中東地域の政治変動も現実
的なリスクと認識する必要がある。第二に、
競争と協力の共存である。米中の技術摩擦を
背景に、各国で経済安全保障の強化が指摘さ
れている。しかし同時に、環境分野での米中
協力の推進や、RCEPを含めた中国との貿易
協力の拡大も見られる。第三に、新型コロナ
の影響も、国際秩序のあり方に大きく作用し
ている。

このような戦略環境のもとに、米中関係の
あり方にも変化が見られる。米中関係を考察
するうえで、経済相互依存と民主主義の関係

に触れる必要がある。過去30年の米国の対中
政策は、中国がグローバリゼーションの中に
組み込まれると、次の段階として国内の民主
化が進むというものであった。しかしこの実
験は、失敗したと判断されている。中国は経
済口語依存を最大限に利用し、自国の国力を
増進する道を選択した。たとえば軍民融合戦
略や、千人計画、あるいは輸出管理法の厳格
化や第三国適用などは、国際経済の一員とし
ての地位が不可欠である。

この問題について、米国はオバマ政権の二
期目以降政策の修正を進め、中国の技術取得
に制約を課す方向に転じた。トランプ政権は
対中貿易摩擦を政治争点化し、貿易収支問題
で圧力をかけ、技術流出を防止するために、
留学生などの入国厳格化を進めた。バイデン
政権は、トランプ路線を引き継ぐとともに、
米国の国内技術基盤の強化を図るために、研
究開発投資を増額している。さらに、サプラ
イチェーンに関する大統領令を発し、半導 
体、蓄電池、レアアース、医薬品の生産等に
おけるサプライチェーンの脆弱性に関する調
査を命じている。

総体的には、バイデン政権による「過去30
年間の政策からの決別」の方針は一貫してい
る。その中で、バイデン政権の安全保障貿易
管理政策は、トランプ政権の方針を引き継ぎ、
対中技術流出の防止と、国内企業の技術競争
力の向上を図っている。

米国は2019年国防授権法で輸出管理を規定
し、輸出管理改革法（ECRA）として法制化
している。ここでは、先端技術のR＆D（14
分野）の紹介、投資管理強化・FIRRMA、
輸出管理強化、政府調達の制限、サイバーセ
キュリティ強化などが打ち出されている。さ
らに、「機微・新興技術国家戦略」を発表し、
20分野の技術を特定し、それらの基盤強化お
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よび技術優位の確保（研究インテグリティ等）
の必要性を打ちだしている。これは、研究開
発投資に加え、イノベーション・サプライ
チェーンの国内回帰の推進を目的とするもの
である。

米国が新興技術の重要性を強調する背景に
は、死活的な「機微技術」が軍事安全保障と
直結するためである。米中は「新冷戦」とも
指摘される対立関係にある。米中の直接的な
軍事衝突の可能性は低いが、台湾問題などを
めぐって緊張関係が継続する。その過程で、
米国は自律兵器と、IOTで接続する「スマー
トシステム」を導入して、ハイリスクな軍事
対決を回避し、対中優位を維持することを目
指すだろう。そこでは、技術集約型の兵器シ
ステムの重要性が明らかであり、それを反映
して、2021年国防授権法では先端技術への投
資推進や 5 G・半導体などの技術の自律性の
維持が盛り込まれている。

安全保障貿易管理は、以上のような米中関
係を反映するものとなっている。そして、そ
こでは投資管理、みなし輸出管理、サプライ
チェーンの安全確保、輸出管理の強化（許可
例外の廃止など）が特に強調されているので
ある。

３　マネーローンダリング・テロ資
金供与対策からみた米中関係
（文責：尾崎寛）

特殊詐欺グループや暴力団等の犯罪組織が
得た犯罪収益は、新たな犯罪への ｢運転資 
金｣ や武器調達等の費用に充てられるなど、
犯罪組織を維持・拡大するために利用される
ことから、犯罪収益を検知し、調査及び捜査
し、凍結、剝奪するとともに、被害回復に充
てる等の措置を取ることが必要不可欠であ
る。これに対し、犯罪組織側は、犯罪収益を

次々と移動させるなど、その出所や真の所有
者を分からないようにする、いわゆるマ
ネー・ローンダリング（マネロン）を敢行 
し、捜査機関による犯罪収益の発見や検挙か
ら逃れようとしている。特に、経済・金融サー
ビスのグローバル化が進んだ今日、マネロン
は、国際的な決済システムを利用して規制の
緩い国を抜け道として行われるようになって
いる。全世界でマネロンされている資金は、
国連による推計では、国内総生産の全正解合
計の 2 ％から 5 ％と推計されており、金額に
換算すれば 1 兆 7 千億ドルから 4 兆 2 千億ド
ルと推定される。また、対策にかかる費用や
態勢不備、制裁違反等に伴う行政処分の過料
等の金融機関側のコストも大きくなってい
る。このような背景を踏まえ、我が国では、
国際社会の動向と足並みを揃えつつマネロン
対策を順次強化してきた。また、技術の進化
による決済手段の多様化や取引のグローバル
化等が進行し、金融取引がより複雑化する中、
国際的には、金融機関等に対し、リスクの変
化に応じた継続的な管理態勢の高度化が求め
られる。海外では経営陣の交代や高額の罰金
を含む処分を課せられる事例も発生するな
ど、マネロン／テロ資金供与／拡散金融対策

（以下「マネロン等対策」）管理態勢の脆弱性
が金融機関の経営に与える影響も大きくなっ
ている。

とくに、国際貿易及びその決済方法は、国
境をまたぐマネロン等に利用されるリスクが
高く、国際的なマネロン等対策のスタンダー
ドを決定している金融活動作業部会（FATF）
では、2006年から貿易を利用した資金洗浄に
関する報告書を公表し、加盟国に対してリス
クと対策を示している。各国は、経済安全保
障の観点からも、モノの流れに関する安全保
障貿易管理とカネの流れに関するマネロン等
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対策の強化に取り組んでおり、例えば、米国
は、国土安全保障、経済安全保障の観点から、
財務省、国務省、商務省、司法省等、連邦当
局がヒト・モノ・カネの流れに対して三位一
体で取り組んでいる。このカネの流れに着目
したのが、マネロン等対策であり、その国際
的な基準を作成し、加盟国間で法令等の整備
状況等を相互監視している枠組がFATFであ
る。FATFとは、マネロン等対策における国
際協力を推進するため、1989年のアルシュ・
サミット経済宣言を受けて設置され、マネロ
ン等対策に関する国際基準（FATF 勧告）
の策定と見直しを行っており、現在、世界
200以上の国・地域がFATF勧告等に沿って
マネロン等対策の強化を図っている。まさに、
FATF勧告等は、現在の国際社会におけるマ
ネロン等対策に関する国際的な基準や規範と
なっている。FATF 参加国・地域はお互い
にFATF 勧告の遵守状況の相互審査を行っ
ており、その審査結果により、対象国には改
善が求められる事項に対する指摘がなされ、
改善状況の報告（フォローアップ）が求めら
れる。審査結果及びフォローアップの評価が
著しく低い場合は、マネロン等のリスクの高
い国として認定・公表され、海外の金融機関
や当局等から、国際送金取引等の監視が強化
され、その結果、輸出入決済の手続きの遅延
や経済活動全般に支障がでるなどのおそれが
あるため、各国共、FATF勧告や相互審査の
指摘を踏まえながら、マネロン等対策の高度
化に取り組んでいる。

他方、貿易及び貿易関連の資金決済の分野
では、輸出入業者や運輸に関する複数の関係
者間において、紙ベースで書類を授受してい
ること、また、各関係者間の情報共有は相対
であり、取引関係間の一気通貫・リアルタイ
ムの情報共有ができないこと、貿易書類の突

合作業は原則マニュアルで行われることか
ら、事務的負担が重い等の課題があり、これ
らの課題が、資金決済を担う銀行のマネロン
等対策においても、時間と手間のかかる分野
として課題となっている。特に、制裁対象者
などが取引に関与していないか、制裁対象品
目が取引されていないか、価格操作により国
境をまたいで資産が移転していないか等の
チェックポイントについては、システム的な
検知や監視が効率化のカギとなっているもの
の、紙ベースの情報という制約により、シス
テムの活用が限定的であった。これに対し 
て、銀行では紙情報をOCRで読み取り、AI
などを活用して補正を図るなどの対応を行っ
て、デジタル化した情報をシステムにより
チェックする試みが始まっている。また、新
たな技術を活用し、輸出入業者や運輸関係者
も巻き込み、関係者が共通プラットフォーム
を通してデータでやり取りすることでペーパ
レス化を実現できないか、関係者間における
最新取引情報のリアルタイムでの共有が可能
か、予め登録した取引ルール・条件に基づ 
き、一定の手続きの自動化が可能かなどの試
みも始まっている。

なお、経済制裁に関して、米国は、国際社
会の合意に基づく国連安保理制裁決議のみな
らず、米国の外交・安全保障戦略に基づく独
自の制裁、貿易規制、および、それらの域外
適用（米ドル通貨建ての取引は米国法令の対
象との見解）を用いる傾向があり、より一層
注意を払う必要がある。実際に、2021年まで
の20年間で、米国財務省の制裁対象者は、10
倍に増加している。また、米国は二国間関係
において、例えば、米国による、ロシアの国
営エネルギー業界への制裁や中国の香港関
連、新疆ウイグル地区への人権弾圧への制裁
措置等の特定分野にターゲットを絞った制裁
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措置も実施するので、時として、相手国から
の対応措置を招くこともある。このような場
合、両国と経済関係、貿易取引のある日本企
業、金融機関等は、ヒト、モノ、カネの観点
で、制裁対象取引に巻き込まれないよう、最
新の注意が必要となるケースもある。

このような状況の中、2019年 5 月から
FATFの第 4 次対日相互審査が開始されまし
た。新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓
延により、対日相互審査プロセスは一時凍結
されていたが、2021年 6 月のFATF全体会合
において、第 4 次対日相互審査報告書が採択
され、 8 月30日に公表された。今後は、この
審査結果も踏まえ、官民一体となって我が国
におけるマネロン等対策を推進していく必要
がある。第 4 次対日相互審査においては、前
回の第 3 次相互審査以降の様々な取り組みを
踏まえて、日本のAML/CFT対策の成果が認
められ、全体として「重点フォローアップ 
国」との評価を得たが、日本の対策を一層向
上させるため、金融機関等に対する監督・検
査や法人等の悪用防止、捜査・訴追などに優
先的に取り組むべきとされた。特に、金融機
関等側の取組としては、該当する有効性検証
の項目（IO.4）は、四段階評価の下から二番
目とされ、評価書では、金融機関等のおける
リスク理解の促進、リスクに応じた対応の高
度化が求められる、とされている。

銀行が貿易や資本取引の資金決済や資金の
融通を行う場合、マネロン等対策の観点から
は、顧客および取引のリスクに応じた対応を
講じる必要があるが、まずは、リスクの特定
と評価をしっかりと行う必要がある。具体的
には、顧客属性や顧客の利用する商品・サー
ビス、取引形態、地理的要因を踏まえたリス
ク評価を行い、顧客の実施する商取引および
資金決済について、リスクに応じた深度での

調査を行い、制裁対象者の関与が疑われる場
合には、更なる厳格な調査を行い、必要な場
合は、取引の謝絶を含むリスク遮断措置を講
じる必要がある。また、取引を謝絶するまで
の合理的理由はないものの、依然として疑わ
しい点や不自然な点がある場合には、疑わし
い取引の届出を所管当局に届出する必要があ
る。このようなリスクに応じた対応を講じる
ためには、資金決済のみならず、商品やサー
ビスの取引内容や貿易や資本取引の相手先の
実態について、自らの顧客を通じて調査する
必要もある。貿易書類等の情報をデジタル化
して、システムを活用し検知の効率性を上げ
ると同時に、銀行においては、顧客ベースで
の実態把握、商流把握という継続的顧客管理
を通じ、より一層、日本の金融システムがマ
ネロン等に活用されないための態勢整備に取
り組んでいく必要がある。

Ⅲ　コメント（文責：中崎隆）

１　経済安保
経済安保の観点からは、サプライチェーン

や、社会基盤となるようなインフラ、重要技
術、戦略的に重要な資産（例：水源地）など
を他国に握られないようにすると共に、自国
の安全を確保するための積極的な施策を打つ
ことが重要となると考えられる。

この観点から第一に、他国からの信頼が重
要となる。例えば、安全保障との関係で重要
な機密情報について、日本国が他国から信頼
されなければ、当該機密情報をシェアいただ
けない。日本は、ファイブアイズにも参加で
きていない。もっとも、東芝社の件のように、
経済産業省からの電子メールを関係者が世間
に公表するなどということをされては、政府
も企業と機密情報をシェアできなくなってし
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まうし、日本政府に対する信頼も醸成されな
いであろう。機密保護規制に問題があるのか。
そこで、ファイブアイズに参加できない理由
等について赤平先生に質問をさせていただい
た。

第二に、貿易との関係では、日本から韓国
への輸出品が他国に流れたという不正貿易の
事例が報告されていたりするので、対策が必
要ではないか。最終需要者の適正確保の観点
から、現行法の外為法の誓約書方式が機能し
ているのか、他国からの信頼を確保するため
にも、米国や中国等のように、再輸出規制を
設けるべきかとの点について、赤平先生、佐
藤先生に質問をさせていただいた。この点に
ついては、日本の輸出の足をひっぱることに
なる等の理由で、再輸出規制の導入について
は消極に考えるとの趣旨のコメントをいただ
いた。

第三に、TPPについて、中国が参加を表明
しているので、米国の参加の可能性について
赤平先生に伺った。この点については、TPP
において、安全保障に係る配慮が十分でない
ことを米国が参加すべきでないとする記事を
目にするので（https://www.citizen.org/wp-
content/uploads/tpp-national-security-
factsheet-jan-2016.pdf）、そのような観点か
らの修正を施すことにより、米国を巻き込め
る可能性について質疑を行ったが、そうした
点よりも、FTAに反対する世論へどう対処
すべきか、の方がバイデン政権にとって課題
ではないか、との趣旨を回答いただいた。

第四に、外為法との関係で、経済産業省の
産構審による「安全保障貿易管理小委員会中
間報告」（2021年 6 月）が公表され、みなし
輸出管理制度の対象明確化等の施策が打ち出
されているが、報告書に記載の点以外の点 
で、改正の必要性がある点があるとお考えの

部分があるか等について、同委員会の委員も
務められた佐藤先生にお伺いしたが、特に思
い当たらないとのことであった。（個人的に
は、例えば、ファンドが外国投資家の定義の
抜け穴のような形で投資を行ったりした事例
もあり、抜け穴をふさぐ改正が検討されてよ
いように思う。）

第五に、危険な人物・団体等の対策のため
に、透明性の確保が重要となる。この観点か
らは、米国では、誰が大学に投資を行ってい
るか等という点も公表されるという話しが佐
藤先生からあったため、日本の大学として留
意すべき点についてお伺いした。この観点か
らは、日本の大学も、経済安保対策をしっか
り行っている旨を示さないと、そもそも外国
の大学・研究機関等との共同研究の候補にす
ら入れてもらえなくなる等のコメントをいた
だいた。

２　経済安保とマネロン対策の交錯
米国が中国との関係で経済安保的な観点か

ら問題視している点の相当部分は、①知財権
侵害、②ノウハウ・技術等の剽窃、③人権抑
圧（ウイグル等）、④会計不正などの違法行
為である。このため、FATF枠組みを通じた
各国のマネー・ロンダリング対策と、経済安
保的な観点からの対策が重なってくる可能性
がある。また、どちらも、取引の透明性の確
保を重視しており、実質的支配者の把握等が
重要となる。

さて、マネロンの世界では、取引不可先（例
えば、制裁対象者、反社等）に該当しないか
を見極めて上で、顧客のリスクの大きさに重
大な影響を与える要素（顧客属性（例：営業
性か非営業成果、職業、業種等）、利用する
商品・サービス、取引形態、居住国・国籍国
がハイリスク国かなど）についてリスクの特
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定・評価をした上で、リスク格付けを行うた
めに、犯収法で義務付けられている事項以外
の事項についても調査が必要となると解され
ている。例えば、金融庁マネロン・ガイドラ
インや欧州銀行監督当局のリスク・ファク
ターのガイドラインでは、このような観点か
ら、多数のリスク要素の説明を行っている。

経済安保（外為法等）との関係でも、金融
機関等に限らず、メーカー等が、国際取引を
行うに際し、制裁対象者リストに掲載されて
いるか等、様々なリスク要素に関係する情報
の収集を期待されることとなるのではない
か。（そして、そのような調査を容易にする
ためには、政府として、法人の実質的支配者
の登記等も整備することが有用である。）

また、疑わしい取引については監督当局経
由で捜査当局に届け出ることとされるが、そ
の品質を向上することが有用と考えられる。
捜査当局から、捜査への寄与や犯罪類型等
フィードバックの要望も耳にする。

銀行業界においては、AI等も活用した共
同モニタリング・フィルタリング・システム
を導入する検討も進められているが、共同で
本人確認を実施するには個人情報保護の観点
からもハードルが高い。個人的には、他の特
定事業者の顧客調査への依拠に係る法令改正
が必要なのではないかと考えていた所である
が、名寄せの問題が大きい旨をご教示いただ
いた。
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Ⅰ　はじめに（平野温郎）

本シンポジウムのテーマは、「日本企業の
アジアにおけるサプライチェーンを取り巻く
法的課題」であるが、これにはさまざまな観
点、課題がある。とりわけ、昨今、SDGsに
象徴される人権の観点など高度な社会的責任
を企業に求める潮流の下、経済安全保障を巡
る米中対立のなかで事業の枠組みの見直しを
迫られている日本企業のリスクマネジメント
といった視点も踏まえて、多角的に検討する
必要がある。

中国では、長期政権を担う習近平主席の下、
改革開放政策の第二ステージである「一帯一
路イニシアティブ」や「双循環」政策による
経済構造の変化が進捗している。貿易に止ま
らず、経済安全保障にも波及した米中対立の
長期化を視野に入れながら、国内のサプライ
チェーンを構築・強化しつつアジアや国際経
済とも結びつき、更なる発展の道を突き進 
む。一方、英米やEUは、ビジネス面での人
権尊重、労働者の権利保護、法の支配の確立
など国際的なスタンダードに基づく規制を強
く求めているが、中国はこれらとは異なる価
値観を持っており、中国に依存するアジア新

興国も同様で、両者は相容れない。アジアに
おいて中国企業が主体となったサプライ
チェーン構築が進めば、デカップリングの進
行は不可避とも思われる。

言うまでもなく、日本企業にとっては中国、
英米・EUいずれも重要なマーケットであり、
デカップリングが進むとしても、いずれか一
方にのみ依存することはおそらく最適解では
ない。しかし、現実問題として、米国等によ
る規制へのコンプライアンスを重視するの
か、それとも中国との関係を重視し、報復リ
スクを回避することを優先するのかの、二者
択一の踏み絵を踏まざるを得ない悪夢のよう
な状況も見え隠れしている。デカップリング
により生じる（生じている）法的な課題を把
握し、その解決策ないしリスクマネジメント
を確立すべくサプライチェーンの見直し・再
構築を進めなければ、マーケットからの撤退
を余儀なくされるおそれもある。

そこで、日本企業にとっては、適法・適切
な経営判断が必須となるが、そのためには基
本的な制度的枠組みやガバナンスの視点も含
む多角的な視点からの鳥瞰的理解、冷静かつ
緻密な政策、法令、社会的動向の継続的把握・
分析が前提となる。そこで、本シンポジウム
では、多彩な研究者および実務家の先生方 

日本企業のアジアにおける
サプライチェーンを取り巻く法的課題

コーディネーター　東京大学教授　　　　　　　　　　　　　　　　　平野温郎
パネラー　　　　　京都大学経営管理大学院特命教授　　　　　　　　堀口宗尚

専修大学教授　　　　　　　　　　　　　　　　　濱田太郎
弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所弁護士　　　　小林幹雄
JETRO アジア経済研究所新領域研究センター　　　　　　　 
法・制度研究グループ長　　　　　　　　　　　　山田美和
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に、それぞれのご専門の分野から、問題の所
在、視座、将来展望を簡潔にお示し頂く。

Ⅱ　報告

１　アジアにおけるサプライチェー
ンの再構築と課題（堀口宗尚）

日本企業のアジアにおけるサプライチェー
ンは、コスト重視の観点から中国とASEAN
に大きく依存していたが、コロナ禍を経てサ
プライチェーンの信頼性がより重視される傾
向にあった。サプライチェーンの効率性を最
大限に重視するいわばハイパーグローバリ
ゼーションへの反省から信頼性確保へ回帰し
ようとしていた。しかし、アジアに重層的に
構築されたサプライチェーンの日本国内への
回帰や他国拠点への移設は、政府の補助金等
を通じて、部分的には見られるものの未だ限
定的であるのも事実である。

そのような中、近年の米中対立は深化・長
期化し、米国バイデン政権は半導体・蓄電 
池・重要鉱物・医薬品等の中国依存の脆弱性
からの脱却、米国内における生産能力の強 
化、Quad（日米豪印）・G 7 等の同盟国等と
の連携強化を強力に推進している。日本も半
導体を含む機微なサプライチェーンや重要技
術の育成・保護、重要インフラの保全等に関
し呼応している。日本企業のサプライチェー
ンは、このような政府レベルにおける「経済
安全保障」の動きと無縁ではいられない。米
中双方に拠点を有する企業の中には「米中デ
カップリング」に踏み切る企業も出てきてい
る。生産と販売のみならず、研究開発でも「地
産地消」の動きが活発化し、米国向けは米国
内で、中国向けは中国内で完結する動きが進
展している。

日本企業は、まず経済安全保障の観点から

重要な技術・サプライチェーンを自国内や同
盟国内で完結させようとする新たな政策・法
規制の動向を注視する必要がある。

経済安全保障に関する米国法は、複雑多岐
にわたるが、「機微技術」の設定、特定企業
のエンティティリストへの公示、取引を禁止
し、域外適用を掛けるものである。国家安全
保障に悪影響を及ぼす中国企業を徹底的に米
国ビジネスから切り離す法体系である。近 
時、中国は米国法に対応して、一連の法整備
を行い、強力な報復措置を発動する態勢を整
えた。このような中、外国法の域外適用と域
外適用との狭間にある第三国企業である日本
企業が対応に苦慮し、サプライチェーンにも
深刻な影響を与えかねない状況となっている。

企業側においては、米国法と中国法の双方
の域外適用を意識した上でのビジネスおよび
リスク管理態勢の構築検討が急務となってき
た。まず、外国法が現に成立・施行され、域
外適用可能性があり得る状況下であるので、
米国法・中国法の内容・動向につき相応の
デューディリジェンスを講じ、社内でなすべ
き施策を検討するべきであろう。この点、経
営判断の原則と善管注意義務違反を問われる
ことのないように心がけるべきである。

また、「技術」と「案件」へのデューディ
リジェンスの徹底（技術、取引先・関係先や
具体的案件に関する米国法/中国法等の適用
可能性の検討）や、法形成段階のパブコメ等
へ主体的に参加すること等も必要になってこ
よう。

更に自社のビジネス内容に関して、米国関
連と中国関連を区分管理する「社内デカップ
リング」の検討も必要になろう。どこまでデ
カップリングを行っておけば問題ないのかと
いうそのレベル感と予見可能性は困難ではあ
るが、個別の事案毎に判断し、政策や法規制
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の動向次第で随時見直していくことが肝要で
あろう。

また、事案が外国法の問題であり、民間企
業としては如何ともしがたいため、政府と民
間企業の協議の場を持ち、政府べースでの解
決を促進するように政府側へ働きかけること
も重要である。他方、半導体他の重要物資、
機微技術等限定された領域においてしっかり
と守り、過度の自粛は不要である面にも留意
する必要がある。

企業においては、経済安全保障を重要な全
社経営課題の一つとして認識し、全社におけ
る態勢・体制の構築を行うことがまずもって
必要である。

２　「RCEPとSC、日本企業の戦略
―米国バイデン政権の動向も踏
まえて」（濱田太郎）

本報告では、東アジア地域包括的経済連携
（RCEP）協定等の地域経済統合や、米国・
EUの通商政策の評価を行い、日本企業のグ
ローバルなサプライチェーン（SC）を保障
する観点から、日本政府の果たすべき役割を
検討する。

RCEPは、自由化対象・分野が限定される
ものの、日本・中国・韓国 3 か国が加盟し、
これまでFTAが存在しない国の間で大きな
貿易創出効果が期待される。広範なルール分
野の規律が設けられており、政策の透明性・
予見可能性の向上に寄与することも期待され
る。

しかし、環太平洋パートナーシップ（TPP）
協定と比べると、物品貿易やサービス貿易の
自由化率・対象が低く狭い。ルール分野の規
律の狭さ・浅さが目立つ。産品・サービスの
特性に影響を与えない生産過程に対する規律

（非産品PPM）の典型である環境、労働、人

権等に関する規律は、発展段階の異なる国同
士で合意されにくく、RCEPには規律がない。

日本企業にはアジア地域に限らずグローバ
ルなSCを保障する必要がある。地域経済統
合の域外国は、特恵格差の不利益を受けるに
とどまらない。米国は、米国メキシコカナダ
協定（USMCA）における北米労働協力協定
の改正強化、一般特恵制度（GSP）における
労働条項（一定の労働条件の遵守/違反を条
件に特恵付与/適用停止を決定する条項）の
活用等を行ってきた。「労働者の中心の通商
政策」を提唱するバイデン政権は、強制労働
産品輸入禁止（違反商品保留命令（WRO））等、
労働分野でさらに積極的な規制を推進する。
EUは通商政策を労働や人権といったEUの共
通価値実現手段と位置付け、広範囲・高水準
の義務を伴う新時代のFTA、GSP＋（人権、
環境、労働、ガバナンスに関する条約の締結
/遵守を条件とする追加的特恵付与制度）等
を通じて推進する。従来は、これらは先進国
の保護主義と考えられてきたが、人権や労働
分野の普遍的価値を普及するための措置とし
て性格が変化しつつある。

日本は、RCEPの諸規定を遵守しながら、
多角的アプローチとして、米国や中国のTPP
への復帰・加入を促しつつ、RCEPの規律を
TPPないしUSMCA並みに改定するよう主導
すべきだ。また、日本独自の一方的アプロー
チとして、RCEPの例外規定を適用し、米国
やEUに倣いGSPに労働条項を設けるべきだ。

日本は、RCEP諸国に基本的ILO条約（中
核的労働基準）の遵守を求めるべきである。
強制労働や児童労働を禁止する基本的ILO条
約は、批准しているか否かを問わずすべての
ILO加盟国が「遵守」することが求められる
グローバル・スタンダードである。

もっとも、米国の強制労働産品輸入禁止は、
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広範な対象産品指定、強制労働の存在（不存
在）の証明等の制度上の問題が指摘されてい
る。従来からその適用が特定国・時期に限定
されており、その恣意性が問題視されている。
米国はUSMCAに強制労働産品輸入禁止規定
を設け、G 7 サミットの宣言の作成を主導す
る等、一方的アプローチを多角化しようと努
めている。日本もできる限り多角的アプロー
チを推進することが望ましい。また、特恵付
与/停止を従来通り締約国単位で決定すると
労働基準を遵守する企業活動にも影響を及ぼ
す上に、外交的配慮から機動的な適用/適用
停止に躊躇する。日本は、むしろ、制裁

（sanction-basis）よりもインセンティブ付与
（incentive-basis）の制度設計・発想を有す
るべきであろう。この点で、①米国・EUと
もに、FTAの紛争解決制度を活用しながら
も、労働分野の遵守を相手国との協議や技術
協力を通じて友誼的に図ってきていること、
②事業場（企業）単位の「遵守」を図る
USMCAの事業場特定的早期対応労働メカニ
ズムが大きな成果を上げていること、③旧米
国カンボジア繊維協定ではILOの技術協力を
通じて一定の労働条件を遵守した特定の企業
取引のみに特恵を適用していたこと等が参考
になる。日本も、欧米に倣い、日本企業に中
核的労働基準の遵守を求め、デューディリ
ジェンスを義務付ける等、国内政策と通商政
策に一貫性を有する新たな政策を推進すべき
であろう。

３　アジアにおける自動車産業サプ
ライチェーンの法的課題～中国
の自動車産業に関する問題を中
心として（小林幹雄）

新型コロナ感染拡大を受けて中国、ベトナ
ム、マレーシア等の一部都市で実施された操

業停止や都市封鎖は、現地における自動車部
品の生産停滞を招いた。また、コロナ禍によ
る半導体需要の変動及び米国による中国企業
への制裁は、世界的な車載半導体の不足を招
いた。自動車部品及び車載半導体の調達難に
より、日本を含む各国の完成車メーカーは長
期間に及ぶ減産を余儀なくされた。今回の経
験を踏まえて、今後、自動車関連企業では調
達先、生産拠点を多様化してSC分断リスク
を低減することを更に重視すると思われる。
中国国外市場向けの自動車部品等について
は、一部の企業が調達先や自社の生産拠点を
中国からASEAN等に移転する可能性もあ
る。ただし、日本の自動車産業全体で見れば、

「脱中国」の動きが活発化する可能性は低い。
世界最大の自動車市場（2020年新車販売は
2531.1万台）を擁する中国には、多くの日本
の完成車メーカー、自動車部品・素材メー 
カー等が現地進出しているためである。
「脱ガソリン車」「電動化」という世界的な

動向と車載電池の調達問題にも注目すべきで
ある。中国、欧州を中心に電気自動車（EV）
及びプラグインハイブリッド自動車（PHV）
が急速に普及し、車載電池の供給能力は世界
的に不足傾向にある。各国の完成車メーカー
は車載電池の安定調達及び調達価格の低減を
喫緊の課題として、調達先と自社生産能力の
確保を進めている。なお、巨大なEV市場の
近くで車載電池を生産することが効率的であ
ることに鑑みれば、車載電池に代表される
EV関連のSCは、今後、中国、欧州及び（EV
市場の急拡大が見込まれる）米国の各域内に
おける地産地消を基本として形成される可能
性が高い。中国においても、日本の完成車 
メーカー・中国の車載電池メーカー間の調達
関係強化、日本の自動車関連企業による現地
のEV関連領域への投資拡大が予想される。
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「脱ガソリン車」「電動化」は、日本の自動車
産業による中国の国内SCへの関与を強く促
すことになる。

アジアにおける自動車産業のSC再構築で
は、「調達先、生産拠点の多様化」及び「地
産地消による効率化」をいずれも重視すべき
である。なお、引き続き重要な調達先、生産
拠点となる中国については、現地の最新動向
を踏まえたリスクマネジメントが必要にな
る。一例として、中国の各種制裁、対抗立法
の問題がある。米国との対立深刻化を背景と
して、2020年以降、中国では改正版「中国輸
出禁止・輸出制限技術目録」、「信頼できない
エンティティリスト規定」、「輸出管理法」、 

「外国の法律及び措置の不当な域外適用の阻
止弁法」及び「反外国制裁法」等、制裁、対
抗立法が相次いで登場した。これらの一部に
は、一定の事由に該当した外国企業等をリス
トに列挙し、投資や貿易取引において不利に
扱う制度も規定されている。日本の自動車関
連企業が上記リストに列挙されて中国国内の
企業から自動車部品等の調達ができなくなる
等のリスクは現実化していないが、引き続き
関連規定の制定や執行状況を注視することが
望まれる。

SC再構築の過程では、現地生産拠点の閉
鎖、縮小等もありうるが、この点に関する留
意点もある。例えば現地法人を解散する場 
合、工場の閉鎖に伴う労働問題や税務調査等、
対応すべき事項が多く、手続きの完了まで長
期間を要することも多い。また、自社の現地
生産拠点が独資ではなく中外合弁形態を採用
する場合は、当該拠点の閉鎖に至らなくても
国外移管に伴い生産規模の縮小や重要な取引
の終了が発生する時には、中国側出資者との
間で慎重な事前協議を行い、合弁トラブル等
を回避することが重要である。

４　アジアにおける日本企業の SC 
と責任ある企業行動：機会と課
題（山田美和）

2021年 6 月コーンウォールG 7 でサプライ
チェーンにおける強制労働の排除が言及さ
れ、さらに10月の貿易大臣会合は強制労働に
関する付属文書が公表されるなど、グローバ
ルな政策課題として責任あるサプライチェー
ンのあり方が注目されている。2015年G 7  
エルマウ・サミット首脳宣言で、サプライ
チェーンにおける労働者の権利、環境保護の
確保が謳われ、「ビジネスと人権に関する国
連指導原則」を支持し、サプライチェーンの
透明性と説明責任向上のために企業にデュー
ディリジェンスを促すことが明記された。指
導原則は2011年に国連理事会で承認されて以
来、ビジネスと人権のあり方を規定する、国、
企業、市民社会の共通基盤とされている。指
導原則は企業を名宛人として企業の人権尊重
責任を規定したことが国連文書として画期的
であるが、同時に国家の人権保護義務を再確
認し、企業が人権尊重責任を果たせるよう政
策措置をとるべきと規定する。10月の貿易大
臣会合で合意された強制労働に関する付属文
書では企業にビジネスと人権に関する国連指
導原則にもとづく人権デューディリジェンス
を促進する一方で、企業活動のための明確性
と予測可能性の強化も盛り込まれている。

企業が人権尊重の責任を果たせる環境
（enabling environment）、制度構築をいかに
整備するかという政策のあり方が広く議論さ
れている。なかでもEUは先行者としての優
位性を確保すべく人権デューディリジェンス
の実施に関するスタンダード設定を推進して
いる。グローバルサプライチェーンにおけ 
る、人権の尊重、責任ある企業行動の推進は
公平な競争条件、レベルプレイングフィール
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ドの構築と考えられている。人権デューディ
リジェンスの実施自体を求める法規制のみな
らず、公共調達や輸入について強制労働に関
連した製品を禁止したり、他国への投資にお
ける人権侵害リスクについて企業に留意を促
し、ガイダンスを提供したり、また貿易相手
国の企業へのキャパビル支援や、相手国政府
に対し働きかけるなどの政策がある。

日本政府は2020年10月に公表したビジネス
と人権に関する行動計画において、日本企業
に対し、指導原則をふまえた人権デューディ
リジェンスの導入を期待するとし、企業の自
発性に委ねている。日本企業は、欧米の法規
制に対応するという受け身の対応ではなく、
能動的な取組みが求められている。筆者が調
査したタイにおける日本の自動車部品企業
の、本社のCSR方針の現地子会社への浸透、
サプライヤーへの推進、被雇用者とのエン
ゲージメントに関する事例から、建設的労使
関係、サプライヤーとの信頼関係性におい 
て、人権、労働者の権利の国際的スタンダー
ドに合致する実務があることが観察された。
日本企業は事業運営において様々な権利、な
かでも自社およびサプライチェーンにおける
労働者の権利、ディーセントワークを尊重し、
持続可能な発展（SDGs）に貢献することが
可能な立場にある。コンプライアンス思考を
超えた情報開示、説明責任が必要である。人
権保障が不十分なアジアにおいて日本企業の
果たす役割は大きい。日本企業はサプライ
ヤーや取引相手に対して、意識啓発、実務で
の取り組みを支援し強化することが、サプラ
イチェーンの強靭性、持続可能性、企業価値
の向上に繋がる。労働者の権利、人権が尊重
される社会においてその恩恵を享受するのは
企業自体でもある。

そのためには日本の政策として、企業が人

権尊重の責任をはたせる環境・制度の構築が
求められる。経済活動における公正な競争条
件、公正な市場をいかに整備していくか、経
済活動におけるルール形成である。企業への
情報提供、インセンティブ、企業が個社では
対応できない構造的リスクへの取り組み、相
手国政府への働きかけなどがある。通商協定
における労働条項もその一つであり、企業に
とってはサプライチェーンを通じて貿易相手
国における人権侵害のリスクを軽減する効果
をもつ。

Ⅲ　 コーディネータ・コメント
（平野温郎）

サプライチェーンに関わる人権とビジネス
の問題と経済安全保障の問題は、分けて考え
たい。まず、人権とビジネスの問題について
は、企業のCSRは時代の要請により変化する
ものであり、企業はそれを実践していくべき
であることに疑問の余地はない。法的責任を
超える倫理的責任（Ethical Compliance）は
欧米では普通のことであるが、日本ではなか
なか浸透しておらず、企業内でどの部署が担
当するのかも明確になっていなかった。国際
的なソフトロー遵守も企業の倫理的責任に含
まれる。グローバルな潮流をキャッチアップ
していかない経営は受け入れられないとまず
は弁える必要がある。米中対立、コロナは促
進要因の一つに過ぎない（堀口）。むしろEU
では、通商政策、共通価値の実現手段として
積極的に位置付けられている（濱田）。そも
そも「人権リスク」という負の捉え方は正し
くないだろう。「自由で公正な貿易」を実践
するものと捉えるべき（山田）とはまさにそ
の通りであり、コストは事業に必要なものと
弁えて経営判断しなければならない。
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これまでは、グローバルに事業展開する日
本企業の（広義の）コンプライアンス対応も
欧米企業のベストプラクティスを基準にすべ
きといわれ、多くの企業は実際にそうやって
来たと思う。今回もこれに合わせて、欧州企
業の例のように直ちにサプライチェーンを断
ち切るべきなのか。これは経営判断としては
そう簡単ではない。まずは人権デューディリ
ジェンスをできる限り行い、改善努力を促し、
透明性を求め、それでも駄目なら取引漸減な
どの対応が考えられる。基本は価値観を共有
する欧米の考え方に即しつつ、中国がやむを
得ないと思って認め得るような工夫が必要
で、これも一種のリーガルリスクマネジメン
トである。

一方、経済安全保障の問題に関しては、米
国の関係法令において新たな人権要素が入っ
た（個別国によるハードロー化）。明確に法
令違反となれば話は別になる。報道でしか 
分からないが、WROを出されたユニクロは
強制労働との関係性がないことを証明せよと
米国政府に要求されていたようだ。ユニクロ
がそのWebsite上で説明している手順や方 
法自体はベストプラクティスであるといえ 
そうだが、それでも貨物輸入保留という事態
になった。要は証拠が不十分であったという
ことだが、原料供給元の新疆生産建設兵団が
準軍事的組織であり、ブラックボックスにあ
るとするならば、完全な情報収集には限界が
あることは容易に想像できる。しかし、上記
のようなデューディリジェンスに基づく判定
および措置をto our best knowledgeという
qualification付きで取るだけではすまないの
だろう。そうなると地産地消か、あるいは中
谷和弘教授の提言する対策、すなわち、中国
以外の本社、現地法人は自国法および米国法
のみを遵守しつつ、分社化によるサプライ

チェーンの分離により、中国法人は中国法の
みを遵守する。これにより中国の黙認を得る

（『米国法と中国法の板挟みになる日本企業』
（国際商事法務Vol49.No.4, 459頁））しかない
のかもしれない。この点、中国の輸出管理法
等を一読したところでは、日本本社や中国以
外の現地法人等が米国法を遵守して規制に
従ったとしても違反とはならないようにも読
めるが、報告（小林）でも指摘があったとお
り、曖昧過ぎて現時点では何とも判断が難し
い。今後の運用や細則を見極めていくしかな
い。対応としては、日本も米国に追随して、
同様の、ただし国際人権法やILO条約29号に
整合的な基準に即した法制度を導入した方
が、中国による報復措置の構成要件に該当し
ないようになるのではないかとも思われ、こ
の点も今後検討していくべきである。
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Ⅰ　 シンポジウムの趣旨 
（文責：久保田隆）

2021年 8 月末のFATF第 4 次対日相互審査
報告書の公表を受け、官民を挙げた資金洗浄
対策が本格化している。そこで本シンポジウ
ムは、あるべき政策・対策を考える目的で第
一級の専門家が集い、パネル報告や討論を通
じて活発に議論した（参加者54名）。コロナ
禍で同報告書の公表遅延が繰り返されたた
め、本シンポジウムも2020年全国大会での実
施予定が何度か延期され、2021年全国大会で
漸く実現した次第である。

具体的には、審査時に日本の責任者の一人
であった山本祐実・前財務省国際局資金移転
対策室長に全般に亘る基調報告をお願いし、
以下、詳細なコメントとして、福島俊一・元
同資金移転対策室長から「FATF審査員から
見た対日審査」、白井真人・トーマツパート
ナーから「継続的顧客管理の課題」、今野雅 
司・トーマツ弁護士から「FATF審査結果を

踏まえた規制・当局の動向」、渡邊隆彦・専
修大学教授から「今後銀行に求められる対応
と日本政府の課題」、花木正孝・近畿大学教
授から「銀行窓口の取引時確認からみた法整
備の必要性」、高砂謙二・大阪経済法科大学
教授から「地域金融機関の現状と課題」、中
崎隆・弁護士から「実質的支配者に係る立法
的課題」を報告頂き、パネリスト間やフロア
との間で活発な討議がなされた。

Ⅱ　基調報告（文責：山本祐実）

AML/CFT/CPFは一部の国が規制を強化
しても、規制の緩い国で実行される恐れもあ
るため、国際的な協調が不可欠としてFATF
が設立された。FATFが国際基準を策定し、
190以上の国・地域が対象となって、法令整
備状況（TC：40項目）、その有効性（IO：
11項目）に関する相互審査が実施されている。

対日相互審査の結果が公表され、一時的に
審査結果に関心が集まったが、不備の程度で
フォローアップの頻度および深度に違いが生

AML/CFTを巡る今後の課題
―FATF対日第４次相互審査を終えて―

早稲田大学大学院法務研究科教授 久保田隆
スタンフォード大学客員研究員 
前財務省国際局資金移転対策室長 山本祐実
元財務省国際局資金移転対策室長 福島俊一
有限責任監査法人トーマツパートナー 白井真人
有限責任監査法人トーマツ弁護士 今野雅司
専修大学商学部教授 渡邊隆彦
近畿大学経営学部教授 花木正孝
大阪経済法科大学国際学部教授 高砂謙二
中崎・佐藤弁護士事務所代表弁護士 中崎　隆

シンポジウム概要
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じるのであり、合格/不合格があるわけでは
ない。また、フォローアップ審査、第 ５ 次
審査が控えており、対日相互審査が完全に終
わったわけでもない。そもそも、AML/
CFT/CPFはFATF相互審査のためにやるも
のではない。これは日本政府がFATFの審査
結果公表と同時に、不備事項の改善のみなら
ず、AML/CFT/CPFの高度化の観点から、
期限と担当省庁を明記した行動計画を公表し
たことからもわかる。法令改正を伴うもの以
外では、たとえば、NPOのTFリスク理解お
よびNPO監督について他に類を見ない非常
に厳しい評価（NC）を受けていることから、
早急に改善する旨明記されている。このほ 
か、継続的顧客管理について、実質的支配者
の検証なども含め、既存顧客の情報更新を
2024年 3 月までに完了する旨記載されてい
る。治安の良い日本では他人事のように感じ
るかもしれないが、もし、日本の取組みが不
十分な場合、AML/CFT/CPFに関する脆弱
性が犯罪組織やテロリスト等に広く認識さ
れ、国際的なML/TFに悪用されるリスクが
高まり、国民生活の安全と平穏が脅かされる
かもしれない。また、各国の金融当局が国内
金融機関に対し、邦銀との取引におけるDD
の強化を指示し、個々の取引の審査が厳格化
することで取引遅延、取引回避の動きに繋が
り、結果として、海外進出企業に甚大な悪影
響を及ぼすこともありえる。

AML/CFT/CPF に関する最近の議論につ
いて。⑴コロナに関連して、非対面取引を背
景とした詐欺、サイバー犯罪などの新たなリ
スクについて、FATF議長が懸念を表明して
いる。英国は2020年NRAの中で、既にコロ
ナに関連するリスクについて分析、公表して
おり、①非対面、リモート型の金融取引が増
加し、本人確認が困難、②環境の変化が暴力

団など反社会的勢力にビジネスチャンスを与
えるおそれ、③コロナ関連のチャリティが増
えており詐欺に悪用されるおそれ、④テレ
ワークの増加でAML/CFTのための人材が
不足、⑤逮捕しても裁判が遅延、といった説
明をしている。⑵G 7 はサイバー犯罪につい
て、ランサムウェア攻撃による身代金がマネ
ロンやテロ資金、拡散金融などの温床になっ
ているため、全ての国がFATF基準で適切に
対処する必要があると声明を出している。⑶

「FATF勧告を誤って適用した結果生じる意
図せざる影響」（UIC）について、FATFは
①デリスキング、②金融排除、③NPO弾圧、
④人権侵害、に分類して実態把握の上、改善
策を講じる旨公表している。

このほかにも、FATFはオンラインで情報
を頻繁に更新しているので、関係者の方々に
は、最新情報を確認し、適切に対応していた
だきたい。

Ⅲ　コメント

１　FATF審査員から見た対日審査
（文責：福島俊一）

FATFの第 4 次対日相互審査の結果を法令
遵守状況と有効性の不備事項の数で他国と比
較すると、同じ「強化フォローアップ国」と
される米国やカナダなどとの間にかなりの開
きがあることがわかる。今後は、いかに短期
間に不備事項を改善して「通常フォローアッ
プ国」と認定されるかが問われる。法令遵守
状況で不合格とされた11項目のうち 9 項目は
2008年の第 3 次審査でも不合格で、いわば積
み残しである。

日本が第 3 次審査のフォローアップから卒
業したのは、報告書採択から 8 年後の2016年
であった。FATFでは、それに 4 年先立つ
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2012年に第 4 次勧告を採択・施行し、2014年
からは第 4 次審査が始まっていた。しかし、
日本が実際に第 4 次審査のオンサイト（2019
年秋）に向けて本格的な準備に着手したのは
2017年頃であった。フォローアップの間、第
4 次勧告への準備が行われず、直前になって
準備に着手したというスタートの遅れは、今
般の評価結果と無関係ではない。次の第 5 次
審査の内容や開始時期等は未定だが、第 3 次
及び第 4 次の教訓を生かし、速やかなフォ
ローアップの取組みが求められる。

第 4 次審査までの教訓として次の 5 点を指
摘したい。第 1 に、FATF対応がグローバル・
スタンダードであるという認識を持つこと。
第 2 に、立法事実偏重の法制執務を見直し、
国際的なソフトローにも対処できるようにす
ること。第 3 に、法執行当局がより積極的に
マネロン・テロ資金供与対策に取り組むこと。
金融機関等の特定事業者の予防措置と法執行
は車の両輪である。第 4 に、民間セクターに
おけるAML/CFTへの「やらされ感」を払拭
すること。AML/CFTは、詰まるところ、自
らの組織・顧客・財産を不正な取引から守る
ことにある。そして第 5 に、官民ともに
AML/CFTに係る専門人材を育成し、世界と
戦える人材を育成すること。グローバル・ス
タンダードを後追いするのでなく、自ら先頭
に立ってスタンダード策定に関与することが
重要で、特にこれから社会に出る学生には、
そういう気概を持つことを期待したい。

２　継続的顧客管理の課題 
（文責：白井真人）

FATF相互審査（第四次）の前回、2008年
に実施された第三次対日相互審査において
は、金融機関等の顧客管理に関して多くの指
摘を受けた。そのうち、既存顧客の管理に関

しては「金融機関に対し、重要性及びリスク
に応じて、既存顧客に対する顧客管理措置を
義務付ける法律若しくは規則又は他の執行力
を伴う手段がない」との指摘があり、わが国
として「継続的顧客管理」への対応が必要と
なった。その後、犯罪収益移転防止法の改正
が行われ、金融機関等に「取引時確認をした
事項に係る情報を最新の内容に保つための措
置」が求められることとなったが、当該規定
は金融機関等に積極的な顧客情報の更新等の
対応を求めるものではなく、実効性に乏しい
ものであった。

2021年 8 月に公表されたFATF第四次対日
相互審査報告書においては、金融庁のマネロ
ン・テロ資金供与対策ガイドラインに基づく
金融機関の継続的顧客管理への取り組みに一
定の評価を与えつつ、その取り組みが途上で
あることや、実施方法も現状では十分ではな
いこと等を指摘し、期限を設定した継続的顧
客管理の完全な実施を求めている。継続的顧
客管理については前回審査に続いて再びの指
摘を受けたことになり、今後わが国として、
FATFが求める方法での完全実施に向けた対
応が必要となる。

ガイドラインにおいては、必要な情報の提
供を顧客から受けられない等の場合には、取
引の謝絶を含むリスク遮断を検討することが
求められているが、このような対応について、
現行の犯罪収益移転防止法における特定事業
者の免責の対象となっていない点は、今後の
完全実施に向けた課題となりうる。現状、金
融機関は全国銀行協会が策定した「預金規 
定・参考例」等に基づき、情報提供を拒む顧
客に対しては取引の制限を行うことがある旨
を自行の預金規定に盛り込むことで対応して
いるが、継続的顧客管理に関する顧客の理解
が十分でない中で、顧客に取引制限等の措置
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を実際に適用することは困難な状況にある。
今後、金融機関においては、金融庁の要請

に従い2024年春までに継続的顧客管理の完全
実施を目指すこととなるが、それに伴い、顧
客からのクレームなどはますます増加するお
それがある。国としてマネロン・テロ資金供
与対策の強化を目指すのであれば、上記の預
金規定のような金融機関による自助努力に委
ねるだけでなく、金融機関を保護する立法上
の措置についても、検討が必要になるものと
考えられる。

３　FATF審査結果を踏まえた 
規制・当局の動向 
（文責：今野雅司）

日本のマネー・ローンダリング対策におい
ては、FATF勧告の改正やFATF審査等、
FATFの動向に応じて法改正等の対応がされ
てきており、2018年 2 月に金融庁により策 
定・公表された金融庁の「マネー・ローンダ
リング及びテロ資金供与対策に関するガイド
ライン」（金融庁ガイドライン）も、今般の
FATF第 4 次対日相互審査を意識したものと
いうことができる。

ハードロー、ソフトローの定義は論者に
よっても様々であるが、金融庁ガイドライン
も、抽象的な行政規範（例えば、銀行法24条
1 項の「銀行の業務の健全かつ適切な運営を
確保するため必要があると認めるとき」）を
行政当局自身が具体化したものとして、ソフ
トローの一つと整理することも可能と考えら
れる。法令と異なり、作成や改変の容易さ、
個別状況に合わせた作成・運用ができるなど、
法改正によらずに、時代の変化に対応した柔
軟な規範の変更が可能となるメリットが考え
られる。マネロン・テロ資金供与対策との関
係でも、多数の業態を特定事業者として規定

している犯罪収益移転防止法（犯収法）の改
正よりも、事業者固有の事情や、新たな手口・
問題意識等を踏まえた機動的かつ柔軟な対応
を可能とする点で、監督官庁ごとのガイドラ
インの策定・運用には一定の意義が認められ
る。

他方で、FATF審査との関係では、FATF
勧告記載事項を規定する法令・ガイドライン
等は、“Enforceable”なものであることが必
要であり、①要件の明示、②当局による発 
行・承認、③不遵守の場合の制裁を要件に、
enforceabilityが認められるとされている。
FATF第 4 次対日相互審査では、金融庁ガイ
ドラインは上記要件を満たすものとして認め
られたが、上記③の不遵守の場合の制裁が 

（形式的には記載されていても）実際にはな
されていないような場合には、今後のFATF
審査等でガイドラインのenforceabilityに疑
義が生じるといった可能性も完全には否定で
きない。また、FATF審査結果では、上記の
enforceabilityの問題としてではなく、金融
機関・DNFBPs双方の監督当局の制裁が十分
に行われていない旨も課題として指摘されて
いる。

これらの状況にかんがみると、今後の規制・
当局の動向としては、犯収法等の法令は業態
横断的なミニマムな規制としつつ、業態ごと
のガイドライン新設・改正及びこれに基づく
行政上のアクションが進んでいくことが想定
される。

４　今後銀行に求められる対応と 
日本政府の課題 
（文責：渡邊隆彦）

2021年 8 月30日に公表されたFATF第 4 次
対日相互審査の結果は、前回の第 3 次審査時
より改善した面はあるものの、全体として芳
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しいものではなかった。その一方、 8 月30日
当日に政府一体となっての「マネロン対策に
関する行動計画」が公表されたことは、前回
審査後（2008年～）の政府の動きに比べ、迅
速かつ包括的な「初動」として評価できる。

この「行動計画」の中で注目される取組み
の一つに、「取引モニタリングの共同システ
ムの実用化」がある。金融機関におけるマネ
ロン対策のシステム整備に関しては、かねて
より一部の地方銀行等から「単独での対応は
困難」との声があがっており、共同化によっ
てマネロン対策の効率性・実効性が向上する
ことへの期待は大きい。実際、たとえば制裁
対象者リストの更新作業のような「マネロン
対策データベース」のメンテナンスについて
は、それぞれの金融機関がほぼ同一の作業を
するのは本邦金融界全体で見れば非効率であ
る。メガバンク等が「マネロン対策データ 
ベース」の充実に協力し、共同システムの開
発が進められていくことは有意義であると考
えられる。

一方、システム共同化に伴い、一部の地方
銀行等においてマネロン対策に係る当事者意
識が薄れることが懸念される。今後も、地方
銀行を含む本邦金融機関の各々が、金融シス
テムの一翼を担う者としての自覚を深め、マ
ネロン対策等を通じて「金融システムの濫用
者を排除していく」覚悟を持ち続けることが
望まれる。

５　銀行窓口の取引時確認からみた
法整備の必要性 
（文責：花木正孝）

FATF発足当初には、麻薬汚染への対応と

してスタートしたAML/CFT/CPFである
が、その前提犯罪は当初の麻薬取引に加え、
重大犯罪、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡
散、贈収賄や横領等の腐敗、租税回避（脱税
行為）と順次拡大されてきた。FATF加盟国
を始めとする各国は、拡大する前提犯罪に対
応する包括的なAML/CFT/CPF体制の構築
に迫られている。

他方、わが国の法令は、犯収法、外為法、
調書提出法の 3 法が、それぞれの対象取引、
特定事業者、前提犯罪を規定している所謂縦
割り状態であり、代表的な特定事業者といえ
る銀行業界でも最前線の営業店職員に混乱を
きたす要因となっている。対象取引が内国／
外国為替取引に関わらず、また前提犯罪が、
犯収法が対象とする「マネー・ローンダリン
グ対象の重大犯罪」、外為法が対象とする 

「国際的な経済制裁措置の遵守」、及び調書提
出法が対象とする「租税回避防止」に関わら
ず、AML/CFT/CPFの目標、整備すべき体
制は本来同一である。これらを踏まえ、
AML/CFT/CPF関連法制の整理及び再編を
提言したい。

具体的には、以下 3 点の必要性を指摘した
い1。

⑴ 　外為法、調書提出法における本人確認
に関する規定を、改正犯収法に取り込む

⑵ 　調書提出法については、第二章（国外
送金等調書提出規定）を犯収法に移管

⑶ 　調書の提出先は従来通り国税庁とする
が、最終的に警察庁に提出する規定とす
る

上記規定を整理再編することにより特定事
業者、とりわけ金融機関は改正犯収法で追加

1  本件に関しては、詳細は以下を参照されたい。
　 花木正孝（2017）「外国送金受付時の本人確認手続き再編提言」『国際商取引学会年報』第19号，66-78頁〈http://aibt.

jp/annualreport/19/019-04.pdf〉
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されたAML/CFT/CPF実務に関する人材育
成－教育研修の強化、体系化をよりスムーズ
に行え、わが国全体のAML/CFT/CPF体制
強化に資すると思われる。

６　地域金融機関の現状と課題 
（文責：高砂謙二）

FATF第 4 次対日相互審査報告書の公表を
受け、今後重視されると考えられる継続的顧
客管理について、地域金融機関のAML/CFT
現状から、今後課題について発表を行なっ 
た2。

まず、金融機関の本人確認（個人の場合）
を説明する。本人確認の仕組みをまとめると、
顔写真付きの公的書類3の場合、他の書類は
不要となり、顔写真のない公的書類4の場合、
他の書類が複数必要となる。この手続が完了
し、口座は開設される。

金融機関は、一度開設された口座について
は、外為取引等の再度本人確認を求められる
取引を除き、顧客の本人確認がなされること
は殆どないのが現状である。勿論、金融機関
が全く再度本人確認行なっていない訳ではな
い。既設口座について、一定期間毎に転送不
要郵便による確認を実施しているが、この追
加的な確認措置に不備があると考える。この
確認方法では、郵送物が返送されなければ、
顧客が登録時の住所に居住していると推定す
る。この推定が確かな証拠とは言えない事実
は、誰の目にも明らかである。

そのため、これまでの研究実績に基づき、
金融機関は、既存口座についても精緻な本人
確認を段階的に実施する必要があるのではな

いかと考えた。
特に地域金融機関の場合、本人確認を「面

識あり」で開設した既存口座が多数存在する。
また、現状も「面識あり」で口座開設を行え
る仕組みが残っていることを勘案すれば、特
に地域金融機関には、継続的顧客管理として
精緻な本人確認を段階的に実施する必要あ
る。

2018年 2 月金融庁に策定した、当初のマネ
ロン対策ガイドライン（指針）は外国為替の
視点が強かったため、地域金融機関では課題
意識が浸透しなかった。また、この種の問題
についてシステム導入を推進する論者もある
だろうが、システムを導入すれば万全かと言
えばそうではない。そもそものデータに不備
があればシステム導入の意味がない。

だからこそ、マネロン対策ガイドラインに
示されているが、既存口座の精緻な本人確認
を段階的に実施することを、金融機関の検査・
監督項目に入れるよう検討すべきであると思
われる。

７　実質的支配者に係る立法的課題
（文責：中崎　隆）5

過去に、法人や法的取極め（信託等）が、シェ
ルカンパニー等の形で、犯罪やマネロンに悪
用されてきた過去があるため、FATF勧告で
は、法人・法的取極めの悪用防止のための措
置を各国に義務付けている。

その中の一つとして、FATF勧告は、金融
機関等が、顧客調査措置（CDD）を行う際に、
顧客の実質的支配者の本人確認を合理的な方
法によって行うよう各国が義務付けることと

2  本発表に際し、地域金融機関職員（ゆうちょ銀行・地方銀行・信用金庫・JAバンク）からのAML/CFTの実務対応の現
状と問題について、ヒアリングを実施し、資料を作成している。

3  運転免許証、マイナンバーカード等が該当する。
4  各種保険証、住民票、国税・地方税の領収書等が該当する。
5  なお、発表資料については、次のHPにも掲載をしている。〈https://www.nakasaki-law.com/FATF〉
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している。また、FATFは、各国に、実質的
支配者の登記・登録簿を設けることを検討す
ることを要請している。

今回のFATFの対日審査報告書では、この
実質的支配者の対応に問題があることとされ
た。当該指摘を受けて、日本として、①実質
的支配者リスト制度の創設、②民事信託等の
実質的支配者情報を利用可能とするための施
策、③士業者等のDNFBPに実質的支配者の
確認を含む顧客管理義務の対象とすること等
を、政府の実行計画の中で明らかにしてい 
る。

実質的支配者リスト制度については、対象
が株式会社に限定され、かつ、対象が 1 号実
質的支配者（株式等の議決権を通じた実質的
支配者）に限定されている。これは、法務省
が、 2 号実質的支配者等の判定が困難である
と判断したことを理由としている。

しかし、法務省の担当職員に判定が困難な
ものを、対象会社や、金融機関等が判定でき
るのであろうか。また、反社等が法人等を悪
用する場合には、反社の方は代表取締役や、
株主とならず、別の者を立てて、その者の名
前を借りて議決権を保有したりする機会が多
いと思われるが、そのような 2 号実質的支配
者のケースについて、日本の実質的支配者概
念では捕まえにくい定義となっている。

そこで、英国・米国等の定義も参考として、
実質的支配者の概念を改め、実質的支配者の
判定をしやすいような判断基準に変えること
や、ガイドラインを設ける等して、判定方法
を明確化する施策が考えられる。

この他、英国等では、会社の法人登記に、
実質的支配者等の情報も含まれている所、英
国等のように実質的支配者等を登記事項とす
る施策も考えられる。経済安保等の観点から
は、相手の同意を得にくいケースであって 

も、実質的支配者の確認が重要となるであろ
うし、継続的顧客管理の観点からも、毎年、
顧客に実質的支配者リスト証明書を提出いた
だくのも煩雑であろう。
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Ⅰ　はじめに（堀口宗尚）

本シンポジウムのテーマは、「気候変動と
企業の対応～ 2050年カーボンニュートラル
は達成出来るのか？～」であるが、これには
さまざまな観点、課題がある。

2021年は気候変動関連の大きな動きが相次
いだ。まず、 2 月に米国がパリ協定に復帰し
た。 5 月には奇しくも国際オイルメジャーに
関する 2 つの動きが内外の大きな反響を呼ん
だ。シェルがオランダのハーグ地裁からCO2

排出量の更なる削減を命じられた他、エクソ
ンの取締役に環境NGOが選任された。 6 月
のG 7 サミットでは1.5℃目標の加速化が議論
され、11月にはグラスゴーでのCOP26が開
催された。

社会包摂、環境価値重視の世の中の動きは、
ビジネス界をも揺さぶり始めた。COP26で
は先進国と途上国の間に意見の相違はあるも
のの、脱炭素社会を目指す流れは変わらない
ことが確認された。他方、国家は気候変動に
対して差異を有する共通な責任はあるもの
の、各々国の発展段階、エネルギー政策・環
境政策からの対応は異なるべきであり、漸進

的かつ現実的な対応を求める声が多いのもま
た事実である。

このような中、脱炭素に係る規制・規格の世
界的な動き、金融面での動きは日進月歩であ 
り、目が離せない状況である。今後、何が決ま
り、いつからどのように変わっていくのか。企
業はどのように対応していくべきなのか。

本シンポジウムにおいては、このような問
題意識の下、政策や法の志向する世界と企業
の直面する課題と対応について議論し、多彩
な研究者および実務家の先生方に、それぞれ
のご専門の分野から、問題の所在、視座、将
来展望等を簡潔にお示し頂いた。

Ⅱ　報告　Lecture

１　パリ協定をめぐる交渉とエネル
ギー政策（本部和彦）

⑴　パリ協定からCOP26まで
先進国のみが削減義務を負う “京都議定

書”から世界全体で気候変動問題に対応する
“パリ協定”に合意したのが2015年。米国、
中国などを参加させるためにとられたのが、
日本が提唱したボトムアップ型の緩やかなア
プローチ。削減は“国別貢献（NDC）”に名

気候変動と企業の対応
―2050年カーボンニュートラルは達成出来るのか？―

コーディネーター　京都大学経営管理大学院特命教授　　　　　　　堀口宗尚
パネラー　　　　　東京大学公共政策大学院客員教授　　　　　　　本部和彦

一般社団法人環境金融研究機構代表理事　　　　藤井良広
国際協力銀行（JBIC）経営企画部参事役／　　　　　　　
地球環境アドバイザー　　　　　　　　　　　　佐藤　勉 

コメンテーター　　早稲田大学リサーチイノベーションセンター　　　　　　　
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前を変え、その登録が義務となり、“グローバ
ル・ストックテイク”と称する 5 年毎の世界
全体での進捗状況把握を踏まえて各国は自主
的に新しいNDCを登録する仕組みとなった。

こうした緩やかな仕組みを通じて目指すの
が世界の平均気温の上昇幅を“ 2 ℃を十分下
回る（well below）”レベルに抑え、更に“1.5℃”
に向けて努力することである。しかし、世界
の温室効果ガスの排出量は2015年以降も拡大
基調にあり、目標の実現は2020年の協定実施
スタート時点でほぼ不可能と見られていた。

このため、欧州を中心に協定成立時に各国
が登録した2030年目標を直ちに見直すべきと
の意見が高まり、米国バイデン政権の誕生も
後押しして、多くの国がCOP26前に2030年
の削減目標を更新した。日本の▲46%などで
ある。一方、中国やインドは2030年目標を変
更しなかったことから、国連NDC統合報告
書などでは、改訂された目標を積み上げても
依然としてwell below 2 ℃目標に到達しない
と評価された。
⑵　COP26とグラスゴー合意

1.5℃目標が主役に躍り出た本年11月の英
国グラスゴーでのCOP26の主要な成果は、
以下の通りである。

・現在の各国の目標では不足する削減量を
補うための野心の引き上げメカニズムの
スタート。

・対策の講じられていない石炭火力発電の
逓減及び非効率な化石燃料補助金からの
フェーズアウトを含む努力の加速など。

また、42カ国が賛同する電力など 5 分野の
クリーン技術の開発・展開を加速する“グラ
スゴー・ブレークスルー（GB）”など複数の
イニシアチブも合意された。
⑶　日本の削減目標とエネルギー政策、そし
てグラスゴー後は？

日本の2013年比▲46%の新削減目標の根拠
となる第 6 次エネルギー基本計画を見ると、
エネルギー需要を概ね1975年レベルまで抑制
した上で、エネルギーの電力化率を高め、そ
の電気を再生可能エネルギーで供給しようと
する大胆な計画であり、その実現には多くの
困難が予想される。また米国バイデン政権も
目標達成のための巨額の歳出法案が上院で頓
挫しかねない状況となっている。

他方、大排出国である中印は、当面2030年
目標とそれぞれ2060年、2070年としたカーボ
ンニュートラルの達成時期を見直すことはな
いだろう。パリ協定を巡って先進国と途上国
の新たな対立が始まることが懸念される。ま
た、2030年時点で世界の排出量が 2 ℃を上回
るパスを通る可能性も十分考えられる。

つまり2025年、遅くとも2030年の目標改訂
までには、カーボンニュートラルに向けた戦
略や対応ばかりでなく、長期目標が達成でき
ないことが明らかになった場合の対応、例え
ば新たな目標をどう設定し、どう国際連携を
とるか、削減と適応のバランスをどうするか
などについても検討しておくべきであろう。

（参考）
1 ）　国連気候変動枠組条約第26回締約国会議

（COP26）の概要　外務省などhttps://www.mofa.

go.jp/mofaj/files/100261264.pdf

2 ）　国連NDC統合報告書（2021）https://unfccc.int 

/sites/default/files/resource/cma2021_08E.pdf

２　サステナブルファイナンスと
ESG投資の高まる重要性と展
開（藤井良広）

⑴　「地球際」としてのサステブルファイナ
ンス
われわれは現在、地球温暖化問題をはじめ、
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廃棄プラスチック問題、自然保全と生物多様
性問題、人権・格差問題等の環境・社会分野
の多様なグローバル課題に直面している。こ
れまでこうした課題に対しては、国内での政
策対応のほか、国際的な協調行動がとられて
きた。だが、現行の国際協調の足並みは基本
的に各国の利害を反映するため、国際間の共
通の認識やフレームワークの設定が十分にで
きないか、あるいは相当の時間を要してい 
る。

こうした中で、各国の利害を踏まえながら
も、国同士の利害調整のレベルを超えて、地
球全体の課題解決のために取り組むフレーム
ワークを「地球際」と名付ける。地球規模の
課題に対して、人類全体として向き合うとい
う意味で、地球と人類の「業際」に立ち、問
題解決を目指す視点である。その場の一つが、
グローバルにつながっている金融資本市場で
あり、その金融の力で、冒頭に列挙したグ 
ローバル課題を解決するための「価格付け」
の役割を金融市場に期待するというのが、サ
ステナブルファイナンスの一つの意味であ
る。
⑵　「国際公共財」としてのサステナブル 
ファイナンス＞

「地球際」としてのサステナブルファイナ
ンスは、経済学的にみると、国際公共財に相
当する。公共財は非競合性と非排除性のどち
らか一方を備える財と定義づけられる。非競
合性は「財の消費が増えても、追加的な費用
なしで財の便益（質、量など）を供給できる
性質」とされ、非排除性は「対価を払わず財
を消費しようとする行為を排除しない性質」
と定義づけられる。これらの公共財の性質を
国際的に持つ財や機能等を国際公共財と呼
ぶ。航海の自由、自由貿易体制、国連、平和、
国際公衆衛生等が相当する。グローバルな金

融資本市場もその一つに分類できると考えら
れる。

金融資本市場が地球際の課題の解決に資す
る国際公共財の機能を有していることは、気
候変動問題とコロナ禍との類似性からも類推
できる。コロナ禍は国単位の公衆衛生体制が
各国とも機能せず、国際間の防疫体制もほと
んど無防備だった。ロックダウンの正否、先
進国を中心としたワクチンの争奪戦等は、国
の利害が国際的な要請を上回り、かつそうし
た国単位の行動は、新型コロナウイルスとい
う地球際課題にはほとんど役に立たないこと
を実感させられてきた。国際公共財としての
公衆衛生体制の再構築ができない限り、我々
人類は、ウイルスの自然消滅を待つ以外にな
い事実を突き付けられている。

一方の温暖化問題は、人類の行動によって
起きた温室効果ガス排出量の増大への対応と
して「国が定める温暖化対策の公約（NDCs）」
が土台となっている。結果として国別の利害
が優先され、温暖化の進行に即する迅速な決
定ができない状況が続いている。民間レベル
ではこれまで情報開示分野等で「疑似公共 
財」（CDPやGRI、SASB等）が開発されてき
たが、これを金融資本市場における、拘束力
のある共通の基準に発展させる動きが展開さ
れている。金融資本市場は気候リスクにも、
公衆衛生リスクにも、市場の需給の力で一定
の価格を示すことができる。市場が持つこの
機能をさらに高め、広めることができるかが、
国際公共財としてのサステナブルファイナン
スが機能するかにかかっている。ESG情報開
示の国際化、共通化、義務化等のフレーム 
ワークの強化のほか、ESG分野へ資金の流れ
を高めるグリーンボンドやファンド等の金融
商品の開発も求められている。国際金融資本
市場を地球際の国際公共財としてさらに発展
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させることができるかが人類に問われてい
る。

３　国際的な気候政策と金融部門の
動向について（佐藤勉） 

⑴　パリ協定の目標引き上げへの試み
2021年は、金融やビジネスにおいてパリ協

定への適合（アラインメント）が必要という
点が国際的にも強調され、気候変動問題と金
融との関係に注目が集まった。

パリ協定では、「 2 ℃を十分に下回る、あ
るいは1.5℃とする努力」を目標に掲げ、今
世紀後半に温室効果ガスのネットゼロ排出

（排出量と除去量との間の均衡）を達成する
こととしているが、 2 ℃目標と1.5℃目標に
は、大きな違いがある。前者が2070年にネッ
トゼロ（2050年80％削減）、後者が2050年ネッ
トゼロに相当することから、1.5℃目標は、
2 ℃目標で予定された産業構造転換を20年前
倒しにするものであり、大幅に野心的であり、
経済面の影響は計り知れない。2021年は、パ
リ協定に復帰した米国、COP主催国の英国、
そしてEUが、1.5℃目標を国際コンセンサス
にすることを目指し、それを金融の力を活用
して進めようとした点が注目された。COP26
ではインドやベトナムといった化石燃料依存
の高い国でさえ、ネットゼロ表明をするに
至った点から、パリ協定の目標実現へ一歩近
づいたことは間違いない。
⑵　呼応する金融部門の動き

2021年 4 月に米国が主催した「気候リー
ダーズサミット」（40 ヶ国・地域の首脳が 
参加）の際に結成された「ネットゼロのため
のグラスゴー金融連合（Glasgow Financial 
Alliance for Net-Zero : GFANZ）」は、COP26
において圧倒的な存在感を示した。GFANZ
には45ヶ国から450以上の金融機関（資産 

規模130兆ドル以上）が参加しており、参加
機関が 2050年までにネットゼロを実現する
ことと、今後 30年間に 100兆ドルのファイ
ナンスを行うことなどを表明している。
GFANZは、世界全体のネットゼロ実現のた
めに各国政府に対する影響力を行使すること
も意図しており、従来の民間主体の範疇を超
えた新たなアプローチであるとも考えられ
る。

気候変動に関する金融リスク（気候リスク）
に関しても、金融部門での検討が進んでいる。
金融安定理事会（FSB）は、2021年 7 月に 

「気候リスクに向けたロードマップ」を公表
した。FSBは、従来から、気候変動による社
会経済への影響が長期的には金融システムに
対するリスク要因となること、短期的には金
融市場における価格形成メカニズムを阻害し
ているとの問題意識を有しており、そうした
課題の解決のため、気候関連情報に関する企
業の情報開示、データ整備、脆弱性分析、さ
らには金融監督等について検討の必要性を提
起する。

気候リスクの分析に関しては、100を超え
る中央銀行・金融監督当局が参加する
Network for Greening the Financial System

（NGFS）が実務的なガイダンスを提示する。
NGFSは、欧米の研究機関と連携し、気候リ
スク分析用のシナリオやデータセットを提供
しており、これを基に金融機関は気候リスク
の分析を進めつつある。

GFANZなどによれば、金融機関がパリ協
定に適合するためには、取引先企業の温室効
果ガス排出量（financed emissions）の削減
を進める必要が生じる。そのためには取引先
企業の協力が不可欠であり、金融機関には、
与信先の移行（トランジション）計画の立 
案・実施に関する対話（エンゲージメント）
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が重要な課題となる。
⑶　先行するEUのトランジション戦略

脱炭素に向けたトランジションについては、
EUが先行する。EUは2021年 7 月に、2030年
までに1990年比55％削減を目標とする政策
パッケージ（Fit for 55）を公表し（内容は、
再エネ比率の引き上げや炭素国境調整メカニ
ズム等多岐にわたる）、12月にはその補完政
策として、域内でエネルギー消費の25％を占
めるガスの脱炭素化（天然ガスから、バイオ
ガス、グリーン水素などの「低炭素ガス」へ
の移行や、天然ガスの長期供給契約の制限）
を決定した。

EUでは、2022年 1 月時点で、グリーン・
タクソノミー（持続可能な経済活動に係る分
類基準）に、原子力及びガス火力発電を条件
付きで含める案も提示している。もっとも、
ガス火力発電については、現行の最高効率の
コンバインドサイクル発電事業であっても、

「低炭素ガス」との混焼やCCSなしには、対
応できない極めて厳しい要件であり、EUが
グリーン要件を緩めたとは言い難い。

金融部門において、将来の気候シナリオや
温室効果ガスの計測手法、あるいはタクソノ
ミーなどのグローバルスタンダード化が急速
に進んでいる。日本企業としても、こうした
グローバルスタンダードを十分に踏まえつ
つ、脱炭素に向けた取り組みを深化させてい
くことが期待されている。

Ⅲ　 コメント：テクノロジー 
活用の観点 （渡邊崇之）

資本市場におけるESGや脱炭素に関連 

する開示や温室効果ガス削減努力の要請は既
に高まっている。グローバルのSustainable 
Investmentは2020年には35兆ドルに伸びて
おり、運用資産全体の35.9％を占めるまでに
至っている。1

Sustainable Investmentを実行するにあ
たっての主要な戦略はESG Integrationとい
う戦略である。この戦略は、ファンドマネー
ジャーがESG観点で将来の事業リスクや競争
力を評価し、投資先を選定するというもので
ある。年金基金など、長期のロングオンリー
投資家を中心に活用されている戦略である。
ESGに関連する投資信託などの商品も開発さ
れている。投資先選定や投資ソリューション
の組成の過程で、ESGに関連する銘柄を選定
するためにESGの取り組み状況評価やESG投
資におけるポートフォリオ構築支援ツールが
活用されているとみられる。

同時に、温室効果ガス排出量削減そのもの
はもちろん、目標設定やトラッキングにデー
タの利活用が重要になってきているのも現実
である。そのため、脱炭素分野では、グロー
バルではすでに様々なスタートアップが出現
し、多額の投資を受けているスタートアップ
も存在する。太陽光発電やカーボンリサイク
ルなどの直接的に排出量を削減する技術はも
ちろん増えてきている。中でも、温室効果ガ
ス排出量計測は、削減目標の設定や目標達成
に向けたガバナンス、排出量の開示などの観
点で重要視されている。TCFDに基づく排出
量の開示を行おうとする大手企業は、サプラ
イチェーン排出量開示にも対応することが求
められる。拠点間・企業間での排出量データ
のやりとりを実現するため、効率的な算定を

1 GSIA［2021］ GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT REVIEW 2020 FIGURE 1
　 http://www.gsi-alliance.org/
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実現するためのテクノロジーが必要になって
いる。

上場企業はリソースが限られる中、効率 
的に温室効果ガス排出量を把握する必要が 
ある。しかし、現状はエクセルによる管理 
が中心であり、データのやり取りが煩雑に
なっている。その中で、SaaS（Software as 
a Service）を活用し、クラウドを活用した
統合管理を実現することができるようになっ
てきている。データを統合管理することで、
温室効果ガス排出量データの活用がより一層
行いやすくなる。企業として、TCFDやSBT
などの各種のイニシアチブへの対応を行いや
すくなるのはもちろん、排出状況が可視化さ
れることで、脱炭素の戦略策定を行いやすく
なる。

データが連携しやすくなることで、排出量
データを活用した各種の商品を開発できるよ
うになる可能性がある。例えば、企業の温室
効果ガス排出量を把握することで、脱炭素に
関連する金融商品などを展開することができ
るようになる可能性がある。また、企業が計
測したデータを統計的に処理することで業種
業界別の排出量を投資判断に活用するなども
あり得る。

ただし、温室効果ガス排出量データを把握
して、本当に削減行動につなげることができ
るのだろうか。資本市場からの圧力で開示は
したとしても、その場しのぎの対応になって
いないか。継続的な温室効果ガス排出量デー
タの把握は、企業にとっては更に負担である。
中小企業にとっては、サプライチェーンの圧
力はあるにせよ、寝耳に水である。中小企業
にまで詳細な排出量把握を求めるのが適切か
どうかも検討する必要がある。

企業の行動変容を狙うのであれば、やはり
規制による対応が求められる。カーボンプラ

イシングなど、企業が温室効果ガス排出量「削
減」にインセンティブを持てるような対応が
今後行われるかどうか。企業としては今後の
趨勢を見極めていくことがこの領域には求め
られている。

（参考）
渡邊崇之「国際コンプライアンスの研究（第二部） 

〔93〕実務と研究の間⑥（渡邊）国際商事法務

Vol.49 No.12 1540頁以下

Ⅳ　 パネルディスカッション
（堀口宗尚）

きわめて短時間であったが、各々の報告者
から各々の報告・コメントに対する積極的な
質疑応答がなされた。論点の一部を紹介する
が、これらをみるだけでも課題の大きさと広
がり、解決に向けての「有限な時間」を十分
認識し得ることが出来るのではないかと考え
る。気候変動問題に関する企業の対応に向け
て引き続き更に深堀した議論と政策提言、発
信を行うことが出来るように努めていきた
い。

１　気候変動問題と金融の果たし得
る役割

気候科学と気候正義が求めているのは、排
出量削減目標達成のために、急速に排出量削
減を達成することが必要であるが、これが金
融により、実行可能なのか。実行可能でない
とするとどうするのか。今出来そうなことを
ボトムアップで積み上げたのでは、目標は達
成出来そうもないという非常に難しい問題へ
の対応方法の手段として金融は何ができるの
か、その限界は何かという点が提起された。

更に、近時のサステナブルファイナンスの
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動きは、伝統的なコーポレートガバナンス向
上の視点を中心としていたESG要素を組み入
れた運用手法から大きく発展し、昨年の
GFANZでは（マーク・カーニー氏等を中心
に）ついに国際交渉では解決できない社会変
革を金融が率先するような意図にまで変化し
ているのではないかと感じられる点もあり、
金融機関にそこまでの役割を期待するのはさ
すがに荷が重すぎのではないかという点も指
摘された。

これらについては種々議論はあるものの、
金融としてまず早急に対処出来ることから取
り組むことしかないとして、とりわけ「適応

（Adaptation）」問題への早急な取り組みの必
要性については概ね認識が一致した。すなわ
ち、適応と緩和（Mitigation）をしっかりと
区分し、これまで概ね公的部門による対応が
なされてきて適応分野について、民間企業に
リターンが得られる仕組みを考え、民間資金
を導入することを可能な限り早期に検討・実
行に移すことが必要であり、適応への早急な
対応が出来ないと、緩和による気候変動問題
への対処そのものすら出来なくなるのではな
いかということである。

具体的に、先進国政府による公的支援
（例：緑の気候基金等）の更なる拡充、公的
部門による民間部門の取り組みへのキャッ
シュフローの補填策の検討等がアイデアとし
てあがった。

２　サステナブルファイナンス全般
総じて、これまで欧州を中心に進められて

きたサステナブルファイナンスであり、日本
企業としてようやく対応が開始されつつある
という現状であるが、ルールの義務化の流れ
の認識が不足であり、TCFD対応などは、単
なるコスト増と捉えられている側面があり、

企業価値の向上を念頭に置きながら、諸ルー
ルにいかに効率的に対応していくかが、早急
な課題ではないかとの指摘がなされた。

また、日本は投資家やフィンテック企業に
とって、高税率と規制により魅力的な市場で
はないと認識されており、如何なる政策的な
手当がなされれば日本がサステナブルファイ
ナンスの国際中心となれるかという点につい
ては、サステナブルファイナンスのルールや
文書は全て英語であり、日本の現状から考え
てその可能性は難しいのではないかという指
摘がなされた。他方、1.2億人の製造業の比
重が高い特徴を有する国として、諸外国の投
資家をいかにして呼び込むのかという施策作
りが必要ではないかとの指摘もなされた。

３　企業の排出量削減と中小企業
手作業によるGHG排出量集計を行ってい

る企業も依然多いことから、金融機関の投融
資における排出量把握、企業のサプライ
チェーン排出量把握を適切に行うためには、
デジタル活用が必須（例：カーボンフットプ
リント技術）であることが指摘され、特に中
小企業の対応が厳しいのではないかという点
に議論が集中した。

とりわけスコープ 3 については、そもそも
購買と売却した商品の排出量のデータ把握の
困難さ、推定ロジックの検討等が必要なこと
から、大手企業においても対応が厳しいとさ
れている中、中小企業の対応は厳しいのでは
ないかと指摘された。中小企業については
データを記録して管理するという経理のプロ
セスと連動しないとスコープ 3 以前のスコー
プ1,2の把握も厳しい企業もあるのではない
かという点も指摘された。
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Ⅰ　本稿執筆の背景

本稿は、日本企業とその経営幹部がその業
務活動に関し、2000年以降欧米主要国を主と
した外国政府から多額の罰金や多数の日本人
経営幹部の収監が発生してきた事実と今後米
中対立が激化し、先端技術の移転や経済制裁
違反に対する日本企業への処罰リスクが高
まっている現状に鑑み、①コンプライアンス
違反・不適切行為を繰り返す企業に対し、 

「欧米主要国の法制度」が直近どのように行
政罰・刑事罰を適用しているのか、また②
IT技術の進化（デジタル化（以下「DX」）
や人工知能（以下「AI」）、Web会議等）と
世界的COVID-19の蔓延下、現在実効的な企
業統治がどのように行われようとしてきてい
るのか、関係者による報告等も加えた一連の
研究の中間発表である。かかる調査・研究の
ため、2020年10月に当学会の会員が主体と
なって「グローバル犯罪研究会」2が設立さ
れているが、本稿はその活動の中間報告でも
ある。

報告内容としては、まず筆者が総括者を務
めた2020年 7 月の当学会東西合同部会のシン
ポジウム（webinar形式）で行われた「コン
プライアンス業務のIT・AI（人工知能）利
用による変化の潮流」（以下「前回シンポジ
ウム」）の内容を紹介する。次いで2022年 1
月15日に筆者がコーディネーターを務めた当
学会のシンポジウム（webinar形式）「デジ
タル化、AI技術進歩に伴う企業犯罪処罰の
容易化と望まれる企業刑事罰・行政罰対応」
の研究発表（以下「今回シンポジウム」と呼
ぶ）の内容を報告し、前回シンポジウムの分
析結果と併せて現在判明している欧米先進国
の現状を紹介し、考察するものである。

Ⅱ　デジタル化・AI活用による
企業捜査方法の変化（前回
シンポジウム）

COVID-19下で業績を上げている日本企業
FRONTEO社の幹部に、同社の業務内容・
状況をWebinarで説明頂いた3。同社は、日
本語対応のAI（商号「Kibit」4）をハードと

デジタル化、AI技術進歩等と
企業犯罪処罰の国際的動向

内田　芳樹1

ニューヨーク州弁護士

シンポジウム概要

1  MDPビジネスアドバイザリー株式会社代表取締役。同社は米国Sarbanes Oxley Act（2002年）後、KPMGより分離・独
立したKPMG Legal Japanの承継会社であり、Multi-Disciplinary Practice （略称「MDP」、各種専門家の共労により業際
的業務の実施を目的としている）を実施している。

2  会員は国際商取引学会の会員に限らず、法・ビジネス・会計・税務・IT等の企業内専門家にも参加頂いている。また当
研究会は、既に米国とフランスの企業犯罪処罰について、国際商事法務主催・国際商取引学会共催のWebinarを2021年
12月と2022年 1 月20日に実施済みである。

3  池上成朝「E Evidence実 務と米国司法省の求めるコンプライアンス・プログラム」国際商事法務Vol. 48 No.10 （2020） 
P.1333参照。
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して開発し、日本語・英語は勿論、中国語、
韓国語、ベトナム語、タイ語等への対応も 
行っている。日本企業も外国企業も複数の国
で事業を行っている場合は、必ずしも英語や
日本語のみならず、業務展開を行っているそ
れぞれの国の言語や物価水準等で文書や伝票
等の記述が行われている事例が多い。従来は、
日本の本店による監査でもローカル言語での
文書・伝票等の監査は、現地の状況を知る役
職員が加わらない限り評価困難で、実際上不
正等の発見・是正指導等が困難であった5。

ローカル言語の文書や伝票等が人工知能に
よる評価・分析対象となることによって、企
業内の捜査・調査は、一気に容易になり、ま
た国内外の顧客拠点のデータを入手し、国際
的な統合・評価等も可能となっている。その
結果、米国での訴訟でE Discovery （民事）
および独禁法違反等の刑事事件を含む
Forensic捜査（民事・刑事）における関係証
拠Dataの収集にも客観性と正確性が担保し
やすくなっている。特に、捜査対象者が自ら
の行為の違法性を認識して、隠語等を使う事
例（例、本部指示に違反した談合事例）でも
Deep Learning（深層学習）手段6を使った
収集Dataの分析・評価が容易となる等のメ
リットもあり、同社と米国司法省等との意見
交換等の内容等についても報告頂いた。

次いで、世界 4 大監査法人グループに属す
るKPMG FASによるデジタルフォレンジッ

ク部門から、彼らの行う企業内不正捜査の実
態についてプレゼンテーションを行って頂い
た7。こちらも多くの日本企業を含む国内外
企業の不正調査の要請に応えているが、
KPMG本社が在欧州であるためか、英語対応
のAIが使われており、日本語のデータへの
対応は、当該AIの自動翻訳機能によって行っ
ている。また、AI自体はMachine Learning 

（機械学習）に基づく分析・評価が主である
模様である8が、リモート捜査実施に優れて
おり、COVID-19蔓延環境下でも企業のデジ
タル証拠の収集・分析に効果的であるとのこ
とであった。

Ⅲ　今回シンポジウム

今回のシンポジウムでは、我が国のマネー
ロンダリング実務に詳しい中崎弁護士に「犯
罪対策に係る潮流と課題」というタイトル 
で、また実際に金融庁で最近まで行政処分も
含む多くの金融商品取引法違反事例等の事案
に関与してこられた佐々木元証券等監視委員
会事務局長にも「金融監督・執行についてー
基本的考え方と国際連携―」とのタイトル 
で、webinar形式で講演頂いた。

中崎氏は、犯罪対策に関し、国際的な制度
枠組みの現状と日本の対応について取り上
げ、G 7 会合の結果創設されたFATF（金融
活動作業部会）9の第 4 次対日審査の結果も

4  なお、同社は他にもサプライチェーン分析用のAI等、別途のAIを開発しているほか、同社以外にも日本語対応の人工知
能（ハード）の開発を行っている企業もある模様である。

5  例として、現地の接待・交際費やタクシー・レンタカー費用等の水増しや不正利用、法令に違反した内部指示文書の発
覚等があげられる。

6  Deep Learningの定義は、多層ニューラルネットワークを使う特色はあるが、厳格な定義はない。
7  佐野・津崎「ポストコロナの不正リスクを踏まえた不正予防・調査におけるデジタルテクノロジーの活用」国際商事法

務Vol. 49 No.4 （2021） P.471
8  なお、一般にはDeep Learningの方がMachine Learningより高度で優れているという評価が多いようであるが、Deep 

Learningにあたっては、AIの教育学習にあたってのプログラムの組み方が人によって異なり、フォレンジック捜査にあっ
てはむしろMachine Learningが優れているの主張もある。
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踏まえ、国際条約等に基づく立法要請に日本
が未だ十分に答えられていない実態（特に法
人処罰が軽く、違法収益没収・保全や資産差
し押さえ措置の不十分、等）の問題がある点
を指摘した。また国際的なサイバー攻撃や国
境を超えた違法なセールス勧誘、仮想通貨を
使った違法資金の移動等に対し、日本国内の
適切な法整備の必要性を指摘した。

佐々木氏は、金融庁が内部統制システム理
論に準拠して、リスクベース・アプローチ、
内部統制・ガバナンスの重視を行い、金融監
督・執行における国際協力・二国間・多国間
連携も進展させている状況について講演頂い
た。また内部統制の一環として各企業の検証
システム（ 3  lines of defense）が機能して
いるかを重視し、その実施状況を金融庁が検
証するとの基本姿勢についても説明した。

お二人の講演を筆者なりに統合すると要
は、刑事法分野では日本は国際的な要請に未
だ十分に応じれていないとFATFに評価され
たものの、少なくとも金融庁がかかわる行政
監督・処罰の分野では国際基準を遵守し、内
部統制やガバナンスを重視し、国際協力もそ
れなりに活発に行われている模様である10。
但し後述の通り、行政罰についても処罰は行
われているが、その量刑（罰金額）が他国比
適正かとの問題は別途生じているのではない
かと考える。

Ⅳ　法人（企業）責任：国際社
会との実務とのずれと刑事
法の基本の欠如

以上の結果をまとめると、まずDX及びAI
の利用に関しては、以下の指摘が可能とな 
る。

①　企業の犯罪・法令違反の捜査・立件
については、欧米（特に米国）では既に捜
査方法が企業情報のデジタル化を前提と
し、AIによる多量のデータ解析による証
拠収集・立件へ移ってきている11。米国司
法省のように、積極的にデジタル証拠収集
について理解と実例を集積し、自らの立場・
方針を公表したり、民間のAI利用調査会
社と情報交換を行っている外国政府機関も
多い。

②　2020年からの世界的なCOVID-19の
蔓延により、裁判所での審議も証人喚問も
当事者間の交渉も、web会議で行う実務が
普及したため、webでの被告人尋問や証人
喚問等が実施され、大幅な裁判手続き等の
変更が生じた。企業による自社（グループ）
内の犯罪捜査・企業内forensic調査や民事
紛争における強制的な証拠収集（summons）
でも同様で、英国本社がニュージーランド
支社の不正な在庫操作を現地の調査会社の
ドローンを現地倉庫で飛ばして行う等の実
務も導入されつつある。

9  Financial Action Task Forceの略称。G 7 のアルシュサミットで設置が決められ（1989年）、事務所はOECD内に設置さ
れているが、実質世界の殆どの国が参加している。マネーロンダリング・テロ資金供与取締り対策の策定に関し、
FATF勧告を行い、参加国内でのその遵守状況の監視し、相互審査を行っているが、2021年日本の第 4 次審査でも日本
国内の立法面の不備が多く指摘されている。日本では組織犯罪を暴力団に実質的に限定しているため、犯罪収益移転防
止法自体が企業の違法取引に十分対応していない現実が度重なるFATF指摘に繋がっているように思える。

10 実際に筆者がFRBやFDIC等の規制当局担当者と話をしても、金融庁に対する不満等は聞かない。
11 企業犯罪の立件のための証拠収集では、多くの事例で膨大な量の証拠収集が必要となり、人海戦術では困難かつ不可能

（例、役職員や取引先個人の携帯電話やパソコン保存証拠収集）な事例が多かったものが、データのDX化と人工知能に
よる多量の情報解析と抽出の短期化により随分容易となっている。
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③　商事仲裁の領域でもこの点は（仲裁
裁判所により実施形態は異なるが）同様で
ある。そして法的紛争の事例にとどまら 
ず、M&Aや事業再生等の実務（特にデュー
デリジェンスや交渉）でも同様であり、現
場への立ち入りや出張等による外部者との
接触が困難となっても、離れた現場の精査

（デューデリジェンス）や交渉等も、相当
程度web経由実施されている（但し、100％
まではweb化は実際上困難であるが）。

④　Web会議・捜査等の実務は、当事
者に多大の不便と従来実務の変更を強要す
る側面がある一方、遠隔地（特に海外）と
のコミュニケーションを容易にする。同じ
Web会議に海外・遠隔地の参加者が加わ
ることにより、参加者の多様性が図れるの
みならず、実際の証拠調べも現地の専門家
や担当者とWebを通して意見交換を行い、
現場の画像をリアルタイムで見ることも可
能となる（但し、他国での公権力による捜
査主権行使問題には要注意である）。

次に法制面（行政・刑事）については、以
下の指摘が可能ではないかと思われる。

⑤　日本では、COSOの内部統制システ
ム策定12の手法は、行政面では立法化・ガ
イドライン化され、特に金融行政上、行政
指導や行政処分等で行かされているが、欧
米ほどの重い罰金や多数の責任者の収監ま

でには至っていない事例が多い。
⑥　刑事罰分野では「法人処罰」自体の

理論化が「両罰規定」以外なく、罰金額も
欧米に比べて極めて軽微であるし、定期的
な見直しもない。会社幹部の刑事処分は、
背任・横領・窃盗以外殆ど見られず、法人

（企業）自体が犯した犯罪（例、贈賄・環
境破壊・放射能汚染）に関し、経営者が刑
事罰を受けた事例は稀である。

⑦　また刑事分野でCOSOの内部統制理
論に基づく企業に対するコンプライアン
ス・プログラム導入・実効性確保の要請は
見られず、わずかに公表されている司法取
引の事例でも検察当局から企業に同プログ
ラムの採用が要請されていない。

⑧　国際的には、国連の組織犯罪防止条
約（TOC条約）13や国連腐敗防止条約中に
犯罪収益没収や資金洗浄取締を規定する立
法の要請があり、またFATFから度々日本
の刑事法制の不備が指摘される等、企業犯
罪に関しては国際的に取締りが緩いことが
問題とされている。

⑨　日本国内では報道が少ないが、日本
企業・幹部に対する海外当局（特に米国司
法省）による多額の罰金賦課・収監事例は、
多数発生している14。筆者の経験では、対
象企業の海外法制（含む共謀罪）に対する
企業としての無知・無理解と日本国内の緩
やかな処分、軽い企業罰金、経営者・責任
者の不処罰を当然のこととして、実効的な

12 COSO （Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission）は、AIPCA（米国公認会計士協会）等の 5
団体が共同設立した企業の会計不正に対抗する共同イニシアティブで、1992年に公表された「内部統制のフレームワー 
ク」は、米国のみならず日本を含む世界の法制に強い影響を与えている。

13 国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約（TOC条約、別名「パレルモ条約」）は、2000年に国連総会で採択され、
2003年に発効し、現在は190ケ国・地域で批准されている。後述V. 参照。

14 良く知られている実例としては、2010年代独禁法違反（談合）事案での自動車部品メーカー（起訴47社・役員等65人、罰
金総額約29億ドル*）、クーリエサービス（起訴12社）、コンデンサー 8 社等、業界ぐるみの立件（industry sweep）が行な
われた。https://www.justice.gov/opa/pr/japanese-auto-parts-company-agrees-plead-guilty-antitrust-conspiracy-involving 
-steel-tubes　等参照。
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コンプライアンス体制を構築せず、経営陣
の自覚も乏しい。

⑩　より問題が深刻なのは、海外での司
法取引に多くの日本企業が馴染みがなく、
何を争ってはいけないか、逆にどこで深刻
に交渉すべきか、日本側の専門家も理解し
ていないのではないかと疑われる事例が見
られる点である15。また企業内の違法行為
実行者に対しては勿論、場合によっては違
法事態をよく掌握していない上席者や経営
者に対して米国等から召喚令状が送られ、
その後の裁判の結果、収監もありうる。尚、
米国側も日本の経営者が2012年以降連邦裁
判所の召喚令状に応じない事例が増えてい
ることを統計上認識しており16、召喚に応
じない人物に対し日米犯罪者引き渡し条約
の適用を検討している。かつて、日本企業
がその経営陣を守るために不本意な米国と
の司法取引に応じた事例もあるが、企業犯
罪でも個人処罰も原則とした2015年の司法
省Yates Memo以降は、企業犯罪でも犯罪
実行者や経営者処罰が原則となっている。

Ｖ　従前シンポジウム等の分
析・評価

前記の通り、日本の法人処罰について、刑
事罰では国際的要請に準拠した法令整備が遅
れているほか、行政罰でも欧米比で処罰内容

（特に罰金額）が十分とは言い難い。更に、
企業内の犯罪発生メカニズム（含む、犯罪意
思決定過程）の把握も必ずしも明確でない事

例が多いが、この事実が国内的には専門家も
含め十分に認識されていないように見える。

即ち、日本企業内の意思決定手続きは内部
統制の要請にもかかわらず、業務上の権限、
責任者・監督者の明示を避け、文書化も不十
分で、懲戒規定も不在か極めて簡略なものが
多い。また問題発生時もその「根本原因（root 
cause）」を探求し、痛みを伴う是正措置を講
ずることなく、表面的な対処に留まる事例も
多い。これは「和をもって貴しとなし」の建
前で、組織内での意見の相違や他者の問題行
為について指摘を避け、例え問題行為と思わ
れる行為であっても「赤信号、皆で渡れば怖
くない」という村社会ルールで共同実行また
は不問とし、穏当に周辺と摩擦を生じないこ
とを美徳としてきた歴史背景にも関係してい
るかもしれない。また社内の稟議書でも多数
の押印で責任者を意図的に不明とする実務が
定着している。

日本では国連の「組織犯罪防止条約（TOC
条約）」「腐敗防止条約」批准の際、条約の条
項中に共謀罪の規定が入っていることをめぐ
り、マスコミ、野党、日弁連、多数の刑法学
者が共謀罪導入に対する極めて激しい批判を
行った。共謀罪の特色の一つは組織内で違法
な判断が下される際、その判断を止めること
ができる可能性があったにもかかわらず止め
なかった者は、共謀者として扱われる点にあ
る17。共謀罪の審理に際し「俺が決めたこと
ではない」という抗弁は、決定を阻止できる
立場にあった者は主張できないし、「俺は聞
かなかったことにする」として部下の違法行

15 内田、杉浦、デンヤキン「企業犯罪への刑事・民事罰適用と共謀罪の現実の機能」NBL No.1117 （2018.3.1） 参照。
16 筆者がCOVID-19蔓延前に出席したABA（アメリカ法曹協会）の年次会合で統計資料が示され、友好国日本に対し犯罪

者引き渡し条約を行使し、これらの経営幹部を収監すべきか否か議論が行われた。
17 日本国内で「共謀共同正犯」は共謀罪と同じでないかと言う議論もあるが、共謀罪は日本の共謀共同正犯より組織内で

の処罰範囲が広がっている。なお、拙著「米国共謀罪の実務」国際商事法務Vol.45, No.11 （2017） p.1528以下参照。
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為を容認した上司は、共謀罪により場合に
よっては実行犯より重く処罰される。より具
体的には、違法行為実行の稟議書に20個もの
ハンコが押されていれば、当該稟議の承認印
を押した20人全員が共犯者として処罰され、
刑事罰や損害賠償責任を負うのが共謀罪であ
る。

実際に日本企業の経営者と話をして、自ら
リスク判断や意思決定を行い、責任を負う気
概のある経営者が存外少ないことに落胆す
る。多くの企業では、実際上は皆で意思決定
を行い、問題が発生してもだれも責任を負わ
ないことが望まれている。または責任者不在
のまま、何も知らないトップが人身御供とし
て企業の不祥事の責任を取って辞任させられ
ている。歴史的にも第二次世界大戦突入経緯
を見ると、内部統制やリスク評価など無視し
た軍部（含む関東軍）が 2 度のクーデターも
活用して暴走し、だれも結果が分かっている
太平洋戦争に突入した事実がある。そして敗
色が明らかになると敗戦判断は皆で天皇に押
し付け、多くの軍関係者や戦中の指導者層が

「一億総懺悔」を主張し、何ら責任を取らな
かった実例からは、将来は国家でも企業でも
わが国では同じ種類の間違いが繰り返される
ことが懸念される。

従来から色々な場面で説明しているが、コ
ンプライアンスは単純な法令+倫理遵守では
ない。個々の企業にとって法務リスクを含め
何がその存続や企業目的達成・業務継続上の
リスクか自ら判断し、それらのリスクの低 
減・回避・転嫁策を社内ルール化しそれを遵
守することがコンプライアンスである。

日本の当局文書でコンプライアンス実施が
最初に求められたのは、金融監督庁（当時）が、
策定した金融検査マニュアル（1999年）であ
るが、当該マニュアルはBIS（バーゼル銀行
監督委員会）が当時の日本の金融機関の不良
債権処理が行われていないことを懸念して出
した「銀行組織における内部管理体制のフ
レームワーク」18がその土台となっている。
このBIS文書は、COSOの内部統制のフレー
ムワークに準拠して書かれており、コンプラ
イアンスは、「統制環境」「リスク評価」「統
制活動」「情報と伝達」「モニタリング」の 5
つの要素（米国基準）を実施する一方、業務
上のリスク認識・モニタリング手続きの一環
として業務の 3 点セット（業務の記述書、フ
ローチャート、リスク・コントロール・マト
リックス、以下「 3 点セット」）に則って、
業務の流れの中で迅速な問題把握を容易にす
るシステムである。そしてこれらの 3 点セッ
トは、コンピュータープログラムとの整合性
が予め図られており、フローチャートで使わ
れる図形は、コンピューター用語表示法（ソ
フトウェア開発用UML統一モデリング言語）
に準拠している。結果として、 3 点セットは
人工知能による解析・評価が可能で、リスク
認識や評価もAIによって行われることが可
能である。

Ⅵ　日本企業に関する考察

わが国では金融商品取引法で2006年以降内
部統制報告書の提出義務が上場企業に課され
た以外、あまり刑事罰の分野では企業の内部

18 https://www.bis.org/publ/bcbs40.pdf 英文は「Framework for Internal Control Systems in Banking Organization」日
本語訳は当時の金融監督庁の訳であるが、internal control （内部統制）を「内部管理」と誤訳しており、筆者が誤訳を
指摘した後、金融庁のホームページからは削除されている。この点、分かりやすい解説としては拙著「仲裁関係者が理
解すべきコンプライアンスとは何か」JCAジャーナル2019.7　第66巻 7 号p.17以下参照。
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統制の問題は意識されていないようである。
しかし、米国では各種行政罰賦課時の判断基
準に加え、連邦裁判官に向けた「連邦量刑ガ
イドライン」で策定されたコンプライアン 
ス・プログラムの内容として刑事罰上の量刑
判断の基準とされ19、企業刑罰賦課時の根拠
として重要な役割を演じている。そして2002
年 9 月11日ワールド・トレードセンターでの
テロ事件以降は、米国法の域外適用の事例に
とどまらず、犯罪組織・テロ資金、麻薬資金、
贈賄資金、人身売買取締等にかかるマネーロ
ンダリング規制が、国連やOECD等の国際条
約（例、TOC条約）等の形で全世界に普及 
し、各国間の司法共助等の促進による国際犯
罪捜査・刑事罰の共通化の動きが本格化して
きている20。

誤解してほしくないが筆者は、単純に日本
企業をもっと厳しく刑事的にも行政的にも処
罰せよと主張しているわけではない。しか 
し、国際的に日本より厳しい刑事・行政罰が
志向されている事例では、各日本企業がその
旨を十分認識し、社内制度的に外国法執行機
関から疑念を受けないような抗弁手段は必要
で、日本政府としても日本が犯罪者の温床

（heaven）にならないよう、FATFの勧告も
踏まえ一定の立法措置とその適正な執行が必
要となる。

この点、前述の日本の長年の文化・社会構
造に根差した特性もあり、その修正は容易で

はないと思う。実際、過去日本企業が米国で
処罰された事例では談合に限らず、殆どは共
謀罪が適用となる事例である。その対策は、
COSOの内部統制システムを導入し、社内で
の権限の文書化、責任者とチェッカー・監査
担当者を明確化した後、DXによって各種報
告の迅速化を促進し、AIによってその内容
検証を行うことである。その結果、企業に 
とっては海外当局から法令違反の疑いをかけ
られた場合でも、当社はコンプライアンス・
プログラム遵守を適正に行っていたとの積極
抗弁（Affirmative Defense）が容易となる。

そのためには、自社を取り巻く法務リスク
の適時の把握と違反発生防止のコンプライア
ンス・プログラム策定・実施が重要となる。
勿論、外国政府の捜査機関による一方的な決
めつけや誤解、偏見等もありうるが、その際、
当方側が正しく主張、立証するにも上記の証
拠が必要である21。また自社側に国際的な
ルールに合致していない部分があれば、指摘
を好機として社内体制を改革し、当該案件の
適正な罰金を支払い、再発防止に努めるべき
である。

19 米国連邦量刑ガイドラインChapter 8. 各企業のCompliance Programの設定とその実効性確保については、企業側に主 
張・立証責任が転嫁されるaffirmative defense（積極的抗弁）として、機能するとの見解は、例えばFCPA（海外腐敗行
為防止法）の司法省・SEC共通ガイドラインで、その旨明記されている。

20 例えば、2014年から始まったOperation Car Washと呼ばれたブラジル警察・検察局主導の贈収賄捜査では、ブラジルの
Petrobras（石油会社）及びOdebrecht（建設会社）の贈賄行為が中南米・アフリカ諸国10ケ国以上の大統領・大臣等に
及んでいた事例では、関係国司法当局に加えて米国司法省・SEC等も参加して100憶ドル超の罰金が科され、その際、罰
金の各国当局間での分配が行われている。但し、事案は複雑かつ被告会社の支払い能力の問題もあり、最終的な決着に
はまだ時間がかかる見込みである。

21 前述の自動車部品メーカーに対するindustry sweepの事例で、東海興業が陪審裁判で2018年 1 月に無罪評決を受けた事
例がある。https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25847640Y8A110C1TCJ000/　
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東西合同部会

期　日：2021年 7 月17日（土）
会　場：オンライン開催

◆研究報告会◆
座長：中村進副会長兼東部事務局長（日本大学・教授）

【第 1 発表】
「外国仲裁機関の中国での開業に関する考察」

王　楚晴氏（中国政法大学・博士研究員）

【第 2 発表】
「アメリカにおける契約締結前の責任とレター・オブ・インテント」

山本志織氏（弁護士法人瓜生糸賀法律事務所・パラリーガル）

【第 3 発表】
「中国上場会社コーポレートガバナンス（監督・監査機関の独立性の視点から）―日

本法およびドイツとの比較法研究―」
張　達恒氏（同志社大学・外国人助手）

【第 4 発表】
「国際商取引紛争を国際調停で解決した事例報告」

加藤照雄氏（英国弁護士、国際仲裁人協会・上級仲裁人）
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全国大会

期　日：2021年11月 6 日（土）～ 11月 7 日（日）
会　場：オンライン開催

◆研究報告（ 1日目）◆
【第 1 ルーム・第 1 報告】
「国際商事調停の生成と展開―現代型調停の誕生とそのコモンロー法域への伝搬を中

心に」報告：齋藤光理（University of Aberdeen PhD Candidate）
コメンテーター：坂本力也（日本大学教授）

【第 1 ルーム・第 2 報告】
「国際仲裁における第三国強行法規の扱い」

報告：中野俊一郎（神戸大学教授）
コメンテーター：高杉　直（同志社大学教授）

【第 2 ルーム・第 1 報告】
「他人の氏名を含む商標の無断出願―中国法の現状と課題―」

報告：陳　思勤（大阪大学特任准教授）
コメンテーター：多田　望（西南学院大学教授）

【第 2 ルーム・第 2 報告】
「金融包摂としての船舶上での電子通貨利用について」

報告：合田浩之（東海大学教授）
コメンテーター：平野英則（日本大学講師）

■シンポジウム
「シンポジウム『米新政権がもたらす米中対立の行方－貿易コンプライアンスへの影

響』」
コーディネーター：花木正孝（近畿大学教授）
報告：赤平大寿（日本貿易振興機構）
　　佐藤丙午（拓殖大学教授）
　　尾崎　寛（金融庁）
コメンテーター：中崎　隆（中崎・佐藤法律事務所代表弁護士）
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◆研究報告（ 2日目）◆
【第 1 ルーム・第 1 報告】
「ロシアのビジネスにおける契約成立過程～レター・オブ・インテントの仕組み～」

報告：キセリョフ・エフゲーニ（神戸薬科大学）
コメンテーター：渡邉　健（デンカ株式会社法務部長）

【第 1 ルーム　第 2 報告】
「法制度の変化が非流通運送書類の使用率に与える影響について」

報告：長沼　健（同志社大学教授）
コメンテーター：中村嘉孝（神戸市外国語大学教授）

【第 1 ルーム　第 3 報告】
「FATF対日相互審査報告書と、犯収法・組織犯罪処罰法、テロ資金等凍結法、行政

手続法、その他の関連諸法令の改正課題」
報告：中崎　隆（中崎・佐藤法律事務所　代表弁護士）
コメンテーター：花木正孝（近畿大学教授）

【第 1 ルーム　第 4 報告】
「国際取引における企業の社会的責任――「ビジネスと人権」をめぐって――」

報告：西谷祐子（京都大学教授）
コメンテーター：齋藤　彰（神戸大学教授）

【第 2 ルーム　第 1 報告】
「わが国を取り巻く国際調停の現状と課題」

報告：小倉　隆（同志社大学教授）
コメンテーター：齋藤　彰（神戸大学教授）

【第 2 ルーム　第 2 報告】
「暗号資産に係る各国における法規制および会計処理」

報告：栁田宗彦（モーニングスター株式会社マネージャー）
コメンテーター：渡邉隆彦（専修大学教授）

【第 2 ルーム　第 3 報告】
「大学発明におけるアカデミックハラスメント―最近のオプジーボ特許紛争に関連し

て」
報告：西口博之（平安女学院大学元教授）
コメンテーター：小倉　隆（同志社大学教授）
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【第 2 ルーム　第 4 報告】
「インコタームズ2030を考えよう」

報告： 水口久仁彦（AIBA認定貿易アドバイザー）
コメンテーター：田口尚志（早稲田大学教授）

■シンポジウム
「シンポジウム『日本企業のアジアにおけるサプライチェーンを取り巻く法的課題』」

コーディネーター：平野温郎（東京大学教授）
パネリスト：　　　堀口宗尚（京都大学経営管理大学院特命教授）
　　　　　　　　　濱田太郎（専修大学教授）
　　　　　　　　　小林幹雄（弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所弁護士）
　　　　　　　　　山田美和（ JETROアジア経済研究所新領域研究センター  

法・制度研究グループ長）
コメンテーター：　田澤元章（専修大学教授）
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全国大会以外のシンポジウム

⑴　「デジタル通貨・仮想通貨のセキュリティとプライバシーの保護」
期　日：2021年 6 月 5 日（土）
会　場：オンライン

【講演 1 】
「中銀デジタル通貨の現状と課題」

中島真志（麗澤大学教授）

【講演 2 】
「マイナンバーカード・デジタル通貨等を巡る法学・暗号学上の提言」

①法政策の観点から　久保田隆（早稲田大学教授）
②暗号学の観点から　寶木和夫（産業技術総合研究所）
③コメント　　　　　湯浅墾道（明治大学教授）

【講演 3 】
「日本におけるマイナンバーカード・仮想通貨・デジタル通貨に係るプライバシー／

セキュリティ保護とマネロン対策の相克」
中崎　隆（中崎・佐藤法律事務所代表弁護士）
①産業界・国際金融実務の観点から　堀口宗尚（京都大学教授）
②金融論・実務の観点から　　　　　渡邊隆彦（専修大学准教授）
③レグテックの観点から　　　　　　渡邊崇之（早稲田大学招聘研究員）

⑵　「AML/CFTを巡る今後の課題～ FATF第 4 次対日審査を終えて」
期　日：2021年11月 5 日（金）
会　場：オンライン

コーディネーター：久保田隆（早稲田大学教授）
パネリスト： 　　　山本祐実（財務省資金移転対策室長）

　　　　　　　　　　　福島俊一（ EY Advisory & Consulting Co., Ltd Associate 
Partner（前・財務省資金移転対策室長）

　　　　　　　　　　　白井真人（監査法人トーマツ・パートナー）
　　　　　　　　　　　今野雅司（監査法人トーマツ・弁護士）

コメンテーター：　渡邊隆彦（専修大学准教授）
　　　　　　　　　　　花木正孝（近畿大学准教授）
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　　　　　　　　　　　高砂謙二（大阪経済法科大学教授）

⑶　「国際商取引学会主催シンポジウム」
期　日：2022年 1 月15日
会　場：オンライン

【シンポジウム 1 】
「気候変動と企業の対応～ 2050年カーボンニュートラルは達成出来るのか？～」

モデレータ・司会：堀口宗尚（京都大学経営管理大学院特命教授）
パネリスト：　　　本部和彦（東京大学公共政策大学院客員教授）

　　　　　　　　　　　藤井良広（一般社団法人環境金融研究機構代表理事）
　　　　　　　　　　　佐藤　勉（ 株式会社国際協力銀行参事役／地球環境アドバイ

ザー）
コメンテーター：　渡邊崇之（ 早稲田大学リサーチイノベーションセンター招聘

研究員）

【シンポジウム 2 】
「デジタル化、AI技術進歩に伴う企業犯罪処罰の容易化と望まれる企業刑事罰・行

政罰対応」

コーディネーター：内田芳樹（NY州弁護士、MDPビジネスアドバイザリー）
パネリスト：　　　内田芳樹（NY州弁護士、MDPビジネスアドバイザリー）

　　　　　　　　　　　佐々木清隆（ 元金融庁総合政策局長・証券取引等監視院会事
務局長、一橋大学大学院経営管理研究科客員教
授）

　　　　　　　　　　　中崎　隆（中崎・佐藤法律事務所代表弁護士）
コメンテーター：　渡邊崇之（ 早稲田大学リサーチイノベーションセンター招聘

研究員）
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第15回模擬仲裁日本大会

日　時：2022年 3 月13日（日）
会　場：オンライン
主　催：国際商取引学会
後　援：法務省、公益社団法人日本仲裁人協会（JAA）関西支部、一般社団法人日

本商事仲裁協会（JCAA）、一般社団法人日本国際紛争解決センター（JIDRC）

　第15回模擬仲裁日本大会には、大阪経済法科大学［日本語の部のみ］、関西学院大学、
神戸大学、西南学院大学、同志社大学、名古屋大学［英語の部のみ］、北海道大学［英
語の部のみ］、早稲田大学（久保田ゼミ）の計 8 チーム、学生・仲裁人・傍聴者を含
む計147名が参加しました。大阪経済法科大学は初出場でした。

［英語の部］
1 位：同志社大学
2 位：北海道大学
3 位：名古屋大学

［日本語の部］
1 位：早稲田大学（久保田ゼミ）
2 位：同志社大学
3 位：西南学院大学

［最優秀弁論者（英語の部）］
藤田万尋（同志社大学）

［最優秀弁論者（日本語の部）］
福田理恵（早稲田大学久保田ゼミ）
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役員名簿　学会会則・執筆要領・審査要領等について

役員名簿　（五十音順）  

会　長　　中村　進（日本大学）
副会長　　田口尚志（早稲田大学）
理　事　　小倉　隆（同志社大学）
理　事　　小田　司（日本大学）
理　事　　小野木　尚（大阪経済法科大学）
理　事　　姜　鎮旭（慶星大学）
理　事　　小池未来（関西学院大学）
理　事　　合田浩之（東海大学）
理　事　　坂本力也（日本大学）
理　事　　高森桃太郎（関西学院大学）
理　事　　田澤元章（専修大学）
理　事　　長田真里（大阪大学）
理　事　　長沼　健（同志社大学）
理　事　　中野俊一郎（神戸大学）
理　事　　中村嘉孝（神戸市外語大学）
理　事　　西谷祐子（京都大学）
理　事　　花木正孝（近畿大学）
理　事　　平野温郎（東京大学）
理　事　　増田史子（岡山大学）
幹　事　　川中啓由（TMI法律事務所）
幹　事　　伊達竜太郎（沖縄国際大学）
幹　事　　渡邊崇之（早稲田大学）
幹　事　　キセリョフ エフゲーニ Kiselev Evgeny（神戸薬科大学）
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役員名簿　学会会則・執筆要領・審査要領等について

顧問（就任順）

朝岡良平 早稲田大学商学部名誉教授
来住哲二 関西大学名誉教授
浅田福一 元関西学院大学教授
絹巻康史 元拓殖大学教授
柏木　昇 東京大学名誉教授・中央大学法科大学院フェロー
椿　弘次 早稲田大学名誉教授
富澤敏勝 元神戸学院大学教授

学会会則・審査要領・執筆要領等について

学会会則、年報掲載原稿審査要領、年報原稿執筆要領等につきましては、学会ウェ
ブサイト（http://aibt.jp/?page_id=24）をご覧ください。
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編集後記

昨年 9 月の臨時理事会の結果、私が新たに年報編集委員長を務めることとなりまし
た。いろいろと不慣れなこともあり、原稿をお寄せくださった方々にはご迷惑をおか
けした点もあったかと思いますが、皆さまのご協力により、ここに年報第24号を刊行
することができました。この 2 年ほど「学術団体とは何か。何をなすべきなのか。」
という根本的なことを都度、確認することの重要性を痛感させられたことはなく、そ
れゆえ「年報の定期的な刊行」という当り前のことの実現が積み重ねられ続けられた
ことに、改めて感慨深いものを憶えました。

ご執筆いただいた皆さま方のご協力に感謝申し上げますとともに、多忙な時期に査
読を担当していただいた会員の先生方に、厚く御礼申し上げます。学術団体の機関誌
とは何か、学術論文を書くというのは、どういうことなのか、といったことの基本を
再確認することの重要性を鑑みれば、会員の先生方による査読が、本研究年報の質の
維持・向上を支えていることを強く実感しております。会員の皆さま方におかれまし
ては、編集委員会から査読の依頼があった際には、今後とも是非ご協力を賜りたいと
存じます。

株式会社きんざいの小田徹取締役、一般社団法人金融財政事情研究会の古川浩史専
務理事・事務局長には、学術雑誌としての本研究年報の出版に多大なるご理解とご協
力を賜り、厚く御礼申し上げます。また、同研究会金融法務編集部の柴田翔太郎様に
は、編集・出版の実務につきたいへんお世話になりました。ここに記して感謝申し上
げます。

2022年 9 月　　年報編集委員長　合田浩之
 E-mail: NQB53921@nifty.com
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